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はじめに 

 

第２期小金井市保健福祉総合計画は、地域福祉計画、健康

増進計画（第２次）、障害者計画・第５期障害福祉計画、第７

期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画の４計画を１冊に

まとめ、市がめざすべき保健福祉のあり方を示す計画書です。 

本市では、第２期小金井市保健福祉総合計画の策定に先立

ち、平成２４年３月に小金井市保健福祉総合計画を策定し、保健福祉に関わる各分野の

施策を総合的に推進してきました。 

一方、我が国が抱える大きな課題である少子高齢化、世帯人員の減少、経済的な困窮

や社会的孤立の広まりを背景に、本市においても福祉ニーズは多様化、複合化していま

す。そのため、行政にはより包括的で柔軟な支援を行うことが求められています。また、

複合化した福祉の課題に取り組むためには、市民と行政、関係機関、事業者が、幅広い

ネットワークを組んで市民の生活を支えていくことが不可欠です。 

第２期小金井市保健福祉総合計画においては、保健福祉の施策を進める上で共通して

取り組むべき視点を地域福祉計画に位置づけ、個別計画では、それぞれの専門分野で注

力する点を整理しました。また、市が今後の計画期間でめざすべき保健福祉のあり方と

して、包括的に生活を支える視点を明らかにしています。 

本市では、今後、第２期保健福祉総合計画に基づき、地域において、様々な分野で活

躍する市民の方の力をつなぎ合わせ、誰もが自由に社会参加ができ、支え合うことがで

きる福祉のまちづくりを進めます。 

第２期小金井市保健福祉総合計画の策定に当たり、アンケート調査、パブリックコメ

ントへのご意見の提出などで、ご協力をいただきました多くの方、各場面で、貴重なご

意見、ご指摘をお寄せ下さった小金井市保健福祉総合計画策定委員会及び各専門部会の

委員の皆様に、心から感謝申し上げます。 

 
平成３０年３月 

 
小金井市長 
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第１章 計画策定の背景と目的 
 
第１節 計画策定の背景 

 

本市は、「小金井しあわせプラン（第４次小金井市基本構想・後期基本計画）」（以下「小金井

しあわせプラン」という。）に掲げる施策の大綱「誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまち」

の実現をめざし、福祉における制度の枠組みを超え、全ての市民の福祉と健康づくりに資する

計画として、平成２４年３月に小金井市保健福祉総合計画を策定しました。 

小金井市保健福祉総合計画は「地域福祉計画」、「健康増進計画」、「障害者計画・第３期障害

福祉計画」、「第５期介護保険・高齢者保健福祉総合計画」の４計画を包括しており、計画期間

は平成２４年度から平成２８年度までとなっています。 

このうち「第３期障害福祉計画」、「第５期介護保険・高齢者保健福祉総合計画」の２計画は

平成２７年度に見直しを行い、計画 終年度が平成２９年度となりました。 

そのため、保健福祉に関わる各分野の総合的な推進を目標として、「地域福祉計画」、「健康増

進計画」、「障害者計画」の計画期間を１年延伸し、この度、小金井市保健福祉総合計画を全体

的に見直しました。 

 

小金井市保健福祉総合計画策定からの国の動きとして、保健福祉分野への影響が大きなもの

に、平成２４年度に施行された「社会保障・税一体改革関連法案」があります。この社会保障・

税一体改革のもと、持続可能な社会保障制度の構築や、全ての世代が相互に支え合う社会の実

現に向け、保健福祉分野においても大きな制度改革が進められました。 

地域福祉分野においては、安定した雇用の減少や、勤労世代の所得低下により、生活困窮に

陥る人が増加したことを背景に、平成２７年度から、自立支援策の強化を図る生活困窮者自立

支援制度が開始されました。 

また、平成２８年度には、厚生労働省に地域共生社会実現本部が設置され、高齢者、障がい

のある人、子どもなど全ての人々が、地域、暮らし、生きがいを共に創り、高めあうことがで

きる「地域共生社会」の実現に向けた取り組みが進められています。 

健康増進分野では、平成２４年度に「健康日本２１（第二次）」が策定され、健康寿命の延伸

や、各世代の状況に応じて健康増進活動を推進することとなりました。 

障がい福祉分野では、平成２５年度に「障害者総合支援法」の制定、「障害者権利条約」の批

准、平成２８年度に「障害者差別解消法」が成立するなど、法制度の整備が進められ、大きな

変化がありました。 
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高齢福祉分野においては、団塊の世代が７５歳以上になる平成３７（２０２５）年に向け、

住まい、医療、介護、予防、生活支援サービス等の連携によって、高齢者が地域で自立した生

活を続けることを支援する地域包括ケアの考え方が示されました。 

保健福祉の各分野において制度改革が進められていますが、改革の中では「地域での取り組

み」や「地域での生活を継続すること」が重要な視点となっています。 
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第２節 計画の位置づけと目的 
 

１ 保健福祉総合計画および地域福祉計画の位置づけについて 

 

平成２９年６月に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法

律」として、地域福祉計画策定の根拠法令である社会福祉法を含む、福祉に係る法律が包括的

に改正されました。 

平成３０年４月より施行となる改正後の社会福祉法では、地域福祉計画を、福祉に共通して

取り組むべき事項を一体的に定める計画として位置づけることとされています。 

本市が平成２４年３月に策定した小金井市保健福祉総合計画では、保健福祉総合計画の下に、

地域福祉計画とその他の３分野の計画が並列に位置づけられていますが、平成２９年６月の社

会福祉法改正の趣旨を鑑み、地域福祉計画を、本市の保健福祉に係る各計画に共通する基本的

な視点や理念を示す計画と位置づけます。 

また、地域福祉計画は、本市の子どもと子育て家庭を支援するための施策を示す「のびゆく

こどもプラン 小金井（小金井市子ども・子育て支援事業計画）」（以下「のびゆくこどもプラ

ン 小金井」という。）における基本的な視点や理念を示す計画としても位置づけます。なお、

「のびゆくこどもプラン 小金井」については、計画期間を平成３１年度までとして策定して

います。 

「第２期小金井市保健福祉総合計画」の名称は、地域福祉計画、健康増進計画（第２次）、障

害者計画・第５期障害福祉計画、第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画を１冊に綴じ

た計画書の名称として位置付けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

保
健
福
祉
総
合
計
画

健康増進計画

地域福祉計画

障害者計画・障害福祉計画

介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画

保
健
福
祉
総
合
計
画

地
域
福
祉
計
画

健康増進計画

障害者計画・障害福祉計画

介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画

のびゆくこどもプラン
（小金井市子ども・子育て支援事業計画）

小金井市保健福祉総合計画
（平成２４年３月策定）の構成 第２期小金井市保健福祉総合計画の構成

保健福祉分野に共通する基本的な視点を示す
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２ 計画策定の目的 

 
小金井市地域福祉計画（以下「本計画」という。）は、保健福祉分野の各計画を横断的につな

ぎ、本市の保健福祉を推進する上で、共通する基本的な考え方を示すために策定します。 

 
○高齢化の進展と増える単身世帯 

小金井市保健福祉総合計画が策定された平成２４年３月からみると、本市の人口は微増傾向

となっており、平成２９年１０月の住民基本台帳人口で１２万人を超えました。本市が平成２８

年３月にまとめた「小金井市人口ビジョン」によると、この人口増は、主に隣接市との転出・転

入のうち、転入の超過によるものと考えられます。 

一方、平成２７年国勢調査において、国の総人口が減少に転じたことが明らかになりました。

「小金井市人口ビジョン」の推計では、本市の人口も平成３５年以降減少に転じる予測となって

います。また高齢化率は上昇が続き、働く世代は減少し、高齢者が増加する見込みです。 

さらに、世帯人員も減少しており、国勢調査の結果では、核家族と単身世帯が世帯の８割以上

を占める構成となっています。今後も、ひとり暮らし高齢者世帯や、高齢者のみ世帯がかつてな

い割合を占めることになります。 
 

○福祉ニーズの多様化、複合化 

人口減少の中で、少子高齢化や、核家族化、単身世帯の割合が増加していることにより、これ

まで家族が負担していた「セーフティネット機能」が縮小しています。家庭や地域が担ってきた

福祉分野の支援の一部を社会的に代替するため、介護福祉サービスや障がい福祉サービスなど

の各種制度が整えられてきました。 

しかしながら、少子高齢化、核家族化の進行と、非正規雇用者の割合の増加、経済的な困窮等

の広まりという社会情勢を背景に、福祉ニーズは多様化、複合化しています。例としては、介護

と子育てに同時に直面する世帯、高齢化した親世代と障がいのある子世代や、就労していない子

世代の世帯など、様々な困難を複合的に抱え、生活が困窮する事例などが生じています。 

福祉ニーズの多様化、複合化に伴って、従来の公的な福祉サービスのみでは解決が難しい、複

数の制度に内容がまたがる、また従来の制度では対象とならずに制度の狭間に落ちてしまうこ

とや、自力では既存の福祉サービスにつながらず、孤立してしまうといった事態が懸念されま

す。 
 

○地域活動の広がり 

他方で、わが国におけるＮＰＯ法人やボランティア活動は、より一層の深化を見せており、地

域においても、行政や民間事業者に加え、身近な地域を対象とするＮＰＯ法人やボランティア団

体が福祉サービスの担い手として、活動を広げています。 

本計画策定に先立ち、平成２８年度に実施した地域福祉計画に関するアンケート調査（一般市

民調査）結果では、気軽に参加できれば、地域で活動したいという意向を持つ市民もいます。ま

た、団塊の世代が高齢者となる時期を迎えていますが、社会経験や行動力を豊富に持った元気な
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高齢者が、地域での活動に参加することが予想され、地域福祉の担い手やボランティア活動の新

たな担い手としての活躍も期待されています。 

地域に存在する様々な主体が協働することにより、誰もが自分らしく安心して暮らし続ける

ことができる地域をつくること、市民や活動団体が参加し、地域生活課題を共有し、解決策を検

討し、地域で関わりを持てる仕組みづくりが地域福祉です。 

 

本計画では、福祉に関する市民の課題を対象とし、身近な地域において、市民と行政、活動団

体、事業者等が協働、連携して解決していく仕組みづくりを進めていきます。 
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３ 他の計画との関係 

 

本計画は、「小金井しあわせプラン」に基づく計画であり、福祉と健康分野の施策の大綱「誰

もが安心して暮らせる思いやりのあるまち」の理念を実現するため、保健福祉に関する各分野

に共通する視点を示す計画です。 

また、小金井市社会福祉協議会が定める「小金井市地域福祉活動計画」とは、地域福祉の推

進という共通の目的のもと、両計画が車の両輪となるよう、市と社会福祉協議会が協働、役割

分担し、総合的に地域福祉の推進をめざします。 

 
図表１ 計画の位置づけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１ 環境と都市基盤
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施策の大綱

誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまち

地域福祉 高齢者福祉 子ども家庭福祉
障がい者福祉 健康・医療

第２期
小金井市保健福祉総合計画

小
金
井
市
第
５
次
男
女
共
同
参
画
行
動
計
画

第
２
期
小
金
井
市
国
民
健
康
保
険
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画

第
３
期
小
金
井
市
国
民
健
康
保
険
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画

小
金
井
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

小
金
井
市
地
域
防
災
計
画

第
３
次
小
金
井
市
食
育
推
進
計
画

等

地域福祉計画

健
康
増
進
計
画
（
第
２
次
）

障
害
者
計
画
・
第
５
期
障
害
福
祉
計
画

第
７
期
介
護
保
険
・
高
齢
者
保
健
福
祉
総
合
事
業
計
画

の
び
ゆ
く
こ
ど
も
プ
ラ
ン

小
金
井

（
小
金
井
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
）

連携
協働

連携

小
金
井
市
地
域
福
祉
活
動
計
画

小金井市
社会福祉協議会

市の関連計画



第１章 計画策定の背景と目的 

- 7 - 

４ 計画策定の法的根拠 

 

第２期小金井市保健福祉総合計画に包含される各計画策定の法的根拠は下記一覧のとおり

です。 

計画名 計画策定の根拠法 

地域福祉計画 社会福祉法第１０７条 

健康増進計画 健康増進法第８条第２項 

障害者計画・障害福祉計画 

障害者基本法第１１条第３項 

障害者総合支援法第８８条 

児童福祉法第３３条の２０ 

介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画 
老人福祉法第２０条の８ 

介護保険法第１１７条 

 

社会福祉法第１０７条（抜粋） 

（市町村地域福祉計画） 

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市

町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福

祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるため

に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

一 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

二 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

三 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 

改正社会福祉法第１０７条（抜粋）（平成３０年４月１日施行） 

（市町村地域福祉計画） 

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市

町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

 （１） 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して

取り組むべき事項 

（２） 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

（３） 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

（４） 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

（５） 前条第１項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

２ 省略 

 ３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行

うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するもの

とする。 
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５ 計画策定体制 

 

第２期小金井市保健福祉総合計画の策定に当たり、平成２８年度より「小金井市保健福祉総

合計画策定委員会」を設置し、学識経験者、福祉関係者および一般市民の方と共に、計画づく

りを行いました。また、健康増進、障がい者福祉、高齢者福祉の各分野については、それぞれ

に専門部会を設け、分野ごとの検討を進めました。 

さらに、市民、市内の民間事業者、市民活動団体等を対象としたアンケート調査や、パブリ

ックコメントの実施を通じ、市民や関係者等の意見を反映させた計画策定に努めました。 

 

（１）小金井市保健福祉総合計画策定に関するアンケート調査について 

 

市民の生活実態や地域の福祉に対する意識や意見を把握し、小金井市保健福祉総合計画を改

定する際の基礎資料とすることを目的に、市民11,409人および市内で活動する２３８の団

体・事業者に対し、アンケート調査を実施しました。 

 

（２）パブリックコメント・市民説明会の実施について 

 

計画素案に対する市民のご意見を広く伺うため、平成２９年１１月２４日から１２月２５日ま

で（介護保険事業計画は平成３０年１月２７日から２月５日まで）、パブリックコメントを実施

しました。また、各計画の概要を説明する市民説明会を２回実施しました。 

 

図表２ 計画の策定体制 
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第３節 計画の期間 

 

第２期小金井市保健福祉総合計画に包含する障害福祉計画および介護保険事業計画の計画

期間は３年間と法的に定められています。第２期小金井市保健福祉総合計画に含まれる、保健

福祉分野に共通する基本的な考え方を示す地域福祉計画、健康増進計画についても、障害福祉

計画および介護保険事業計画の計画期間とずれが生じないよう、平成３０年度から３５年度ま

での６年間を計画期間とします。 

今後の６年間で、「小金井しあわせプラン」の改定と数年の差が生じる期間が発生しますが、

「小金井しあわせプラン」が改定された時点で、第２期小金井市保健福祉総合計画の内容も再

検討するなど、上位計画と齟齬（そご）が生じないよう配慮します。 

また、国の福祉施策や、社会経済情勢に著しい変化があった場合にも、必要に応じて施策を

検討し、計画の見直しを行います。 

 

図表３ 計画期間 

 

 

 

 

  

年度

年
計画名 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

小金井しあわせプラン
基本構想・基本計画

保健福祉総合計画

地域福祉計画

 健康増進計画

 障害者計画

障害福祉計画

介護保険・高齢者
保健福祉総合事業計画

35

【見直し期間】 【見直し期間】

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

第4次後期

５年 ６年

５年

５年

５年

３年 ３年 ３年 ３年

３年 ３年 ３年 ３年

６年

６年

６年

延
伸

延
伸

延
伸

延
伸

第5次前期第４次前期
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第２章 市の現状と課題 
 

第１節 統計資料から 
 

（１）人口・世帯 

 

① 人口 

本市の人口全体は微増となっています。年齢３区分別にみると、６５歳以上の老年人口が全

体に占める割合（高齢化率）が増えており、平成２６年に２０％を超えています。 

 

図表４ 小金井市の年齢3区分別人口の推移 

 

資料：小金井市住民基本台帳（各年１０月１日現在） 
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② 世帯数 

１世帯当たりの世帯人員は微減しており、平成２９年１０月１日で2.02人となっています。 

 

図表５ 世帯数の推移 

 

資料：小金井市住民基本台帳（各年１０月１日現在） 

（２）高齢者 

 

① 前期高齢者・後期高齢者 

平成２８年１０月現在、前期高齢者と後期高齢者の数はほぼ同数となっており、今後は後期

高齢者の割合が増加する見込みです。 

 

図表６ 前期高齢者と後期高齢者の推移と推計 

 
資料：小金井市住民基本台帳（各年１０月１日現在） 

推計値は厚生労働省「第７期将来推計用の推計人口」に基づく市介護福祉課推計（各年１０月１日現在）
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② 高齢者世帯 

ひとり暮らし高齢者世帯数および高齢者夫婦のみ世帯数は共に増加傾向です。 

 

図表７ ひとり暮らし高齢者および高齢者夫婦のみ世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年） 

 

③ 要介護認定者 

介護保険の要介護認定を受けた要介護認定者数は毎年増加しています。 

一方、高齢者が要介護認定を受けるまでの年齢を平均的に示す、東京都福祉保健局「平成２７

年 都内各区市町村の６５歳健康寿命」による健康寿命算出結果をみると、男女共に都の平均値

を超えており、元気な高齢者も多い地域となっています。 

 

図表８ 要介護認定者数の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２号被保険者を含みます。 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（各年９月末日現在） 

推計値は厚生労働省『地域包括ケア「見える化」システム』に基づく値（各年１０月１日現在）
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図表9 ６５歳健康寿命と６５歳平均障害期間 

資料：東京都福祉保健局「平成２７年 都内各区市町村の６５歳健康寿命」 

 
 

（３）障がいのある人 

 
障がいのある人は増加傾向にあり、平成２９年４月１日現在、各種障害者手帳の所持者数は

合計で３,９２８人となっています。障がいの種類別にみると、特に精神障害者保健福祉手帳の

所持者数が増加しています。 

 

図表１０ 各種障害者手帳の所持者数 

 

資料：小金井市「小金井市事務報告書」（各年４月１日現在） 

  

2,558 2,575 2,615 2,605 2,577 2,561

523 537 556 570 585 599

514 561
617 623 690 768

3,595 3,673
3,788 3,798 3,852 3,928

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人）

身体障害者手帳 愛の手帳（知的障がい者） 精神障害者保健福祉手帳

 男 女 

６５歳平均寿命 ６５歳平均障害期間 ６５歳平均寿命 ６５歳平均障害期間

東京都 
要介護２ 82.54歳 1.74年 85.62歳 3.63年 

要支援１ 80.98歳 3.30年 82.48歳 6.77年 

小金井市 
要介護２ 83.17歳 1.53年 86.33歳 3.39年 

要支援１ 81.35歳 3.35年 82.48歳 7.25年 



Ⅰ 地域福祉計画 

- 14 - 

（４）地域活動 

 

① 町会・自治会 

町会・自治会数は微減しています。また加入世帯数も減少傾向となっています。 

 
図表１１ 町会・自治会数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：小金井市「小金井市事務報告書」（各年） 
② 老人クラブ 

老人クラブ数は、平成２６年度までは一定して１５団体でしたが、平成２７年度以降減少し

つつあります。会員数には増減がありますが、平成２８年度は１,４３３人となっています。 

 
図表１２ 老人クラブ数と会員数 

 
資料：小金井市「小金井市事務報告書」（各年４月１日現在）
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③ ＮＰＯ法人 

ＮＰＯ法人数は増減がありますが、平成２４年からみると増加となっています。 

 

図表１３ 小金井市内に事務所を置くNPO法人数 

 

資料：東京市町村自治調査会「多摩地域データブック」（各年） 

※平成２４、２５年は１２月３１日現在、平成２６～２８年は１１月３０日現在 

（５）市民生活 

 

① 生活保護の状況 

生活保護の被保護世帯数および被保護人員数は共に増加しています。 

 

図表１４ 被保護世帯数・人員数と被保護人員の保護率 

 
資料：小金井市「小金井市事務報告書」（各年）
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② 生活困窮者自立支援事業 

平成２７年４月から開始された自立相談支援事業の相談件数は、平成２７年度は８２１件、

平成２８年度は１,４７６件と、1.8倍に増加しています。 

相談内容をみると、平成２７年度、２８年度共に「収入・生活費」が も多く、次いで、平

成２７年度は「仕事探し、就職」、平成２８年度は「病気や健康、障がい」が続いています。ま

た、平成２８年度は平成２７年度に比べ、「家族との関係」は3.6倍、「食べるものがない」は

6.4倍に増加しています。 

 

図表１５ 自立相談支援事業の相談件数 

（件） 

年度 平成２７年度 平成２８年度 

件数（合計） 821 1,476 

資料：小金井市「小金井市事務報告書」（各年） 
 

図表１６ 自立相談支援事業の相談件数と相談内容 

 
資料：小金井市「小金井市事務報告書」（各年）
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第２節 アンケート調査から 
 

（１）地域生活の状況 

 

① 近所づきあいの状況（一般市民調査） 

「たまに挨拶や立ち話等をする程度」（48.4％）が も割合が高く、５割近くになっていま

す。次いで「ほとんど付き合いはない」（22.0％）で、２割となっています。 

性・年代別にみると、男性は年齢が高いほど「多くの人と親しく付き合っている」の割合が

高く、年齢が低いほど「ほとんど付き合いはない」の割合が高くなる傾向にあります。また、

女性-６５歳以上で「多くの人と親しく付き合っている」が18.9％となっており、性・年代別

の回答の中で も割合が高くなっています。 

 

図表１７ 町内の人との付き合いの程度（全体、性・年代別） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ※文中で取り上げている項目に網掛けをしています。 

 

 

 

 

  

（％）
多
く
の
人
と
親
し
く
付

き
合
っ

て
い
る

特
定
の
人
と
は
親
し
く

し
て
い
る

た
ま
に
挨
拶
や
立
ち
話

等
を
す
る
程
度
で
あ
る

ほ
と
ん
ど
付
き
合
い
は

な
い

無
回
答

（N=605） 9.3 19.7 48.4 22.0 0.7

男性-18～29歳 （n= 18） 0.0 0.0 44.4 55.6 0.0

男性-30～49歳 （n= 61） 4.9 1.6 54.1 39.3 0.0

男性-50～64歳 （n= 66） 10.6 10.6 62.1 16.7 0.0

男性-65歳以上 （n= 85） 11.8 27.1 48.2 10.6 2.4

女性-18～29歳 （n= 30） 0.0 10.0 43.3 46.7 0.0

女性-30～49歳 （n=126） 6.3 23.8 38.1 31.0 0.8

女性-50～64歳 （n= 68） 4.4 13.2 60.3 22.1 0.0

女性-65歳以上 （n=127） 18.9 31.5 43.3 6.3 0.0

　全　　　体

性
・
年
代
別
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② 日常生活の中で不安や課題と感じること（一般市民調査） 

「健康に関すること」（42.0％）が も割合が高く、次いで「災害時の備えに関すること」

（30.6％）、「家族の介護に関すること」（25.1％）となっています。 

年代別にみると、１８～２９歳では「仕事に関すること（失業問題等も含む）」（38.8％）、

３０～４９歳では「子育てに関すること」（31.2％）、５０～６４歳、６５歳以上では「健康に

関すること」（５０～６４歳：41.5％、６５歳以上：62.1％）が も割合が高くなっており、

年代によって不安や課題と感じることに差が生じています。 

 

図表１８ 日常生活の中で感じる不安や課題（全体、年代別：複数回答（３つまで）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※文中で取り上げている項目に網掛けをしています。 
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や
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会
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加
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関
す
る
こ
と

生
涯
学
習
に
関
す
る
こ
と

（N=605） 25.1 11.9 8.8 15.7 22.5 9.9 2.8

18～29歳 （n= 49） 12.2 10.2 8.2 38.8 32.7 10.2 0.0

30～49歳 （n=189） 21.2 31.2 18.0 20.6 24.9 6.9 1.6

50～64歳 （n=135） 33.3 3.7 7.4 17.0 23.0 15.6 1.5

65歳以上 （n=219） 25.1 1.4 2.3 5.9 17.4 9.1 5.0

健
康
に
関
す
る
こ
と

ご
み
の
問
題
等
、

生
活
環
境

の
保
全
に
関
す
る
こ
と

犯
罪
・
治
安
に
関
す
る
こ
と

災
害
時
の
備
え
に
関
す
る

こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

（N=605） 42.0 16.7 18.3 30.6 1.7 11.9 1.8

18～29歳 （n= 49） 20.4 8.2 24.5 24.5 2.0 20.4 0.0

30～49歳 （n=189） 22.8 20.6 20.1 25.4 3.7 9.0 0.5

50～64歳 （n=135） 41.5 18.5 20.0 31.9 0.0 12.6 1.5

65歳以上 （n=219） 62.1 13.7 15.5 36.5 0.9 12.3 3.2

　全　　　体

年
代
別

　全　　　体

年
代
別
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（２）地域における課題 

 

① 地域の中での問題点・不足していると思うもの（一般市民調査） 

「緊急時の対応体制がわからない」（29.4％）が も割合が高く、次いで「隣近所との交流

が少ない」（26.0％）、「地域の中で気軽に集まれる場が少ない」（19.7％）の順です。また、

「特に問題はない」（23.1％）となっています。 

性別にみると、男性では「隣近所との交流が少ない」（30.4％）、女性では「緊急時の対応体

制がわからない」（30.5％）が も割合が高くなっています。 

 

図表１９ 住んでいる地域にある問題点・不足していると思うもの（全体、性別：複数回答） 

 
※文中で取り上げている項目に網掛けをしています。 
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（N=605） 10.7 29.4 5.1 19.3 12.4 4.6 0.7 26.0
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無
回
答

（N=605） 17.5 13.1 19.7 4.3 3.6 23.1 8.9 3.3

男性 （n=230） 21.7 19.1 19.1 6.1 3.9 21.7 8.3 2.2

女性 （n=351） 15.1 8.5 19.9 3.4 3.4 23.9 9.4 4.0

　全　　　体

性
別

　全　　　体

性
別
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② 経済的な困窮の有無（一般市民調査） 

過去１年間で経済的な困窮の経験が「あった」割合はいずれの選択肢でも１割未満ですが、

そのうち も割合が高いのは、『あなたやご家族が病気やけがのために病院や診療所を受診し

たほうが良いと思ったが、実際にはできなかった』で、5.5％となっています。 

また、全体では《経済的な困窮の経験あり》が12.9％、《経済的な困窮の経験なし》が86.0％

となっています。 

性・年代別にみると、男性-１８～２９歳で《経済的な困窮の経験あり》は38.9％となって

おり、性・年代別の回答の中で も割合が高くなっています。 

 
図表２０ 過去１年間で経済的な理由で困った経験の有無（全体：「あった」の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２１ 過去１年間で経済的な理由で困った経験の有無（全体、性・年代別） 

 

※《経済的困窮経験あり》：７項目いずれかに「あった」と回答した人 

※《経済的困窮経験なし》：７項目全てに「なかった」または「わからない」と回答した人 

※文中で取り上げている項目に網掛けをしています。  
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し

無
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答

（N=605） 12.9 86.0 1.2

男性-18～29歳 （n= 18） 38.9 61.1 0.0

男性-30～49歳 （n= 61） 21.3 78.7 0.0

男性-50～64歳 （n= 66） 7.6 90.9 1.5

男性-65歳以上 （n= 85） 11.8 87.1 1.2

女性-18～29歳 （n= 30） 6.7 93.3 0.0

女性-30～49歳 （n=126） 15.1 84.9 0.0

女性-50～64歳 （n= 68） 7.4 91.2 1.5

女性-65歳以上 （n=127） 10.2 88.2 1.6

　全　　　体

性
・
年
代
別

3.1

3.5

3.8

2.3

2.8

5.5

3.3

0 1 2 3 4 5 6

（１）必要な食料が買えないこと

（２）必要な衣料品が買えないこと

（３）電気・ガス・電話代等の

未払い

（４）家賃の滞納

（５）借金返済の滞納

（６）病院等に受診できなかった

（７）進学をあきらめたり、

進路を変更した

（％）

（１）必要な食料が買えないこと

（２）必要な衣料品が買えないこと

（３）電気・ガス・電話代等の未払い

（４）家賃の滞納

（５）借金返済の滞納

（６）病院等に受診できなかった

（７）進学をあきらめたり、

進路を変更した

（N=605）



第２章 市の現状と課題 

- 21 - 

③ 福祉サービスの利用に結びついていない人の有無（担い手調査） 

支援が必要にもかかわらず、福祉サービスの利用に結びついていない人が周囲に「いる」と

答えた人は32.7％となっています。 
 

図表２２ 福祉サービスの利用に結びついていない人の有無（全体） 

 
 

④ 地域の課題を解決するために必要な方策（一般市民調査） 

「誰もが気軽に来られる居場所を地域に増やす」（33.1％）が も割合が高く、次いで「相

談窓口を充実させる」（21.2％）、「地域活動を活発にする」（17.2％）となっています。 

 

図表２３ 地域の課題を解決するために必要な方策（全体：複数回答（３つまで）） 
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⑤ 地域の課題を解決するために必要なこと（担い手調査） 

「地域福祉の担い手となる人々を増やす」（44.9％）が も割合が高く、次いで「誰もが気

軽に来られる居場所を地域に増やす」（36.7％）、「地域福祉の担い手となる人々が連携する」

（34.7％）、「地域の問題を専門的な福祉サービスにつなげる」（34.7％）となっています。 

団体種別でみると、ＮＰＯ法人では「地域福祉の担い手となる人々を増やす」、「地域の問題

を専門的な福祉サービスにつなげる」が共に47.4％で も割合が高く、任意団体（法人格なし）

では「住民のボランティア活動を活発化させる」（42.3％）が も割合が高くなっています。 
 

図表２４ 地域の課題を解決するために必要なこと（全体、団体種別：複数回答（３つまで）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※文中で取り上げている項目に網掛けをしています。 

  

（％）
町
内
会
・
自
治
会
へ
の

入
会
を
勧
め
る

地
域
の
集
ま
り
へ
の
参

加
を
促
す

地
域
活
動
を
活
発
に
す

る 住
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

活
動
を
活
発
化
さ
せ
る

地
域
の
見
守
り
活
動
を

活
発
化
さ
せ
る

誰
も
が
気
軽
に
来
ら
れ

る
居
場
所
を
地
域
に
増

や
す

相
談
窓
口
を
充
実
さ
せ

る

（N=49） 10.2 16.3 20.4 30.6 18.4 36.7 30.6
ＮＰＯ法人 （n=19） 0.0 15.8 26.3 21.1 36.8 31.6 26.3
任意団体（法人格なし） (n=26） 19.2 19.2 19.2 42.3 3.8 38.5 34.6
その他 （n= 4） 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 50.0 25.0

地
域
福
祉
の
担
い
手
と

な
る
人
々
を
増
や
す

地
域
福
祉
の
担
い
手
と

な
る
人
々
が
連
携
す
る

地
域
の
問
題
を
専
門
的

な
福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
つ

な
げ
る

住
民
と
行
政
を
つ
な
げ

る
パ
イ
プ
役
を
果
た
す

組
織
を
増
や
す

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

（N=49） 44.9 34.7 34.7 18.4 4.1 2.0 2.0
ＮＰＯ法人 （n=19） 47.4 36.8 47.4 15.8 5.3 0.0 0.0
任意団体（法人格なし） (n=26） 38.5 26.9 26.9 19.2 3.8 3.8 3.8
その他 （n= 4） 75.0 75.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0

団
体

種
別

団
体

種
別

　全　　　体

　全　　　体
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（３）地域活動・ボランティア活動 

 

① 地域活動やボランティア活動等の参加状況（一般市民調査） 

「現在、継続的に取り組んでいる」（8.6％）と「たまに、取り組むことがある」（9.8％）を

合わせて《取り組んでいる》と回答した人は18.4％となっています。一方、「取り組んだこと

はあるが、現在はほとんどしていない」（18.7％）と「取り組んだことはない」（49.8％）を

合わせて《取り組んでいない》と回答した人が68.5％となっています。また、「取り組むこと

ができない」（9.4％）となっています。 

性・年代別にみると、「現在、継続的に取り組んでいる」の割合は、男女共に６５歳以上が

も高くなっています。 

また、「取り組むことができない」の割合は、男性-１８～２９歳では22.2％、男性-３０～

４９歳では13.1％、女性３０～４９歳では12.7％で、全体より高くなっています。 

 

図表２５ 地域活動やボランティア活動の参加状況（全体、性・年代別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※文中で取り上げている項目に網掛けをしています。  

（％）
現
在
、

継
続
的
に

取
り
組
ん
で
い
る

た
ま
に
、

取
り
組
む

こ
と
が
あ
る

取
り
組
ん
だ
こ
と
は

あ
る
が
、

現
在
は
ほ

と
ん
ど
し
て
い
な
い

取
り
組
ん
だ
こ
と
は

な
い

取
り
組
む
こ
と
が

で
き
な
い

無
回
答

（N=605） 8.6 9.8 18.7 49.8 9.4 3.8

男性-18～29歳 （n= 18） 0.0 5.6 22.2 44.4 22.2 5.6

男性-30～49歳 （n= 61） 1.6 9.8 9.8 65.6 13.1 0.0

男性-50～64歳 （n= 66） 10.6 3.0 24.2 51.5 9.1 1.5

男性-65歳以上 （n= 85） 11.8 5.9 18.8 50.6 7.1 5.9

女性-18～29歳 （n= 30） 0.0 13.3 13.3 66.7 6.7 0.0

女性-30～49歳 （n=126） 8.7 11.9 16.7 47.6 12.7 2.4

女性-50～64歳 （n= 68） 4.4 14.7 26.5 47.1 1.5 5.9

女性-65歳以上 （n=127） 13.4 10.2 18.9 43.3 9.4 4.7

性
・
年
代
別

　全　　　体
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② 活動・参加したいと思う条件（一般市民調査） 

全体では、「気軽に参加できる」（49.8％）が も多く、次いで「身近なところで活動できる」

（34.7％）、「活動時間や曜日を選べる」（33.2％）の順です。 

性・年代別にみると、男性-１８～２９歳以外では「気軽に参加できる」が も多くなってお

り、特に女性-１８～２９歳では70.0％と、全体を20.2ポイント上回っています。 

 
図表２６ 活動・参加しやすい条件（全体、性・年代別：複数回答） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※文中で取り上げている項目に網掛けをしています。 

  

（％）
活
動
情
報
の
提

供
が
あ
る

友
人
等
と
一
緒

に
参
加
で
き
る

身
近
な
と
こ
ろ

で
活
動
で
き
る

活
動
時
間
や
曜

日
を
選
べ
る

気
軽
に
参
加
で

き
る

適
切
な
指
導
者

や
リ
ー

ダ
ー

が

い
る

特
技
や
知
識
が

活
か
せ
る

（N=605） 26.3 12.7 34.7 33.2 49.8 21.3 17.2

男性-18～29歳 （n= 18） 33.3 27.8 27.8 11.1 27.8 33.3 27.8

男性-30～49歳 （n= 61） 31.1 8.2 26.2 32.8 50.8 9.8 19.7

男性-50～64歳 （n= 66） 22.7 4.5 25.8 28.8 50.0 18.2 25.8

男性-65歳以上 （n= 85） 24.7 5.9 40.0 18.8 44.7 21.2 10.6

女性-18～29歳 （n= 30） 46.7 33.3 30.0 36.7 70.0 16.7 20.0

女性-30～49歳 （n=126） 26.2 16.7 41.3 46.0 61.9 24.6 15.1

女性-50～64歳 （n= 68） 38.2 7.4 48.5 48.5 55.9 35.3 22.1

女性-65歳以上 （n=127） 17.3 12.6 30.7 28.3 38.6 19.7 11.0

身
体
的
な
負
担

が
少
な
い

経
済
的
な
負
担

が
少
な
い

自
分
の
知
識
や

経
験
を
豊
か
に

で
き
る

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

（N=605） 21.8 25.8 16.7 3.3 12.9 3.1

男性-18～29歳 （n= 18） 5.6 33.3 11.1 11.1 22.2 0.0

男性-30～49歳 （n= 61） 16.4 21.3 14.8 3.3 14.8 0.0

男性-50～64歳 （n= 66） 12.1 24.2 21.2 3.0 15.2 1.5

男性-65歳以上 （n= 85） 31.8 20.0 21.2 2.4 17.6 4.7

女性-18～29歳 （n= 30） 16.7 40.0 23.3 0.0 3.3 0.0

女性-30～49歳 （n=126） 20.6 33.3 15.1 4.0 5.6 1.6

女性-50～64歳 （n= 68） 25.0 33.8 17.6 1.5 11.8 4.4

女性-65歳以上 （n=127） 27.6 18.1 12.6 4.7 15.7 6.3

　全　　　体

性
・
年
代
別

　全　　　体

性
・
年
代
別



第２章 市の現状と課題 

- 25 - 

③ 活動する上での課題（担い手調査） 

「活動のための人材（職員、スタッフ、ボランティア等）が少ない、足りない」（63.3％）

が も割合が高く、次いで「職員、スタッフが高齢化してきている」（55.1％）、「活動場所や

事務所の場所の確保が難しい」（49.0％）となっています。 

団体種別でみると、 も割合が高いのは、ＮＰＯ法人では「活動のための人材（職員、スタ

ッフ、ボランティア等）が少ない、足りない」（78.9％）、任意団体（法人格なし）では「職員、

スタッフが高齢化してきている」（61.5％）となっています。 

 

図表２７ 活動する上での課題（全体、団体種別：複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※文中で取り上げている項目に網掛けをしています。  

（％）
活
動
の
た
め
の
人
材
（

職
員
、

ス
タ
ッ

フ
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
等
）

が

少
な
い
、

足
り
な
い

活
動
の
中
心
と
な
る
リ
ー

ダ
ー

や

後
継
者
が
育
た
な
い

職
員
、

ス
タ
ッ

フ
が
高
齢
化
し
て

き
て
い
る

同
じ
分
野
、

活
動
内
容
の
団
体
・

施
設
・
個
人
と
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク

づ
く
り
の
場
が
な
い

異
な
る
分
野
、

活
動
内
容
の
団
体
・

施
設
・
個
人
と
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク

づ
く
り
の
場
が
な
い

多
く
の
人
が
参
加
し
や
す
い
活
動

内
容
と
な
っ

て
い
な
い
、

活
動
の

利
用
者
・
参
加
者
が
少
な
い

事
業
（

活
動
）

の
内
容
を
情
報

発
信
す
る
機
会
が
少
な
い
、

事
業

（

活
動
）

が
知
ら
れ
て
い
な
い

活
動
資
金
が
不
足
し
て
い
る
、

採
算

が
合
わ
な
い

（N=49） 63.3 42.9 55.1 2.0 4.1 6.1 12.2 32.7

ＮＰＯ法人 （n=19） 78.9 36.8 47.4 0.0 5.3 0.0 5.3 47.4

任意団体（法人格なし） （n=26） 50.0 46.2 61.5 3.8 3.8 7.7 15.4 23.1

その他 （n= 4） 75.0 50.0 50.0 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0

活
動
場
所
や
事
務
所
の
場
所
の
確
保

が
難
し
い

地
域
資
源
（

人
、

団
体
、

場
所
等
）

の
情
報
が
得
に
く
い

活
動
に
必
要
な
情
報
や
専
門
知
識
が

不
足
し
て
い
る

組
織
運
営
が
う
ま
く
い
か
な
い

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

（N=49） 49.0 8.2 8.2 6.1 8.2 2.0 0.0

ＮＰＯ法人 （n=19） 36.8 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 0.0

任意団体（法人格なし） （n=26） 57.7 11.5 7.7 3.8 11.5 0.0 0.0

その他 （n= 4） 50.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0

団
体

種
別

　全　　　体

　全　　　体

団
体

種
別
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（４）防災について 

 

① 防災に対する考え（一般市民調査） 

「はい」が50％を超えている項目は『避難場所を知っているか』、『食料や日用品の備蓄をし

ているか』、『緊急時に近所の人と助け合えると思うか』です。その中では『避難場所を知って

いるか』が も「はい」の割合が高く、80.7％です。 

一方、『防災訓練に参加しているか』では「はい」の割合が12.1％と低くなっています。 

 

図表２８ 防災に関する考え（全体） 

  

80.7

12.1

37.5

63.3

18.3

38.0

66.0

17.7

86.8

60.7

35.5

73.9

30.6

6.6

6.9

30.4

26.4

1.7

1.2

1.8

1.2

0.8

1.0

1.0

（１）避難場所を知っているか

（２）防災訓練に参加しているか

（３）「小金井市地域防災計画」を

読んだことがあるか

（４）食料や日用品の備蓄をしているか

（５）避難所への誘導などの手助けが必要か

（６）緊急時に高齢者や障がいのある方

の避難の手助けができるか

（７）緊急時に近所の人と助け合えると

思うか

（％）

はい いいえ 無回答

わからない

（N=605）

いいえはい 無回答

（１）避難所を知っているか

（２）防災訓練に参加しているか

（３）「小金井市地域防災計画」を

読んだことがあるか

（４）食料や日用品の備蓄をしているか

（５）避難所への誘導などの

手助けが必要か

（６）緊急時に高齢者や障がいのある方

の避難の手助けができるか

（７）緊急時に近所の人と助け合える

と思うか
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第３節 現計画の評価から 
 

（１） 地域における多様な交流や活動の推進 

 

１－１ 地域福祉の担い手の育成 

平成２１年度より地域福祉ファシリテーター養成講座を実施しています。講座を修了した方

が、それぞれの地域で市民の寄り合い所や、高齢者の食事会等を主催するなど、地域福祉の担

い手を輩出しています。今後は、講座の修了生の活動を支援していくことも求められています。 

保健福祉教育や市民に対する啓発活動は、実施回数に大きな増加はありませんでしたが、継

続していくことが重要です。 

 
１－２ 多様な交流の推進 

各課で実施している交流事業については、今後も継続し、参加者を増やしていくことが必要

です。 

福祉事業所や、社会福祉法人が運営する施設等において、地域住民への場の提供等が実施さ

れています。地域福祉活動のひとつの核として、地域住民との交流を深められるよう、支援す

ることが求められます。 

 
１－３ 各種地域福祉活動の推進 

民生委員・児童委員の活動支援については、平成２８年度の一斉改選で、経験の長い委員が

多数退職したことから、新規に委員になった方への支援が重要となっています。民生委員・児

童委員は、地域福祉の核として活躍していますが、全国的に高齢化が進み、なり手が減少して

います。 

町会・自治会においても、高齢化により役員等のなり手が減少しています。また、通勤等の

ため日中地域にいない世帯等も増えており、町会・自治会への加入世帯も減少傾向となってい

ます。町会・自治会への加入案内等の強化や、参加しやすい活動の工夫等が求められます。 

アンケート調査（一般市民調査）では、気軽に参加できる、身近なところで参加できるので

あれば、地域活動やボランティアに参加したいという意向が伺えます。参加のきっかけづくり

や、場づくり、情報発信を継続し、参加の機運を高めることが必要です。 
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１－４ 地域福祉活動を推進する体制づくり 

社会福祉協議会内に設置されているボランティア・市民活動センターの利用件数は、上下は

あるものの増加しています。 

社会福祉協議会は、地域福祉に係る活動の基盤となることが期待されています。市と協働す

るとともに、互いの得意分野をいかした役割分担によって、地域福祉を推進していくことが求

められます。 

 

（２） 総合的な地域福祉の推進 

 

２－１ 地域生活を支援する福祉サービスの展開 

ケアマネジメント体制、専門職の確保・質の向上、民間事業者の参入促進については、高齢

者福祉、障がい者福祉の個別分野において取り組みが経年で実施されています。 

 
２－２ 権利擁護の推進 

成年後見制度、福祉サービス苦情調整委員制度、福祉サービス第三者評価システムについて

は、継続して実施していくことが重要です。アンケート調査（一般市民調査）において、成年

後見制度、福祉サービス苦情調整委員制度の認知度はあまり高くないため、さらに周知を図る

ことが求められます。 

虐待防止・対応ネットワークづくりについては、高齢者福祉、障がい者福祉の個別分野にお

いてそれぞれ取り組みが進められています。虐待の早期発見や対象者の包括的な支援のために、

関係者のネットワークづくりとともに、地域での気づきを必要な支援につなげる仕組みづくり

も求められます。 

 
２－３ 相談・情報提供体制の充実 

民生委員・児童委員による高齢者の見守り活動が経年で実施されており、地域包括支援セン

ターとの連携が図られています。 

障がい者福祉においては、複数の相談窓口間での連携が進められています。 

高齢者福祉においては、地域包括支援センターが核となり、身近な相談窓口としての機能を

果たしていますが、複合的な課題を抱える市民が増加し、相談内容も多様化しているため、地

域包括支援センターでは、生活支援コーディネーターおよび認知症地域支援推進員を配置して

おり、今後もセンターの機能向上を推進します。 

 
  



第２章 市の現状と課題 

- 29 - 

２－４ バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

東京都福祉のまちづくり条例に基づき、対象建築物におけるバリアフリー化の指導を進めます。 

 

２－５ 安全・安心なまちづくりの推進 

街路灯の設置については経年で進んでおり、電力削減等を目標としたＬＥＤ化も実施されて

います。 

防犯パトロール活動や交通安全教育については、継続して実施していくことが重要です。 

地域コミュニティを活用した防犯体制についても、関心を持ってもらえるテーマでの講習会

を予定するなど、市民への情報発信を続けることが求められます。防災への関心を持ってもら

った上で、「自助・共助」に基づく自主防災組織の育成を強化する必要があります。 

 

（３） 生活困窮者等への自立支援の充実 

 

３－１ 暮らしへの支援の充実 

平成２７年４月に「生活困窮者自立支援法」が施行され、社会福祉協議会内に自立相談サポ

ートセンターが設置されました。 

アンケート調査（一般市民調査）において、自立相談サポートセンターの認知度は高くあり

ませんでしたが、支援プランの作成数は増えており、継続した支援につながっています。今後

は自立相談サポートセンターの取り組みの周知を強化し、より包括的な支援を進めていくこと

が重要です。 

 

３－２ 生活保障の推進 

生活保護被保護世帯数は増加傾向にあります。今後も、世帯の実態や要望を的確に把握しな

がら、生活保護制度の適正な運用を図ります。 
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第４節 市の保健福祉を取り巻く課題 

 

（１）誰もが気軽に立ち寄れる居場所や、交流の場など、地域の人々が 

   互いに知り合える機会が必要です 

 

アンケート調査（一般市民調査）では、地域の問題点・不足しているものとして、隣近所と

の交流や世代間の交流を挙げる人が２～３割となっており、約２割の人が、地域の中で気軽に

集まれる場が少ないと考えています。 

また、地域の支え合いの仕組みづくりで必要だと思うことは、「地域の人々が知り合う機会や

活動する場所を確保すること」が４割弱で も高く、特に男性６５歳以上では５割弱と高くな

っています。さらに、これからの本市の福祉で力を入れるべきこととして、「気軽に相談できる

人や集まれる場所の整備等」が26.0％となっており、特にひとり暮らしの人では34.7％と高

くなっています。 

アンケート調査（福祉の担い手調査）では、これから力を入れていきたい活動として、「高齢

者、障がい者、子ども等のふれあいの拠点づくり」が４割台、ＮＰＯ法人では７割台と多くな

っています。 

様々な年代、立場の人が互いに知り合い、交流するようなイベントの開催や、居場所づくり

など、地域交流に取り組む必要があります。 

 

（２）地域活動等に取り組みやすくし、担い手を確保していく必要が 

   あります 

 

アンケート調査（一般市民調査）では、地域活動やボランティア活動に参加している割合は

２割未満と低くなっています。一方、アンケート調査（福祉の担い手調査）では、スタッフの

高齢化や人材不足、後継者不足を課題として挙げている団体が多くなっています。また、地域

の課題を解決するために必要な方策として、「地域福祉の担い手となる人々を増やす」ことが

も多くなっています。 

地域活動を担う人材の確保・育成が必要とされており、各種講座の開催や活動情報の提供な

ど、地域活動・ボランティア活動に取り組みやすい環境を整えていく必要があります。 
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（３）福祉ニーズに総合的に対応する体制が必要とされています 

 
アンケート調査（福祉の担い手調査）では、支援が必要であるにもかかわらず、福祉サービ

スの利用に結びついていない人が地域にいるかどうかたずねたところ、約３割が「いる」と答

えています。また、社会福祉協議会の活動で今後充実してほしいものとして、「気軽に相談でき

る福祉総合相談の充実」が４割台と高くなっています。 

従来の縦割りの体制では対処できないような福祉ニーズに対応するため、総合的な相談体制

や、地域で困っている人を専門機関へとつなげたり、地域で支える仕組みをつくるコーディネ

ート機能が必要とされています。 

 

（４）地域における災害等の緊急時の支え合い体制づくりが必要です 

 
アンケート調査（一般市民調査）では、地域にある問題点・不足していると思うものでは、

「緊急時の対応体制がわからない」が約３割で も高くなっています。また、災害時について

の不安や心配なことでは、自分自身および同居の家族が一人で避難することが困難なことなど

が挙げられており、緊急時の対応には、個人・地域のどちらにも不安や問題があると感じてい

る人が多くなっています。 

一方で、地域の防災訓練の参加率は１割台、避難行動要支援者名簿の認知度は１割未満と、

地域の防災や緊急時対応への意識は低くなっています。 

高齢者、障がいのある人や乳幼児など、地域に暮らす様々な人を交え、日ごろから地域での

災害時対応を話し合い、災害時に地域住民同士で互いに支え合い、助け合えるような体制を、

地域で検討し、構築する必要があります。 

 
※避難行動要支援者：災害時等に自力で避難することが困難で、家族等の支援を受けられない高齢者

や障がいのある人等 

 
 
  



Ⅰ 地域福祉計画 

- 32 - 

第5節 地域福祉を取り巻く国の動向 
 

１ 地域共生社会の実現 
 

平成２８年度に厚生労働省に「地域共生社会実現本部」が設置され、高齢者、障がいのある

人、子どもなど全ての人々が、地域、暮らし、生きがいを共に創り、高めあうことができる「地

域共生社会」の実現をめざすことが提示されました。 

市町村においては、育児、介護、障がい、貧困などの複合化した福祉ニーズを的確にとらえ、

分野別の相談支援体制と連動して対応する包括的な相談支援体制の確立が求められています。 

 
２ 生活困窮者自立支援制度 
 

生活保護にいたる前の段階の自立支援策の強化を目的として、平成２７年度より生活困窮者

自立支援法が施行され、生活困窮者自立支援制度が開始されました。 

この制度は、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給等を通じ

て、それぞれに合った個別的かつ包括的な支援を早期に実施することを目的とするものです。

本市においても、平成２７年度より自立相談サポートセンター内にて自立相談支援事業、住居

確保給付金の支給、平成２９年度より家計相談支援事業、学習支援事業を実施しています。 

 
３ 避難行動要支援者対策 
 

平成２５年度に災害対策基本法が一部改正され、高齢者、障がいのある人、乳幼児等の特に

配慮を要する方のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿の作成が、各自治体

に義務付けられました。今後も、避難行動支援に係る地域での共助の取り組みの強化が求めら

れています。 
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第３章 計画の理念と目標 
 

第１節 計画の理念 

 

本計画で掲げる基本理念「誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまち」は、「小金井しあわ

せプラン」における福祉と健康分野の施策の大綱です。「小金井しあわせプラン」の計画期間は

平成３２年度までとなっているため、本計画においても、この基本理念を継承することとしま

す。 

また、基本理念を補完する４つの理念についても、本計画において継承することとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまち 

●人間性の尊重 

 人は、すべて生まれながらにして尊厳ある存在であり、その人権が 大限に尊重されるとと

もに、また、障がいのある人も、高齢者も子どももみんなが地域社会を支えている大事な一員

であるというノーマライゼーションの理念を定着させます。 

 

●自主・自立の確保 

 すべての市民が、自主的な自己の意志に基づき、その能力に応じた自立的な生活が保持され

るとともに、自己実現を図ることによって、有意義な生涯を送れるよう努めます。 

 

●参加・連帯と共生 

 公私が協働するとともに、市民がお互いにそれぞれの生活や考え方を大切にしながら、主体

的に社会参加し、連帯と支え合いのもとに共に生きる地域社会を形成します。 

 

●生活の質の向上 

 すべての市民が、平和のもとに健康で、安心感や豊かさ、生きがいやゆとりを感じとれるよ

うな「生活の質」の維持・向上を図ります。 
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第２節 基本目標 

 

基本理念の実現に向け、３つの基本目標を定め、施策の展開を図ります。 

 
１ 福祉のまちづくり 

 
・高齢者、障がいのある人、乳幼児連れの人、外国人などを含めた全ての人が安全に利用でき

るユニバーサルデザインのまちづくりに取り組むため、公共施設をはじめとした、まちや情

報のバリアフリーを進めます。 

・災害時に要支援者を地域で支え合えあう仕組みづくりを進めます。 

・全ての人の人権が尊重され、互いの差異や多様性を認め合えるソーシャル・インクルージョ

ンを進めるため、高齢者や障がいのある人とのふれあいを促進し、共に学ぶ機会を設けてい

きます。 

・病気や障がいなどで判断能力が不十分な人の権利を守り、地域で暮らし続けられるよう、権

利擁護事業の推進を図ります。 

・福祉サービスに係る積極的な情報発信とサービスの質の適正化を図ります。 

 
２ 包括的支援体制の構築 

 
・地域生活課題の多様化に合わせ、町会・自治会、民生委員・児童委員、ＮＰＯ法人、関係機

関など既存の地域資源の連携を進め、自助、共助、公助を柔軟に組み合わせて提供し、地域

での生活を支える仕組みづくりを推進します。 

・各分野で設置されている既存の相談窓口のネットワーク化や複数のサービスを合わせて一体

的に提供できる福祉サービスの運用の弾力化を進めます。 

・複合化した地域生活課題に対し、適切な支援が受けられるよう、コーディネート機能の強化

を図ります。 

・発見した地域生活課題や地域で受けた相談を適切な支援につなぐ総合的な相談支援体制を構

築します。 

・生活困窮者自立支援制度の強化を図り、生活保護開始前の段階での自立支援を進めます。 
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３ 地域活動の活性化 
 

・若い世代や、元気な高齢者など、より多くの人が地域での活動に関心を持ち、積極的に関わ

りを持てるよう、地域活動参加のきっかけづくりを進めます。 

・多世代にわたる市民の活動を支え、情報基盤の提供、連携構築などの支援を行います。 

・社会福祉協議会、社会福祉法人などの福祉の関係団体等との連携を強化し、情報共有する仕

組みづくりを進めます。 
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第４章 施策の展開 

 

第１節 施策体系 
  

（３）多様な地域資源との連携

（３）人権尊重と
　　　権利擁護事業の推進

３　地域活動の活性化
（２）地域活動の支援と
　　　人材の育成

（１）社会参加の促進

（１）地域での課題解決の
　　　体制づくり

２　包括的支援体制の
　　構築

（２）セーフティネットの
　　　機能強化

（４）情報提供の仕組みづくり

１　福祉の
　　まちづくり

（１）福祉を支える基盤の整備

（２）災害に備える体制づくり

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
思
い
や
り
の
あ
る
ま
ち

【基本施策】【基本理念】 【基本目標】
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  ★は新規に開始、または掲載する事業

①多様な主体との連携づくり
福祉サービス事業所の地域に開かれた取り組みの推進／
★社会福祉法人等との連携強化

②社会福祉協議会との連携強化
ボランティア・市民活動センターの機能強化／
社会福祉協議会との連携強化

①地域福祉の担い手育成 地域福祉ファシリテーター養成講座の開催／市民活動の資質向上

②専門人材の育成
福祉専門職の資質の向上／民間事業者等の参入促進／
地域福祉推進事業の充実

生活保護制度の適正な運用／路上生活者への自立支援

①地域活動への参加促進
ボランティア活動等の普及や参加のきっかけづくり／
多様な人材の地域活動への参加促進

②地域活動の拠点づくり 世代間交流の促進／★多様な市民が交流できる場の構築

①地域での見守り推進
民生委員・児童委員活動の支援／町会・自治会活動への支援／
身近な相談体制の充実

②総合的な相談体制の構築 ★福祉総合相談窓口の整備／相談支援体制の充実

①生活困窮者への支援強化
★地域生活課題の把握と情報共有の仕組み強化／
★生活困窮者の自立支援の推進

②生活保障の推進

③福祉サービスの質の確保
福祉サービス苦情調整委員制度の周知／福祉サービス第三者評価
システムの普及／サービス事業者の指導強化

①福祉の情報発信の強化 情報提供の充実／各種手当制度の周知

②情報バリアフリーの推進 福祉マップの見直し／情報提供のユニバーサルデザインの推進

①ノーマライゼーションの推進 保健福祉教育の充実／市民に対する啓発活動の推進

②権利擁護事業の充実
権利擁護事業の推進／地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援
事業）の利用支援／虐待防止・対応ネットワークづくりの推進

①暮らしやすいまちづくり
ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進／
施設のバリアフリー化の推進

②移動支援の充実 CoCoバスの利便性向上／移送サービスへの支援

①防災・防犯活動への参加促進
自主防災組織の育成／
地域コミュニティを活用した防犯体制の推進

②要支援者の支援強化 災害時における避難行動要支援者への支援体制の充実

【施策】 【個別事業・取り組み】
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第２節 施策の展開 
 

基本目標１ 福祉のまちづくり 

 

基本施策（１） 福祉を支える基盤の整備 

 

① 暮らしやすいまちづくり 

事業名 施策内容 担当 

１ 

ユニバーサルデザインに

よるまちづくりの推進 

誰もが使う施設や道路、公園について、高齢者や障

がいのある人をはじめ、全ての市民が円滑に利用でき

るよう、バリアフリー化やユニバーサルデザインによ

るまちづくりを推進します。 

関係各課 

２ 

施設のバリアフリー化

の推進 

関係機関や民間建築物等に対し、エスカレーターや

エレベーター、スロープ、多目的トイレの設置など、

当事者の意見をききながらバリアフリー化を働きかけ

ます。 

公共施設について、改修の際に利用しやすさに配慮

したバリアフリー化を進めます。 

東京都福祉のまちづくり条例に基づき、新規に建設

される届出が必要な対象建築物について、整備基準を

満たせるよう指導します。 

関係各課 

 
② 移動支援の充実 

事業名 施策内容 担当 

３ 

ＣｏＣｏバスの利便性

向上 

公共交通機関の利用が困難な地域や移動が困難な人

の移動手段の確保のため、交通不便地域のＣｏＣｏバ

ス路線の維持・存続と利便性向上に取り組みます。 

交通状況の変化に応じ、市内ルートの見直し等、総

合的な事業の改善を実施します。 

交通対策課 

４ 

移送サービスへの支援 

日常生活において外出が困難な人の社会参加を支援

するため、移送サービスを実施しているＮＰＯ法人等

へ助成し、移送の安定的な供給に努めます。 

自立生活支援課 
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基本施策（２） 災害に備える体制づくり 

 

① 防災・防犯活動への参加促進 

事業名 施策内容 担当 

５ 

自主防災組織の育成 

防災に関する情報提供や学習機会の充実により、市

民への防災知識の浸透と防災意識の向上を図ります。

特に、子育て世代や子どもの参加を増やせるよう、防

災訓練内容の見直しや周知方法の工夫を行います。 

自主防災組織が結成されていない地域については、

「自助・共助」の重要性を周知しつつ、自主防災組織

の結成を促進します。 

地域安全課 

６ 

地域コミュニティを活

用した防犯体制の推進 

市と小金井警察署、町会・自治会等の地域コミュニ

ティ、各種防犯団体との連携を強化し、地域で起きた

犯罪の情報共有を行うなど、個人や地域の防犯意識を

高め、地域での防犯体制の整備を支援します。 

市内で自主的に防犯パトロールを行っている団体に

ついて、防犯資機材を支給し、活動を支援します。 

地域安全課 

 

② 要支援者の支援強化 

事業名 施策内容 担当 

７ 

災害時における避難行

動要支援者への支援体

制の充実 

災害時等に自力で避難することが困難で、家族等の

支援を受けられない高齢者や障がいのある人等（避難

行動要支援者）を把握するため、災害対策基本法に基

づき作成した、避難行動要支援者名簿の適正な管理・

更新を行います。 

民生委員・児童委員や関係機関と連携しながら、個

人情報の保護に配慮しつつ、必要に応じて名簿を活用

できるよう整備します。加えて、地域の皆さんに「支援

者」となっていただき、見守りや安否確認、避難支援の

体制を整備するモデル地区事業を進めていきます。 

また、福祉避難所の管理運営の整備を推進します。 

福祉保健部各課 
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基本施策（３） 人権尊重と権利擁護事業の推進 

 

① ノーマライゼーションの推進 

事業名 施策内容 担当 

８ 

保健福祉教育の充実 

学校教育の「総合的な学習の時間」での体験学習等

や、障がいの有無にかかわらず、共に学ぶ機会を通じ

て、高齢者や障がいのある人と触れ合い、支援が必要

な方への理解や、障がいについての知識を子どもの頃

から深めます。 

児童・生徒の発達段階に応じ、人権の意義・内容や

重要性について理解し、自分の大切さとともに他の人

の大切さを認めることが出来るように努めます。 

指導室 

９ 

市民に対する啓発活動

の推進 

保健福祉に関する講座・講演等を開催するとともに、

市報等を通じて、高齢者や障がいのある人をはじめ、

全ての人の人権に対する理解を深めます。 

誰もが安心して社会参加できるよう、心のバリアフ

リーを推進し、ソーシャル・インクルージョンやノー

マライゼーションの理念の周知を図ります。 

関係各課 

 

② 権利擁護事業の充実 

事業名 施策内容 担当 

１０ 

権利擁護事業の推進 

認知症や知的障がいのある人、精神障がいのある人

など、判断能力が十分でない人の権利を守るため、権

利擁護意識の醸成を図ります。 

加えて、成年後見制度の周知に努めるとともに、小

金井市権利擁護センター（ふくしネットこがねい）に

おいて、権利擁護を支える地域の担い手として市民後

見人の育成を進めます。 

地域福祉課 

介護福祉課 

自立生活支援課 

１１ 

地域福祉権利擁護事業 

（日常生活自立支援事

業）の利用支援 

小金井市権利擁護センター（ふくしネットこがねい）

において、判断能力に不安のある人の生活の安定を支

えるため、福祉サービスの利用援助や、日常的金銭管

理等を支援する地域福祉権利擁護事業（日常生活自立

支援事業）を、関係機関と連携しながら、継続して実

施します。 

地域福祉課 
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事業名 施策内容 担当 

１２ 

虐待防止・対応ネット 

ワークづくりの推進 

ドメスティック・バイオレンスを含む、あらゆる暴

力の防止に向け、暴力を未然に防ぐための意識啓発に

ついて発信するとともに、高齢者や障がいのある人、

子どもなどへの虐待に対し、関係機関との連携を強め、

相談に対する適切な対応を進めます。また、虐待をし

てしまう擁護者等を含む家族全体に対する地域ぐるみ

の支援を推進します。 

関係各課 

 

③ 福祉サービスの質の確保 

事業名 施策内容 担当 

１３ 

福祉サービス苦情調整

委員制度の周知 

福祉サービス（介護保険サービスを含む。）に対する

市民の苦情に公平かつ適正に対応し、信頼性と福祉の

向上をめざすことを目的にして、福祉サービス苦情調

整委員（福祉オンブズマン）が２名設置されています。 

制度の周知に努めるとともに、福祉サービス苦情調

整委員（福祉オンブズマン）による職員を対象とした

研修を実施し、接遇向上と「苦情ゼロ」をめざします。 

地域福祉課 

１４ 

福祉サービス第三者 

評価システムの普及 

福祉サービスの質の確保のため、福祉サービスの事

業者に対し、第三者評価の受審への助成を行います。

また、利用者が質の高い福祉サービスを選択できるよ

う、第三者評価の評価結果を公表し、情報提供を行い

ます。 

関係各課 

１５ 

サービス事業者の指導

強化 

福祉サービス事業者である市内の社会福祉法人等に

対し、法令等を遵守した適切な運営がされているか、

市職員による指導検査を行います。 

関係各課 
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基本施策（４） 情報提供の仕組みづくり 

 

① 福祉の情報発信の強化 

事業名 施策内容 担当 

１６ 

情報提供の充実 

支援を必要とする人が必要な時に保健・医療・福祉

サービスに関する情報を入手できるよう、市報、市ホ

ームページ等を活用し、情報提供の充実を図ります。 

地域における身近な施設等にも各種ガイドブック等

を配布し、市民が情報を入手しやすいように配慮します。 

福祉保健部各課 

１７ 

各種手当制度の周知 

各種手当制度の案内を定期的に市報等に掲載し、周

知を図ります。市報や市ホームページを活用し、情報

のすみやかな提供を行います。 

また、福祉サービス事業者や民生委員・児童委員等

との連携を通じて、情報発信を強化します。 

福祉保健部各課 

 

② 情報バリアフリーの推進 

事業名 施策内容 担当 

１８ 

福祉マップの見直し 

公共施設を中心としたバリアフリー情報や交通情報

等の周知を図るため、福祉マップの定期的な見直しを

図ります。 

関係各課 

１９ 

情報提供のユニバーサ

ルデザインの推進 

高齢者や障がいのある人、外国人など情報入手に困

難がある人に対して、音声案内や市報の見やすいレイ

アウトの工夫、市ホームページの整備、職員による適

切な窓口案内の促進など、多様な手段による情報提供

を推進し、情報のアクセス確保に努めます。 

関係各課 
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基本目標２ 包括的支援体制の構築 

 

基本施策（１） 地域での課題解決の体制づくり 

 

① 地域での見守り推進 

事業名 施策内容 担当 

２０ 

民生委員・児童委員活動

の支援 

民生委員・児童委員が行っている地域に密着した相

談や情報提供、地域生活課題の発見等の活動を支援す

るとともに、民生委員・児童委員制度や活動内容の周

知を図ります。 

地域福祉課 

２１ 

町会・自治会活動への 

支援 

地域活動の基盤となる町会・自治会の情報を市の窓

口で案内し、新たな加入者増加に努めます。また、町

会・自治会の活動の活性化に資するため、東京都が実

施する支援事業等の情報提供を行います。 

広報秘書課 

２２ 

身近な相談体制の充実 

民生委員・児童委員をはじめとした地域に密着して

活動する主体と行政との連携を強化し、地域での見守

り機能を高めます。 

また、町会・自治会、商店会、医療機関などと連携し

て見守り支援のネットワーク体制の充実を図ります。 

気軽な相談から、複合的な地域生活課題まで、事態

が深刻化する前に適切な支援につなげるよう、行政機

関および関係機関との相談体制を整備します。 

関係各課 
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② 総合的な相談体制の構築 

事業名 施策内容 担当 

２３新規 

福祉総合相談窓口の 

整備 

年齢や障がいの有無にかかわらず、全ての方を対象

に、各々が抱える地域生活課題に対し、課題解決に向

けたアドバイスを行ったり、適切な機関へつなぐ専門

員の配置および福祉と健康に関する制度案内、講演会・

研修等企画の紹介等の情報発信機能を果たす福祉総合

相談窓口を導入します。 

福祉総合相談窓口の整備については、生活困窮者自

立支援法に基づき、平成２７年度から実施している自

立相談支援事業の体制を活用、拡充して進めます。 

地域福祉課 

２４ 

相談支援体制の充実 

地域包括支援センター等の対象者ごとの各種相談支

援体制の充実を図るとともに、地域生活課題を把握し、

専門的な支援機関や適切なサービスにつなぐため、相

談機関相互の連携を強化し、迅速な対応が図れるよう

体制を整備します。 

複合的な地域生活課題については、関連する分野の

関係機関や、民間のサービスも含む社会資源を活用し

た包括的な支援を実施します。 

関係各課 
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基本施策（２） セーフティネットの機能強化 

 

① 生活困窮者への支援強化 

事業名 施策内容 担当 

２５新規 

地域生活課題の把握と

情報共有の仕組み強化 

生活困窮者の支援に関し、関係各課および関係機関

等との情報共有に努め、支援体制の連携強化を進めます。 
地域福祉課 

２６新規 

生活困窮者の自立支援

の推進 

生活困窮者の自立に向け、本人の状況に応じた包括

的かつ継続的な相談支援を行います。また、関係機関

と連携しながら就労その他の支援体制を構築します。 

家計に課題を抱える生活困窮者に対し、情報の提供

や専門的な助言、指導等を行うことにより、早期に生

活が再生されるよう支援します。また、住居確保給付

金の支給、学習支援事業を実施します。 

地域福祉課 

 

② 生活保障の推進 

事業名 施策内容 担当 

２７ 

生活保護制度の適正な

運用 

生活保護を必要とする世帯の実態と要望の的確な把

握に努め、自立助長へ向けた支援を強化します。 
地域福祉課 

２８ 

路上生活者への自立支援 

年2回定期的に実施している路上生活者概数調査等

を通じて路上生活者を把握し、関係機関とともに生活

保護制度等の各種施策を活用して早期の自立支援を進

めます。 

地域福祉課 
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基本目標３ 地域活動の活性化 

 

基本施策（１） 社会参加の促進 

 

① 地域活動への参加促進 

事業名 施策内容 担当 

２９ 

ボランティア活動等の

普及や参加のきっかけ

づくり 

幅広い市民が自分に合った活動を選択して参加する

ことができるよう、地域で活動するボランティア団体

や既存の各種団体の情報提供を充実させます。 

ボランティア体験学習を継続して実施し、地域福祉

への関心の醸成と、ボランティア活動への参加のきっ

かけづくりを行います。 

地域福祉課 

社会福祉協議会 

３０ 

多様な人材の地域活動

への参加促進 

ボランティア活動に関心を持つ教育機関や、地域福

祉分野での社会貢献を考えている企業等との協働を促

進します。 

また若い世代や、企業で培った経験を持つ人材が地

域福祉の新たな担い手となるよう、ボランティア団体

や既存の各種団体の活動紹介や、活動の立ち上げを支

援します。 

関係各課 

社会福祉協議会 

 

② 地域活動の拠点づくり 

事業名 施策内容 担当 

３１ 

世代間交流の促進 

高齢者や障がいのある人の社会参加の場を広げると

ともに、子どもにとって多様性の受容を深める機会を

つくるという視点から、高齢者や障がいのある人と子

どものふれあいの場を提供します。 

自立生活支援課 

介護福祉課 

指導室 

３２新規 

多様な市民が交流でき

る場の構築 

年齢や障がいの有無にかかわらず、様々な背景を持

った市民が参加できる活動の機会をつくります。 

市内集会施設や公民館等の施設を活用し、地域福祉

に関心を持つ市民や活動団体が情報交換や活動の連携

を広げられる機会づくりを推進します。 

平成３３年度竣工予定の（仮称）新福祉会館では、

あらゆる市民に向けた各種イベントや、福祉と健康に

関する講演会・講座・研修等を実施します。 

関係各課 
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基本施策（２） 地域活動の支援と人材の育成 

 

① 地域福祉の担い手育成 

事業名 施策内容 担当 

３３ 

地域福祉ファシリテー

ター養成講座の開催 

小金井市、三鷹市、武蔵野市、当該３市社会福祉協

議会およびルーテル学院大学と協働し、地域福祉の新

たな担い手として地域福祉ファシリテーターの養成に

努めます。 

講座の修了生が地域での活動を始める際の支援や、

活動の継続支援を行います。 

地域福祉課 

社会福祉協議会 

３４ 

市民活動の資質向上 

ボランティアのニーズを把握し、ボランティア研修

の充実を図り資質の向上に努めます。 

市民活動団体の活性化につながる支援を進めるとと

もに、ボランティア団体や既存の各種団体が、地域に

おける新たな見守り、支え合い活動の主体となれるよ

う、情報の提供や相談支援等を積極的に展開します。 

地域福祉課 

生涯学習課 

社会福祉協議会 

 

② 専門人材の育成 

事業名 施策内容 担当 

３５ 

福祉専門職の資質の向上 

専門職の資質向上を促進するため、介護福祉分野や

障がい者福祉分野で働く方に向けた研修を実施しま

す。また、国や都で実施する研修や講習会について、

情報提供を行います。 

介護福祉分野で働く方の研修等については、今後も

研修、講習会の開催および受講料を一部助成します。 

自立生活支援課 

介護福祉課 

３６ 

民間事業者等の参入促進 

民間における優れた人材や技術を活用し、さらなる

福祉の充実を図る視点から、行政が直接実施している

福祉分野の事業に関し、民間活力の導入を検討します。 

民間事業者やＮＰＯ法人との協定締結をめざし、民

間事業者の協力による緩やかな見守り体制の充実に努

めます。 

自立生活支援課 

介護福祉課 

37 

地域福祉推進事業の充実 

市と協働して、高齢者や障がいのある人などに対し

て家事援助サービス、介護サービス、食事サービス等

の福祉サービス事業を行っている法人に対し、市がそ

の事業費の一部を補助します。 

地域福祉課 
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基本施策（３） 多様な地域資源との連携 

 

① 多様な主体との連携づくり 

事業名 施策内容 担当 

３８ 

福祉サービス事業所の

地域に開かれた取り組

みの推進 

福祉サービス事業所の会議室や敷地などの「場」を

地域住民の交流の場として開放するなど、地域に密着

した事業所としての公益的な取り組みが広まるよう支

援します。 

関係各課 

３９新規 

社会福祉法人等との連

携強化 

社会福祉法人が、地域で事業を実施するうちに気が

ついた、支援を必要とする事例や、相談等を集約し、

関係機関と情報共有を図って、適切な支援につなげら

れる体制を整備します。 

関係各課 

社会福祉協議会 

 

② 社会福祉協議会との連携強化 

事業名 施策内容 担当 

４０ 

ボランティア・市民活動

センターの機能強化 

ボランティア活動やＮＰＯ法人等に関する情報の収

集・公開や、活動先の紹介を充実させ、１人でも多く

の市民が地域活動に関心を持って参加できるよう、ボ

ランティア・市民活動センターの機能を整備します。 

地域福祉に関する活動を始めたいと考える人の活動

立ち上げを支援するとともに、既存の活動の継続支援

や、行政や他団体との連携につながるよう、相談機能

を高めます。 

また、市と社会福祉協議会とで「災害時におけるボ

ランティア活動支援に関する協定書」を締結しており、

効果的な災害ボランティア活動に関する支援が行える

よう相互に連携を図ります。 

関係各課 

社会福祉協議会 

４１ 

社会福祉協議会との連

携強化 

社会福祉協議会は地域において地域福祉を推進する

中核となる組織です。社会福祉協議会において、地域

生活課題の把握と解決に向けた取り組みや、多様な市

民や活動団体の情報集約、連携の基盤が整備されるよ

う、さらなる連携と活動内容の周知を進めます。 

また、社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計

画」を推進するために必要な支援を行い、社会福祉協

議会の基盤強化を図ります。 

地域福祉課 
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第５章 計画の推進 
 

第１節 計画の推進体制 
 

小金井市保健福祉総合計画策定委員会は、平成２８年度、２９年度の２か年をかけ、本市の

保健福祉に係る共通の視点やめざすべき方向性等について検討を重ねました。 

計画策定後は、公募市民を含めた外部の評価機関を設置し、計画の取り組み状況の評価を行い

ます。 

本計画の推進に当たっては、全庁的な体制を改めて整備し、本計画の着実な実施と、進行管

理を行います。また、事業の進捗状況について、毎年度、計画の評価を行います。 

進捗状況および評価結果については、市ホームページで公表し、本計画に掲げる基本目標や

施策についての周知を図ります。 

 

図表２９ 計画の推進・評価体制 

 
 

 
 
 
 

  

Plan

計画の立案

保健福祉総合計画
地域福祉計画 Do

計画の実施

Check

計画の検討、評価

Action

計画の見直し

毎年度
進捗状況、評価の公表

外部評価機関を設置予定

報告評価
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第２節 計画の評価方法 
 

計画の進捗状況をできるだけ客観的に評価し、施策のあるべき姿を定期的に確認するために、

目標指標を設定します。目標年次は、計画期間 終年度の平成３５年度とします。 

目標の「継続」は現状から継続して同様に事業を進めるもの、「充実」は、現状からさらに事

業を充実させて推し進めていくものとします。 

 

（１）基本目標１ 福祉のまちづくり 

 

事業名 指標 
現状 

平成２８年度 

目標 

平成３５年度 

１０ 

権利擁護事業の推進 

市民後見人の数 ０人 充実 

成年後見制度利用促進法による市

町村計画策定の検討 
— 計画の策定 

１４ 

福祉サービス第三者評価シス

テムの普及 

第三者評価の利用数 ７件 継続 

１５ 

サービス事業者への指導強化 
社会福祉法人への指導検査の実施 年１法人実施 継続 

 

（２）基本目標２ 包括的支援体制の構築 

 

事業名 指標 
現状 

平成２８年度 

目標 

平成３５年度 

２３ 

福祉総合相談窓口の整備 
窓口の運営体制づくり — 

窓口運営開始

（平成34年度）

２６ 

生活困窮者の自立支援の推進 

生活困窮者自立支援プラン作成数 82 件 充実 

就労・増収率 

（就労・増収者のうち就労支援プ

ラン作成者／就労支援対象者） 

57％ 充実 
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（３）基本目標３ 地域活動の活性化 

 

事業名 指標 
現状 

平成２８年度 

目標 

平成３５年度 

２９ 

ボランティア活動等の普及や

参加のきっかけづくり 

ボランティア体験学習の参加者数 123 人 継続 

３０ 

多様な人材の地域活動への参

加促進 

ボランティア相談の件数 

（市内活動への問合せ、既に活動

している団体からの相談等） 

602 件 

（延べ件数） 
継続 

３３ 

地域福祉ファシリテーター養

成講座の開催 

講座受講者数 10 人 継続 

３９ 

社会福祉法人等との連携強化 
社会福祉法人連絡会の開催回数 — 年２回実施 

 

（４）保健福祉総合計画策定に関するアンケート調査結果から 

 
事業の実施状況等のほか、アンケート調査による評価の指標として、次の目標を設置します。

目標年次は、計画の見直し年度である平成３４年度とします。 

 

 計画全体の目標指標 
調査結果 目標値 

（平成３４年度）平成２３年度 平成２８年度 

１ 
自分が住んでいる町内の住み心地の満足度「かな

り満足している」の割合 
10.7% 21.7％ 30％ 

２ 

地域活動やボランティア活動、地域や住民に対す

る各種の支援活動等について取り組んだことの

ある人「現在、継続的に取り組んでいる」、「たま

に取り組むことがある」合計の割合 

18.9％ 18.4％ 20％ 

３ 自立相談サポートセンターの認知の割合 — 9.4％ 25％ 

４ 権利擁護センターの認知の割合 — 7.9％ 25％ 

※自立相談サポートセンター、権利擁護センターの認知度については、平成２８年度調査による地域包括支援センター

の認知の割合 25％を目標とします。 
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第１章 計画策定の背景と目的 
 

第１節 計画策定の背景 
 

本市では、平成２４年３月に「地域福祉計画」、「障害者計画・第３期障害福祉計画」、「第５

期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」、「健康増進計画」の４分野の計画を包含した保健

福祉の総合的な計画として、「小金井市保健福祉総合計画」（以下「前計画」という。）を策定し

ました。 

前計画策定以降の動向として、国は、平成２５年度に１０年間の計画として、「２１世紀にお

ける国民健康づくり運動（健康日本２１）（第二次）」（以下「健康日本２１（第二次）」という。）

を策定しました。「健康日本２１（第二次）」は、「全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊か

に生活できる活力ある社会の実現」をめざすべき姿とし、国民の健康の増進の推進に関する基

本的な方向や、その目標に関する事項等を定めています。 

都は、健康増進法第８条第１項の規定に基づき、平成２５年度に１０年間の都道府県健康増

進計画として、「東京都健康増進プラン２１（第二次）」（以下「都計画（第二次）」という。）を

策定しました。「都計画（第二次）」は、「がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病といった生活習慣病

やうつ病など、身体とこころの病気によって都民の生活の質が下がることをできるだけ減らし、

誰もが生涯にわたり健やかで心豊かに暮らすことができる社会を目指します」という理念の実

現に向けて、都民一人ひとりが主体的に取り組む健康づくりを社会全体で支援し、総合的に推

進することを目的としています。また、都民と関係機関が主体的かつ積極的に健康づくりに取

り組めるよう、それぞれに期待される役割や取り組みを具体的に示しています。 

本市では、これまで前計画に沿って各種健康相談や健康診査、がん検診の実施体制を充実さ

せ、疾病の予防ができるよう健康教育や食育、健康相談などの充実に取り組んできました。 

本計画は前計画策定から６年が経過し、計画期間の満了を迎えることから改定します。 

 

 

 

 

  

 
（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

（２）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（３）社会生活を営むための必要な機能の維持

及び向上 

（４）健康を支え、守るための社会環境の整備

（５）栄養・食生活、身体活動・運動、休養、

飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する

生活習慣及び社会環境の改善 

（１）どこに住んでいても、生涯にわたり健や

かに暮らせる社会の実現 

（２）都の特性や都民の健康状況を踏まえた目

標の設定 

（３）目標達成に向けた都民及び関係機関の役

割・取組の明確化 

健康日本２１（第二次）の 
５つの基本的な方向 

東京都健康推進プラン２１（第二次）の
３つの基本的な方向 
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第 2 節 計画の目的 
 

１ 計画の目的 
 

本計画は、国や都の計画を踏まえながら、市民一人ひとりが生涯を通じて質の高い生活を送

ることができるよう、生活習慣病予防と健康づくりに関する正しい情報の普及と啓発をめざし

策定するものです。 

 

２ 市の計画内の位置づけ 
 

本計画は、「小金井しあわせプラン（第４次小金井市基本構想・後期基本計画）」（以下「小金

井しあわせプラン」という。）に基づく計画であり、健康増進に関する計画です。 

「第２期小金井市保健福祉総合計画」に包含された「地域福祉計画」、「障害者計画・第５期

障害福祉計画」、「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」のほか、「第３次小金井市食

育推進計画」、「のびゆくこどもプラン小金井」等、関連分野計画等と連携する計画です。 

 

※母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）の規定による健康増進事業については、小金井市母子保健計画を

包含する「のびゆくこどもプラン小金井」において策定を行います。 

※そのほかの健康分野に係る関連計画等との整合性を図るものとします。 

 

３ 法的根拠について 
 

本計画は、健康増進法第８条第２項に基づく「市町村健康増進計画」であり、健康の増進の

総合的な推進に向けた取り組みの方向性を定めるものです。 

 

健康増進計画策定の根拠法令：健康増進法第８条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

  

（都道府県健康増進計画等） 

市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康

の増進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定

めるよう努めるものとする。 
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第３節 計画の期間 
 

１ 計画の期間について 

 

本計画は、平成３０年度を初年度、平成３５年度を目標年度とする６か年計画とし、計画最

終年度に評価と見直しを行います。また、今後の社会情勢の変化に応じ、適宜見直しを行いま

す。 
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第２章 市の現状と課題 
 

第１節 統計資料から 
 

１ 主要疾患別死亡の状況 

 
主要疾患別死亡数では、「がんなどの悪性新生物」が最も高く、人口１０万人当たりの死亡率

においても最も高くなっています。主要疾患別死亡数の推移は、「がんなどの悪性新生物」は横

ばいですが、「心疾患」は平成２５年以降から、「脳血管疾患」は平成２３年以降増加しています。 

 

図表１ 主要疾患別死亡数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：「北多摩南部医療圏保健医療福祉データ集」（平成２８年） 
 

図表２ 主要疾患別死亡率の比較（人口１０万対）（平成２７年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：「北多摩南部医療圏保健医療福祉データ集」（平成２８年） 
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２ 健康診査等の実施状況 

 

特定健康診査・後期高齢者医療健康診査受診者は、平成２８年度に微減になったものの、平

成２７年度までは年々増加し、多摩２６市中、高い水準で推移しています。 

フォロー健診受診者のうち、「４０歳以上の小金井市国民健康保険加入者」の受診者はこの数

年、減少傾向にありますが、「後期高齢者医療保険加入者」と「４０歳以上の上記以外の医療保

険加入及び集団健診受診者」の受診者はおおむね増加傾向にあります。 

また、集団健康診査の受診状況は、「３５歳から３９歳までの者」と「１６歳から３９歳の

障がい者」は減少傾向にあります。 

 

図表３ 特定健康診査・後期高齢者医療健康診査、フォロー健康診査の受診状況 

（単位：人） 

 平成 

２４年度

平成 

２５年度

平成 

２６年度

平成 

２７年度 

平成 

２８年度

特定健康診査・後期高齢者医療健康診査

受診者 
15,701 16,423 16,496 15,949 15,859

フ
ォ
ロ
ー
健
診
受
診
者 

４０歳以上の小金井市国民健康保

険加入者 
9,380 9,524 9,560 9,210 9,073

後期高齢者医療保険加入者 6,880 7,026 7,090 7,074 7,168

４０歳以上の上記以外の医療保険

加入及び集団健診受診者 
846 818 854 853 891

資料：「小金井市の保健衛生」（平成２９年度）、 

「特定健診・特定保健指導実施結果法定報告」（平成２４年度～平成２８年度）  

 

図表４ 集団健康診査の受診状況 

（単位：人） 

 平成 

２４年度

平成 

２５年度

平成 

２６年度

平成 

２７年度 

平成 

２８年度

３５歳から３９歳までの者 42 47 34 42 34

医療保険未加入者等 82 82 104 123 109

１６歳から３９歳の障がい者 61 51 55 53 48

資料：「小金井市の保健衛生」（平成２９年度） 
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３ 各種がん検診の実施状況 

 

各種がん検診の受診率をみると、「胃がん検診」と「肺がん検診」は、おおむね増加傾向にあ

ります。「乳がん検診」、「子宮頸がん検診」、「大腸がん検診」は、平成２７年度までは増加傾向

にありましたが、平成２８年度には、減少しています。 
 

図表５ 各種がん検診受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「小金井市の保健衛生」（平成２９年度） 

 

（単位：％） 

 胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診
子宮頸がん 

検診 
乳がん検診 

東京都 6.7※1 9.9※2 23.5 21.0※3 21.8※4

小金井市 3.9※5 2.6 21.0 17.5 21.5

武蔵野市 1.1 0.5 44.8 34.7 13.4

三鷹市 2.5 0.6 2.2 18.4 19.1

府中市 4.9 1.3 9.4 20.8 29.4

調布市 21.0 1.0 34.0 16.1 15.6

狛江市 4.5 5.0 7.7 15.2 13.8

資料：「平成２７年度プロセス指標等一覧シート」 
 

※1 足立区・町田市・利島村・神津島村・青ヶ島村・小笠原村は胃部Ｘ線検査の実施がないため集計には含みません。 

※2 文京区、中野区、北区、町田市は未実施のため集計には含みません。稲城市（胸部ＣＴ検査）、日の出町・大島町（胸部Ｘ

線のみ）は集計に含みません。 

※3 利島村、三宅村は、毎年実施かつ 2 年連続受診者数未把握のため、受診率の集計から前年度受診者数を除いています。 

※4 江戸川区、利島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村は「視触診＋マンモ」の実施がないため、集計からは除いています。 

※5 ４０歳以上の受診率のため、図表 5 と値が異なります。  

【参考】各種がん検診受診率（平成２７年度） 
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日本人は 3 人に１人が、がんで亡くなり、２人に１人が一生の間にがんになると言

われています。 

私たちの体の中では毎日数千億個の細胞が生まれ変わっています。細胞が生まれる

時に、コピーミスをおこすことがあります。コピーミスの細胞が、がん細胞です。 

生まれたばかりのがん細胞はとっても小さいので、見つけることはできません。がん

検診で発見できるがん細胞の大きさになるには１０～１５年の時間がかかります。 

がんを予防するために１番大切なことは毎日の生活習慣です。特に「たばこ」は全て

のがんのリスクを高めます。 

もう一つ大切なことは、がん検診を受けることです。がんは早期に発見できれば、ほ

ぼ完治できます。早期のがんは細胞の大きさが２ｃｍくらいまでを指しますが、大きさ

が１ｃｍ以下のがんは検査しても発見が困難です。つまり、がんを早期に発見できるの

は１～２ｃｍのうちということになりますので、がん検診を１～２年ごとに受けるこ

とが大切です。 

小金井市では、各種がん検診を実施しています。ぜひ受診してください。 

 

（単位：人） 

 平成 

２４年度

平成 

２５年度

平成 

２６年度

平成 

２７年度 

平成 

２８年度

胃がん検診 1,447 1,517 1,572 1,579 1,865

肺がん検診 204 176 198 1,066 1,316

大腸がん検診 5,421 5,815 6,021 8,060 6,828

子宮頸がん検診 2,682 2,708 3,128 2,158 2,203

乳がん検診 2,153 2,280 2,786 1,865 1,888

資料：「小金井市の保健衛生」（平成２９年度） 

 

 

 

～がんは予防できるの？～ 

 

 

  

【参考】各種がん検診受診者数（平成２４年度～平成２８年度） 

コラム 
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４ 歯科健診の実施状況 

 

成人歯科健康診査の受診者数は、周知が進んだことおよび高齢者（７５歳、８０歳）の対象

を拡大したことから平成２５年度に大きく増加し、その後は横ばいの推移となっています。ま

た、一般歯科健康診査（妊婦）の受診者数は、横ばいで推移しています。 

 

図表６ 歯科健康診査（成人歯科健康診査）の受診者数および 

８０歳で自分の歯が「２０本以上」ある人の割合 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「小金井市の保健衛生」（平成２９年度）、成人歯科健康診査受診者の結果 

※平成２４年度まで７５歳、８０歳の成人歯科健康診査は実施していません。 

 

図表７ 歯科健康診査（一般歯科健康診査（妊婦））の受診者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

資料：「事務報告書」（平成２４年度～平成２８年度） 
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５ 健康づくりフォローアップ教室・健康教育の実施状況 

 

（１）健康づくりフォローアップ指導 

 

糖尿病予防教室については、特定健康診査の結果に基づき勧奨を行うなど、周知方法を工夫

することにより、参加人数が増加傾向となりました。骨粗しょう症予防教室や女性のための健

康美人教室については、保育付きにして事業形態を工夫しました。 

平成２７年度以降は、疾病別から世代別に教室の内容を変更し、健康づくりフォローアップ

指導の年間参加人数は、２００人を超えています。 

栄養講習会の参加人数は、毎回定員近くの参加があり、平成２５年度以降、おおむね横ばい

となっています。 
 

図表８ 集団健康教育の参加人数（実人数） 

（単位：人） 

※平成２７年度から、教室内容を「疾病別」から「世代別」に変更したため、表中、未実施か所を「－」と表記しました。 

資料：「事務報告書」（平成２４年度～平成２８年度） 
 

（単位：人） 

資料：「小金井市の保健衛生」（平成２９年度）   

（１）健康づくりフォローアップ指導 
平成 

２４年度

平成 

２５年度

平成 

２６年度

平成 

２７年度 

平成 

２８年度

高脂血症予防教室 25 15 28 － －

糖尿病予防教室 4 6 36 33 38

糖尿病予防教室復習会 － － － 22 31

ヘルシーダイエット教室 11 6 12 － －

骨粗しょう症予防教室 39 34 40 32 36

メタボリックシンドローム予防教室       4 7 7 － －

メタボリックシンドロームフォロー教室 13 9 15 － －

いきいき健康教室 － － － 31 36

２０代からの理想のカラダづくり講座 － － － 26 22

血管若返り教室 － － － 30 19

親子健康教室 － － － 27 19

女性のための健康美人教室 － － － 17 14

血管・親子・女性教室（復習会） 21 20 16 20 16

  合計 117 97 154 238 231

（２）栄養集団指導 
平成 

２４年度

平成 

２５年度

平成 

２６年度

平成 

２７年度 

平成 

２８年度

栄養講習会 77 95 89 94 95
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（２）健康講演会 

 

健康講演会の参加人数をみると、医科に関する分野は、平成２６年度に参加人数が落ち込ん

でいますが、平成２４年度から、ほぼ１８０人前後の参加人数となっています。 

歯科に関する分野は、平成２６年度から、５０人程度の参加人数となっています。 

 

図表９ 健康講演会（医科）の参加人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：「小金井市の保健衛生」（平成２９年度） 

 

図表１０ 健康講演会（歯科）の参加人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「小金井市の保健衛生」（平成２９年度） 
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（３）健康相談 

 

健康相談の実施状況をみると、成人健康相談は平成２４年度以降、年々減少傾向にある一方

で、栄養個別相談はこの数年、増加傾向にあります。また、歯科健康相談はほぼ横ばいとなっ

ています。 

 

図表１１ 健康相談の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：「小金井市の保健衛生」（平成２５年度～平成２９年度） 

※栄養個別相談と歯科健康相談は、成人の相談のみの抜粋となっています。 
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第２節 アンケート調査から 
 

健康増進計画を改定する際の基礎資料とすることを目的に、アンケート調査を実施しました。 

 

調査対象 市内に居住する１８歳以上の市民 2,000 人 

調査方法 アンケート調査・郵送法 

調査時期 平成２８年１２月８日から１２月２２日 

配布・回収数（率） 発送・配布数 2,000 有効回収数（有効回収率）739（37.0%） 
【内訳】 

  全 体 739 （100.0%） 

  性 別 男性 277 （37.5%） 

   女性 437 （59.2%） 

   無回答 25 （3.4%） 

  年代別 １０歳代 14 （1.9%） 

   ２０歳代 46 （6.2%） 

   ３０歳代 107 （14.5%） 

   ４０歳代 112 （15.2%） 

   ５０歳代 108 （14.6%） 

   ６０歳代 148 （20.0%） 

   ７０歳代 131 （17.7%） 

   ８０歳代以上 67 （9.1%） 

   無回答 6 （0.8%） 

※全体には、性、年代など無回答の方も含みます。性別、年代別などの回答者数の合計は、全体と一致しないこと

があります。 
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１ 健診（検診）・生活習慣予防 

 
（１）各種健診（検診）の受診状況 
 

各種健診（検診）の受診状況は、『健康診査（健康診断）』で「受診した」人が７割以上いま

すが、『子宮がん検診』と『乳がん検診』は４割の人が、『胃がん検診』、『大腸がん検診』は２

割台の人が受診しています。さらに、『肺がん検診』、『骨粗しょう症検診』では「受診した」と

答えた人が２割以下と低くなっています。 

そのため、受診状況が良くない肺がん検診や骨粗しょう症検診などの項目については、特に

各種健診（検診）に関する情報提供をし、全体的な受診状況を改善するとともに、健康管理に

関する啓発をする必要があります。 

 

図表１２ 各種健診の受診状況（全体） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※『人間ドック』と『その他のがん検診』は「市の健診（検診）を受診した」という選択肢はありません。 

 
  

29.6

6.2

3.0

8.7

12.4

13.5

4.6

9.2

46.0

18.4

18.8

10.4

16.8

29.5

29.3

4.7

13.3

42.6

16.8

53.5

50.2

57.6

49.3

36.4

37.8

61.4

61.1

29.5

7.6

28.1

24.8

29.0

25.3

21.7

19.5

33.8

21.1

18.7

無回答

(％）

全 体（N=739） 他の機関で受診した

（１）健康診査（健康診断）

（２）人間ドック

（７）乳がん検診(女性のみ）（n=437）

（５）大腸がん検診

受診していない

（３）胃がん検診

（４）肺がん検診

（６）子宮がん検診（女性のみ）（n=437）

（８）その他のがん検診

（９）骨粗しょう症検診（女性のみ）（n=437）

（10）歯科健診

市の健診（検診）を受診した



Ⅱ 健康増進計画 

- 66 - 

（２）生活習慣病予防のために気をつけていること 
 

生活習慣病予防のために気をつけていることは、「食事のとり方に気をつけている」人が６割

以上、「規則正しい生活をしている」、「定期的に運動をする」、「定期的に体重を測る」人は４割

以上います。特に何もしていない人は１割程度と少ない傾向にあり、生活習慣病予防への意識

が高いことが伺えます。 

そのため、引き続き、生活習慣病予防に関する情報提供や講演会の開催などの取り組みを推

進する必要があります。 

 

図表１３ 生活習慣病予防のために気をつけていること（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

  

62.4

46.1
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42.2

4.3

11.9

1.4
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規則正しい生活をしている

定期的に運動をする

定期的に体重を測る

その他

特にない

無回答

（％）

（N=739）
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２ 栄養・食生活 

 
（１）食生活に関して普段意識していること 
 

食生活に関して、普段意識していることは、「野菜をなるべく食べるようにしている」人が８

割近くおり、多くの人が、普段から食生活について意識しています。 

しかし、「野菜をなるべく食べるようにしている」以外の項目には、意識していない傾向があ

るため、食生活について、幅広い内容の啓発が必要です。 

 

図表１４ 食生活に関して普段意識していること（全体：複数回答） 
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（２）食事に関する項目について普段していること 
 

食事に関する項目について普段していることでは、「１日３食、食べている」（80.1％）が最

も多く、「朝食を食べている」（74.6％）、「食事の時間はおおよそ決まっている」（72.8％）が

続いています。 

一方で、「（１）食生活に関して普段意識していること」の結果（「野菜をなるべく食べるよう

にしている」が 78.2％）を踏まえると、「１日３５０ｇ（１日５皿）以上野菜を食べている」

が 11.9％と、野菜摂取を意識していても、実際の目安量はとれていない状況が分かります。 

そのため、規則正しい食事をするだけでなく、普段から栄養バランスを考えながら適切な量

と質の食事を取れるよう、さらなる啓発が必要です。 

 

図表１５ 食事に関する項目について普段していること（全体：複数回答） 
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３ 運動 

 
（１）一日の運動量、身体を動かすこと※の頻度 
 

一日の運動量が目安（１時間２０分、８,０００歩）に満たない人は８割以上います。 

一日に３０分以上、身体を動かすことを週２回以上行っている人は５割程度ですが、年代別

にみると、３０歳代～４０歳代は３割台と低い傾向にあります。 

また、日常的に運動を続けるのに必要なこととして、「運動できる場所」や「経済的負担が少

ないこと」が必要だと考えている人が４割を超えています。 

そのため、気軽に取り入れられる運動について、情報提供をすることや、運動できる場所の

提供などが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※身体を動かすこととは、ウォーキング、スポーツ（水泳・球技など）、家の掃除、軽く息が上がる運動などです。 

 

図表１８ 日常的に運動を続けるのに必要なこと（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表１６ 一日の運動量（全体） 図表１７ 一日に３０分以上、身体を動かすこと※を 

 週２回以上行っている人の割合 

（全体、年代別） 
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４ 休養・睡眠・こころの健康 

 
（１）ここ１か月間のストレスの有無 
 

ここ１か月間で、仕事や家庭や交友などの不満、悩み、苦労などによるストレスがあった人

は５割以上います。年代別にみると、ストレスがあった人は、３０歳代～５０歳代で６～７割

台と高い傾向にあります。 

そのため、特にストレスを感じやすい世代の人を対象とした相談窓口の周知や、講演会の開

催など、ストレスの軽減に向けた取り組みを推進する必要があります。 
 

図１９ ここ１か月間のストレスの有無（全体、年代別） 

 

 

 

 

 

 
 

（２）こころの健康を保つためにあれば良い機関や仕組み 
 

こころの健康を保つためにあれば良い機関や仕組みとして、「いつでも相談できる窓口（電

話・インターネットなど）」（39.0％）が最も多く、「同じ悩みを持つ人と話せる場所や機会の

提供」（26.4％）、「専門家につないでくれる体制の整備」（24.6％）が続いています。また、

「特にない」は 29.2％となっています。 

そのため、市民が利用しやすい相談窓口の整備や、悩みを持つ人が話しやすい場所や機会の

提供など、相談しやすい体制を整えていく必要があります。 
 

図表２０ こころの健康を保つためにあれば良い機関や仕組み（全体：複数回答） 
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0 10 20 30 40 50

いつでも相談できる窓口（電話・インターネットなど）

同じ悩みを持つ人と話せる場所や機会の提供

専門家につないでくれる体制の整備

市の広報誌やホームページによる情報提供

こころの健康についての講座の開催

ゲートキーパー養成講座の開催

その他

特にない

無回答

（％）

（N=739）

（％）

大いにある 多少ある あまりない まったくない 無回答

（N=739） 14.5 42.2 31.8 9.2 2.3
10歳代 （n= 14） 14.3 50.0 14.3 7.1 14.3

20歳代 （n= 46） 34.8 41.3 13.0 10.9 0.0

30歳代 （n=107） 15.9 50.5 26.2 5.6 1.9
40歳代 （n=112） 18.8 47.3 27.7 5.4 0.9

50歳代 （n=108） 18.5 50.9 23.1 7.4 0.0

60歳代 （n=148） 11.5 35.1 40.5 10.1 2.7

70歳代 （n=131） 9.2 37.4 42.0 9.2 2.3
80歳代以上（n= 67） 3.0 26.9 41.8 22.4 6.0

年
代
別

全       体
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５ 飲酒・喫煙 

 
（１）飲酒の頻度、１回当たりの飲酒量 
 

１週間で毎日お酒を飲む人の割合は、男性（22.8％）が女性（9.3％）より高い傾向にあり

ます。また、１回当たりに飲むお酒の量が２合以上の人の割合は、男性（34.8％）が女性（16.0％）

より高い傾向にあります。 

そのため、飲酒量や頻度について、引き続き啓発を行う必要があります。 

 
図表２１ 飲酒の頻度（全体、性別） 

＜２０歳以上の人＞ 

 

 

 

 
図表２２ １回当たりの飲酒量（全体、性別） 

＜お酒を飲む人＞ 

 

 

 

 

 
（２）受動喫煙が健康に与える影響の認知度、受動喫煙を防止するために

必要な取り組み、身の回りの受動喫煙対策の満足度 
 

受動喫煙が健康に与える影響について、知っている人は９割以上で周知が進んでいることが

分かります。 

受動喫煙を防止するために必要な取り組みとして、「喫煙者へのマナーを呼びかける」が６割

以上、「喫煙及び受動喫煙による健康被害の普及・啓発」が５割台となっています。 

また、身の回りの受動喫煙対策の満足度は、『公共施設』と『交通機関』では「満足」と「ど

ちらかといえば満足」を合わせた《満足》の割合が６割を超え、『勤務先』では５割、『公園』

では４割を超えています。『道路』では「不満」と「どちらかといえば不満」を合わせた《不満》

が５割、『飲食店』では４割を超え、《満足》を上回っています。 

そのため、受動喫煙に関する健康への被害について引き続き周知をするとともに、喫煙者へ

のマナーの呼び掛けなどに取り組む必要があります。また、受動喫煙対策に不満と感じる場所

における、さらなる対策の検討や関係機関への働きかけが必要です。 

  

（％）

１合（180ml）
未満

１合～２合
（360ml）未満

２合～３合
（540ml）未満

３合～４合
（720ml）未満

４合～５合
（900ml）未満

５合（900ml）
以上

無回答

（n=357） 35.3 38.4 14.0 7.6 1.4 2.2 1.1

男性 （n=181） 28.2 36.5 19.3 8.8 2.8 3.9 0.6

女性 （n=169） 40.8 41.4 8.9 6.5 0.0 0.6 1.8

全        体

性
別

（％）

毎日 週５～６日 週３～４日 週１～２日 月に１～３日
ほとんど飲まな
い・飲まない

無回答

（n=719） 14.5 7.6 7.1 11.7 8.8 47.1 3.2

男性 （n=268） 22.8 13.1 8.2 15.7 7.8 30.6 1.9

女性 （n=428） 9.3 4.2 6.8 9.6 9.6 56.8 3.7

全        体

性
別
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図表２３ 受動喫煙が健康に与える影響の認知度（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２４ 受動喫煙を防止するために必要な取り組み（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２５ 身の回りの受動喫煙対策の満足度（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

  

62.7

56.3

46.4

45.9

24.6

5.1

3.7

0 10 20 30 40 50 60 70

喫煙者へのマナーを呼びかける

喫煙及び受動喫煙による健康被害の普及・啓発

学校における教育の充実

国、都、市による法整備

禁煙を希望する方への情報提供

その他

無回答

（％）

（N=739）

満足 無回答

（％）

全 体（N=739）
不満

（１）公共施設

（２）交通機関

（４）飲食店

（３）勤務先（働いている人のみ）

（n=543）

（５）公園

27.1

36.8

35.4

11.5

18.4

11.4

39.6

35.2

20.6

32.3

30.4

22.7

10.3

7.8

6.4

22.7

14.9

20.8

10.3

8.3

7.2

22.9

17.2

31.9

7.6

5.3

4.1

4.9

11.1

6.5

5.1

6.6

26.3

5.7

8.0

6.6

どちらかといえば満足

どちらかと

いえば不満 わからない

（６）道路

知っている

93.6％

知らない

2.8％

無回答

3.5％

（N=739）
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６ 歯と口腔の健康 

 

（１）歯や歯ぐきの健康のためにしていること 
 

歯周病予防をしている人は、６割程度います。性別にみると女性（64.3％）のほうが男性

（53.4％）よりも歯周病予防をしていることが分かります。 

また、普段、歯や歯ぐきの健康のために、歯磨きをする、歯間ブラシや糸ようじを使うなど

の対応をしている人は５割程度おり、特にしていない人は 1 割未満と少ない傾向にあります。

性別にみると、女性のほうが歯や歯ぐきの健康のために対応している傾向にあります。 

そのため、特に男性に向けて、歯周病予防や歯や歯ぐきの健康のためにすべきことに関する

情報を提供するとともに、歯周病がまねく病気や歯と口腔の健康の重要性について啓発する必

要があります。 

図表２６ 歯周病予防の有無（全体、性別） 

 

 

 

 

図表２７ 歯や歯ぐきの健康のためにしていること（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表２８ 歯や歯ぐきの健康のためにしていること（性別：複数回答） 

 

  

56.0

52.9

48.4

48.2

47.1

45.1

2.3

5.1

1.4

0 10 20 30 40 50 60

１日２回以上歯みがきをする（食後に限らない）

食後は歯を磨く

歯が痛んだらすぐ受診する

歯間ブラシや糸ようじを使う

定期的に歯科健診を受ける

歯石をとってもらう

その他

特にしていない

無回答

（％）

（N=739）

（％）

定期的に歯科
健診を受ける

食後は
歯を磨く

１日２回以上
歯みがきをす
る（食後に限
らない）

歯石を
とってもらう

歯間ブラシや
糸ようじを

使う

歯が痛んだら
すぐ受診する

その他
特に

していない
無回答

男性 （n=277） 41.9 49.5 46.2 37.2 35.7 38.6 2.2 8.3 1.1

女性 （n=437） 51.7 54.9 62.0 51.5 56.3 53.5 2.5 3.0 1.6

性
別

（％）

はい いいえ 無回答

（N=739） 60.4 34.2 5.4

男性 （n=277） 53.4 42.6 4.0

女性 （n=437） 64.3 29.5 6.2

性
別

全        体
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７ 医療体制 

 

（１）健康に関する相談先 
 

普段、健康に関する相談事は、「かかりつけ医」や「家族」など身近な存在に相談している人

が５割いますが、特にいない人は２割程度います。特に相談する人がいない人が、必要なとき

に相談できるよう、相談先に関する情報提供が必要です。 

 

図表２９ 健康に関する相談先（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）地域の医療サービスや危機管理体制の充実の実感 
 

『市内の休日、夜間の医療体制』と『救急医療体制』は「充実している」と「どちらかとい

えば充実している」を合わせた《充実している》の割合がそれぞれ 37.2％、26.2％と高くな

っています。しかし、５つの項目全てで、「わからない」がそれぞれ最も多くなっているため、

医療サービスや危機管理体制について、周知が必要となっています。 

 

図表３０ 地域の医療サービスや危機管理体制の充実の実感（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.7

48.6

21.2

4.5

1.4

2.7

18.7

0.3

0 10 20 30 40 50 60

かかりつけ医

家族

友人・知人・職場の同僚など

職場や学校の医療相談室

市の保健センターなど（保健所、

地域包括支援センターなどの公共機関）

その他

特にない

無回答

（％）

（N=739）

充実している 無回答

（％）
全 体（N=739）

充実していない

（１）市内の休日、夜間の医療体制

（２）小児救急医療体制

（４）医療機関や相談窓口情報の周知

（３）救急医療体制

（５）総合防災訓練（医療救護訓練）

などの実施

6.1

1.6

5.1

1.4

1.5

31.1

13.5

21.1

14.1

13.4

13.0

7.7

10.1

10.6

8.7

6.0

6.6

5.1

6.2

4.7

37.6

58.9

49.9

57.8

61.4

6.2

11.6

8.5

10.0

10.3

どちらかといえば

充実している

どちらかといえば

充実している
わからない
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８ 地域活動 

 
（１）地域活動への参加状況・市が開催するスポーツイベントへの参加状況 
 

地域や住民による各種の活動に参加したことがある人は４割以上いますが、継続的に参加し

ている人は１割未満となっています。 

また、市が開催するスポーツイベントへの参加状況は、「参加したことはない」（69.4％）と

「参加したことはないが知っている」（17.7％）を合わせた《参加したことはない》人が、87.1％

となっています。 

そのため、地域活動やスポーツイベントへの参加を促し、地域の人とのふれあいができるよ

う、情報提供やイベントの周知をする必要があります。 

 

図表３１ 地域活動への参加状況（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３２ 市が開催するスポーツイベントへの参加状況（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在、継続的に

参加している

9.1％

たまに、参加

することがある

16.6％

参加したことはあ

るが、現在はほと

んどしていない

18.7％

参加した

ことはない

50.5％

参加することが

できない

3.7％

無回答

1.5％

（N=739）

参加したことがある

11.5％

参加したことは

ないが知っている

17.7％

参加したことはない

69.4％

無回答

1.4％

（N=739）



Ⅱ 健康増進計画 

- 76 - 

９ 保健医療サービス 

 

（１）市が今後充実していくべき保健医療対策 
 

「健康診査や各種検診」（58.1％）が最も多く、「がん検診」（45.5％）、「休日診療・休日

歯科診療（夜間含む）」（44.5％）が続いています。市民のニーズに合わせた保健医療対策が

求められています。 

 

図表３３ 市が今後充実していくべき保健医療対策（全体：複数回答（５つまで）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.1

45.5

44.5

37.8

33.0

29.2

24.6

20.3

20.0

13.9

8.3

3.7

5.8

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70

健康診査や各種検診

がん検診

休日診療・休日歯科診療（夜間含む）

災害時の医療体制整備

小児の救急医療体制

生活習慣病対策（運動・栄養）の取り組み

喫煙・受動喫煙への対策

こころの健康相談等

働き盛りの方に対する健康への支援

口腔内の健康対策

がん教育

その他

特にない

無回答

（％）

（N=739）
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第３節 現計画の評価から 
 

前計画に定められた平成２８年度において達成すべき数値目標について、現状数値から評価

をしました。 

全３０項目に関する数値目標のうち、Ａが１１項目（36.7％）、Ｂが 8 項目（26.7％）、Ｃ

が１１項目（36.7％）でした。６割以上はＡまたはＢ評価となっていますが、Ｃ評価も多くな

っています。特に、Ａ評価については、飲酒・喫煙、歯と口腔の健康において、Ｃ評価につい

ては、栄養・食生活、休養・こころの健康づくり、がんの予防において多くなっています。 

 

評価基準 評価内容 事業数 

Ａ ほぼ目標を達成した 11 36.7％

Ｂ 目標をある程度達成したが、今後の改善検討を要する   8 26.7％

Ｃ 目標を達成したとはいえず、現状について大きな課題がある 11 36.7％

計 30 100.1％

※「％」は小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位までを表記しています。従って、必ずしも 100.0％

にならない場合（例：99.9％、100.1％）になることがあります。 

※平成２８年度アンケート調査では、調査対象が１８歳以上となったため、現状で書かれている数値は、１８歳以上

の結果となっています。 

 

 

１ 栄養・食生活 

 

指標 対象 平成２３年度

目標 

（平成２８

年度） 

現状 

（平成２８

年度） 

参考 

食育市民ア

ンケート調査 

評価

朝食を食べる人の割合 

（資料：平成２３年度 

アンケート調査） 

２０歳以上

の男性 
68.9％ 75％以上 67.9％ 

83.8％ 

Ｂ※2

２０歳以上

の女性 
79.0％ 85％以上 78.5％ Ｂ※2

栄養のバランスを考え

ている人の割合※1 

（資料：平成２３年度 

アンケート調査） 

２０歳以上

の男性 
44.8％ 50％以上 37.2％ — Ｃ 

２０歳以上

の女性 
66.1％ 70％以上 61.8％ — Ｃ 

食事バランスガイドを

知っている割合 

（資料：平成２３年度 

アンケート調査） 

２０歳以上

の市民 
38.7％ 43％以上 33.1％ — Ｃ 

※１ 平成２８年度アンケート調査では、平成２３年度アンケート調査と選択肢が一部異なっています。 

※２ 第３回食育市民アンケート調査の結果を考慮して評価しました。 
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２ 身体活動・運動 

 

指標 対象 平成２３年度

目標 

（平成２８

年度） 

現状 

（平成２８

年度） 

評価

スポーツ教室・スポーツ大会の 

参加者数 

（資料：小金井しあわせプラン 

（第４次基本構想・前期基本計画）） 

全市民 

20,127 人

（平成２０年）

（延べ人数）

24,200 人

15,440 人 

（平成２７年） 

（実数） 

Ｂ 

体育施設の利用者数 

（資料：小金井しあわせプラン 

（第４次基本構想・前期基本計画）） 

全市民 

429,214 人

（平成２０年）

（延べ人数）

515,100 人 

520,737 人 

（平成２７年） 

（実数） 

Ａ 

小金井さくら体操の参加者数 

（資料：小金井しあわせプラン 

（第４次基本構想・前期基本計画）） 

高齢者 
150 人 

（平成２０年）
500 人 

510 人 

（平成２７年） 
Ａ 

日頃なんらかの運動をしている人の

割合※１ 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

２０歳以上

の男性 
55.6％ 60％以上 56.7％ Ｂ 

２０歳以上

の女性 
51.6％ 55％以上 50.8％ Ｃ 

散歩またはウォーキングしている人

の割合※２ 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

２０歳以上

の市民 
44.4％ 50％以上 46.8％ Ｂ 

※１ 平成２８年度アンケート調査では、平成２３年度アンケート調査と質問文の表現が一部異なっています。 

※２ 平成２８年度アンケート調査では、平成２３年度アンケート調査と選択肢が一部異なっています。 
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３ 休養・こころの健康づくり 

 

指標 対象 平成２３年度

目標 

（平成２８

年度） 

現状 

（平成２８

年度） 

評価

睡眠での休養が十分とれている人の

割合 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

２０歳以上

の男性 
31.5％ 増やす 26.4％ Ｃ 

２０歳以上

の女性 
23.4％ 増やす 21.7％ Ｃ 

ストレスが大いにあるという人の 

割合※１ 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

２０歳以上

の市民 
20.9％ 減らす 14.5％ Ａ 

※１ 平成２８年度アンケート調査では、平成２３年度アンケート調査と質問文の表現が一部異なっています。 

 

４ 飲酒・喫煙 

 

指標 対象 平成２３年度

目標 

（平成２８

年度） 

現状 

（平成２８

年度） 

評価

お酒を毎日飲む（休肝日のない）人

の割合※１ 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

２０歳以上

の男性 
33.6％ 減らす 22.8％ Ａ 

たばこを吸っている人の割合※２ 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

２０歳以上

の男性 
23.4％ 減らす 15.3％ Ａ 

受動喫煙対策に満足している人の 

割合※3 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

２０歳以上

の市民 
42.0％ 増やす 

①公共施設 

：66.7％ 

②交通機関 

：72.0％ 

③勤務先 

：56.0％ 

④飲食店 

：43.8％ 

⑤公園 

：48.8％ 

Ａ 

※１ 平成２８年度アンケート調査では、平成２３年度アンケート調査と選択肢の表現が一部異なっています。 

※２ 平成２８年度アンケート調査では、平成２３年度アンケート調査と質問文と選択肢の表現が一部異なっています。 

※３ 平成２８年度アンケート調査では、平成２３年度アンケート調査と質問文の表現が異なっています。 
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５ 歯と口腔の健康 

 

指標 対象 平成２３年度

目標 

（平成２８

年度） 

現状 

（平成２８

年度） 

評価

食後必ず歯磨きをする人の割合※１ 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

２０歳以上

の市民 
42.7％ 増やす 52.9％ Ａ 

定期的に歯科健診を受ける人の割合 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

２０歳以上

の市民 
28.0％ 増やす 47.1％ Ａ 

自分の歯が「２０本以上」ある人の

割合 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

６０歳以上

の市民 
57.9％ 増やす 85.1％※2 Ａ 

８０歳以上

の市民 
28.6％ 増やす 77.3％※2 Ａ 

かかりつけ歯科医がいる人の割合 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

２０歳以上

の市民 
52.7％ 増やす 55.5％ Ａ 

※１ 平成２８年度アンケート調査では、平成２３年度アンケート調査と選択肢の表現が一部異なっています。 

※２ 成人歯科健診受診者の結果を参照しました。 

 

６ 糖尿病・循環器病対策 

 

指標 対象 平成２３年度

目標 

（平成２８

年度） 

現状 

（平成２８ 

年度） 

評価

かかりつけ医がいる人の割合 

（資料：平成２３年度アンケート調査） 

２０歳以上

の市民 
60.2％ 増やす 60.1％ Ｃ※１

特定健康診査の受診者の割合 

（資料：保険年金課） 

４０～７４

歳の市民 

59.8％ 

（平成２２年度）

65％※２国指針 

（平成２４年度） 
55.1％ Ｂ 

特定健康診査後の保健指導実施率 

（資料：保険年金課） 

４０～７４

歳の市民 

27.1％ 

（平成２２年度）

45％※２国指針 

（平成２４年度） 
15.8％ Ｂ 

※１ 東京都生活文化局「健康と保健医療に関する世論調査」の「かかりつけ医がある割合 66.0％」を考慮して評価

しました。 

※２ 厚生労働省「特定健康診査等基本方針について」の目標値と同じ値としました。 
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７ がんの予防 

 

指標 対象 平成２２年度

目標 

（平成２８

年度） 

現状 

（平成２８ 

年度） 

評価

がん検診受診率

（健康課） 

胃がん検診 ３５歳以上 4.0％ 10％以上 4.5％ Ｃ※１

肺がん検診 ４０歳以上 0.5％ ３％以上 3.2％ Ｂ 

大腸がん検診 ４０歳以上 14.2％ 20％以上 17.5％ Ｃ※2

子宮頸がん検診 
２０歳以上

女性 
17.4％ 20％以上 14.2％ Ｃ 

乳がん検診 
４０歳以上

女性 
22.0％ 25％以上 17.1％ Ｃ 

※１ 胃がん検診：平成２７年度多摩２６市平均値 5.3%を考慮して評価しました。 

※２ 大腸がん検診：平成２７年度多摩２６市平均値 24.4%を考慮して評価しました。 
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第３章 計画の理念と目標 
 

第１節 計画の理念 
 

１ 計画の理念 

 

本市では、平成２８年度から平成３２年度までを計画期間とする市の最上位計画であ

る「小金井しあわせプラン」において、将来像を「みどりが萌える・子どもが育つ・き

ずなを結ぶ 小金井市」と定め、まちづくりを進めています。また、将来像を実現する

ための施策の大綱では、福祉と健康分野において「誰もが安心して暮らせる思いやりの

あるまち」を掲げています。 

そこで、「小金井しあわせプラン」の将来像を踏まえ、本計画では、市民の多くが、健

康寿命（健康で日常生活に制限なく自立して暮らせる期間）を延ばし、これからの長寿

社会を認知症や寝たきり等になることなく、生涯を通じて健康で質の高い生活を送るこ

とができる社会をめざします。 

また、市内の緑豊かな自然や文化財などの地域特性をいかし、みんなで楽しく健康づ

くりができる環境づくりをめざします。 

そのため、本計画では基本理念を次のように定め、市民一人ひとりが、自らに適した

方法で“楽しみながら”続けていくことができる健康づくりを推進します。 

 

 

 

  
自然とふれあい みんなで楽しむ 健康づくり 
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第２節 基本目標 
 

１ 生活習慣病の発症予防・重症化予防 
 

がんや糖尿病等の生活習慣病・メタボリックシンドローム等は、生活習慣の改善によ

り罹患を減らすことが期待できます。しかし、罹患した場合には長期にわたり治療を継

続することが必要となるため、望ましい生活習慣を身に付け、発症を予防したり、治療

を中断せずに継続するなどの重症化予防が欠かせません。 

そのため、がん、糖尿病・メタボリックシンドロームなどに対処できるよう、特定健

診やがん検診等の受診を積極的に促し、早期発見に努め、発症予防や重症化予防に重点

を置いた対策を推進します。 

 

２ 生活習慣の改善 
 

健康寿命を延伸し、生活の質を向上させるためには、健康的な生活習慣を身に付ける

ことが重要です。 

日々の生活の中で健康づくりの基本となる適切な食生活や運動、歯と口腔の健康など

について、適切な情報を発信し、市民の主体的な取り組みを推進します。また、飲酒や

禁煙については、健康への影響に対する理解を深める取り組みを推進します。 

 

３ 健康を育む環境整備 
 

生涯を通じて健康であるために、市民の身近なところに健康づくりに関する情報や場

の提供、医療体制が整えられることが求められています。 

そのため、市民が安心して医療を受けることができる環境を整備し、市民が利用しや

すい健康づくりの場や情報を提供するとともに、スポーツやレクリエーションの機会を

通して、健康の増進を図ります。 
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第４章 施策の展開 
 

第１節 施策体系 

 

 

 

  

自
然
と
ふ
れ
あ
い 

み
ん
な
で
楽
し
む 

健
康
づ
く
り 

１ 生活習慣病の 

発症予防・重症化予防

２ 生活習慣の改善 

３ 健康を育む環境整備 

【基本施策】 

（１）がん検診の推進 

（２）糖尿病・メタボリックシン 

ドローム対策の推進 

（１）栄養・食生活支援 

（２）身体活動・運動支援 

（３）休養・こころの健康づくり 

（４）飲酒対策・禁煙の推進 

（５）歯と口腔の健康づくり 

（１）医療体制の充実 

（２）健康づくり環境の充実 

【基本理念】 【基本目標】 
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【施策】 

①がん検診の充実 各種がん検診／がん検診後フォローの推進 

②がんに関する情報の普及啓発 
乳がん自己検診法講習会の実施／がん予防に関する情報
提供 

①各種健康診査等の実施 

成人健康相談／健康講演会 
②健康づくりに関する情報の普

及啓発 

フォロー健康診査／集団健康診査／肝炎ウイルス検診／
骨粗しょう症検診／特定健康診査／特定保健指導 

栄養個別相談／栄養集団指導（栄養講習会）／食生活に関
する知識の普及啓発（健康づくりフォローアップ事業） 

①望ましい食生活と栄養に関す
る情報提供の充実 

②食育に関する取り組みの推進 食育推進計画の推進／★食育月間行事による普及啓発 

①望ましい身体活動に関する情
報提供の充実 

成人健康相談（再掲）／身近にできる運動・体操の普及（健
康づくりフォローアップ事業） 

①休養に関する情報提供の充実 
関係機関との連携による相談の充実／★休養に関する知
識の普及啓発（健康づくりフォローアップ事業） 

②こころの健康についての知識
の普及啓発 

こころの健康に関する取り組みの推進 

①飲酒に関する取り組みの推進 
適量飲酒の普及啓発（健康づくりフォローアップ事業）／
★妊婦の飲酒についての情報提供／未成年者の飲酒の防止 

②禁煙に関する取り組みの推進 
たばこの健康被害についての普及啓発／禁煙支援等の推
進／未成年者の喫煙の防止 

成人歯科健康診査／妊婦歯科健康診査／歯科健康教育・相
談／かかりつけ歯科医の紹介 

①歯科に関する取り組みの推進 

歯周病予防対策の推進（健康づくりフォローアップ事業）
／★「６０２４・８０２０運動」の推進 

②歯と口腔の健康づくりに関す
る情報提供の充実 

①身近な地域で安心して医療を
受けられる体制づくり 

かかりつけ医の普及／★保健・医療体制の充実 

①市民が利用しやすい健康づく
りの場の充実 

スポーツ・レクリエーションの機会の充実／★健康づくり
の場の情報提供 

【個別事業・取り組み】 

★新規に開始、または掲載する事業 
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第２節 施策の展開 
  

基本目標１ 生活習慣病の発症予防・重症化予防 

 

基本施策（１） がん検診の推進 

 
がんの早期発見、早期治療ができるよう、がん検診の充実やがんに関する情報の普及啓発に

努めます。 

 

① がん検診の充実 

がんの二次予防の推進を図る観点から、各種がん検診の実施とがん検診後のフォローの推進

に取り組みます。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

１ 

各種がん検診 

がんの早期発見を目的として各種がん検診（胃が

ん検診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診、

乳がん検診）を実施します。 

健康課 

２ 

がん検診後フォローの

推進 

要精検者に対する早期受診の促進および結果把握に

努めます。 
健康課 

 

② がんに関する情報の普及啓発 

講習会や広報などを通して、がんに関する知識の普及やがん予防のための情報の提供を行い、

普及啓発に努めます。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

３ 

乳がん自己検診法講習

会の実施 

乳がんへの意識の普及啓発を図るため、医師による

乳がんについての講義、保健師によるマンマモデルを

使用した自己検診講習などを行います。 

健康課 

４ 

がん予防に関する情報

提供 

がんについての正しい知識の普及とがん予防のため

の生活習慣について、普及啓発を図るとともに、健康

メモ（市報）・市ホームページ・こがねいっこ健康ナビ

等での情報提供を行います。 

健康課 
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【数値目標】 

指標 対象 
現状 

（平成２８年度） 

目標 

（平成３５年度）

がん検診受診率 

（健康課） 

胃がん検診 ４０歳以上 4.7％※1 50.0％以上※２ 

肺がん検診 ４０歳以上 3.2％ 50.0％以上※２ 

大腸がん検診 ４０歳以上 17.5％ 50.0％以上※２ 

子宮頸がん検診 ２０歳以上の女性 14.2％ 50.0％以上※２ 

乳がん検診 ４０歳以上の女性 17.1％ 50.0％以上※２ 

※１ 国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、４０歳以上の受診率としました。 

※２ 国の「がん対策推進基本計画（第３期）」（平成２９年１０月）の目標値と同じ値としました。 

 

 

国におけるがん検診受診率の対象者は、市町村の住民全体とすることとされています。 

  しかし、東京都においては、他地域と比較して勤労者が多く、医療機関が多いなどの点か

ら、実態とは乖離していることが考えられます。そのため、東京都では昭和６０年度から独

自に調査を実施し、区市町村が実施するがん検診の受診率の算出に当たり、対象年齢の住民

のうち、職場や人間ドック等でがん検診の受診機会がある人と、入院や療養中等で検診を受

診できない人を除いた割合である「対象人口率」を用いて受診率を算定しています。 

  本市の受診率においても、住民人口に東京都の「対象人口率」を乗じたものを対象者とし

て受診率を算定しています。 

図表３４ 対象人口率 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都福祉保健局「とうきょう健康ステーション」を参考に作成 

区市町村が実施する 

がん検診の主な対象者 
＝ 対象者※ 

職場で検診受診機会がある人 

医療の中で検診相当行為を受けた人 

個人的に検診を受けた人（人間ドック等） 

入院・療養中等で検診を受診できない人 

－ 

※本市のがん検診の対象者 

 胃がん：３５歳以上（東京都は４０歳以上） 

肺がん・大腸がん検診：４０歳以上 

 子宮がん検診：２０歳以上の女性 

 乳がん検診：４０歳以上の女性 

【参考】国の目標値と市の現状について 
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基本施策（２） 糖尿病・メタボリックシンドローム対策の推進 

 

生活習慣病の予防と重症化を予防できるように、各種健康診査の実施や健康づくりに関する

情報の普及啓発に努めます。 

 

① 各種健康診査等の実施 

糖尿病やメタボリックシンドロームの二次予防の推進を図る観点から、各種健康診査の実施

により、生活習慣の改善、糖尿病などの早期発見に努めます。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

５ 

フォロー健康診査 

特定健康診査および後期高齢者医療健康診査の受診

者、４０歳以上の集団健康診査の受診者を対象に、従

来の基本健康診査の検査項目のうち、特定健康診査等

の検査項目に含まれないものについて、検査項目を上

乗せして実施します。 

健康課 

６ 

集団健康診査 

３５歳から３９歳の市民および４０歳以上で医療保

険未加入等により特定健康診査等の対象とならない市

民、１６歳から３９歳の心身に障がいのある市民を対

象に、集団方式で特定健康診査の検査項目と同様の健

診を実施します。 

健康課 

７ 

肝炎ウイルス検診 

自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識するため、 

４０歳の市民、４１歳以上で、当該年度の特定健康診

査等で肝機能異常を指摘された市民や、４１歳以上で、

過去に肝炎ウイルス検診を受診したことがない市民を

対象に、Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検診を実施します。 

健康課 

８ 

骨粗しょう症検診 

３５歳から７０歳までの５歳刻みの節目年齢の女性

の市民を対象に、骨粗しょう症検診を実施します。 
健康課 

９ 

特定健康診査 

当該年度に４０歳以上になる小金井市国民健康保険

の被保険者の方および、後期高齢者医療被保険者の方

を対象に、健康診査を実施します。 

保険年金課 

１０ 

特定保健指導 

特定健診の結果より、生活習慣病の発症リスクが高

い方に対して、生活習慣改善ができるように支援しま

す。 

保険年金課 
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「フレイル」とは高齢になることで筋力や精神面が衰える状態を指すことばです。中

年期までの健康づくりは、メタボリックシンドローム対策が中心ですが、高齢期は「フ

レイル」予防が重要になってきます。 

「フレイル」にならないために機能的健康を守ることが最も大切になります。機能的

健康とは「心身機能」（認知機能や身体機能などの働き）、「生活機能」（歩くことや食べ

ることなど生活行為を営む能力）、「社会的機能」（孤立せずに社会とつながる意欲と行

動力）のことで、この３つを維持するのが肝心です。 
 

「フレイル」を防ぐ３つのポイント 

１ 栄養………いつまでも自立して体を動かすには日々の食事がカギ。バランスよく

栄養をとることが大切です。 

２ 体力………体力が落ち、足腰が弱ってきたら、フレイルが忍び寄ってきているサイン。

家の中でも、外でもよく動いて、定期的に運動をすることが大切です。 

３ 社会参加…家にこもらず、外に出る。１日１回は外出して、人との会話を楽しみま

しょう。 

② 健康づくりに関する情報の普及啓発 

講演会や相談を通し、健康づくりに関する情報の普及啓発に取り組みます。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

１１ 

成人健康相談 

市民の健康保持・増進のため、医師、保健師等が市

内の公共施設で、疾病予防の健康相談を実施します。 
健康課 

１２ 

健康講演会 

小金井市医師会、東京都小金井歯科医師会に講師を

依頼し、医科や歯科に関する講演会を開催します。 
健康課 

 

【数値目標】 

指標 対象 
現状 

（平成２８年度） 

目標 

（平成３５年度）

特定健康診査の受診者の割合 

（資料：保険年金課） 

４０～７４歳の 

市国民健康保険 

加入者 

55.1％ 60.0％※国指針

特定健康診査後の保健指導実施率 

（資料：保険年金課） 

４０～７４歳の 

市国民健康保険 

加入者 

15.8％ 60.0％※国指針

※ 厚生労働省「特定健康診査等実施計画作成の手引き」の目標値と同じ値としました。 
 

 

～「フレイル」を知っていますか？～ 

 

 

  

コラム 
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基本目標２ 生活習慣の改善 
 
 

基本施策（１） 栄養・食生活支援 

 

「食」を通じて健康の保持・増進を図り、生涯を通じ、健やかな生活を送ることができるよ

うに、望ましい食生活と栄養に関する情報提供の充実や食育に関する取り組みを推進します。 

 

① 望ましい食生活と栄養に関する情報提供の充実 

栄養相談や栄養指導などを通し、ライフステージに合わせた望ましい食生活と栄養に関する

情報の提供を行います。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

１３ 

栄養個別相談 

妊産婦・乳幼児から成人・高齢者まで、個々の状況

に合わせた食生活の改善など、生涯を通じ、健やかな

生活を送ることができるよう、管理栄養士が相談を実

施します。 

健康課 

１４ 

栄養集団指導（栄養講習会） 

地域住民のニーズに合わせた多様なテーマを設定

し、自らが楽しみながら栄養改善・生活改善等につい

て学び、生活の向上および健康づくりへの普及啓発を

図ります。 

健康課 

１５ 

食生活に関する知識の

普及啓発（健康づくりフ

ォローアップ事業） 

「食事バランスガイド」等を活用し、主食・主菜・

副菜のそろったバランスの良い食事の大切さをはじめ

とした食生活に関する情報提供を行います。 

健康課 
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② 食育に関する取り組みの推進 

食べることの大切さや正しい食知識の普及と、望ましい食行動への変容を図るとともに、「小

金井らしい食生活」の推進を図ります。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

１６ 

食育推進計画の推進 

第３次小金井市食育推進計画に定める「小金井らし

い食育のあるひとづくり・まちづくり」を基本に、地

域のふれあいを大切にし、環境に優しい食生活の実践

を図ります。 

健康課 

１７ 新規 

食育月間行事による 

普及啓発 

第３次小金井市食育推進計画における、「野菜」、「団

らん」、「ふれあい」、「環境」をキーワードとする「小

金井らしい食育のあるひとづくり・まちづくり」

（Koganei-Style）を地域に展開していくために、 

６月の食育月間に、食育啓発イベント等を実施します。 

健康課 

 

【数値目標】 

指標 対象 
現状 

（平成２８年度） 

目標※1 

（平成３５年度）

朝食を食べる人の割合 

（資料：平成２８年度アンケート調査）

１８歳以上の男性 67.9％ 

100％に 

近づける 

１８歳以上の女性 78.5％ 

栄養のバランスを考えている人の割合 

（主食と主菜と副菜を揃える等） 

（資料：平成２８年度アンケート調査）

１８歳以上の男性 37.2％ 

増やす 

（60.0％以上）

１８歳以上の女性 61.8％ 

 ※1 「第３次小金井市食育推進計画」の「取組の指標」に基づき設定しました。 
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基本施策（２） 身体活動・運動支援 

 

身体活動・運動の意義を理解し、身近にできる運動や体操を日常生活に取り入れることで、

健康づくりに理想的とされる身体活動量を確保できるように、望ましい身体活動に関する情報

提供の充実に努めます。 

 

① 望ましい身体活動に関する情報提供の充実 

健康相談や健康教室などを通し、ライフステージに合わせた望ましい身体活動に関する情報

提供を行います。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

１１ 

成人健康相談（再掲） 

市民の健康保持・増進のため、医師、保健師等が市

内の公共施設で、個人に合わせた相談を実施し、望ま

しい運動習慣づくりの支援をします。 

健康課 

１８ 

身近にできる運動・体操

の普及（健康づくりフォ

ローアップ事業） 

望ましい身体活動に関する知識と、負担感なく取り

入れやすい運動や体操の情報提供を行います。 
健康課 

 

【数値目標】 

指標 対象 
現状 

（平成２８年度） 

目標 

（平成３５年度）

日頃なんらかの運動をしている人の割合

（資料：平成２８年度アンケート調査）

１８歳以上の男性 56.7％ 

65.0％以上※1 

１８歳以上の女性 50.8％ 

※1 「小金井市スポーツ推進計画」の「小金井市民のスポーツ実施率（成人で週１～２回以上スポーツを実施した

割合）」の目標（平成３２年度）65.0％を参考に設定しました。 
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基本施策（３） 休養・こころの健康づくり 

 

十分な睡眠や趣味の活動などを通じて適切な休養を取ることでストレスと上手に付き合う

ことができ、心身の健康を保てるように、休養に関する情報提供の充実やこころの健康につい

ての知識の普及啓発に努めます。 

 

① 休養に関する情報提供の充実 

関係機関との連携による相談窓口の充実や周知、休養に関する情報提供を行います。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

１９ 

関係機関との連携に 

よる相談の充実 

こころの健康に関して心配のある人やその家族を対

象に、相談窓口の周知に努めます。 
自立生活支援課 

２０ 新規 

休養に関する知識の普

及啓発（健康づくりフォ

ローアップ事業） 

適切な睡眠の意義や取り方、趣味の活動などを通じ

た余暇時間の過ごし方など、休養に関する知識の情報

提供を行います。 

健康課 

 

② こころの健康についての知識の普及啓発 

健康教室などを通し、こころの健康についての知識の普及をするとともに、ストレス解消法

について、普及啓発に取り組みます。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

２１ 

こころの健康に関する

取り組みの推進 

睡眠、休養、こころの健康について、ストレスチェ

ックなどの気づきの場を提供するとともに、健康教室

など様々な機会を通して知識の普及に努めます。 

また、趣味、運動、レクリエーションなど、市民が

自分に合ったストレス対処法を知り、またストレス解

消法を身に付けることができるよう、普及啓発を図り

ます。 

健康課 

自立生活支援課 

 

【数値目標】 

指標 対象 
現状 

（平成２８年度） 

目標 

（平成３５年度）

睡眠での休養が十分とれている人の割合

（資料：平成２８年度アンケート調査）

１８歳以上の男性 26.4％ 30.0％ 

１８歳以上の女性 21.7％ 25.0％ 
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基本施策（４） 飲酒対策・禁煙の推進 

 

飲酒や喫煙が及ぼす健康への影響を正しく理解し、より健康的な行動に結びつくように、飲

酒に関する取り組みと禁煙に関する取り組みを推進します。 

 

① 飲酒に関する取り組みの推進 

飲酒の健康への影響や、妊婦・授乳中の女性の飲酒や未成年の飲酒防止および節度ある適度

な飲酒についての知識の普及を図り、飲酒対策に取り組みます。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

２２ 

適量飲酒の普及啓発（健

康づくりフォローアッ

プ事業） 

飲酒に関する正しい知識を普及させ、「節度ある適度

な飲酒」の習慣を保つことができるよう意識啓発に努

めます。 

健康課 

２３ 新規 

妊婦の飲酒についての

情報提供 

妊婦・授乳中の女性の飲酒の防止に向けて、胎児や

乳児の健康に与える影響について情報提供を行いま

す。 

健康課 

２４ 

未成年者の飲酒の防止 

児童生徒を対象に飲酒の影響についての知識の普及

啓発を図るとともに、未成年者における飲酒の影響に

ついて市民に周知します。 

指導室 

健康課 
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② 禁煙に関する取り組みの推進 

たばこの健康への影響について十分な知識の普及を図るとともに、禁煙希望者に対する禁煙

支援、未成年者の喫煙防止に取り組みます。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

２５ 

たばこの健康被害に 

ついての普及啓発 

一般市民や妊婦などを対象に、たばこが健康に与え

る影響について、情報提供を推進します。また、学校

保健と連携して、たばこの影響についての普及啓発を

図ります。 

健康課 

２６ 

禁煙支援等の推進 

禁煙希望者への相談や専門機関の紹介を行うととも

に、特定保健指導事業などと連携して効果的な禁煙へ

の支援体制づくりを推進します。 

健康課 

２７ 

未成年者の喫煙の防止 

児童生徒を対象にたばこの害についての知識の普及

啓発を図ります。 
指導室 

 

【数値目標】 

指標 対象 
現状 

（平成２８年度） 

目標 

（平成３５年度）

お酒を毎日飲む（休肝日のない）人の割合

（資料：平成２８年度アンケート調査）
２０歳以上の市民 22.8％ 15.0％ 

たばこを吸っている人の割合 

（資料：平成２８年度アンケート調査）
２０歳以上の市民 15.3％ 12.0％※国指針

※ 厚生労働省「健康日本２１（第二次）」の平成３４年度目標値と同じ値としました。 
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基本施策（５） 歯と口腔の健康づくり 

 

生涯を通じ自分の歯で過ごし、歯と口腔の健康を維持するために、歯科健康診査や相談の充

実を図るとともに、歯と口腔の健康づくりに関する情報提供の充実を図ります。 

 

① 歯科に関する取り組みの推進 

歯科健康診査や相談を実施し、歯の喪失防止と歯の喪失の原因となる、う蝕および歯周病の

予防を推進します。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

２８ 

成人歯科健康診査 

２５歳から８０歳の５歳刻みの節目年齢の市民を対

象に、高齢期の歯の喪失の原因となる歯周疾患の早期

発見に努め、生涯を通じ自分の歯で過ごせることを目

的に実施します。 

健康課 

２９ 

妊婦歯科健康診査 

市内在住の妊婦を対象に、妊娠中に口腔健診および

歯科保健指導を行い、妊婦自身の歯科保健意識を高め、

口腔内の健康増進を図ります。 

健康課 

３０ 

歯科健康教育・相談 

各種保健衛生事業相互の連携を図り、ライフステー

ジの各段階においてふさわしい歯科教育・相談を実施

し、市民の口腔における健康の保持増進を図ります。 

健康課 

３１ 

かかりつけ歯科医の紹介 

要介護者の方、障がいのある方で、歯科医院にかか

っていない方に対して、かかりつけ歯科医の紹介を行

います。 

健康課 
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② 歯と口腔の健康づくりに関する情報提供の充実 

正しい口腔ケアの知識や歯と口腔の健康と全身の健康との密接な関わりについて、情報提供

の充実を図ります。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

３２ 

歯周病予防対策の推進

（健康づくりフォロー

アップ事業） 

生活習慣病をはじめ、様々な全身疾患と歯周病との

相互関係について、健康教育やそのほかの機会を通じ

て正しい知識の普及啓発を図ります。 

健康課 

３３ 新規 

「６０２４・８０２０ 

運動」の推進 

６０歳で２４本以上の歯がある市民、８０歳で２０

本以上の歯がある市民の増加をめざし、各種の歯科事

業を実施します。また、関係機関と連携して「６０２４ 

・８０２０運動」を推進します。 

健康課 

 

【数値目標】 

指標 対象 
現状 

（平成２８年度） 

目標 

（平成３５年度）

自分の歯が「２０本以上」ある人の割合

（資料：成人歯科健診受診者の結果） 
８０歳の市民 77.3％ 85.0％ 

かかりつけ歯科医がいる人の割合 

（資料：平成２８年度アンケート調査）
１８歳以上の市民 55.5％ 60.0％ 
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基本目標３ 健康を育む環境整備 
 
 

基本施策（１） 医療体制の充実 

 

身近な地域で安心して医療を受けることができるように、医療を受けられる体制づくりに向

けた取り組みを推進します。 

 

① 身近な地域で安心して医療を受けられる体制づくり 

市民にとって身近なかかりつけ医の普及に努めるとともに、東京都や関係機関等と連携して

地域の保健・医療体制のさらなる充実に向けて検討を行います。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

３４ 

かかりつけ医の普及 

医療機関との連携・協力のもと、各種の保健・医療

サービスを身近なところで提供するかかりつけ医の普

及を図ります。 

健康課 

３５ 新規 

保健・医療体制の充実 

東京都や地域の関係機関等と連携し、地域の保健・

医療体制について検討します。 
健康課 

 

【数値目標】 

指標 対象 
現状 

（平成２８年度） 

目標 

（平成３５年度）

かかりつけ医がいる人の割合 

（資料：平成２８年度アンケート調査）
２０歳以上の市民 60.1％ 65.0％ 
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基本施策（２） 健康づくり環境の充実 

 

市民誰もが、それぞれの目的や体力、年齢などに応じて、気軽にスポーツ・レクリエーショ

ンに親しむことができるように、市民が利用しやすい健康づくりの場の充実に努めます。 

 

① 市民が利用しやすい健康づくりの場の充実 

スポーツ大会やスポーツのイベントなどを通し、市民の誰もが気軽に参加できる機会の充実

を図るとともに、市内の恵まれた自然環境等を活用し、誰もが参加しやすいウォーキングや健

康体操等の普及を図ります。 

個別事業・取り組み 内容 担当 

３６ 

スポーツ・レクリエー 

ションの機会の充実 

スポーツ人口の底辺拡大と相互交流を推進するた

め、市民体育祭などのスポーツ大会を実施します。 

高齢者や障がいのある人、親子など、誰もが気軽に

参加できるスポーツのイベント、教室やレクリエーシ

ョンの活動の場を充実させます。 

生涯学習課 

３７ 新規 

健康づくりの場の情報

提供 

市や関係機関が作成している各種ウォーキングマッ

プ（「小金井てくてくマップ」、「小金井まち歩きマップ」

など）について、普及と活用の促進を図ります。 

健康課 

 

【数値目標】 

指標 対象 
現状 

（平成２８年度） 

目標 

（平成３５年度）

スポーツ教室・スポーツ大会の参加者数

（資料：小金井しあわせプラン 

（第４次基本構想・後期基本計画）） 

全市民 

15,440 人 

（平成２７年） 

（実数） 

21,200 人※1 

（実数） 

※1 「第３次小金井市生涯学習推進計画」に基づき、平成３２年度の目標人数と同数としました。 
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第５章 計画の推進 
 

第１節 計画の推進体制 
 

１ 計画の推進体制の整備 

 

行政機関をはじめ、市民、医療保険者、教育関係機関、企業（職域）、健康関連団体等の健康

に関わる様々な関係者が、それぞれの特性をいかしつつ連携し、個々の市民の健康づくりを支

援する体制を整備し、計画の推進を図ります。 

 

２ 様々な関係者へ期待する取り組み 

 

（１）市 

 

市は、地域における住民の健康づくりの推進役として、各種行政機関、学校、地域・職域団

体、健康関連団体等と連携を図り、地域の実状に応じた健康づくり対策に取り組みます。 

 

（２）市民 

 

市民は、「自らの健康は自ら守る」を基本に、市の健康づくり事業等への積極的な参加を通じ

て健康への理解を深め、自らの健康について考え、生涯を通じ適切に健康管理ができるように

なることが期待されます。 

 

（３）医療保険者 

 

医療保険者は、特定健康診査・特定保健指導を実施し、メタボリックシンドロームに着目し

た生活習慣病予防の重要性について普及啓発を積極的に行うことが期待されます。 

 

  



第５章 計画の推進 

- 101 - 

（４）教育関係機関 

 

教育関係機関は、児童生徒が健康の大切さを認識できるようにするとともに、家庭や地域と

連携し、健康的な生活習慣を身に付けるための教育に取り組むことが期待されます。 

 

（５）企業（職域） 

 

企業（職域）は、従業員の健康管理において、特に壮年期・中年期の健康づくりに重要な役

割を担っていることから、職場における健康管理を推進するとともに、地域社会の一員として、

健康づくり活動の場の提供など、地域の健康づくりに対して協力することが期待されます。 

 

（６）健康関連団体 

 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会などの健康関連団体は、その専門性をいかして、

健康に関する相談や情報提供等を実施し、地域の取り組みに積極的に協力して、地域住民の健

康づくりを支援することが期待されます。 

 

第２節 計画の評価方法 
 

最終年度に本計画に定める数値目標の達成状況の評価を行い、その後の健康づくり運動に反

映できるようにするとともに、ＰＤＣＡサイクル（計画—実施—評価—改善）による効果的な

行政運営をめざします。 
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第１章 計画策定の背景と目的 
 

第１節 計画策定の背景 

 

国は平成２６年１月に「障害者権利条約」を批准していますが、それまでに障害者権利条

約の批准に必要な国内法の整備や障がい者福祉制度の改革を推進するため、平成２３年８月

に障がい者の定義の見直しや障がいの有無にかかわらず人格と個性を尊重する共生社会の実

現等を内容とした「障害者基本法」を改正し、平成２４年１０月には障がい者への虐待の禁

止や予防を内容とした｢障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法律（障害

者虐待防止法）」を施行しました。 

平成２５年４月には障害者自立支援法を改正し、障害者基本法の趣旨を踏まえた「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」が施行されて

います。 

平成２８年４月には障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とした「障害者差別解消法」が施

行され、同時期に改正「障害者雇用促進法」も施行されています。 

また、「障害者基本法」の改正や「障害者総合支援法」の施行に伴い、難病患者も障がい者

の定義に位置づけられ、障害福祉サービスを受けることができるようになり、平成２７年１

月には「難病の患者に対する医療等に関する法律（難病医療法）」が施行されたことによって、

難病の対象が拡大され、難病に対する医療費助成の法定化や、サービスの充実も定められま

した。 

今般、平成２７年度から平成２９年度までの「第４期障害福祉計画」が計画年度の終期を

迎えることにあわせて「第５期障害福祉計画」を策定するとともに、「小金井市保健福祉総合

計画」の一部として「障害者計画」を策定しました。 
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１ 直近の国・都の動向 

 

（１）障害者基本法の改正（平成２３年８月施行） 

 

この法律は、全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するか

けがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障がい

の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社

会を実現することを目的としています。また、障がい者の定義が見直され、障がいがある方

にとって障壁となるような事物・制度・慣行・観念などを含む、「社会的障壁により、継続的

に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とする定義が追加されました。 

なお、これらをもとに、「地域社会における共生」、「合理的配慮」、「雇用の促進」などにつ

いての方向性が示されています。 

 

（２）児童福祉法の改正（平成２４年４月施行） 

 

この法律では、障がい別に分かれていた障がい児の施設や事業を一本化し、通所による支

援と入所による支援とに分けました。また、様々な障がいがあっても身近な地域で適切な支

援が受けられるよう、障害児通所支援の実施主体を市町村とし、児童発達支援センターを中

心とした児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などのサービスが創設さ

れました。 

 

（３）障害者虐待防止法の成立（平成２４年１０月施行） 

 

この法律では、障害者虐待とは養護者によるもの、障害者福祉施設従事者等によるもの、

使用者によるものがあり、その類型として「身体的虐待」、「放棄・放置」、「心理的虐待」、「性

的虐待」、「経済的虐待」の５つを定義しています。 

なお、虐待防止施策として、「障害者虐待の早期発見の努力義務規定の設置」、「障害者虐待

を受けたと思われる障害者を発見した際の速やかな通報の義務化」などが定められています。 
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（４）障害者総合支援法の成立（平成２５年４月施行） 

 

この法律は、従来の障害者自立支援法に替わる法律として施行されました。正式名称は「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」です。障害福祉サービスの提

供などについて定められており、障害福祉サービスの対象となる障がい者の範囲に難病患者

が含まれることが定められました。 

 

（５）障害者差別解消法の成立（平成２８年４月施行） 

 

この法律では、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の

一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進

することを目的としており、差別を解消するための措置として、不当な差別的取扱いの禁止

や合理的配慮の提供等を講じることとしています。 

なお、差別を解消するための措置として、「不当な差別的扱いの禁止」や「合理的配慮の提

供」についての方向性が示されています。 

 

（６）障害者雇用促進法の改正（平成２８年４月施行） 

 

この法律では、雇用の分野における障がい者に対する差別の禁止および障がい者が職場で

働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）を定めるとともに、

障がい者の雇用に関する状況に鑑み、精神障がい者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措

置を講じています。 

 

（７）成年後見制度利用促進法の成立（平成２８年５月施行） 

 

この法律においては、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいのある人が成年後見制

度を十分に利用していないことから、共生社会の実現のために制度の利用を促進することを

目的としています。 

国は制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、成年後見制度利

用促進会議および成年後見制度利用促進委員会等を設置し、「成年後見制度利用促進基本計

画」を策定します。区市町村は、国の計画を踏まえた計画の策定、利用促進に関する審議会

等の設置が努力義務となっています。 
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（８）発達障害者支援法の改正（平成２８年８月施行） 

 

この法律では、発達障がい者の支援の一層の充実を図るため、法律の全般にわたって改正

しています。 

切れ目ない支援の重要性に鑑み、障害者基本法の理念にのっとり、共生社会の実現に資す

ることを目的として、医療、福祉、教育、就労等の各分野の関係機関が相互に連携した「ラ

イフステージを通じた切れ目のない支援」や教育、就労、発達障がい者の家族等への支援な

どの規定の改正を通じた「きめ細かな支援」、地域の関係者が課題を共有して連携した「地域

における支援体制の構築」についての方向性が示されています。 

 

（９）障害者総合支援法及び児童福祉法の改正（平成３０年 4 月施行） 

 

この法律では、障がい者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」

に対する支援の一層の充実や高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用を促進する

ための見直しを行うとともに、障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための

支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行うことを目

的としています。 

なお、具体的な支援として、障がい者の望む地域生活の支援については、「自立生活援助」

や「就労定着支援」の新設など、障がい児支援ニーズの多様化へのきめ細かな対応について

は、「居宅訪問による児童発達支援を提供するサービス」の新設、「医療的ケアを要する障害

児に対する支援」などが定められています。 
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第２節 計画の目的 

 

１ 計画の目的 

 

本計画は、国や都の指針等を踏まえ、今後の実現すべき障がい者施策を掲げた「小金井市障

害者計画」を策定するとともに、平成２９年度末に現行の「第４期小金井市障害福祉計画」の

計画期間が終了となることから、「第５期小金井市障害福祉計画」をこれまでの実績数値およ

び目標数値を検証し一体化して策定するものです。また、策定に当たり、保健福祉に共通する

理念等を示した「第２期小金井市保健福祉総合計画」、「地域福祉計画」の一部として策定して

います。 

 

２ 市の計画内の位置づけ 

 

本計画は、「小金井しあわせプラン（第４次小金井市基本構想・後期基本計画）（以下「小金

井しあわせプラン」という。）」および「地域福祉計画」の考え方に即し、障がい者施策の基本

的方向性、目標を掲げる障害者計画および障がい者施策推進の具体的目標を挙げた障害福祉計

画に当たるものです。 

 

３ 法的根拠について 

 

本計画は、障害者基本法第１１条第３項の規定に基づく「障害者計画」、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）第８８条の規定に基づく「障

害福祉計画」および、児童福祉法第３３条の２０の規定に基づく「障害児福祉計画」を一体的

に策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 障害者計画・第５期障害福祉計画                             

- 108 - 

【参考】障害者総合支援法のサービス体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】児童福祉法のサービス体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付 

○ 居宅介護（ホームヘルプ） 

○ 重度訪問介護 

○ 同行援護 

○ 行動援護 

○ 重度障害者等包括支援 

○ 短期入所（ショートステイ） 

○ 療養介護 

○ 生活介護 

○ 施設入所支援 

地域相談支援給付 

○ 地域移行支援 

○ 地域定着支援 

計画相談支援給付 

訓練等給付 

○ 自立訓練 

○ 就労移行支援 

○ 就労継続支援 

○ 就労定着支援 

○ 自立生活援助 

○ 共同生活援助 

（グループホーム） 

自立支援医療 

○ 更生医療 

○ 育成医療 

○ 精神通院公費※ 
※ 実施主体は都道府県等 

補装具 

 

自立支援給付 

障
が
い
者
・児 

 
地域生活支援事業 

児童通所給付 

○ 児童発達支援 

○ 放課後等デイサービス 

○ 保育所等訪問支援 

○ 医療型児童発達支援 

○ 居宅訪問型児童発達支援 

児童入所給付（都道府県） 

○ 福祉型児童入所支援 

○ 医療型児童入所支援 

児童相談支援給付 

児 

童 

○ 相談支援 

○ 成年後見制度利用支援 

○ 意思疎通支援（手話通訳者、要約筆記者派遣） 

○ 日常生活用具費の給付 

○ 移動支援（ガイドヘルプ） 

○ 日中一時支援（日帰りショート） 

○ 訪問入浴サービス 
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第３節 計画の期間 

 
基本計画としての「小金井市障害者計画」の計画期間は、平成３０年度から平成３５年

度までの６年間とし、本計画は平成２８年度から平成２９年度までの２年間を経て見直し

を行い、可能な限り平成３５年度までに達成していく事業を掲げました。 

「第５期小金井市障害福祉計画」の計画期間は、平成３０年度から平成３２年度までを

第５期とし、各年度における必要量や目標数値を掲げました。 

 なお、第５期小金井市障害福祉計画は、第４期の計画に係る事業実績および目標の達成

状況を踏まえ、これまでの目標値を見直した上で、平成３０年度から平成３２年度までの

各年度のサービスの必要量や目標数値を設定しました。 

 

図表１ 計画の期間 
 

 平  成 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

障害者計画 

    

     

障害福祉計画 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

第４期各年度の 
数値目標サービス 
必要量や目標量設定 

第５期各年度の 
数値目標サービス必要量
や目標量設定 

見直し 

 

第６期各年度の 
数値目標サービス必要量や
目標量設定（予定） 

 

延
伸 
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第２章 市の現状と課題 
 

第１節 統計資料から 

 
１ 身体障がい者 
 

小金井市における身体障がい者（児）の数（身体障害者手帳所持者数）は、平成２９年

４月１日現在で２,５６１人、このうち１８歳未満が７０人となっています。 

平成２４年度から２９年度までの推移をみると、身体障がい者（児）は増加傾向にあり、

総人口に対する割合をみると、平成２９年４月１日現在の小金井市の総人口 119,598人

に対し、約 2.14％となっています。 

障がい等級別では、重度の「１級」が最も多く、平成２９年４月１日現在の「１級」手

帳所持者を年齢別割合でみると、６５歳以上の割合が 69.8％となっています。 

障がいの種類別では、「肢体不自由」が最も多く、次いで「心臓機能障がい」となってい

ます。 

図表２ 身体障害者手帳 年齢別・身体障がい者（手帳所持者）の推移 

（単位：人） 

身体障がい者 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

１８歳未満 62 59 62 66 69 70 

１８歳～６４歳 816 807 784 773 761 747 

６５歳以上 1,680 1,709 1,769 1,766 1,747 1,744 

合計 2,558 2,575 2,615 2,605 2,577 2,561 

各年４月１日現在 

 

図表３ 身体障害者手帳 等級別・身体障がい者（手帳所持者）の推移 

（単位：人） 

身体障がい者 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

１級 861 878 898 896 894 899 

２級 384 371 371 356 334 333 

３級 413 426 424 425 419 420 

４級 611 615 641 641 637 610 

５級 140 146 135 135 139 142 

６級 149 139 146 152 154 157 

合計 2,558 2,575 2,615 2,605 2,577 2,561 

各年４月１日現在 
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図表４ 身体障害者手帳 障がい別・等級別手帳所持者数 

 

身体障がい者 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

視覚障がい等 182 178 177 178 177 175 

聴覚障がい等 255 251 259 259 254 262 

音声言語又はそしゃく機能障がい 41 39 37 35 35 35 

肢体不自由 1,270 1,294 1,312 1,318 1,294 1,250 

内
部
機
能
障
が
い 

呼吸器機能障がい 50 42 38 30 26 31 

腎臓機能障がい 168 180 177 187 181 190 

心臓機能障がい 443 449 462 448 452 466 

ぼうこう又は直腸機能障がい 121 112 120 114 120 112 

小腸機能障がい 2 2 3 3 3 2 

免疫機能障がい 22 23 22 25 27 30 

肝臓機能障がい 4 5 8 8 8 8 

小計 810 813 830 815 817 839 

合計 2,558 2,575 2,615 2,605 2,577 2,561 

 

 

２ 知的障がい者 
 

知的障がい者（児）の数（愛の手帳所持者数）は、平成２９年４月１日現在で５９９人

となっており、このうち１８歳未満は１７０人、１８歳以上は４２９人となっています。 

平成２４年度から２９年度までの推移をみると、知的障がい者（児）は毎年度増加傾向

にあり、総人口に対する割合では、平成２９年４月１日現在の小金井市の総人口 119,598

人に対し、約 0.50％となっています。 

障がいの程度別では、平成２４年度から２９年度までの傾向としては「４度」が最も多

くなっています。 

図表５ 愛の手帳 年齢別・知的障がい者（手帳所持者）の推移 

（単位：人） 

知的障がい者 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

１８歳未満 166 171 172 167 169 170 

１８歳～６４歳 336 344 359 371 380 393 

６５歳以上 21 22 25 32 36 36 

合計 523 537 556 570 585 599 

各年４月１日現在 

各年４月１日現在 

（単位：人） 
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図表６ 等級別・知的障がい者（手帳所持者）の推移 

（単位：人） 

知的障がい者 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

１度 18 20 19 20 19 19 

２度 156 157 158 161 163 165 

３度 130 133 129 132 136 137 

４度 219 227 250 257 267 278 

合計 523 537 556 570 585 599 

各年４月１日現在 

 

３ 精神障がい者 

 

平成２９年４月１日現在、小金井市における精神障害者保健福祉手帳所持者数は、７６

８人です。このうち１８歳～６４歳が６３２人となっています。 

手帳の等級別では、「２級」が最も多くなっており、平成２４年度から２９年度までの推

移をみると、毎年度増加傾向となっています。 

なお、発達障がい者や高次脳機能障がい者についても、精神障がいの範囲に含まれ、障

がい者手帳を所持しているか否かにかかわらず障害者自立支援法に基づく給付の対象とな

っており、今後も増え続けることが見込まれます。 

 

図表７ 精神障害者保健福祉手帳 年齢別・精神障がい者（手帳所持者）の推移 

（単位：人） 

精神障がい者 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

１８歳未満 5 6 8 8 9 8 

１８歳～６４歳 419 454 497 513 564 632 

６５歳以上 90 101 112 102 117 128 

合計 514 561 617 623 690 768 

各年４月１日現在 

 

図表８ 精神障害者保健福祉手帳 等級別・精神障がい者（手帳所持者）の推移 

（単位：人） 

精神障がい者 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

１級 51 52 43 36 40 57 

２級 309 325 369 346 377 408 

３級 154 184 205 241 273 303 

合計 514 561 617 623 690 768 

各年４月１日現在 
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精神保健分野においては、平成１８年度の障害者自立支援法施行に伴い、それまでの「通

院医療費公費負担制度」から「自立支援医療（精神通院医療）」へ制度が移行しました。承

認者は、平成２４年度から２９年度までの推移をみると毎年度増加傾向となっています。 

 

図表９ 自立支援医療（精神通院医療）承認者の推移 

（単位：人） 

精神通院医療受給者 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

承認者数 1,247 1,310 1,397 1,533 1,613 1,774 

各年４月１日現在 

 

４ 難病患者について 
 

平成２３年８月に障害者基本法が改正され、さらに平成２５年４月の「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」が施行されたことに

より、障がい者の範囲に「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政

令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」として難病患者

（特殊疾病患者）が加えられました。 

また、平成２７年１月１日に施行された「難病の患者に対する医療費等に関する法律」

で国における指定難病の対象疾病が拡大され、平成２９年４月１日現在では指定難病は

３３０疾病に拡大されています。また、都においても「東京都難病患者等に係る医療費等

の助成に関する規則」が施行されており、都の独自の難病対象疾病として１０疾病が掲げ

られています。 

このことに伴い、難病患者の方も、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者と同様

に障害福祉サービス等の利用が可能となっており、受給できるサービスの向上が図られて

きています。 

 

５ 他の障がいについて 
 

治療法が確立されておらず、日常生活に多くの困難や課題を抱える病気があったとして

も、「障がい者」とは認められず支援を受けられない方もいる現状があります。 
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第２節 アンケート調査から 

 
小金井市の障がいのある人の現状、前計画の検証結果、アンケート調査の結果等を踏ま

えて、取り組むべき課題を整理しました。 

 

１ 福祉意識の醸成 

 

障がい施策に関する一般市民調査によると、ノーマライゼーションや共生社会という言

葉を聞いたことがある人は５割強となっています。また、障がいのある人への調査、障が

い施策に関する一般市民調査共に、障害者差別解消法を知っている人は１割台となってい

ます。 

また、障がいのある人への調査によると、隣近所とほとんど付き合いがない人が２割台、

障がい施策に関する一般市民調査では、半数以上が日常的に交流している障がいのある人

はいないと答えており、日常的に交流する機会が少ないことがわかりました。 

誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまちを実現するためには、市民一人ひとりが福

祉に対する理解を深め、日常的に交流する機会を持つことが望まれます。市民への啓発活

動や、子どもの頃から地域・学校での福祉意識の啓発、交流する機会や場の提供を行って

いく必要があります。 

 

図表１０ ノーマライゼーション等について（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聞いたこと

がある

52.1％

聞いたこと

がない

47.1％

無回答

0.8％

（N=361）
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２ 障がいのある人の一般就労の促進 

 

障がいのある人への調査によると、１８～２９歳までの正規雇用をされている人は２割強、正規

雇用を希望している人は半数弱となっています。働くために必要なことについては、「障がいのあ

る人に配慮した職場になっていること」、「事業主や職場の仲間の理解があること」、「企業などが積

極的に障がいのある人を雇うこと」が多く求められています。また、障害者就労支援センターを知

らない人が、１８～６４歳のうち４割を超えています。 

また、障がいのある人への調査によると、障がいのある児童の今後希望する進路について、「企

業等で一般就労がしたい」、「職員等の指導員の支援を受けながら働くことのできる事業所で働きた

い」などの就労に関する希望が多くなっています。 

今後は、障がいのある人の一般就労に向けて、障害者就労支援センターの周知の促進、企業等の

障がいのある人の雇用の促進の啓発、就労支援の充実、職場への定着を進めるための支援を行い、

就労の拡大を図っていく必要があります。 

 

図表１１ 障がいのある人が働くために必要なこと（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.9

44.2

37.9

37.4

36.7

31.3

29.0

26.7

26.2

25.1

22.7

21.6

12.6

4.0

9.5

21.1

0 10 20 30 40 50 60

障がいのある人に配慮した職場になっていること

事業主や職場の仲間の理解があること

企業などが積極的に障がいのある人を雇うこと

生活できる給料がもらえること

就労条件（短時間労働など）が整っていること

障がいのある人にを雇用する、

または雇用しようとする企業への公的支援

就労継続中も様々なサポートをしてくれる人や

機関の存在

仕事をするための訓練・研修の機会が充実していること

通勤（交通）手段が確保されていること

多様な働く場が整備されていること

働く場の紹介や職場に慣れるまで同行したり、

相談にのる人がいること

健康管理が充実していること

自営業を希望する障がいのある人への支援が

充実していること

その他

特に必要ない

無回答 （N=1,608）

（％）
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３ 総合的な相談支援体制の充実 

 

障がいのある人にとって暮らしやすいまちづくりについて、障がいのある人への調査で

は６割弱、障がい施策に関する一般市民調査では５割強が、「何でも相談できる窓口をつく

るなど相談支援体制の充実」が必要と答えています。また、障がいのある人の調査による

と、新たに利用したい・利用し続けたいサービスについて、「短期入所や身の回りの支援」

に次いで、「サービスに関する情報提供や利用の援助」の割合が高くなっています。 

障がいのある人にとって暮らしやすいまちづくりの実現のために、日頃から緊急時まで

すぐに相談でき、必要に応じて対応が図られる総合的な相談支援体制の充実を推進する必

要があります。 

 

図表１２－１ 障がいのある人にとって暮らしやすいまちづくりのために必要なこと（上位抜粋） 

【障がいのある人調査】（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１2－２ 障がいのある人にとって暮らしやすいまちづくりのために必要なこと（上位抜粋） 

【一般市民調査】（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

58.1

38.1

30.8

28.5

23.9

0 10 20 30 40 50 60 70

何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実

在宅での生活や介助や介護がしやすいよう

保健・医療・福祉のサービスの充実

災害のときの避難誘導体制の整備

公共交通や道路、公共施設等のバリアフリー化

公営住宅の優先入居や、グループホームの整備など、

生活の場の確保 （N=1,608）

（％）

52.6

47.6

45.2

41.8

35.7

0 10 20 30 40 50 60

何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実

在宅での生活や介助や介護がしやすいよう

保健・医療・福祉のサービスの充実

職業訓練の充実や働く場所の確保

公共交通や道路、公共施設等のバリアフリー化

差別や偏見をなくすための福祉教育や広報活動の充実 （N=361）

（％）
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図表１３ 利用したい・利用し続けたいサービス（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6

13.7

13.3

12.4

11.1

11.0

7.0

6.8

5.8

5.8

5.3

4.3

3.6

1.6

4.0

24.0

28.0

0 10 20 30

家族などの支援者が病気などのときに、夜間を含めて

施設に短期間入所し、身の回りの支援を受ける

サービスに関する情報提供や利用の援助など総合相談

身体の状態や生活能力の維持向上のための訓練

（機能訓練・生活訓練）

外出の同行・付き添いなど（移動支援等）

補装具費や日常生活用具費の給付

趣味や仲間づくりなどの支援を行う

地域活動支援センター

自宅で入浴、排せつ、食事の介助や家事援助を

受けられるサービス

共同生活の場を提供し、日常生活などの支援を

行うグループホーム

一般企業で働きたい人に対し、必要な知識や

能力向上のための訓練

一般企業で働くことが困難な人に対し、

生産活動の場や機会の提供

お金の管理やサービスの利用の手続きなどの支援

単身生活や通所が困難な方に対し、施設で

日常生活の支援を行う

児童発達支援や放課後等デイサービスなど

障がい児を対象とした支援

手話通訳や要約筆記などの意思疎通支援

その他

障がい福祉サービスは利用しない

無回答 （N=1,608）

（％）
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４ 権利擁護の推進 

 

障がいのある人への調査では、成年後見制度について、「知らない」、「言葉は聞いたこと

がある」が共に２割台となっています。 

介助者が高齢化しており、今後は成年後見制度等の活用を必要とする人が増えると予測

されます。成年後見制度の利用の促進に関する法律の成立を受けて、より一層の成年後見

制度利用支援事業の周知等、判断能力が十分でない方の権利擁護を推進していく必要があ

ります。 

 

図表１４ 成年後見制度について（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よく知っている

17.4％

少し知っている

33.6％言葉は聞いた

ことがある

22.6％

知らない

22.2%

無回答

4.2％

（N=1,608）
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５ 障がい児への支援の充実 

 

障がいのある人への調査によると、障がいのある児童の幼稚園・保育所・学校に望むこ

とについて、「子どもの能力や発達状態に適した指導の実施」、「就学相談や進路相談などの

相談体制の充実」、「まわりの子どもたちの理解を深めるような交流機会の増加」が多くな

っています。 

障がいのある児童が地域で暮らし続けることができるよう、保健・医療・福祉・教育等

の関係機関の連携体制の構築が求められています。また、早期に発見し、発達状態に適し

た支援を行うことが重要であり、乳幼児期からのライフステージに応じた継続的な支援が

必要となります。 

 

図表１５ 幼稚園・保育所・学校に望むこと（全体：複数回答） 
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8.7

3.5

24.5

38.4

0 10 20 30 40 50

先生の理解を深め、子どもの能力や

発達の状態に適した指導をしてほしい

就学相談や進路相談などの相談体制を

充実してほしい

まわりの子どもたちの理解を深めるような

交流機会を増やしてほしい

施設、設備、教材を充実してほしい

個別指導を充実してほしい

医療的なケア（吸引・経管栄養・導尿等）が

受けられるようにしてほしい

通常の学級への受け入れを進めてほしい

その他

特にない

無回答 （N=1,608）

（％）
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６ 災害時に向けた支援体制の充実 

 

障がいのある人への調査によると、災害時に一人で避難できない人が４割を超えていま

す。災害時に備え、障がい者等、災害時の避難に支援を要する人（避難行動要支援者）の

避難行動要支援者名簿への登録が重要となりますが、障がいのある人への調査、障がい施

策に関する一般市民調査共に、名簿の認知度は１割弱となっており、避難行動要支援者名

簿の周知を進める必要があります。 

また、避難行動要支援者を地域で把握し、いざという時のための避難体制を構築する必

要があります。 

また、障がいのある人への調査によると、災害時の避難所での配慮について、「持病のあ

る人や薬を飲んでいる人への治療の継続」、「高齢者や妊産婦、乳幼児等の体調が変化しや

すい人への配慮・支援」が多く求められており、日頃から、地域の様々な人を交えた防災・

災害対策を進めていく必要があります。 

 

図表１６ 災害時の避難（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人で判断し、

避難できる

49.1％一人で判断できるが、

避難はできない

23.2％

一人では判断できないし、

避難もできない

22.1％

無回答

5.6％

（N=1,608）
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７ 地域で暮らし続けるための基盤づくり 

 

障がいのある人への調査によると、市の住宅対策で望むこととして、「障がいに配慮した

公営住宅の整備」、「住宅改修費の助成制度の充実」、「グループホームなどの整備」の順に

高くなっており、居住生活を支援するサービスの充実が求められています。 

また、障がい者の重度化・高齢化や親なき後を見据え、地域で障がいのある人やその家

族が安心して生活するため、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて対応が図られる地域

生活支援拠点の整備を推進していく必要があります。 

 

図表１７ 市の住宅対策について望むこと（全体：複数回答（３つまで）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.5

25.4

24.1

21.5

15.8

13.2

2.9

22.1

11.4

0 10 20 30

障がいに配慮した公営住宅の整備

住宅改修費の助成制度の充実

グループホームなどの整備

公営住宅の入居の優先枠

障がいに配慮した民間アパートなどの

整備促進

公的保証人制度の創設

その他

特にない

無回答 （N=1,608）

（％）
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第３節 現施策の評価から（前回までの施策の総括） 

 

１ 市民一人ひとりの理解と交流を育む意識づくり 

 

障がいのある人が、住み慣れた地域で自立して生活していくためには、周囲の人が障が

いを正しく理解し、共に地域で生活する仲間として障がいのある人の人権を尊重すること

が大切です。 

平成２８年度には国において「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害

者差別解消法）」が施行されています。 

この法律は「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無

によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現に資することを目的」として施行されており、第３条には国および地方公共団体の責

務として「障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを

実施しなければならない」とあり、第４条には国民の責務として「障害を理由とする差別

の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努め

なければならない。」とされています。 

それに伴い、小金井市地域自立支援協議会においては、小金井市らしい障がい者差別解

消の条例を制定するため、協議が重ねられてきました。 

小金井市では、市民に対して障がいのある人に関する正しい知識の啓発活動や理解促進

を通し、「障がい」に対する理解を深めるための取り組みを引き続き行っていきます。 

さらに、「心のバリアフリー」を実現し、障がいのある人もない人も住み慣れた地域で共

に暮らすようにするためには、幼児期からの福祉教育・交流教育が望まれます。 

小金井市では、積極的にこれらに向けた取り組みを行っていますが、今後は、全てのラ

イフステージで障がいについて学ぶ機会や、障がいのある・なしにかかわらず参加できる

交流の機会を多く設け、市民の参加を呼び掛けていくことが必要です。 

 

２ 障がいのある人の社会参加に向けた自立の基盤づくり 

 

教育を受けることは、全ての児童生徒にとっての権利であり、本人の主体性や自主性を

尊重したものである必要があります。このような教育を進めるためには、インクルーシブ

教育システムの考え方のもと、専門機関との連携を図りながら一人ひとりの教育的ニーズ

に応じたきめ細やかな指導を行える体制を充実していくことが必要です。  
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障がいのある人に向けた雇用・就業環境の改善への取り組みについては、各種施策を推

進していますが、社会経済の影響等により依然として厳しい状況にあります。今後も、企

業等に対する障がいのある人の雇用や職域の拡大、職業訓練機会の確保、職場への定着フ

ォロー等の支援に向けた働きかけ等、障がいのある人の就業機会の拡大を図っていく必要

があります。 

また、心身の発達にかたよりや心配のある児童の相談が増加し、療育を必要とする児童

が増えています。このような状況に対応するため、小金井市児童発達支援センター「きら

り」の児童発達支援事業において、発達支援専門員による療育を必要としている児童とそ

の家族を対象とした、発達に応じた相談支援体制の構築やきめ細やかな療育支援を行って

います。 

全ての障がいのある人が尊厳を持ち、安心して希望を持った社会生活が営めるよう、障

がいのある人のニーズを十分に踏まえながら、多様な社会参加の機会づくりを促進してい

くことが必要です。 

 

３ 障がいのある人が安心して暮らしていくための仕組みづくり 

 

障がい者施策は平成１８年度に施行された「障害者自立支援法」に伴い、大きな変化を

迎えました。そして、国において平成２５年４月に「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」が施行されました。 

障がいのある人が住み慣れた地域の中での生活を続けていくために、在宅福祉サービス

をはじめとする地域生活を支えるサービスが必要不可欠です。そのためには居住に関する

施策（グループホームをはじめとする地域移行に向けた住宅保障策）の充実をはじめ、医

療・リハビリ・在宅支援についてもきめ細かく対応する必要があります。それを支える相

談支援事業の果たす役割もますます重要になっており、さらなる充実が望まれます。 

「障害者基本法」の改正や「障害者総合支援法」の施行に伴い、難病患者も障がい者の

定義に位置づけられ、障害福祉サービスを受けることができるようになりましたが、治療

法が確立されていなく、日常生活に多くの困難や課題を抱える病気を持っていたとしても、

「障がい者」とは認められず支援を受けられない方がいる中で、その実態等の把握が充分

にはできていないことも課題です。 

障がいのある人や家族にとって、健康を維持することは日常生活を送る上で最も大切な

ことです。そのためには、地域で適切な医療を受けられる事は欠かせないことであり、急

性期や慢性期対応などにおいて、それぞれの医療機関の特性をいかした連携で効果的な医
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療を提供していくことは、地域の限られた医療資源の有効活用や永続的な医療体制の維持

にもつながります。 

この実現のためには、障がいのある人を含めた医療を受ける側の理解と協力に加え、地

域にある様々な医療機関の連携が必要ですが、特に重度心身障がい児に対する医療ケアに

ついては、体制確保が十分とはいえない状況です。また、発達障がいについても、相談支

援体制および発達支援を行うためのネットワークの確立が求められています。 

さらに、医療を受けるための医療費助成については、精神障がい者への適用拡大に向け

て国、都の動向を注視しながら対応していく必要があります。 

今後も住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療、障がい福祉・介護、住まい、社

会参加（就労）、教育や、地域のリハビリテーションに関わるサービス機関や団体をはじめ

とした地域の助け合いが包括的に連携した地域包括ケアシステムの構築をめざしていきな

がら、発達障がいを含む障がいのある人に対し必要なサービスが十分提供できる体制およ

び家族に向けた支援体制を整え、地域で安心して暮らせる体制を整えていくことが課題と

なっています。 

 

４ 誰もが気持ちよく共に暮らせる環境づくり 

 

障がいのある人が地域で自立して生活していくためには、情報や移動手段等、参加する

ための手段の確保が必要です。また、併せて障がいのある人を介助・支援する方へのケア

の重要性も新たな検討課題といえます。 

小金井市では、庁舎をはじめ駅やバスなどの公共交通機関、各種公共施設でのスロープ

やエレベーターの設置など、全ての市民にとってやさしい建物やまちづくりを進めていま

す。 

今後も、市民、民間企業等の理解や協力を得ながら、「バリアフリー」や「ユニバーサ

ルデザイン」をめざした福祉のまちづくりを推進していくことが必要です。 

また、障がいのある人は災害時において避難することや情報入手が難しいため、特に配

慮が必要です。災害などの緊急時における障がいのある人たちの安全確保を図るため、消

防署など関係機関や自主防災組織等と連携をとりながら、情報伝達や避難・誘導、避難所

での物資調達などの面でそれぞれの障がいに配慮した防災システムを整備していくこと

が課題です。 
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第３章 計画の理念と目標 
 

第１節 計画の理念（小金井市障がい者ビジョン） 

 

 小金井市における障がい者ビジョン（向かうべき方向）を次のように定め、ビジョンの実

現に向けた基本目標の展開を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 施策推進の基本目標 

 
 障害者総合支援法に基づくサービス体系では、障がいの種別にかかわらず、区市町村が障

害福祉サービスの提供の責務を負うよう一元化されています。 

小金井市では、障がいのある人の自立と社会参加を基本とする「障害者基本法」の理念に

基づき、障がい者ビジョンとして「ノーマライゼーション」、「リハビリテーション」の理念

や誰もが相互に人格と個性を尊重し、相互に理解し支え合い、共に暮らす「共生社会」の理

念のもとに、ビジョンの実現に向け次に掲げる基本的方針と市民アンケートの結果を反映し、

施策を推進します。 

 

 

 

 

 

          

    障がいのある人もない人も 

    それぞれが尊厳ある 

    ひとりの小金井市民として自立し、 

    住み慣れた地域でともに支え合いながら、 

    安心して暮らしていける 

    共生都市・小金井の実現 
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１ 市民一人ひとりの理解と交流を育む意識づくり 

３ 障がいのある人が安心して暮らしていくための仕組みづくり 

２ 障がいのある人の社会参加に向けた自立の基盤づくり 

  

 

障がいのある人が地域で安心して暮らしていくには、障がいに対する理解とともに地域

の中でお互いの顔が見える交流が必要です。これからの地域社会においては、それを構成

する全ての一般市民が互いに協力し、支え合うことによる地域福祉システムの確立が不可

欠です。 

こうした視点から、一般市民と行政との協働により、地域に住む全ての人（障がいのあ

る人もない人も）が住みやすく暮らしやすい社会を築いていくため、障がい特性や障がい

のある人を理解し交流できる地域福祉に主体的に取り組むことができる意識づくりを推進

します。 

 

 

 

障がいのある人自身が主体性・自立性をもって社会活動へ積極的に参加できるように、

一人ひとりの能力と意思がいかされるよう、障がいのある人自身の選択の幅を広げるなど、

本人の立場に立った主体性・自立性を尊重する自立の基盤づくりをめざします。 

また、心身の発達にかたよりや心配のある乳幼児を早期に発見し、早期療育・家庭支援

等、総合的な支援に取り組む発達支援事業を推進し、生涯にわたり一貫したサービスを受

けることのできる体制を整備します。 

 

 

 

高齢化がますます進行する中で障がいのある人自身の高齢化だけではなく、その介護者

の高齢化といった問題も深刻になってきています。こうした障がいのある人や介助者の高

齢化への対応という視点から、高齢者福祉施策等と連携した施策を推進します。 

また、障がいの発生時期や原因は様々であり、医療・保健との連携により疾病や障がい

を早期に発見し、適切な治療・リハビリテーションを行い、障がいの予防や軽減を行いま

す。 

発達障がいについては、乳幼児期からの各ライフステージに対応する一貫した支援体制

の構築を図り、個々の特性を踏まえた専門性の高い療育を身近な地域で受けられるように

施策を実施するなど、発達障がい者支援の一層の充実に向けて、関係部署と連携を取りな

がら取り組んでいきます。 
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４ 誰もが気持ちよく共に暮らせる環境づくり 

障
が
い
の
あ
る
人
の 

社
会
参
加
に
向
け
た
自
立
の
基
盤
づ
く
り 

  

 

障がいのある人が住みやすいと思えるまちをつくることは、全ての人が住みやすいと思

えるまちをつくることにつながります。障がいのある人を取り巻く物理的障壁・制度的障

壁・情報面の障壁・意識上の障壁を取り除き、自由に社会参加できるバリアフリーのまち

づくりを推進し、障がいのある人にやさしいまちづくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者計画・障害福祉計画では、｢小金井しあわせプラン｣や｢第２期小金井市保健福祉総

合計画｣に基づく上記 4つの柱に基づいた様々な施策を達成していく目標を掲げ、施策の推

進を図っていきます。

市
民
一
人
ひ
と
り
の 

理
解
と
交
流
を
育
む
意
識
づ
く
り 

障
が
い
の
あ
る
人
が 

安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り 

誰
も
が
気
持
ち
よ
く 

共
に
暮
ら
せ
る
環
境
づ
く
り 

小金井市 障がい者ビジョン 

 

障がいのある人もない人も 

それぞれが尊厳ある 

ひとりの小金井市民として自立し、 

住み慣れた地域でともに支え合いながら、 

安心して暮らしていける 

共生都市・小金井の実現 
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第４章 施策の展開（具体的な取り組みの推進） 
 

第１節 障害者計画の施策の体系図 

 

 

 

 

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
そ
れ
ぞ
れ
が
尊
厳
あ
る
ひ
と
り
の
小
金
井
市
民
と
し
て 

自
立
し
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
と
も
に
支
え
合
い
な
が
ら
、
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る 

共
生
都
市
・
小
金
井
の
実
現 

【基本施策】 【基本理念】 【基本目標】 

１ 市民一人ひとりの理

解と交流を育む意識

づくり 

（１）広報・啓発活動 

（２）施設サービス 

３ 障がいのある人が安

心して暮らしていく

ための仕組みづくり 

（１）居宅生活支援 

２ 障がいのある人の社

会参加に向けた自立

の基盤づくり 

（１）障がい児保育・療育・教育 

（２）社会参加の促進 
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【施策】 【個別事業・取り組み】 

①障がい児保育・療育・教育の
充実 

特別支援教育の体制づくり／特別支援学校等への就学の
支援／特別支援教育の充実／特別支援を要する児童・生徒
への支援／教育助成金の支援／児童発達支援センター「き
らり」における事業の推進／障がい児保育の推進／障がい
児学童保育の充実／放課後活動の充実 

①広報・啓発活動 市民に対する啓発活動の推進／市職員の障がいのある人
に対する理解促進／福祉・人権教育の充実／障害者週間行
事の開催 

②支えあいのネットワーク 関係機関・団体のネットワーク化／サービス事業者の連携 

就職活動の支援／市での障がい者雇用の拡大／市での職
場実習の受け入れの検討／福祉売店の充実／市の業務の
委託促進／障がい者雇用の促進／一般企業等の職場実習
の開拓／社会適応訓練の利用支援／契約における障がい
者雇用確保のための検討／中間的就労の場づくりの検討 

②多様な社会参加の機会づくり 障がいのある人の自立をめざす学習の充実／障がい者ス
ポーツの支援／車いす農園の充実／選挙投票への支援／
文化・スポーツ・レクリエーション活動への支援 

①雇用・就労の促進 

①施設サービスの充実 入所系サービス事業／通所系サービス事業 

訪問系サービス事業（自立支援給付）／日中系サービス事
業（自立支援給付）／補装具費の給付（自立支援給付） 

①自立支援給付 

コミュニケーション支援事業（地域生活支援事業）／日常
生活用具費給付（地域生活支援事業）／移動支援事業（地
域生活支援事業）／日中一時支援事業（地域生活支援事業）
／訪問入浴サービス事業（地域生活支援事業） 

②地域生活支援事業 

精神障害者デイサービス事業／重度脳性麻痺者介護事業
／心身障害者介護人派遣事業／福祉電話貸与事業／寝具
乾燥サービス事業／配食サービス事業／パソコンの活用
支援 

③その他事業 
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３ 障がいのある人が安

心して暮らしていく

ための仕組みづくり 

（４）保健・医療 

（５）経済的支援 

（６）サービス利用に結びついてい

ない人への支援 

 

４ 誰もが気持ちよく共に

暮らせる環境づくり 
（２）住まいの確保・整備 

（３）心の健康 

（１）自由な移動の確保 

【基本施策】 【基本理念】 【基本目標】 

（３）相談支援・情報提供体制 
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【施策】 【個別事業・取り組み】 

①サービス利用に結びついてい
ない人への支援 

高次脳機能障がいへの対応／障がい者手帳を持たない要
支援者への支援／サービス利用に結びついていない人に
対する支援策の制度化についての働きかけ／発達障がい
への対応 

①自由な移動の確保 タクシー代やガソリン費の助成／自動車教習費用の助成
／自動車改造費用助成／各種交通機関の運賃及び通行料
の割引／ハンディキャブ運行等の支援 

①住まいの確保・整備 グループホームの整備／市営住宅の優先申込／公的保証
人制度等の検討／公営住宅のバリアフリー化／重度身体
障害者（児）住宅設備改修／重度知的障害者（児）住宅設
備改修の検討／住宅相談の充実 

障害基礎年金・特別障害給付金／特別障害者（児）手当の
支給／特別児童扶養手当の支給／東京都重度心身障害者
（児）手当の支給／児童育成手当（障がい）の支給／心身
障害者福祉手当の支給／難病者福祉手当の支給 

①手当等の支給 

障がい者（児）日常生活用具費の自己負担分の助成／診断
書料の助成 

②諸料金等の助成 

下水道料金の減免／軽自動車税の減免 ③料金などの減免 

①こころの健康づくり こころの健康づくり／自殺予防に向けた取り組みの推進 

①相談支援体制の充実 市の自立生活支援課の窓口／障害者地域自立生活支援セ
ンター／地域活動支援センター／障がい者相談員活動の
実施／ケアマネジメント（個別の支援計画）の拡充／ケア
マネジメント従事者（相談支援専門員）の養成 

①保健・医療の充実 医療・リハビリテーション相談の充実／療育相談／歯科相
談／障がいの早期発見・療育／障がい者健康診査／医師に
よる訪問健康診査／重度障がい者（児）・在宅難病患者へ
の訪問看護／精神保健医療相談／リハビリテーション体
制の整備 

②医療に対する助成 心身障害者（児）医療費の助成／自立支援医療の充実 

②情報提供体制の充実 「障がい者福祉のてびき」の発行／「声の広報」の製作／
「声の議会だより」の製作／公共施設における情報提供／
幅広いコミュニケーションのできる職員の養成等／審議
会等への手話通訳者の配置／公的発行物への点字等整備
／点字図書の提供／対面朗読の実施／デイジー図書への
対応／音声媒体・テキストファイルによる情報提供／市の
ホームページでの情報提供 
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第２節 障がい者施策（事業）の展開について 

 
「障害者計画」は、中期・長期的視点から障がい者施策の方向性を定め、平成３５年度ま

でに達成していく事業を掲げ推進しています。本計画の見直しに際し、障がい者施策（事業）

の現状と今後の方向性は以下のとおりです。 

 

※ 施策の現状について、「達成」は事業内容の目的を達成することができたもの、「継続」

は事業内容を行っており、引続き継続していくもの、「廃止」は廃止したもの、「未実施」

は計画したものの実施できていないものを意味しています。 

※ 施策の今後の方向性について、「充実」は現状からさらに事業を充実させて推し進めて行

くもの、「継続」は現状から継続して同様に事業を進めて行くもの、「改善」は事業の現状

からして、改善が求められるもの、「検討」は市の事業としてこのまま行うべきかの判断を

要するものを意味しています。 

 

 

基本目標１ 市民一人ひとりの理解と交流を育む意識づくり 

 

基本施策（１） 広報・啓発活動 

 

① 広報・啓発活動の充実 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

市民に対する啓

発活動の推進 

障がいのある人が誤解や偏見等により社

会的不利を受けることがないよう市民に障

がい特性に関する啓発活動を推進し、「小金

井市障害者差別解消条例（障害のある人も

ない人も共に学び共に生きる社会を目指す

小金井市条例（仮））」の周知を促します。 

また、障がいのある人に対する理解促進

のため、今後も障害者週間のさらなる充実

を図り、出前講座などを活用した市民に対

する学習の場を提供するとともに、障がい

のある人との交流の場の提供を促進しま

す。 

講座や学習

会 等 の 市

報・ホームペ

ージへの掲

載件数 

継続 充実 
自立生活

支援課 
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事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

２ 

市職員の障がい

のある人に対す

る理解促進 

市の全ての職員が、障がいがある人の特

性や合理的配慮の必要性について理解を深

めることができるよう職員課等と連携をと

りながら、引き続き管理職を含めた職員研

修を実施していきます。 

また、新入職員向けに、自立生活支援課

職員から、研修時に説明を行い、理解促進

を図っています。 

実施状況 継続 継続 

職員課 

自立生活

支援課 

３ 

福祉・人権教育

の充実 

小中学校では、教科や道徳の時間、総合

的な学習の時間の中で、手話・点字・車い

すなどに関わる福祉体験学習等を行い、障

がいに対する理解教育を実施します。児

童・生徒の発達段階に応じ、人権の意義・

内容や重要性について理解を深めることが

できるように努めるとともに、人権教育推

進員会、道徳教育推進委員会を活用してい

きます。 

また、市民を対象とした専門家等による

講演会等を開催し、精神分野を含めた障が

い特性や障がい福祉の制度、ノーマライゼ

ーション等の社会福祉について学ぶ機会を

増やします。 

福祉・人権に

関する学習

を実施した

学校数、講演

会等の開催

回数 

継続 継続 

指導室 

自立生活

支援課 

４ 

障害者週間行事

の開催 

障害者週間をさらに広く周知していくた

め、市報や掲示板および情報機器等を活用

し、また、市民の理解と関心を深めるため

にも、内容（講演・催し・作品展等）の見

直し等を図り、障がいのある人の社会参加

への意欲が高まるよう努めます。 

イベント開催

回数・アンケ

ート回収数 

継続 充実 
自立生活

支援課 

 
 

② 支えあいのネットワーク 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

関係機関・団体の

ネットワーク化 

小金井市地域自立支援協議会を中心とし

て、今後も障がいのある人の支援に当たっ

ては、福祉・保健・医療・就労・教育等の

関係機関、障がい者団体、ボランティア・

ＮＰＯ団体等が緊密に連携できるように努

めます。 

また、困難事例対応やネットワークづく

りにも対応を図っていきます。 

地域自立支

援協議会実

施回数 

継続 継続 
自立生活

支援課 

２ 

サービス事業者

の連携 

市内のサービス提供事業者が、定期的に

集まる連絡会等を開催しています。今後も

各事業者のサービスの質の向上を図ること

を目的に、市が監督や指導を行いつつ一層

の支援をしていきます。 

連絡会実施

回数 
継続 継続 

自立生活

支援課 
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基本目標２ 障がいのある人の社会参加に向けた自立の基盤づくり 

 

基本施策（１） 障がい児保育・療育・教育 

 

① 障がい児保育・療育・教育の充実 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

特別支援教育の

体制づくり 

東京都が示している「東京都特別支援教

育推進計画（第二期）」を踏まえて、特別支

援教育研修会等の教員研修の充実、各校の

校内委員会の充実、小金井特別支援学校と

の連携強化等、特別支援教育の充実を図り

ます。 

特別支援教室の円滑な導入を行い、通常

の学級に在籍する発達障がいのある児童・

生徒が、障がいの状態に応じた必要な指

導・支援が受けられる体制の整備を推進し

ます。 

特別支援教

育に関する

研修の実施

回数 

継続 継続 

指導室 

自立生活

支援課 

２ 

特別支援学校等

への就学の支援 

児童・生徒の心身の障がいの状態や発達

の状況に応じて適切な教育を受けることが

できるよう、東京都の就学相談システムに

準じ就学相談を実施し、特別支援学校・特

別支援学級・通常学級（通級利用含む）の

就学に際して必要な支援を実施します。 

就学相談件数 継続 継続 学務課 

３ 

特別支援教育の

充実 

発達障がい等があり、集団生活に適応し

にくい児童・生徒が、在籍の学級で適切な

指導やサポートを受け、周りの子どもたち

と良好な関係が築けるよう支援します。ま

た、特別支援学級推進委員会を定期的に開

催し、特別支援教育に関する課題解決や内

容の充実を図るとともに、特別支援教育に

関する実践的・専門的な研修を実施し、特

別支援学級・通級指導学級・特別支援教室

を担当する教員の指導力の向上を図りま

す。 

特別支援教

育に関する

研修の実施

回数 

継続 継続 指導室 

４ 

特別支援を要す

る児童・生徒へ

の支援 

特別支援学級在籍者の通学に当たって

は、小学校（1 年～3 年生対象）にスクー

ルバスを運行し、自力登校の小学校高学年

および中学生には交通費を支給していま

す。また、特別支援学級（知的）に在籍し

スクールバスを利用していない児童・生徒

に対し、ＧＰＳを貸与しています。 

スクールバ

ス 運 行 台

数・ＧＰＳ件

数・交通費 

継続 継続 学務課 

５ 

教育助成金の

支援 

教育助成金は就学猶予免除者に対するも

ので、支給を通じて学校へ行くことが困難

で自宅学習している児童・生徒を支援しま

す。 

教育助成金

受給人数 
継続 継続 学務課 
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事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

６ 

児童発達支援セ

ンター「きらり」

における事業の

推進 

児童発達支援センター「きらり」は児童

発達支援事業、放課後等デイサービス事業、

保育所等訪問支援事業、相談支援事業、外

来訓練事業および親子通園事業等を実施

し、０歳から１８歳未満までの心身の発達

において特別な配慮が必要な児童並びにそ

の家族に対し必要な支援を行います。 

また、地域への支援として講演会並びに

研修会等を開催し、発達に関する知識の普

及啓発にも努めます。 

通所人数 継続 継続 
自立生活

支援課 

７ 

障がい児保育の

推進 

障がい児保育受入枠および障がい児保育

対象年齢の拡充、障がい児保育の保育時間

の延長、通常保育を実施している中で、障

がいや心身の発達にかたよりや心配のある

子どもに対する支援を実施しています。 

障がい児保

育受け入れ

園数 

達成 継続 保育課 

８ 

障がい児学童保

育の充実 

平成２７年度から障がいのある児童の受

入上限数を撤廃し、受入環境の向上を図り

ました。 

また、現在小学校 4 年生までとしている

受入学年については、拡充を検討します。 

巡回相談は、担当の指導員による学期に

１回の実施を継続し、今後も関係各所との

連携を図りながら、適切な保育に努めてま

いります。 

入所申請件

数に対する

受入割合 

継続 継続 
児童青少

年課 

９ 

放課後活動の

充実 

心身の発達において特別な配慮が必要な

学齢児の放課後活動の場として、民間事業

所のみならず児童発達支援センターにおい

ても放課後等デイサービス事業を実施して

います。利用希望者および事業所共に増加

しておりますが、サービスの質を確保しつ

つ、供給量を増やせるよう推進していきま

す。 

放課後等デ

イサービス

利用者数等 

⇒障害福祉

計画 

継続 改善 
自立生活

支援課 

 
 
 
 

～さくらシート～ 
 

市では、特別な配慮が必要な方などが、生涯にわたって、安全 

 で安心した生活を送れるように、健康や生活の様子を記録してい 

ただくための「さくらシート」を作成しています。 

市のホームページからもダウンロードできます。 

また、厚生労働省でもさくらシートのような「サポートファイ 

ル」の作成が検討されています。 

コラム 
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基本施策（２） 社会参加の促進 

 

① 雇用・就労の促進 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

就職活動の支援 

障害者就労支援センターでは、相談件数

や就労件数が増加傾向にあります。 

今後は、就労の地域開拓の一層の促進や

ハローワークなどの関係機関と連携をとり

つつ、障がい者就労支援の拡大に努めます。 

また、手帳を取得できない何らかの支援

が必要な人についても就労支援に関するニ

ーズを把握し、適切な就労支援の在り方に

ついて検討していきます。 

相談件数・ 

就労人数 
継続 充実 

自立生活

支援課 

２ 

市での障がい者

雇用の拡大 

現在、市の障がい者雇用の状況は法定雇

用率は満たしているものの、職員採用試験

での採用枠は多くはありません。障がいの

ある人が市職員として働くことができるよ

う、職場環境の整備に努めるとともに、積

極的に採用していくことを検討します。 

採用数（また

は職員数に

占める割合） 

継続 継続 職員課 

３ 

市での職場実習の

受け入れの検討 

市役所での職場実習については定期的に

行っていますが、今後は、庁内の各職場に

実習生が配置できるよう、仕事の洗い出し

や職員の意識をさらに高めていく必要があ

ります。障がいのある人の職場実習を受け

入れる体制を整備し、一般就労への移行を

支援します。 

職場実習件

数、参加人数

等 

継続 継続 

職員課 

自立生活

支援課 

関係各課 

４ 

福祉売店の充実 

現在、栗山公園健康運動センター、障害

者福祉センター、貫井北センターにおいて

福祉売店を展開し就労支援に努めています

が、今後も販売経路の確保について検討し

ていきます。 

売店数（作品

や製品を置

いてくれる

場所） 

継続 継続 

自立生活

支援課 

関係各課 

５ 

市の業務の委託

促進 

現在市では、障がい関係事業所に公園や

トイレ清掃等の業務委託をしていますが、

障がい関係事業所に対して優先的に業務委

託するかどうかは、各部署の裁量にゆだね

られています。障がいのある人の福祉的就

労の場の充実を図るため、市の業務の委託

を促進できるよう、国等による障害者就労

施設等からの物品調達の推進等に関する法

律の趣旨に鑑み、全庁的な取り組みに努め

ます。 

契約件数・ 

金額 
継続 継続 

自立生活

支援課 

関係各課 
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事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

６ 

障がい者雇用の

促進 

障害者就労支援センターが中心となり、

ハローワーク等関係機関と連携をとりつつ

障がい者雇用の促進に取り組みます。 

また、地域開拓促進コーディネーターや

就労支援・生活支援コーディネーターを設

置し、地域雇用の掘り起こしや生活支援も

併せて行い、働きやすい環境づくりをめざ

します。 

相談件数・ 

コーディネ

ート件数 

継続 継続 
自立生活

支援課 

７ 

一般企業等の職

場実習の開拓 

一般企業や福祉関連施設等に対しても、

障がいのある人への理解・協力を求め、職

場実習を行ってもらえるよう障害者就労支

援センターを中心に働きかけを行っていき

ます。 

企業相談件

数・企業対応

件数・コーデ

ィネート件

数 

継続 継続 
自立生活

支援課 

８ 

社会適応訓練の

利用支援 

精神に障がいのある人が事業所における

訓練を通じて、社会生活に必要な能力を高

め、自立することができるよう、東京都が

実施する社会適応訓練事業などについて、

利用に関する相談・情報提供に努めます。 

社会適応訓

練事業参加

者数・相談件

数・周知件数 

継続 継続 
自立生活

支援課 

９ 

契約における障

がい者雇用確保

のための検討 

障がいのある人の雇用確保のため、市の

業務契約における障がい関係事業所への随

意契約の拡充を図るとともに、障がい者雇

用企業等を優遇できるよう検討します。 

契約件数・ 

金額 
継続 継続 管財課 

10 

中間的就労の場

づくりの検討 

障害者総合支援法では中間的就労の場と

して、就労移行支援、就労継続支援Ａ型お

よびＢ型事業が制度化されています。多く

の障がいのある人が一般就労につながるよ

う障害者就労支援センターやハローワーク

等、労働関係機関と協力連携し、一般就労

への移行支援および移行後のフォローアッ

プ支援を積極的に行う事業所の確保に努め

ます。 

就労移行支

援、就労継続

支援Ａ型お

よびＢ型事

業事業所数 

継続 充実 
自立生活

支援課 
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② 多様な社会参加の機会づくり 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

障がいのある人

の自立をめざす

学習の充実 

障がいのある人が自立した生活を送るこ

とができるよう、知識・技術を習得できる

場を提供します。出前講座による講師派

遣・パソコン教室の開催、公民館で行って

いる青年学級の開催など、学習の場の設定

や情報提供に努めます。 

出前講座件

数、センター

GP でのパソ

コン講座の

回数 

継続 継続 

自立生活

支援課 

関係各課 

２ 

障がい者スポー

ツの支援 

スポーツ教室事業の中で障がいのある人

を対象に、水泳教室を開くなどスポーツ活

動の充実に努めています。 

今後もスポーツ教室の回数を増やすな

ど、障がいのある人が気軽に参加できるス

ポーツ活動の充実に努めます。 

スポーツ教

室の回数お

よび参加人

数 

継続 充実 生涯学習課 

３ 

車いす農園の充実 

車いす区画を設置していた「ひがし市民

農園」が平成２８年 3 月末日をもって閉園

となりました。今後については、都市農業

振興基本法の基本理念を踏まえ障がいのあ

る人が利用しやすい区画の設置を検討して

いきます。 

障がいのあ

る人が利用

しやすい区

画の設置検

討 

廃止 検討 経済課 

４ 

選挙投票への支援 

障がいのある人が期日前投票や代理、点

字投票等を支障なく行えるように努めま

す。また、視覚障がい者に対する投票案内

方法等について、個人情報保護に十分配慮

し、選挙管理委員会で協議していきます。 

実施状況 達成 充実 
選挙管理

委員会 

５ 

文化・スポー

ツ・レクリエー

ション活動への

支援 

土曜日等に、障がいのある児童・生徒を

対象に、文化・スポーツ・レクリエーショ

ン活動事業を実施し、豊かで充実した地域

活動の促進を図ります。 

文化・スポー

ツ・レクリエ

ーション活

動事業の参

加人数 

継続 充実 生涯学習課 
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基本目標３ 障がいのある人が安心して暮らしていくための仕組みづくり 

 

基本施策（１） 居宅生活支援 

 

① 自立支援給付 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

訪問系サービス

事業（自立支援

給付） 

訪問系サービス事業には、居宅介護（ホ

ームヘルプサービス）、重度訪問介護、同行

援護、行動援護、重度障害者等包括支援な

どがあります。居宅介護は在宅生活を送る

上で基本となるサービスです。そこで、身

体介護・家事援助・通院等介助についてサ

ービスの質的・量的な充実を図るとともに、

制度の適正を維持し、啓発に努めます。 

障害者総合支援法に基づき、東京都の指

定を受けた事業所が適正なサービスを利用

者に対して提供ができているか、監督体制

を強化していきます。 

訪問系サー

ビス事業所

数 

⇒障害福祉

計画 

継続 継続 
自立生活

支援課 

２ 

日中系サービス

事業（自立支援

給付） 

日中系サービス事業には、生活介護、自

立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療

養介護、短期入所などがあり、ひとつない

し複数の事業を利用することができます。

児童デイサービスについては、制度改正に

より平成２４年度から児童福祉法の児童発

達支援に再編され、障がい児が身近な地域

で支援を受けられる体制になりました。 

日中系サー

ビス事業所

数 

⇒障害福祉

計画 

継続 継続 
自立生活

支援課 

３ 

補装具費の給付

（自立支援給

付） 

身体に障がいのある人への補装具費の支

給を行います。身体障がい者（児）の仕事、

およびその他日常生活の能率向上を図るこ

とを目的としており、必要不可欠なものと

なっています。東京都の判定が必要なもの

や区市町村が判断し支給できるものがあり

ます。 

補装具費支

給件数 
継続 継続 

自立生活

支援課 
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② 地域生活支援事業 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

コミュニケーシ

ョン支援事業

（地域生活支援

事業） 

聴覚障がい者等の社会生活上の円滑なコ

ミュニケーションが確保できるよう手話通

訳者や要約筆記者の派遣を行っています。

利用者が限定されている現状にあり、より

一層の事業の周知徹底に努めます。 

派遣回数 

⇒障害福祉

計画 

継続 継続 
自立生活

支援課 

２ 

日常生活用具費

給付（地域生活

支援事業） 

障がいのある人への日常生活を容易にす

ることを目的として日常生活用具費の支給

を行います。技術革新などによって種目が

ニーズに合わなくなっているものもあり、

随時見直しが必要です。難病者に対しても

給付を実施していますが、周知不足からか

利用が少ない現状です。今後は周知徹底に

努めます。 

利用件数 

⇒障害福祉

計画 

継続 継続 
自立生活

支援課 

３ 

移動支援事業

（地域生活支援

事業） 

屋外での移動が困難な障がいのある人に

ついて、社会生活上必要な外出や余暇活動

および社会参加を目的とした外出のための

支援を行います。利用者からは通勤、通所、

通学の対象化や、また長期休暇期間の支給

時間増の要望等があり今後も国の動向を注

視し検討していきます。 

利用件数 

⇒障害福祉

計画 

継続 充実 
自立生活

支援課 

４ 

日中一時支援事

業（地域生活支

援事業） 

障がいのある人の日中活動の場を提供す

るとともに、家族のための就労支援やレス

パイトを行います。市内で日中一時支援事

業を行っている事業所は、桜町児童ショー

トステイと障害者福祉センターの２か所し

かなく、ニーズに応じた新たな事業所の参

入促進を進めるよう努めます。 

利用件数 

⇒障害福祉

計画 

継続 充実 
自立生活

支援課 

５ 

訪問入浴サービ

ス事業（地域生

活支援事業） 

家庭での入浴が困難な重度の身体に障が

いのある人に、入浴巡回車を派遣し組立式

浴槽を使って在宅での入浴介助を実施しま

す。年間５人程度の利用を見込んでいます。 

利用件数 

⇒障害福祉

計画 

継続 継続 
自立生活

支援課 
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③ その他事業 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

精神障害者デイ

サービス事業 

回復途上にある精神に障がいのある人が

対人関係や日常生活に必要な技術を習得

し、社会復帰、社会参加することができる

よう支援を行います。市内の公共施設を実

施場所とし、利用者のニーズに応じたプロ

グラムを展開しています。 

件数 継続 充実 
自立生活

支援課 

２ 

重度脳性麻痺者

介護事業 

２０歳以上の重度脳性麻痺者が介護を受

けることにより、生活圏の拡大を図るとと

もに、重度脳性麻痺者の福祉の増進が図ら

れることを目的としています。東京都助成

分に市上乗せ分を併せて助成を行っていま

す。 

利用件数 継続 継続 
自立生活

支援課 

３ 

心身障害者介護

人派遣事業 

在宅の障がい者を介護している保護者

が、疾病等の理由により家庭での介護が困

難になった場合、市に登録した介護人を派

遣します。障害者総合支援法における代替

サービスが確立されていることを踏まえ、

事業の縮小、廃止を検討する必要がありま

す。 

利用件数 継続 検討 
自立生活

支援課 

４ 

福祉電話貸与事業 

外出困難な重度身体障がい者に対し、電

話機を貸与するとともに電話料金を助成し

ます。携帯電話等の普及に伴い、現状での

利用者は少数となっており事業の縮小、廃

止を検討する必要があります。 

利用件数 継続 検討 
自立生活

支援課 

５ 

寝具乾燥サービ

ス事業 

寝具乾燥が困難な障がい者に対し、寝具

乾燥車により寝具乾燥を行います。現状で

の利用者は少人数となっており、周知徹底

を図りつつ、事業の縮小、廃止を検討する

必要があります。 

利用件数 継続 検討 
自立生活

支援課 

６ 

配食サービス事業 

在宅の精神障がい者に配食サービス事業

を提供することにより、その自立と食生活

の質の確保を図り、併せて安否の確認を行

うことを目的として行っています。 

利用件数 継続 継続 
自立生活

支援課 

７ 

パソコンの活用

支援 

現在、障害者福祉センターでパソコン講

座の開催をしていますが、民間団体の支援

までに至っていません。今後は、障がいの

ある人のパソコン活用に関する民間団体の

支援を検討します。 

講座開催回数 継続 継続 
自立生活

支援課 
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基本施策（２） 施設サービス 

 

① 施設サービスの充実 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

入所系サービス

事業 

居住系サービス事業には、施設入所支

援・介護サービスを含む共同生活援助（グ

ループホーム）がありますが、市内には入

所施設がないため、施設での生活を余儀な

くされている人は他市の入所施設を利用し

ているのが現状です。 

障がいのある人の地域移行が求められる

中、グループホームなどの居住環境の整

備・充実を進めていきます。 

グループホ

ーム数 

⇒障害福祉

計画 

継続 充実 
自立生活

支援課 

２ 

通所系サービス

事業 

通所系サービス事業には、療養介護、生

活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

がありますが、市内には利用希望が高い知

的障がい者が通う生活介護事業所が不足し

ており、充実していく必要があります。 

また、国が求める就労移行、就労継続支

援Ａ型事業所の拡充など障がいのある人の

就労支援の抜本的強化も求められていま

す。 

通所系サー

ビス事業数 

⇒障害福祉

計画 

継続 充実 
自立生活

支援課 
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基本施策（３） 相談支援・情報提供体制 

 

① 相談支援体制の充実 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

市の自立生活支

援課の窓口 

自立生活支援課では、三障がいあわせた

相談支援を行っています。窓口では保健師

２名、精神保健福祉士を４名配置し、専門

的な相談等に対応しています。 

また、市ホームページ上から相談メール

を送ることができ、迅速な対応をするよう

努めています。 

職員配置状況 継続 充実 
自立生活

支援課 

２ 

障害者地域自立生

活支援センター 

障害者地域自立生活支援センターでは、

相談専門員やピアカウンセラーによるきめ

細かい相談支援を行っています。今後は虐

待や権利擁護を含めた障がいのある人の生

活全般に関わる相談にも対応できるよう、

障害者地域自立生活支援センターの機能の

さらなる充実に努めます。 

相談件数 継続 充実 
自立生活

支援課 

３ 

地域活動支援セ

ンター 

地域活動支援センターでは、きめ細かい

相談に基づき、利用者の社会参加の促進を

図るため、ニーズに応じたプログラムを展

開し、社会適応訓練や日常生活支援、地域

交流活動等を実施しています。事業内容や

職員配置等によってⅠ～Ⅲ型までの類型が

あります。 

相談件数 継続 継続 
自立生活

支援課 

４ 

障がい者相談員

活動の実施 

障がいのある人やその家族が自己の経験

に基づいて、障がいのある人等の相談（ピ

アカウンセリング）を行います。様々な相

談内容や相談者に対応でき福祉制度等に精

通した相談員が必要であるため、研修や情

報交換等を行い相談員のスキルアップに努

めます。 

ピアカウン

セリングの

件数 

継続 充実 
自立生活

支援課 

５ 

ケアマネジメン

ト（個別の支援

計画）の拡充 

指定特定相談支援事業者は、障がいのあ

る人の必要性に応じてサービス利用計画を

作成するサービス（計画相談支援）を提供

し、作成費を市に請求することができます。

法改正によりサービス利用計画の提出が義

務付けられたことから、計画相談支援を利

用する人は増加してきています。さらなる

利用者拡大のためには、指定特定相談支援

事業所の拡充が必要です。 

指定特定相

談支援事業

所数 

継続 充実 
自立生活

支援課 
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事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

６ 

ケアマネジメン

ト従事者（相談

支援専門員）の

養成 

障害者総合支援法では自立支援給付にサ

ービス利用計画作成費が位置づけられてお

り、ケアマネジメントが制度化されていま

す。今後もサービス利用計画作成対象者が

拡大され需要が増加することが見込まれる

ため、東京都と連携しながらケアマネジメ

ント従事者（相談支援専門員）の養成に努

めます。 

ケアマネジ

メント従事

者（相談支援

専門員）数 

継続 継続 
自立生活

支援課 

 

② 情報提供体制の充実 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

「障がい者福祉

のてびき」の発行 

最新の情報提供のため２年に１回の大幅

な内容変更と、その他随時細かい内容変更

に対応しています。また、市ホームページ

上でも閲覧できるようになっています。今

後も障がい者福祉施策に関わる制度全般に

ついて網羅した「障がい者福祉のてびき」

の情報を更新し、情報を必要とする人に広

く提供できるように努めます。 

ホームペー

ジ掲載（更

新）回数 

継続 継続 
自立生活

支援課 

２ 

「声の広報」の

製作 

電話による案内・市報掲載等により、「声

の広報」（デイジーCD、CD、市ホームペー

ジに掲載による広報）の普及に努めます。

声の広報は「対面朗読の会」の協力により

録音しており、平成２９年 5 月現在、１７

人の利用者がいます。今後もさらなる利用

促進に努めます。 

利用者数 達成 充実 広報秘書課 

３ 

「声の議会だよ

り」の製作 

市議会定例会または臨時会開催後に発行

される「こがねい市議会だより」を市内の

ボランティアグループの方がデイジーＣD

等に収録し、「声の議会だより」として視覚

障がい者へ郵送しています。 

今後も周知徹底により、より多くの人に

利用してもらうよう努めます。 

利用者数 継続 継続 議会事務局 

４ 

公共施設におけ

る情報提供 

身近なところで情報を入手できるよう、

行政や民間団体が提供するサービスや催し

物に関する冊子やパンフレットを市役所庁

舎はもちろんのこと、保健センター、障害

者福祉センター、図書館等、障がいのある

人が随時訪れる場所で欲しい情報が得られ

るよう努めます。 

実施状況 継続 継続 

広報秘書課 

自立生活

支援課 

関係各課 
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事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

５ 

幅広いコミュ

ニケーション

のできる職員

の養成等 

現在、手話のできる職員については、自

発的に取り組んでいただくものとして、有

志による自主研修の形で行っています。今

後は職員課等とも調整しながら、聴覚障が

い者の申請手続き等の支援を行うため、手

話だけでなく、筆談の研修などを行うなど、

総合的な窓口対応向上について検討してい

きます。 

実施状況 未実施 改善 

職員課 

自立生活

支援課 

６ 

審議会等への手

話通訳者の配置 

市民参加条例の理念から、聴覚障がい者

も傍聴可能な会議を傍聴できるようほとん

どの課において手話通訳を配置するよう努

めています。 

今後も公的で傍聴可能な全ての会議につ

いて、手話通訳者を配置するよう努めます。 

件数 継続 充実 

自立生活

支援課 

関係各課 

７ 

公的発行物への

点字等整備 

公的に発行された印刷物について、視覚

障がい者には点字やＳＰコード付随の文書

を個別に送付しています。今後は活字読み

上げ装置の公共施設等設置の充実をめざし

ます。 

件数 継続 継続 
自立生活

支援課 

８ 

点字図書の提供 

定期的に点字図書の供給をしています

が、利用が少ないため利用者への周知に努

め、サービスの普及を進めます。 

点字図書の

件数 
継続 継続 図書館 

９ 

対面朗読の実施 

対面朗読の充実を図るとともに、幅広い

利用者への周知ができるよう努めます。 

対面朗読室

の利用件数 
継続 継続 図書館 

10 

デイジー図書へ

の対応 

「対面朗読の会」の協力により、デイジ

ー図書を作成しています。今後、既存テー

プのデイジー化や、利用者へのデイジー機

器の貸し出し、他区市町村との協力を行う

ことで、デイジー図書のさらなる充実に努

めていきます。 

デイジー図

書の蔵書数

および貸出

数 

継続 継続 図書館 

11 

音声媒体・テキ

ストファイルに

よる情報提供 

視覚障がい者の情報入手を支援するた

め、印刷物の情報をデイジーＣＤ等の音声

媒体やテキストファイル（パソコンの音声

変換ソフトを使用し、情報を入手できるよ

うにするため）で提供します。市ホームペ

ージや市報、議会だより等対応しています

が、今後も必要なものに関して提供できる

よう努めます。 

件数 継続 継続 

議会事務局 

広報秘書課 

図書館 

自立生活

支援課 

関係各課 

12 

市のホームペー

ジでの情報提供 

インターネットを活用することにより、

誰もが容易に情報を入手できるようホーム

ページ機能（申請書のダウンロード、検索

機能など）の使い易さの向上に努めます。 

実施状況 継続 継続 広報秘書課 
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基本施策（４） 保健・医療 

 

① 保健・医療の充実 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

医療・リハビリ

テーション相談

の充実 

障がいのある人が適切な医療やリハビリ

テーションを受けることができるよう医療

機関窓口や市内の医師会、歯科医師会等と

連携しながら相談支援します｡ 

また、医療的ケアが必要な障がいのある

人の支援については、人材の配置や体制づ

くりを国や東京都に要望し、市としても検

討していきます。 

実施状況 継続 継続 

健康課 

自立生活

支援課 

２ 

療育相談 

障がいのある児童や、疾病により長期に

療養を要する児童を対象に、専門員による

相談や指導を行います。また、自主グルー

プの支援や講演会を実施します。 

相談件数か、

連携会議の

件数 

継続 継続 

保健所 

自立生活

支援課 

３ 

歯科相談 

かかりつけ歯科医がいない方に対して、

歯科医師会と連携して、かかりつけ医の紹

介を行っています。また、障がい者（児）

の施設において、口腔健康維持のためのア

ドバイスを行っていきます。 

相談件数・対

応件数 
継続 継続 

健康課 

自立生活

支援課 

４ 

障がいの早期発

見・療育 

各種の乳幼児健康診査や保健相談等の中

で障がいを早期発見し、その障がいにあっ

た適切な支援を行い、障がいの早期発見・

療育ができるよう、母子への健康診査と保

健指導の充実に努めます。 

乳幼児経過

観察健康診

査、乳幼児発

達健康診査、

1歳6か月経

過観察健康

診査（心理）、

3歳児経過観

察健康診査

（心理）の人

数 

達成 継続 

健康課 

自立生活

支援課 

５ 

障がい者健康診査 

１６～３９歳の障がいのある人を対象に

集団方式で健康診査を実施しています。必

要に応じて、内容について適宜検討しなが

ら、引き続き、保健センターで集団健康診

査を行っていきます。 

健康診査件

数 
継続 継続 健康課 

６ 

医師による訪問

健康診査 

小金井市の国民健康保険、後期高齢者医

療の被保険者であり、４０歳以上の在宅重

度障がい者は、希望により家庭に医師が訪

問し、健診を行います。 

件数 達成 充実 保険年金課 
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事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

７ 

重度障がい者

（児）・在宅難

病患者への訪

問看護 

保健所において、保健師や看護師が訪問

し、看護および相談・助言などを行ってい

ます。医療依存度の高い重度障がい者（児）

が増えており、医療・保健・福祉・教育の

ネットワークによる支援が今後ますます重

要になっています。 

件数 継続 継続 保健所 

８ 

精神保健医療

相談 

保健所では未治療・治療中断、対応困難

ケースの相談や、アルコール・思春期など

の専門的相談を中心に相談・助言・支援を

行っています。専門医による相談・指導と

ともに関係機関と連携しながら実施しま

す。 

相談件数・ 

対応件数 
継続 継続 

保健所 

自立生活

支援課 

９ 

リハビリテーシ

ョン体制の整備 

障害者福祉センターで、障害者総合支援

法に基づく自立訓練（機能訓練）を行って

います。障がいに起因する多様なニーズに

応じたリハビリテーションが受けられるこ

とを周知し、利用者がより使いやすい機能

を持たせていきます。 

利用件数 継続 充実 
自立生活

支援課 

 

② 医療に対する助成 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

心身障害者（児）

医療費の助成 

国民健康保険や組合健康保険などの公的

な医療保険に加入している一定の障がいの

ある人に対して、医療機関に支払う自己負

担金の助成を行います。 

利用件数 継続 継続 
自立生活

支援課 

２ 

自立支援医療の

充実 

障害者総合支援法においても引き続き、

育成医療・更生医療・通院医療費公費負担

制度は自立支援医療となります。原則 1 割

負担ですが、所得等に応じて負担軽減策を

講じています。 

利用件数 継続 充実 
自立生活

支援課 
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基本施策（５） 経済的支援 

 

① 手当等の支給 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

障害基礎年金・

特別障害給付金 

障害年金の制度について相談者にわかり

やすく説明をし、受給につなげられるよう

相談体制の充実を図ります。 

相談件数・ 

請求件数 
達成 継続 保険年金課 

２ 

特別障害者（児）

手当の支給 

在宅の重度障がい者（児）で、日常生活

において常時介護を必要とする方に手当を

支給します。（国制度） 

支給件数 継続 継続 
自立生活

支援課 

３ 

特別児童扶養手

当の支給 

２０歳未満で、知的または身体に中度以

上の障がいのある児童を扶養する父母また

は養育者に対して手当を支給します。（国制

度） 

支給件数 継続 継続 
自立生活

支援課 

４ 

東京都重度心身

障害者（児）手

当の支給 

在宅で、著しく重度の知的または身体障

がい者（児）に対して手当を支給します。 
支給件数 継続 継続 

自立生活

支援課 

５ 

児童育成手当（障

がい）の支給 

２０歳未満で、知的または身体に重度の

障がいがある児童を扶養する父母または養

育者に対して手当を支給します。 

支給件数 継続 継続 
子育て支

援課 

６ 

心身障害者福祉

手当の支給 

身体障がい者手帳、愛の手帳所持者、脳

性まひまたは進行性筋委縮症の方に障がい

の程度等に応じ手当を支給します。 

支給件数 継続 継続 
自立生活

支援課 

７ 

難病者福祉手当

の支給 

原因が不明確で治療方法が未確立な指定

された疾病のため、現在治療を受けている

方に手当を支給します。 

支給件数 継続 継続 
自立生活

支援課 
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② 諸料金等の助成 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

障がい者（児）

日常生活用具費

の自己負担分の

助成 

日常生活用具費（排泄管理支援用具）の

交付に要した自己負担分の一部を市が助成

します。 

助成件数 継続 継続 
自立生活

支援課 

２ 

診断書料の助成 

身体障がい者手帳、愛の手帳および精神

障がい者保健福祉手帳申請のための診断書

料に対して、３,０００円を限度として助成

を行います。 

助成件数 継続 継続 
自立生活

支援課 

 

③ 料金等の減免 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

下水道料金の減免 

身体障がい者手帳または愛の手帳を所持

する方がいる世帯で、市民税所得割が非課

税の世帯に対して下水道料金の減免を行い

ます。 

減免件数 継続 継続 下水道課 

２ 

軽自動車税の減免 

身体障がい者手帳、愛の手帳または精神

障がい者保健福祉手帳を所持する方の移動

のために使用する軽自動車で、一定の条件

を満たす場合に軽自動車税を減免します。 

申請件数、減

免決定件数 
達成 継続 市民税課 
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基本施策（６） サービス利用に結びついていない人への支援 

 

① サービス利用に結びついていない人への支援 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

高次脳機能障が

いへの対応 

高次脳機能障がいの方やそのご家族に対

して、障害福祉サービスなどの相談を窓口

で受けています。適切なサービスにつなげ

られるよう努めます。 

相談件数・ 

対応件数 
継続 充実 

自立生活

支援課 

２ 

障がい者手帳を

持たない要支援

者への支援 

発達障がいや高次脳機能障がいのある人

は、手帳を所持しているか否かにかかわら

ず、障害者総合支援法に基づく給付の対象

となり、支援を必要とする方に対し、必要

なサービスを提供します。また、障がい者

支援に係る人を対象に研修等を実施し、難

病、高次脳機能障がい、発達障がい等に関

する知識の普及に努めるとともに､こうし

た障がいに関する専門的知識を有する人材

の育成に努めます。 

研修回数 継続 充実 
自立生活

支援課 

３ 

サービス利用に結

びついていない人

に対する支援策の

制度化についての

働きかけ 

サービス利用に結びついていない難病

や、軽・中度の視覚・聴覚障がい者など制

度の谷間にある人に対する支援策が、早期

に確立、制度化されるように、国や東京都

に働きかけを行っています。 

国・都等への

要望件数（回

数） 

継続 継続 
自立生活

支援課 

４ 

発達障がいへの

対応 

発達障がい者支援の一層の充実に向け、

相談支援体制を構築するとともに、発達障

がいに関する広報や啓発に努め、関係部署

との連携により施策を推進します。また、

地域の身近な場所で必要な支援を受けるこ

とができるよう発達支援事業の整備を行

い、関係機関との連携を図っています。 

小金井市障

害者地域自

立生活支援

センター相

談件数 

継続 充実 

自立生活

支援課 

関係各課 
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基本目標４ 誰もが気持ちよく共に暮らせる環境づくり 

 

基本施策（１） 自由な移動の確保 

 
① 自由な移動の確保 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

タクシー代やガ

ソリン費の助成 

通院や買い物など、日常生活の移動の助

けとなるよう、タクシー代やガソリン費助

成の利用の促進を図ります。 

助成件数 継続 充実 
自立生活

支援課 

２ 

自動車教習費用

の助成 

障がいのある人の自立生活を支援するた

め、自動車運転免許を取得する費用の一部

を助成します。 

助成件数 継続 充実 
自立生活

支援課 

３ 

自動車改造費用

助成 

身体に障がいのある人が運転できるよう

自動車を改造する際に、その改造費用の一

部を助成します。 

助成件数 継続 充実 
自立生活

支援課 

４ 

各種交通機関の

運賃及び通行料

の割引 

現在、都営交通、民営バスについては、

精神障がい者も割引の対象になっています

が、そのほかについても割引の対象となる

よう国や東京都に働きかけています。 

件数 継続 継続 
自立生活

支援課 

５ 

ハンディキャブ

運行等の支援 

通院や買い物など、日常生活の移動の助

けとなるハンディキャブ運行等を行う民間

団体を支援するための補助金の交付を行い

ます。 

ハンディサ

ポートこが

ねいの状況 

継続 充実 
自立生活

支援課 
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基本施策（２） 住まいの確保・整備 

 

① 住まいの確保・整備 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の 

方向性 
担当課 

１ 

グループホーム

の整備 

中・長期的な展望のもとに障がいのある

人の居住に関する需要を把握し、その動向

を見極めながら、グループホームの導入促

進を行います。また、障がいのある人が独

立して地域生活を送れるための多様な住宅

の確保の在り方について調査・検討し、地

域生活に必要な居住環境の確保に努めま

す。 

グループホ

ーム数 

⇒障害福祉

計画 

継続 充実 
自立生活

支援課 

２ 

市営住宅の優先

申込 

車いすを利用する方が入所できるようス

ロープを設置している市営住宅について

は、障がいのある人等が優先的に入居でき

るようにしています。 

今後も障がいのある人、障がいのある人

と同居の親族に対して、市営住宅へ優先的

に入居できるよう配慮します。 

市 営 住 宅 

車椅子専用

住戸  

達成 充実 
まちづく

り推進課 

３ 

公的保証人制度

等の検討 

障がいのある人が賃貸住宅の賃貸契約を

行う際に、公的機関等が保証人となる保証

人制度の導入について検討します。また、

住宅入居等支援事業の導入についても併せ

て検討します。今後は、一般財団法人など

で保証人を請け負う制度もあるため、その

活用も含め、ニーズを見ながら検討してい

きます。 

実施状況 未実施 改善 
自立生活

支援課 

４ 

公営住宅のバリ

アフリー化 

公営住宅の建替え等に当たっては、公営

住宅に住む障がいのある人が生活しやすく

なるよう、公営住宅のバリアフリー化を推

進します。 

市 営 住 宅 

車椅子専用

住戸 

達成 充実 
まちづく

り推進課 

５ 

重度身体障害者

（児）住宅設備

改修 

重度身体障がい者（児）が生活するため

の住宅設備改修費に対し、一部助成を行い

ます。 

件数 継続 充実 
自立生活

支援課 

６ 

重度知的障害者

（児）住宅設備

改修の検討 

重度知的障がい者（児）の騒音、安全対

策のための住宅設備改修費に対する助成に

ついてニーズ等を見ながら、他制度により

補い合うことができないかも含めて、どの

程度、住宅設備改修による助成が必要なの

かを見極めつつ検討していきます。 

実施状況 未実施 改善 
自立生活

支援課 

７ 

住宅相談の充実 

障害者地域自立生活支援センターにおい

て、身体状況に応じた住宅のバリアフリー

化を希望する障がいのある人に対して、住

宅設備改修の相談・助言を行います。 

件数 継続 充実 
自立生活

支援課 
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基本施策（３） 心の健康 

 

① こころの健康づくり 

事業名 施策内容 指標 現状 
今後の方

向性 
担当課 

１ 

こころの健康づ

くり 

こころの健康に関して心配のある人やそ

の家族を対象に、相談窓口の周知に努めま

す。また、メンタルチェックシステム「こ

ころの体温計」をホームページに掲載し、

啓発に努めます。 

「こころの

体温計」への

アクセス数 

継続 継続 
自立生活

支援課 

２ 

自殺予防に向けた

取り組みの推進 

自殺予防について、相談窓口の周知に努

めるとともに、引き続きゲートキーパー養

成研修を通じ、啓発に努めます。 

研修参加人

数 
継続 継続 

自立生活

支援課 
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地域自立支援協議会の活動から ～万一の災害に備えて～ 
 

昨今の震災による被害の大きさや、その後の救助活動、避難行動および避難生活を振り 

返ると、障がいのある人たちや高齢者・乳幼児、子どもも含めて、マスコミをはじめと 

した様々な分野で、防災対策について検証が進められてきています。 

地域自立支援協議会では、この問題について、障がい者本人や家族・関係者の声を聴 

くなどしながら、検討を重ねてきました。 

障がい者を中心に据えながら、災害に備えてどうしたら良いのかを協議会としてまと 

めてきました。 

その中で「災害への備え４か条」、「非常災害時の避難所運営１０か条」を作成し、現 

在では市のホームページなどで公表しています。 

障がいのある人もない人もお互いに助け合って災害を乗り越えるための重要な内容と

なっています。 

コラム 



                        第４章 施策の展開（具体的な取り組みの推進） 

 

 

- 155 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 障害者計画・第５期障害福祉計画                             

- 156 - 

第５章 障害者福祉サービス等の必要量見込みと
事業量の確保（障害福祉計画） 

 

 

第１節 基本目標 
 

 障がいのある人の自立を支援・推進する観点から、次のような基本目標を設定します。 
 

【基本目標 第５期障害福祉計画の考え方】 

目標 指標 

施設入所者の地域生活への移行 

（※高齢化・重症化を背景とした目

標設定） 

平成２８年度末時点の施設入所者数の9％以上が地域生活へ移行 

平成３２年度末の施設入所者数を、平成２８年度末時点の施設入所

者から2％以上削減 

精神障がいにも対応した地域包括

ケアシステムの構築 
保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 

地域生活支援拠点等の整備 各区市町村または各圏域に少なくとも1つ整備 

福祉施設から一般就労への移行 

平成３２年度中に福祉施設から一般就労への移行者数を平成２８

年度の移行実績の1.5倍以上 

平成３２年度末における就労移行支援事業利用者数が平成２８年

度末における利用者数の2割以上増加 

就労移行支援事業所のうち、平成３２年度末における就労移行率が

3割以上の事業所を全体の5割以上 

平成３２年度末における就労定着支援1年後の就労定着率が80％

以上 

基幹相談支援センター設置数 各市町村について設置を促進 

障がい児支援の提供体制の整備等 

児童発達支援センターを平成３２年度末までに各市町村に少なく

とも1か所設置 

保育所等訪問支援を利用できる体制を平成３２年度末までに各市

町村で構築 

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイ

サービスを平成３２年度末までに各市町村に少なくとも 1 か所確

保 

平成３０年度末までに医療的ケア児支援の協議の場の設置 
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○施設の入所者の地域生活への移行 

項目 数値 考え方 

平成２９年3月３１日時点の 

入所者数（Ａ） 
66人 平成２９年3月３１日時点の施設入所者数 

【目標値】 

地域生活移行数（Ｂ） 

6人 

9.0％ 

（Ａ）のうち、平成３２年度末までに地域生活へ移

行する者の数 

新たな入所支援利用者数（Ｃ） 4人 
平成３２年度末までに新たに施設入所支援を利用す

る人数見込 

平成３２年度末の入所者数

（Ｄ） 
64人 

平成２９年度末の利用人数見込 

（Ａ）－（Ｂ）＋（Ｃ） 

【目標値】 

施設入所者削減見込数（Ｅ） 

2人 

3.0％ 
（Ａ）－（Ｄ） 

 

○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置状況 

現状（平成２９年１０月） 目標値（平成３２年度末） 

検討中 市内に設置 

 

○地域生活支援拠点事業 

現状（平成２９年１０月） 目標値（平成３２年度末） 

0か所 1か所 

 

○福祉施設から一般就労への移行 

項目 数値 考え方 

現在の年間一般就労移行者数 8人 
平成２８年度において福祉施設を退所し、一般就労

した者の数 

【目標値】目標年度の年間一般

就労移行者数 

12人 

（1.5倍） 

平成３２年度において施設を退所し、一般就労する

者の数 
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○就労移行支援事業所の利用者数 

項目 数値 考え方 

平成２８年度末の利用者数 34人 
平成２８年度末において就労移行支援事業を利用す

る者の数 

【目標値】平成３２年度末の 

利用者数 

70人 

（２割以上） 

平成３２年度末において就労移行支援事業を利用す

る者の数 

 

○就労移行率が３割以上の就労移行支援事業所の割合 

項目 数値 考え方 

平成２８年度末の就労移行支

援事業 
30％ 

平成２８年度末において就労移行率が３割以上の事

業所数の割合 

【目標値】平成３２年度末の 

就労移行率 

50％ 

（全体の５割） 

平成３２年度末において就労移行率が３割以上の事

業所数の割合 

 

○就労定着事業による支援開始１年後の職場定着率 

項目 数値 考え方 

【目標値】平成３１年度末の 

職場定着率 

80％ 

（８割以上） 
平成３１年度末での支援開始1年後の就労定着率 

【目標値】平成３２年度末の 

職場定着率 

80％ 

（８割以上） 
平成３２年度末での支援開始1年後の就労定着率 

 

○基幹相談支援センター設置数 

現状（平成２９年１０月） 目標値（平成３２年度末） 

設置済（1か所） 設置済（1か所） 
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○障がい児支援の提供体制の整備等 

項目 現状（平成２９年１０月） 目標値（平成３２年度末） 

児童発達支援センターの設置 設置済（１か所） 設置済（1か所） 

保育所等訪問支援を利用でき

る体制を構築 
実施中 実施する 

主に重症心身障害児を支援す

る児童発達支援事業所の確保 
確保済（1か所） 確保済（1か所） 

主に重症心身障害児を支援す

る放課後等デイサービスの確

保 

確保済（1か所） 確保済（1か所） 

医療的ケア児支援のための関

係機関の協議の場 
検討中 他区市町村との共同設置 
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第２節 指定障害福祉サービス 

 
 小金井市は、平成３２年度の目標値の実現に向けて、サービス利用の伸び率や新たなサービス

対象者等を勘案しつつ、平成３０年度から平成３２年度の各年度における指定障害福祉サービス

について見込み量を設定し、その確保に努めていきます。 

 サービスの現状と見込み量を設定するサービスは次のとおりです。 

 

 

地域定着支援 

地域移行支援 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援Ａ型 

就労継続支援Ｂ型 

療養介護 

短期入所 

共同生活援助 

施設入所支援 

相談支援 

自立訓練（機能訓練） 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

生活介護 

同行援護 

（１） 訪問系サービス 

（２） 日中活動系サービス 

（３） 居宅系サービス 

（４） 指定相談支援 

就労定着支援 

自立生活援助 
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１ 指定障害福祉サービスの現状 

 
  障害福祉サービス（１か月当たり）           

区
分 

サービス系 

第４期 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

計画値 実績 計画値 実績 計画値 見込 

訪
問
系 

居宅介護 
1,215 時間分  1,386 時間分  1,350 時間分  1,427 時間分  1,485 時間分  1,484 時間分  

135 人分  123 人分  150 人分  125 人分  165 人分  128 人分  

重度訪問介護 
5,540 時間分  2,731 時間分  6,648 時間分  2,665 時間分  7,756 時間分  2,685 時間分  

10 人分  7 人分  12 人分  8 人分  14 人分  9 人分  

同行援護 
440 時間分  416 時間分  480 時間分  453 時間分  520 時間分  505 時間分  

22 人分  20 人分  24 人分  21 人分  26 人分  21 人分  

行動援護 
64 時間分  16 時間分  80 時間分  21 時間分  96 時間分  25 時間分  

4 人分  3 人分  5 人分  3 人分  6 人分  3 人分  

重度障害者等包括

支援 

0 時間分  0 時間分  0 時間分  0 時間分  0 時間分  0 時間分  

0 人分  0 人分  0 人分  0 人分  0 人分  0 人分  

日
中
活
動
系 

生活介護 
3,540 人日分  3,205 人日分  3,780 人日分  3,326 人日分  4,020 人日分  3,495 人日分  

177 人分  164 人分  189 人分  172 人分  201 人分  175 人分  

自立訓練（機能訓

練） 

55 人日分  43 人日分  65 人日分  46 人日分  75 人日分  44 人日分  

11 人分  10 人分  13 人分  11 人分  15 人分  10 人分  

自立訓練（生活訓

練） 

143 人日分  73 人日分  247 人日分  77 人日分  351 人日分  63 人日分  

11 人分  6 人分  19 人分  7 人分  27 人分  5 人分  

就労移行支援 
560 人日分  403 人日分  630 人日分  537 人日分  700 人日分  723 人日分  

40 人分  27 人分  45 人分  34 人分  50 人分  47 人分  

就労継続支援Ａ型 
161 人日分  188 人日分  184 人日分  239 人日分  207 人日分  277 人日分  

7 人分  10 人分  8 人分  13 人分  9 人分  14 人分  

就労継続支援Ｂ型 
3,420 人日分  2,629 人日分  3,780 人日分  2,828 人日分  4,140 人日分  3,012 人日分  

190 人分  173 人分  210 人分  188 人分  230 人分  194 人分  

療養介護 
403 人日分  332 人日分  434 人日分  362 人日分  465 人日分  367 人日分  

13 人分  11 人分  14 人分  12 人分  15 人分  12 人分  

短期入所 
222 人日分  200 人日分  234 人日分  260 人日分  246 人日分  287 人日分  

37 人分  37 人分  39 人分  40 人分  41 人分  43 人分  

居
宅
系 

共同生活援助 
1,900 人日分  2,166 人日分  2,150 人日分  2,375 人日分  2,400 人日分  2,371 人日分  

76 人分  85 人分  86 人分  92 人分  96 人分  91 人分  

施設入所支援 
2,108 人日分  1,861 人日分  2,108 人日分  1,864 人日分  2,108 人日分  1,897 人日分  

67 人分  64 人分  67 人分  64 人分  67 人分  65 人分  

相
談
支
援 

相談支援 200 人分  54 人分  210 人分  72 人分  220 人分  82 人分  

地域移行支援 4 人分  0 人分  5 人分  1 人分  6 人分  1 人分  

地域定着支援 4 人分  0 人分  5 人分  0 人分  6 人分  5 人分  
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２ 指定障害福祉サービスの供給見込み量 

 

 指定障害福祉サービスには、①訪問系サービス、②日中活動系サービス、③居宅系サービス、

④指定相談支援があります。 

第４期の進捗の分析結果やアンケート調査結果、小金井市地域自立支援協議会等で明らかに

なったニーズ動向を踏まえ、サービス利用の新たなサービス対象者を勘案しつつ、各サービス

の１か月当たりの見込み量を年度ごとに算出していきます。 

 

（１）訪問系サービス 

 

① 居宅介護 

自宅で身体介護や家事援助、通院等介助などの支援を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用時間数（月） 1,572時間分 1,608時間分 1,644時間分 

実利用者数（月） 131人分 134人分 137人分 

 

 

 

② 重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする方に、自宅で入浴・排せつ・食事などの介護

を総合的に行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用時間数（月） 2,980時間分 3,278時間分 3,576時間分 

実利用者数（月） 10人分 11人分 12人分 
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③ 同行援護 

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に、外出時に必要な介助や情報提供などを行

います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用時間数（月） 528時間分 552時間分 576時間分 

実利用者数（月） 22人分 23人分 24人分 

 

 

 

④ 行動援護 

知的・精神障がいにより行動が困難で常時介護を必要とする方に、行動するときに必要な介

助や外出時の移動などの支援を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用時間数（月） 24時間分 24時間分 32時間分 

実利用者数（月） 3人分 3人分 4人分 

 

 

 

⑤ 重度障害者等包括支援 

常時介護を必要とする方で、その必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包

括的に提供します。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用時間数（月） 0時間分 0時間分 0時間分 

実利用者数（月） 0人分 0人分 0人分 

 
※現時点での利用は無く、見込みが立たない 
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（２）日中活動系サービス 

 

① 生活介護 

常時介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供し

ます。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 3,660人日分 3,860人日分 4,020人日分 

実利用者数（月） 183人分 19３人分 201人分 

 

 

 

② 自立訓練（機能訓練） 

身体障がい者に対し自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、必要な訓練等

を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 45人日分 45人日分 50人日分 

実利用者数（月） 10人分 10人分 11人分 

 

 

 

③ 自立訓練（生活訓練） 

知的障がい者、精神障がい者に対し自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、

必要な訓練等を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 75人日分 １５０人日分 １６５人日分 

実利用者数（月） 6人分 １２人分 １３人分 
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④ 就労移行支援 

一般企業等に就労を希望する方に、一定期間における生産活動等の機会を提供し、知識や能

力の向上のための訓練を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 810人日分 945人日分 1,050人日分 

実利用者数（月） 54人分 6３人分 ７０人分 

 

 

 

⑤ 就労継続支援Ａ型 

一般企業等への就労が難しい方に、生産活動等の機会を提供し、知識や能力の向上のための

訓練を行います。Ａ型は利用者と事業者が雇用契約を結びます。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 300人日分 320人日分 340人日分 

実利用者数（月） 15人分 16人分 17人分 

 

 

 

⑥ 就労継続支援Ｂ型 

一般企業等への就労が難しい方に、生産活動等の機会を提供し、知識や能力の向上のための

訓練を行います。Ｂ型は利用者と事業者が雇用契約は必要ありません。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 3,162人日分 3,348人日分 3,503人日分 

実利用者数（月） 204人分 216人分 226人分 
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⑦ 就労定着支援 

企業や自宅等への訪問や利用者の来所により、生活リズム、家計や体調管理などに関する課

題解決に向けて、必要な連絡調整や指導、助言等の支援を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） － － － 

実利用者数（月） 10人分 12人分 14人分 

 

 

 

⑧ 療養介護 

医療の必要な障がいがあり常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、

看護、介護などを行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 403人日分 434人日分 465人日分 

実利用者数（月） 13人分 14人分 15人分 

 

 

 

⑨ 短期入所 

自宅で介護を行う人が病気などの理由で介護ができない場合に、短期間施設に入所して必要

な支援を受けます。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 299人日分 319人日分 332人日分 

実利用者数（月） 46人分 49人分 51人分 
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（３）居宅系サービス 

 

① 自立生活援助 

定期的に利用者の居宅を訪問し、食事や洗濯、掃除等についての確認を行い、必要な助言や

医療機関等との連絡調整を行います。また、利用者からの相談や要請があった際は、訪問、電

話、メール等による随時の対応も行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） － － － 

実利用者数（月） 1人分 1人分 1人分 

 

 

 

② 共同生活援助 

共同生活を営む住居において、相談や日常生活上の援助および、介護を必要とする方に、住

居において、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 2,548人日分 2,808人日分 2,990人日分 

実利用者数（月） 98人分 108人分 115人分 

 

 

 

③ 施設入所支援 

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事等の介護を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 1,914人日分 1,943人日分 1,972人日分 

実利用者数（月） 66人分 67人分 68人分 
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（４）指定相談支援 

 

① 相談支援 

自ら障害福祉サービスの利用に関する調整が困難な障がいのある人に向けて、サービスが適

切に利用できるようサービス利用計画を作成します。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実利用者数（月） 97人分 127人分 142人分 

 

 

 

② 地域移行支援 

施設や病院に長期入所等している方が、地域生活に移行できるよう住居の確保や新生活の準

備等の支援を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実利用者数（月） 1人分 1人分 2人分 

 

 

 

③ 地域定着支援 

施設や病院に長期入所等していた方が、地域生活に移行後、安心して地域生活を継続できる

よう夜間等も含む緊急時における連絡、相談等の支援を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実利用者数（月） 6人分 7人分 8人分 
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３ 指定障害福祉サービス見込み量確保のための方策 

 

（１）訪問系サービス 
 

訪問系サービスについては、今後施設や病院の入所者の地域移行により利用者が拡大す

ることが予想され、その量を的確に把握するとともに今後見込まれる多様なニーズに対応

できるよう事業所の確保に努めます。また、利用者に対し選択の幅を広げるための事業者

情報の提供に努め、より多くの障がいのある人がサービスを利用できるように体制の整備

に努めます。 

 

（２）日中活動系サービス 
 

日中活動系サービスについては、特別支援学校卒業生などの新たな利用者の状況や事業

者の新体系への移行状況を考慮し、市内に必要な施設やサービスについて、国や東京都と

連携した新たな事業所支援、開拓など、サービスの提供が確保されるよう施策の検討を行

います。 

市内に不足する生活介護や短期入所など身近な地域で利用できるようサービス提供体制

の早期整備に努めます。 

 

（３）居宅系サービス 
 

法改正により、平成２６年度からグループホーム・ケアホームがグループホームに統合

されました。施設整備の推進や施設入所支援に関しては、真に必要とする人のみの利用と

し、目標年度までに関係機関と協議しながら段階的に地域移行を進めていきます。 

 

（４）指定相談支援 
 

法改正により、サービス等利用計画の対象が全ての障害福祉サービスおよび地域相談支

援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者に拡大することとなったことから、相談支援

の提供体制の量的拡大を図る必要があります。また、地域相談支援の創設により施設や病

院入所者の地域移行、地域定着支援が強化されます。 

相談支援事業所の確保および従事者の養成について、利用者ニーズに対応できるよう関

係機関と連携をとりながら推進していきます。また、多くの方が利用できるよう周知徹底

に努めます。 
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（５）サービス提供事業所の確保とサービスの質の向上 
 

地域生活に必要なサービス供給量を確保し、障がいのある人が様々な選択肢の中からサ

ービスを選択できるように、サービス提供事業所に対して支援等を行い、障がい福祉に関

する情報提供と誘致に向けた施策を積極的に行うことで障害福祉サービス事業所の新規参

入を促進していきます。 

さらに、サービス提供に従事する人員の確保や専門性を備えた人材を育成するために必

要な支援を行っていきます。サービスの質を向上するために、第三者評価の活用や権利擁

護、虐待防止のための取り組みについても指導、助言をしていきます。 
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第３節 児童通所支援事業 

 
小金井市は、平成３２年度の目標値の実現に向けて、サービス利用の伸び率や新たなサー

ビス対象者等を勘案しつつ、平成３０年度から平成３２年度の各年度における児童通所支援

事業について見込み量を設定し、その確保に努めていきます。 

サービスの現状と見込み量を設定するサービスは次のとおりです。 

 

 

児童発達支援 

医療型児童発達支援 

保育所等訪問支援 

居宅訪問型児童発達支援 

放課後等デイサービス 

 児童通所支援事業 

 

児童相談支援 

医療的ケア児に対する関連分野の支援を 

調整するコーディネーターの配置人数 
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１ 児童通所支援事業の現状 

障害児通所支援事業（１か月当たり）     

サービス系 

第４期 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

計画値 実績 計画値 実績 計画値 見込 

児童発達支援 
923 人日分  534 人日分  1,001 人日分  522 人日分  1,079 人日分  570 人日分  

71 人分  41 人分  77 人分  41 人分  83 人分  45 人分  

放課後等デイサービス 
600 人日分  791 人日分  650 人日分  1,164 人日分  700 人日分  1,329 人日分  

120 人分  108 人分  130 人分  150 人分  140 人分  168 人分  

保育所等訪問支援 
8 人日分  0 人日分  14 人日分  0 人日分  20 人日分  0 人日分  

4 人分  0 人分  7 人分  0 人分  10 人分  0 人分  

医療型児童発達支援 
60 人日分  28 人日分  80 人日分  6 人日分  100 人日分  11 人日分  

6 人分  3 人分  8 人分  1 人分  10 人分  2 人分  

児童相談支援 67 人分  20 人分  74 人分  21 人分  82 人分  24 人分  
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２ 児童通所支援事業の供給見込み量 

 

児童通所支援事業は、①児童発達支援、②放課後等デイサービス、③保育所等訪問支援、

④医療型児童発達支援、⑤児童相談支援があり、さらに今回から「居宅訪問型児童発達支

援」、「医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数」も

計画に加えられました。 

第４期の進捗の分析結果やアンケート調査結果、小金井市地域自立支援協議会等で明ら

かになったニーズ動向を踏まえ、サービス利用の新たなサービス対象者を勘案しつつ、各

サービスの１か月当たりの見込み量を年度ごとに算出していきます。 

 

（１）児童発達支援 
 

日常生活における基本的な動作指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支

援を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 625人日分 688人日分 750人日分 

実利用者数（月） 50人分 55人分 60人分 

 

 

 

（２）放課後等デイサービス 
 

学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進な

ど多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 1,464人日分 1,584人日分 1,704人日分 

実利用者数（月） 183人分 198人分 213人分 
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（３）保育所等訪問支援 
 

児童施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを２週間に１回程度訪問

し、児童や保育所などのスタッフに対し、児童が集団生活に適応するための専門的な支援

を行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 12人日分 14人日分 16人日分 

実利用者数（月） 6人分 7人分 8人分 

 

 

 

（４）医療型児童発達支援 
 

上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に対する児童発達支援および治療を行

います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 17人日分 17人日分 22人日分 

実利用者数（月） 3人分 3人分 4人分 

 

 

 

（５）居宅訪問型児童発達支援 
 

障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の

支援を実施します。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用日数（月） 5人日分 5人日分 5人日分 

実利用者数（月） 1人分 1人分 1人分 
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（６）児童相談支援 
 

児童相談支援には、児童支援利用援助と継続児童支援利用援助の２つのサービスがあり

ます。利用申請手続きにおいて、児童の心身の状況や環境、児童または保護者の意向など

を踏まえて児童支援利用計画案の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者

等との連絡調整、決定内容に基づく児童支援利用計画の作成を行います。 

利用している児童通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス

等の利用状況の検証を行い、児童支援利用計画の見直しを行います（モニタリング）。また、

モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。 

 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実利用者数（月） 29人分 34人分 39人分 

 

 

 

（７）医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネータ

ーの配置人数 
 

医療的ケア児等に対する専門的な知識と経験に基づいて、支援に関わる関係機関との連

携（多職種連携）を図り、とりわけ本人の健康を維持しつつ、生活の場に多職種が包括的

に関わり続けることのできる生活支援システム構築のためのコーディネーターとしての配

置を他区市町村との連携も含め、調整し行います。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

配置人数 -人分（検討） -人分（検討） -人分（検討） 
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３ 児童通所支援事業見込み量確保のための方策 

 

児童通所支援においては関係機関との連携が最も重要です。加えて広域の支援体制の整備

と構築も求められています。併せて、発達支援と相談支援の普及、充実、さらなる関係機関

との連携強化が今後の課題となってきます。 

 

（１）児童発達支援 
 

児童発達支援については、身近な地域の児童支援の専門施設（事業）として、通所利用

の児童への支援だけでなく、地域の児童・その家族を対象とした支援や保育所等の児童を

預かる施設に対する援助等にも対応することで、より多くの児童がサービスを利用できる

ように体制の整備に努めます。 

 

（２）放課後等デイサービス 
 

放課後等デイサービスについては、児童の学齢期における支援だけでなく、児童に対し、

放課後や長期休暇中においての療育の場（日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等）

であるとともに、放課後等の居場所、また、レスパイトケア（ご家族に代わり一時的にケ

アを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援サービス）にも対

応することで、より多くの児童がサービスを利用できるように体制の整備に努めます。  

 

（３）保育所等訪問支援 
 

保育所等訪問支援については、家庭から保育園・幼稚園・託児所等に通いながら児童発

達支援事業所への併行通園している児童が可能な限り地域における生活を継続できるよう

にするために、専門職員が保育所等を訪問し支援するだけでなく、保育所等の協力体制、

連携していくことで、より多くの児童が、安心して集団生活を送る事ができるように体制

の整備に努めます。 
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（４）医療型児童発達支援 
 

医療型児童発達支援については、児童発達支援および治療の提供を通所利用の児童やそ

の家族に対する支援だけでなく、 施設の有する専門機能をいかし、地域の児童やその家族

への相談、児童を預かる施設への援助・助言を行うなど、地域の中核的な療育支援にも対

応することで、より多くの児童がサービスを利用できるように関係機関と連携し支援に努

めます。  

 

（５）居宅訪問型児童発達支援 
 

居宅訪問型児童発達支援については、事業所に通所することができない医療的ケア児に

対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援等にも対応する

ことで、より多くの児童がサービスを利用できるように体制の整備に努めます。 

 

（６）児童相談支援 
 

法改正により、児童支援計画の対象が全ての児童通所支援事業の利用者に拡大すること

になったことから、児童相談支援の提供体制の量的拡大を図る必要があります。また、事

業所の確保および従事者の養成について、利用者ニーズに対応できるよう関係機関と連携

をとりながら推進していきます。利用者に対して、必要なサービス供給量を確保し、児童

が様々な選択肢の中からサービスを選択できるように、サービス提供事業所に対して支援

等を行い、障がい福祉に関する情報提供と誘致に向けた施策を積極的に行うことで、事業

所の新規参入を促進していきます。 

 

（７）医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネータ

ーの配置人数 
 

法改正により、障害児福祉計画に、市町村では、医療的ケア児の生活において（入所支

援を除く）、利用者ニーズに対応できるよう関係機関と連携をとりながら推進していきます。

他区市町村との共同配置も含め、コーディネーターの確保・調整に努めていきます。 
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第４節 地域生活支援事業 

 
 地域生活支援事業は、障害者総合支援法第７７条に基づき、障がい者および障がい児が地

域で自立した日常生活や社会生活（就労等）を営むことができるよう、小金井市の社会資源

や利用者の状況に応じて柔軟に実施する事業です。 

域 
生 

活 
支 

援 
事 

業 

理解促進研修・啓発事業 

自発的活動支援事業 

相談支援事業 

成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度法人後見支援事業 

 

意思疎通支援事業 

日常生活用具費給付事業 

手話奉仕員養成研修事業 

移動支援事業 

地域活動支援センター 

機能強化事業 

その他の独自事業 

障害者相談支援事業 

基幹相談支援センター等機能強化事業 

住宅入居等支援事業 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

手話通訳者設置事業 

介護訓練支援用具 

自立生活支援用具 

在宅療育等支援用具 

情報・意思疎通支援用具 

排泄管理支援用具 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 

訪問入浴サービス事業 

日中一時支援事業 

地 
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１ 地域生活支援事業の現状 

 

地域生活支援事業             

サ ー ビ ス 名 

第 ４ 期 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

計画値 実績 計画値 実績 計画値 見込 

（１）理解促進研修・啓発事業 

    有 有 有 有 有 有 

（２）自発的活動支援事業 

    無 無 無 無 有 無 

（３）相談支援事業 

  

①障害者相談事業 8 か所 8 か所 9 か所 7 か所 10 か所 7 か所 

②基幹相談支援センター等機能

強化事業 
1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

③住宅入居等支援事業 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 0 か所 

（４）成年後見制度利用支援事業 

    有 有 有 有 有 有 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

    無 無 無 無 有 無 

（６）コミュニケーション支援事業 

    41 人 108 人 41 人 119 人 42 人 119 人 

（７）日常生活用具費給付事業 

  

①介護訓練支援用具 8 人分 3 人分 8 人分 0 人分 8 人分 0 人分 

②自立生活支援用具 15 人分 8 人分 15 人分 8 人分 15 人分 8 人分 

③在宅療養等支援用具 13 人分 4 人分 13 人分 13 人分 14 人分 13 人分 

④情報・意思疎通支援用具 19 人分 9 人分 19 人分 6 人分 19 人分 6 人分 

⑤排泄管理支援用具 145 人分 123 人分 146 人分 132 人分 146 人分 132 人分 

⑥居宅生活動作補助用具 7 人分 1 人分 7 人分 4 人分 7 人分 4 人分 

（８）手話奉仕員養成研修事業 

    有 有 有 有 有 有 

（９）移動支援事業 

    

41 か所 36 か所 41 か所 46 か所 42 か所 46 か所 

140 人 162 人 141 人 162 人 141 人 162 人 

11,200時間 15,579時間 11,600時間 16,475時間 12,000時間 16,475時間 

（１０）地域活動支援センター機能強化事業 

  

①地域活動支援センターⅠ型 
1 か所 

（80 人） 

1 か所 

（89 人） 

1 か所 

（85 人） 

1 か所 

（98 人） 

1 か所 

（90 人） 

1 か所 

（98 人） 

②地域活動支援センターⅡ型 
1 か所 

（30 人） 

1 か所 

（28 人） 

1 か所 

（30 人） 

1 か所 

（27 人） 

1 か所 

（30 人） 

1 か所 

（27 人） 

③地域活動支援センターⅢ型 
0 か所 

（0 人） 

0 か所 

（0 人） 

0 か所 

（0 人） 

0 か所 

（0 人） 

0 か所 

（0 人） 

0 か所 

（0 人） 

（１１）その他の独自事業 

  

①更生訓練費給付事業 5 人分 2 人分 5 人分   5 人分   

②訪問入浴サービス事業 7 人分 5 人分 7 人分 5 人分 7 人分 5 人分 

③日中一時支援事業 42 人分 31 人分 42 人分 24 人分 43 人分 24 人分 

④自動車運転教習助成事業 1 人分 1 人分 1 人分   1 人分   

⑤自動車改造費助成事業 1 人分 1 人分 1 人分   1 人分   
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２ 地域生活支援事業の供給見込み量 

 

地域生活支援事業には、①理解促進研修・啓発事業、②自発的活動支援事業、③相談支

援事業、④成年後見制度利用支援事業、⑤成年後見制度法人後見支援事業、⑥意思疎通支

援事業、⑦日常生活用具費給付事業、⑧手話奉仕員養成研修事業、⑨移動支援事業、⑩地

域活動支援センター機能強化事業、⑪その他の独自事業があります。第４期の進捗の分析

結果、小金井市地域自立支援協議会等で明らかになったニーズ動向を踏まえ、各事業の見

込み量を年度ごとに算出していきます。 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 
 

障がいのある人が日常生活および社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去する

ため、障がい者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化す

ることにより、共生社会の実現を図ります。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施の有無 有 有 有 

 
 

 

（２）自発的活動支援事業 
 

障がいのある人等が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、障がい

者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、

共生社会の実現を図ります。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施の有無 有 有 有 
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（３）相談支援事業 
 

障がいのある人からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利

擁護のために必要な援助を行うことにより、障がいのある人が自立した日常生活または社

会生活を営むことができるように支援します。 

また、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、

中核的な役割を果たす協議の場として小金井市地域自立支援協議会を設置しています。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

①障害者相談支援事業（実

施か所数） 
８か所 ９か所 １０か所 

②基幹相談支援センター等

機能強化事業（実施か所

数） 

１か所 １か所 １か所 

③住宅入居等支援事業（実

施か所数） 
０か所 ０か所 １か所 

 

 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 
 

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認めら

れる知的障がい者または精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、

これらの障がい者の権利擁護を図ります。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施の有無 1人 1人 1人 

 

 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 
 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を

整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障がい

のある人の権利擁護を図ります。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施の有無 無（検討） 無（検討） 有（実施） 
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（６）意思疎通支援事業 
 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障が

ある障がいのある人等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障がい者等とその他の者

の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図

ります。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

①延べ利用者数 120人 121人 122人 

②手話通訳者設置事業 無（検討） 無（検討） 有（実施） 

 
 

 

（７）日常生活用具費給付事業 
 

重度障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日

常生活の便宜を図ります。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

①介護訓練支援用具 

（実利用人数） 
1人分 1人分 1人分 

②自立生活支援用具 

（実利用人数） 
8人分 8人分 8人分 

③在宅療養等支援用具 

（実利用人数） 
13人分 13人分 13人分 

④情報・意思疎通支援用具

（実利用人数） 
6人分 6人分 6人分 

⑤排泄管理支援用具 

（実利用人数） 
133人分 134人分 135人分 

⑥居宅生活動作補助用具

（住宅改修費） 

（実利用人数） 

4人分 4人分 4人分 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 
 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙および手話表現技術を習得した者を養成し、

意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人等の自立した日常生活または社会生活を

営むことができるように図ります。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

終了見込者数 40人 40人 40人 

 
 

 

（９）移動支援事業 
 

屋外での移動が困難となる障がいのある人について、外出のための支援を行うことによ

り、地域における自立生活および社会参加を支援します。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施箇所数 46か所 47か所 47か所 

実利用者数 163人分 164人分 165人分 

延べ利用時間数 16,592時間 16,710時間 16,829時間 
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（10）地域活動支援センター機能強化事業 
 

障がいのある人に創作的活動または生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の

便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、障がいのある人の地域生活支

援の促進を図ります。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

Ⅰ型 

実施箇所数 1か所 1か所 1か所 

登録者数 100人 105人 110人 

Ⅱ型 

実施箇所数 1か所 1か所 1か所 

登録者数 30人 30人 30人 

Ⅲ型 

実施箇所数 0か所 0か所 0か所 

登録者数 0人 0人 0人 
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（11）その他の独自事業 
 

① 訪問入浴サービス事業 

訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、心

身機能の維持等を図ります。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実利用者数 5人分 5人分 5人分 

延べ利用回数 347回 350回 352回 

 

 

 

② 日中一時支援事業 

障がいのある人の日中における活動の場を確保し、障がいのある人の家族に向けた就労

支援および障がいのある人を日常的に介護している家族への一時的な休息を支援します。 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実利用者数 24人分 24人分 25人分 

延べ利用回数 436回 439回 442回 
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３ 地域生活支援事業の見込み量確保のための方策 

 

 地域生活支援事業の実施に当たり、小金井市では事業の計画的・効果的な実施に努めま

す。実施する事業のサービス確保のための方策は、次のとおりです。 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 
 

障がい特性（精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、盲ろう者、重症心身障がい

児、難病など）を分かりやすく解説するような講演会・教室等を開催できるよう、障害者

福祉センター・地域自立生活支援センター等での実施体制の検討を行います。 

 

（２）自発的活動支援事業 
 

ピアサポート等の障がい者等やその家族・地域住民等が自発的に行う活動に対する支援

事業の主旨を踏まえ、特定の者のみが事業に携わるのではなく、多くの障がい者等やその

家族・地域住民等が事業に関わるよう、障害者福祉センター・地域自立生活支援センター

等での実施体制の検討を行います。 

 

（３）相談支援事業 
 

 サービス等利用計画の対象者に適切な支援を行うために、一定の質を確保しつつ、相談

支援の提供体制の量的拡大を図っていく必要があります。障がいのある人が、様々な状況

に応じた適切な支援を受け、自立した日常生活を営むことができるよう、小金井市障害者

地域自立生活支援センターを中心に、サービス提供事業者との連携のもとで相談支援体制

の強化充実に努めます。 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 
 

成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者総合支援法施行規則に定める費用（成

年後見制度の申し立てに要する経費（登記手数料、鑑定費用等）および後見人等の報酬等）

の全部または一部の補助を行います。 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 
 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を

整備するため、法人後見に要する運営体制、財源確保、障がい者等の権利擁護、後見監督

人との連携手法等の法人後見推進のための検討を行います。 
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（６）意思疎通支援事業 
 

手話通訳者や要約筆記者の派遣等を行い、コミュニケーション支援事業の円滑なサービ

ス提供に努めます。また、手話通訳者の養成、スキルアップについても努めていきます。 

 

（７）日常生活用具費給付事業 
 

それぞれの障がい特性により必要性を検討し、引き続き給付を実施します。また、日常

生活用具の技術の進歩による機能向上や新製品を把握し、品目の追加や廃止を検討してい

きます。 

 

（８）手話奉仕員養成研修事業 
 

聴覚障がい者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者という主旨を踏ま

え、障害者福祉センター等での実施など、体制の整備を検討していきます。 

 

（９）移動支援事業 
 

 増大する利用者や利用時間の必要量確保のため、事業者の確保と連携強化に努めます。

利用者の実態に応じた柔軟な運用の工夫を検討します。これまでも利用者のニーズや実態

に応じた柔軟な運用と個別給付化を図れるよう国に働きかけてきたところですが、いまだ

実現できておりません。引き続き、国へ要望の働きかけを行っていきます。 

 

（10）地域活動支援センター機能強化事業 
 

 障がいのある人に身近な施設として、基本的事業や機能強化事業の一層の充実を図りま

す。また三障がいに対する事業所が市内にバランスよく配置していけるよう体制の整備を

検討していきます。 

 

（11）その他の独自事業 
 

 サービスの質の向上のために事業者等と連携を密にし、サービス内容の見直しを考慮し

つつ事業を実施していきます。また、利用者に対する情報提供を行い、事業の周知徹底を

図っていきます。国の要綱変更の状況を踏まえて、対応していきます。 

 



Ⅲ 障害者計画・第５期障害福祉計画                             

- 188 - 

第６章 計画の推進 
 

計画の実現のためには、市民との協働のもと、庁内でも横断的な取り組みができるような

体制づくりに努めるとともに、研究機関なども含めた広域的な連携体制をさらに強化し、障

がい者福祉施策を総合的に推進していくことが必要です。 

 

第１節 計画の推進体制 

 
本計画を推進するためには、保健・福祉・医療のみならず、都市計画・教育・産業などの

分野で全庁的な取り組みが必要であり、さらに市民の協力が不可欠です。 

小金井市では、本計画を具体化していくために、多様な人材の育成・確保をはじめ、保健・

医療・福祉関係分野の連携の強化など、推進体制の整備を図り、必要に応じてケースカンフ

ァレンスや庁内連絡会により情報共有に努めていきます。 

また、サービスの基盤体制として、利用者が安心してサービス提供を受けられるように、

サービス提供者との安定的な関係を継続しつつ、民間活力や民間ノウハウの最大限の活用を

図りながら、サービスの向上と経費の節減を実現していくため、障害者福祉センターの業務

の民営化などを進めてまいります。 

さらに、福祉共同作業所は、福祉的就労を目的とした施設ですが、利用者の高齢化などに

より、福祉的就労以外の役割も考えていく必要があることから、今後の施設のあり方につい

て様々な視点をもって検討していく必要があります。 

本計画の進行状況の把握については、小金井市地域自立支援協議会と連携を図りながら、

計画の推進に関する必要事項の協議・検討を行い、本計画の推進に向けて関係機関との連携

や広域的な行政連携を強化します。 

 

第２節 ネットワークづくり推進に向けて 

 
小金井市は、障がい者福祉推進のためのネットワーク構築に向けて、今後も小金井市地域

自立支援協議会と連携・協議を重ねながらさらなる検討を継続し、本計画の着実な推進を図

るとともに、相談・支援体制の強化に努めます。 
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第３節 国、東京都等の動きへの反映について 

 
本計画においては、施策の推進を図るため、障がいのある人のニーズの把握に努め、進捗

状況を定期的に確認し、施策運営に適切に反映していきます。 

また、各市の情報を集めながら、三障がい一元化の趣旨を踏まえ、三障がいの平等な取り

扱いをめざし、より良い制度に向けて国や東京都に対し要望を行っていきます。 

国においては、障害者自立支援法が改正され、平成２５年４月に障害者総合支援法が施行

されました。今後も法制度の動向、社会情勢の変化等を踏まえ、権限委譲等に関する要請に

ついては状況に応じ、柔軟に対応していきます。 

 

第４節 計画の評価方法 

 
最終年度に本計画に定める事業の進捗状況や目標数値の達成状況の評価を行い、その後の

計画に反映できるようにするとともに、ＰＤＣＡサイクル（計画―実施―評価―改善）によ

る効果的な行政運営をめざします。 
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付 録 内 

※「障がい」の表記について 

 「障がい」の漢字表記については、現在も議論されているところでありますが、市の最上

位計画である「小金井しあわせプラン」（第４次小金井市基本構想・後期基本計画）や平成２

４年３月に策定された前小金井市保健福祉総合計画においても、法律名など固有名詞を除き、

「障がい」と表記しているところであります。 

従いまして、今回策定しています「小金井市保健福祉総合計画」におきましても統一的な

表記とするために、「障がい」として表記しております。 

 

 

 

 

体系別事業所等一覧

就労支援センター： エンジョイワークこころ

就労移行支援事業所
・パン工房ノアノア南口店(知的)
・小金井聖ヨハネワークセンター(知的)
・あん工房(精神)

就労継続支援事業所(B型)
・ゆめ工房さくら(知的) ・フラワー工房さくら(知的)
・パン工房ノアノア北口店(知的)

・小金井生活実習所（知的）・小金井市福祉共同作業所(知的)・小金井聖ヨハネ支

援センター・小金井聖ヨハネワークセンター・あん工房（精神） ・希望の家(精神)・ス

ペース楽(精神)・手づくり工房たいさんぼく・手づくり工房「みらい」・にこにこキッチ

ン・にこにこファクトリー・木馬の会（ライブワークス）・ワークセンター「あい」

余暇活動支援事業
・日曜クラブ(知的) ・障害児水泳教室

社会教育・生涯学習(青年学級)
・青年学級｢みんなの会｣(知的)

放課後等デイサービス
・木馬の会（小金井おもちゃライブラリー(知的)・学
童クラブ）・児童発達センターびぃぼ・小金井市児
童発達支援センター きらり・おもちゃ箱こがねい・
おもちゃ箱上水桜・おもちゃ箱なかまち

児童ショートステイ・日中一時
支援事業

・桜町児童ショートステイ

児童発達支援

・賀川学園・小金井市児童

発達支援センター きらり・

おもちゃ箱上水桜・児童発障害児保育

・公立保育園（５園）

・私立保育園（８園）

特別支援学級・通級学級（中学校）

・小金井第一中学校(知的、自閉・情緒)

・小金井第二中学校（知的)

・緑中学校(情緒)

特別支援学校 小・中
・都立小金井特別支援学校(知的)

特別支援学級・通級学級（小学校）

・小金井第一小学校(知的)

・小金井第二小学校(知的、難聴・言語）

・東小学校（知的）
・市内全小学校(情緒)

障害児学童保育所
・さくらなみ学童保育所
・たけとんぼ学童保育所
・あかね学童保育所
・さわらび学童保育所
・たまむし学童保育所
・まえはら学童保育所
・ほんちょう学童保育所
・みどり学童保育所
・みなみ学童保育所

グループホーム
・グループホームさくら/らいむ（來夢）(知的)
・金子寮(知的)
・かがわの家 スバル(知的)
・かがわの家 ベガ(知的)
・かがわの家 シリウス(知的)
・かがわの家 ソレイユ
・小金井聖ヨハネケアービレッジ梶野町(知的)
・小金井聖ヨハネケアービレッジ本町(知的)
・小金井聖ヨハネケアービレッジ中町(知的)
・小金井聖ヨハネケアービレッジ貫井北町(知的)
・ぐるうぷほうむアジール(知的)
・グループホームもえぎ(知的)
・グループホーム マーチ小金井(知的)
・グループホームこがねい(精神)
・グループホームらく(精神)
・あんホーム(精神)
・グループホームちぐら(精神)

市内幼稚園

・学芸大学附属幼稚園

経過観察健康診査集団指導

・コアラの会、パンダの会

地域医療の中心的医療ｾﾝﾀｰ
・都立総合小児医療センター(府中)
・都立多摩総合医療センター(府中)
・都立東大和療育センター
・独立行政法人国立病院機構村山医療セン
ター
・都立多摩総合精神保健福祉センター(多摩市)

等々

日中一時支援事業
・障害者福祉センター

ショートステイ・緊急一時保護

・小金井生活実習所

・障害者福祉センター

子ども家庭支援センター

・ファミリーサポートセンター

子ども家庭支援センター
・ゆりかご（子育て相談）

生活介護事業所
・小金井生活実習所(重度知的) ・かがわ工房(知的)

・障害者福祉センター グリーンピア(重度身体含む)

・小金井市福祉共同作業所(知的)

地域活動支援センター： 精神障害者地域生活支援センターそら（Ⅰ型）
スペース楽２（Ⅱ型）

児童養護施設退所者等の相談支援事業
・社会福祉法人｢子供の家｣ ゆずりは（国分寺市）

資料 :小金井市地域自立支援協議会

その他
・さくらの木(知的)・グループ わ(知的)・
学芸大 おこりんぼ(知的) ・通所訓練
｢あい｣(心身障害)
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Ⅳ 第 7 期介護保険・ 

高齢者保健福祉総合事業計画 

 
 

参加する楽しみ 

 

 いきがいのある喜び 

 

  いきいき長寿をこのまちで 
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第１章 計画策定の背景と目的 
 

第１節 計画策定の背景 
 

１ 国・都の動向から 

 

本事業計画の改定に当たっては、第６期事業計画でめざした目標や具体的な施策を踏まえ

るとともに、これからの社会保障や介護保険制度の動き、ひとり暮らしの方や認知症の高齢

者の方等の増加、災害時への対応等、近年の社会潮流を勘案しながら、地域包括ケアシステ

ムの着実な構築に向けた取り組みを進めていく必要があります。 

制度改正の主な動向には、次のようなものがあります。 

 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

平成２９年６月 2日、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律」が公布され、平成３０年 4 月１日に施行されることになりました。  

この法律は、高齢者の方の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図

るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要な

サービスが提供されるようにするものです。 

 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 １ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みの推進（介護保険法） 

 ２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 

 ３ 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、

児童福祉法） 

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保 

 ４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする。（介護保険法） 

※平成３０年8月１日施行 

 ５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法） 

※平成２９年8月分の介護納付金から適用 
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（２）地域共生社会の実現 
 

平成２８年度には、厚生労働省に「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部が設置され、

高齢者の方、障がいのある方、子ども等、全ての方々が、地域、暮らし、生きがいを共に創

り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けた取り組みが進められています。

支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民の方が役割を担い、支え合

いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉等の公的サービスと協働

して助け合いながら暮らすことのできる仕組みを構築することをめざしています。 

 

（３）「介護離職ゼロ」に向けた取り組み 
 

平成２８年６月２日に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」においては、身近な方

の介護をするために仕事を退職してしまう介護離職者が年間１０万人を超えていることを踏

まえ、介護をしながら仕事を続けることができるようなサービス基盤の整備が求められてい

ます。 

 

（４）認知症施策の推進 
 

認知症を有する高齢者の方の増加が引き続き見込まれるなか、国は平成２７年１月に認知

症施策の基本的な考え方や、さらに取り組むべき内容を示した「認知症施策推進総合戦略（新

オレンジプラン）」をとりまとめました。今後、認知症施策をより一層推進させるため、介護

保険制度に新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）

を位置づけることになりました。 

 

新オレンジプランの基本的考え方 

認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることが

できる社会の実現をめざす。 

七
つ
の
柱 

① 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

② 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供 

③ 若年性認知症施策の強化 

④ 認知症の人の介護者への支援 

⑤ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進 

⑥ 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発 
およびその成果の普及の推進 

⑦ 認知症の人やその家族の視点の重視 
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第２節 計画の目的 

 

１ 趣旨 

 

市では、「小金井しあわせプラン（第４次小金井市基本構想・基本計画）」（以下「小金井し

あわせプラン」という。）を定め、福祉と健康づくりのための施策大綱を「誰もが安心して暮

らせる思いやりのあるまち」と定めています。 

介護保険制度においては、いわゆる団塊世代の方が７５歳以上となる平成３７（２０２５）

年までに段階的に地域包括ケアシステムを構築していくことを展望し、「地域における医療及

び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の推進を見据えた介護保険事業計画の策定が求め

られています。 

本事業計画は、「小金井しあわせプラン」の理念を実現するために策定した第２期小金井市

保健福祉総合計画に包括された分野別計画であり、介護・医療・介護予防・住まい・生活支

援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの強化充実をめざした計画として、介護保険

事業の推進、生活支援体制の整備、医療と介護の連携、高齢者相互や他世代との支え合いの

あり方や、高齢者の方が担い手として活躍する地域の仕組みについて具体化していきます。 

 

２ 位置づけ 

 

本事業計画は、「小金井しあわせプラン」に基づく計画であり、介護保険・高齢者保健福

祉に関する総合計画です。 

また、保健福祉分野に共通する基本的な考え方を示す「地域福祉計画」に基づき、「健康

増進計画」、「障害者計画・障害福祉計画」、「のびゆくこどもプラン 小金井」と連携しま

す。さらに、関連分野の「地域防災計画」等とも連携を図ります。 

 

３ 法的根拠 

 

本事業計画は、介護保険法第１１７条に基づく市町村介護保険事業計画および老人福祉

法第２０条の８に基づく市町村老人福祉計画です。 

 

第３節 計画の期間 
 

本事業計画は、平成３０年度から平成３２年度までの３か年を計画期間とします。
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第２章 市の現状と課題 
 

第１節 統計資料から 
 

１ 高齢化の状況 

 

本事業計画における人口は、厚生労働省より各市区町村別に示された人口推計に基づき、

市独自で推計したものです。 

人口は、平成２９年度まで増加しています。第７期以降も人口は増加し、平成３０年に

は 121,332 人、平成３１年には 121,634人、平成３２年は 121,936 人と推計されて

います。そして、平成３７年には 122,442人と推計され、引き続き、増加傾向にありま

す。 

また、高齢化率も上昇し続けており、平成２９年には 21.0％となっています。高齢化率

は第７期以降も上昇を続け、平成３７年には 24.1％と、第６期事業計画初年度の平成２７

年と比べて 3.5 ポイント増加しています。 

年齢別にみると、前期高齢者の方（６５歳～７４歳）、後期高齢者の方（７５歳以上）共

に増加しており、平成２９年の前期高齢者の方は 12,452 人、後期高齢者の方は 12,723

人となっています。 

第７期事業計画期間においても高齢者の方は増加する傾向にあり、前期高齢者の方は平

成３２年には 12,720人、後期高齢者の方は 14,415 人と推計されています。 

なお、平成３７年になると、前期高齢者の方は 12,268 人に減少し、後期高齢者の方は

17,224 人に増加すると推計されています。（図表１） 

市の高齢者人口は、今後も増加する傾向にあり、特に後期高齢者の方が増加することか

ら、運動機能をはじめとした各種リスクに対する対応が、より重要になっていくことと考

えられます。 
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図表１ 前期高齢者・後期高齢者別高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６期資料：市住民基本台帳（外国人登録含む）（各年10月１日現在） 

第７期以降資料：厚生労働省「第７期将来推計用の推計人口」に基づく市介護福祉課推計（各年10月１日現在） 

 

図表 2 高齢化率の推計（市・都・国） 

（％） 

 実績 推計 

平成２２年 平成２７年 平成３２年 平成３７年 

小金井市 18.5 20.6 22.3 24.1 

東京都 20.4 22.7 23.2 23.3 

全国 23.0 26.6 29.1 30.4 

小金井市資料：実績は市住民基本台帳（外国人登録含む）、推計は市介護福祉課推計（各年１０月１日現在） 

東京都資料：東京都『都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020年に向けた実行プラン～』（平成２８年１２月） 

国資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成２９年４月）出生中位（死亡低位）推計 

※平成２２年の全国・都の実績値は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成２５年

３月推計）掲載の平成２２年の基準人口による。 
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平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 平成３２年 平成３７年
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２ 世帯 

 

平成２７年１０月１日現在、市の一般世帯は 59,692 世帯で、うち６５歳以上の世帯員

の方がいる一般世帯は 16,400 世帯と、一般世帯の 27.5％を占めています。（図表 3） 

６５歳以上の世帯員の方がいる一般世帯のうち、高齢夫婦世帯は 5,204 世帯でその割合

は全国より低く、東京都と同程度となっています。また、高齢単身世帯は 5,590 世帯で、

その割合は東京都や全国より低くなっています。平成２２年と比較すると、６５歳以上の

世帯員の方がいる一般世帯、高齢夫婦世帯、高齢単身世帯の割合は、いずれも増加傾向に

ありますが、東京都や全国に比べて増加率はゆるやかです。（図表 4） 

 

図表 3 高齢者の方がいる一般世帯数の推移 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

図表 4 高齢者の方がいる一般世帯数の比較 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年１０月１日） 

(単位：世帯、％）

平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年

一般世帯数 47,976 51,071 51,345 57,613 59,692

６５歳以上の世帯員のいる一般世帯数 9,670 11,530 13,492 15,004 16,400
高齢夫婦世帯数(夫婦のみの世帯） 2,932 3,635 4,136 4,701 5,204
高齢単身世帯数(単独世帯） 2,099 2,969 4,218 4,937 5,590
その他の世帯数 4,639 4,926 5,138 5,366 5,606

20.2 22.6 26.3 26.0 27.5

6.1 7.1 8.1 8.2 8.7

4.4 5.8 8.2 8.6 9.4

一般世帯数に占める６５歳以上世帯員
のいる一般世帯数の割合

一般世帯数に占める高齢夫婦世帯数の
割合

一般世帯数に占める高齢単身世帯数の
割合

(単位：世帯、％）

小金井市 東京都 全国

一般世帯数 59,692 6,690,934 53,331,797

６５歳以上の世帯員のいる一般世帯数 16,400 2,064,215 21,713,308
高齢夫婦世帯数(夫婦のみの世帯） 5,204 582,081 6,420,243
高齢単身世帯数(単独世帯） 5,590 739,511 5,927,686
その他の世帯数 5,606 742,623 9,365,379

27.5 30.9 40.7

8.7 8.7 12.0

9.4 11.1 11.1

一般世帯数に占める６５歳以上世帯員
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一般世帯数に占める高齢夫婦世帯数の
割合
一般世帯数に占める高齢単身世帯数の
割合

参考：平成２２年と平成２７年との比較 （％）
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のいる一般世帯数の割合
一般世帯数に占める高齢夫婦世帯数の
割合
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３ 要介護・要支援認定者 

 

要介護・要支援認定者数は、平成２８年には５,０５６人と５,０００人を超えました。 

第 7 期事業計画期間中の要介護・要支援認定者数は、平成３０年には５,３７１人、平成

３１年は５,４８２人、平成３２年は５,５９５人になると推計され、増加傾向にあります。 

そして、平成３７年の要介護・要支援認定者数は６,０８６人と、平成３０年と比較し、

約 1.1 倍になると推計されています。（図表 5） 

東京都と比べ、市は要支援１、要介護１の方の構成比率が高く、一方、要介護２から要

介護５の方の構成比率は低くなっています。平成２６年に比べると、東京都は大きな違い

は見られませんが、市は要支援１の方の増加が比較的高くなっています。（P２００ 図表6） 

現在は、軽度の方が多くなっていますが、今後も心身の健康をできる限り維持できるよ

う、自立支援・介護予防・重度化防止への対応が必要と考えられます。 

 

図表 5 要介護・要支援認定者数の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※第2号被保険者を含みます。 

 

第６期資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（各年9月末日現在） 

第７期以降資料：厚生労働省『地域包括ケア「見える化」システム』（各年１０月１日現在） 
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図表 6 要支援・要介護度別構成比の比較 

 

【平成２９年】 

  
 
 
 
 
 
 
 

※第2号被保険者を含みます。 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（平成2９年9月末日現在） 
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資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（平成２６年9月末日現在） 
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４ 認知症高齢者 

 

認知症の方の割合は、高齢化に伴い、高くなりつつあります。平成２９年３月３１日現

在、市の要介護認定者（第１号被保険者）の方４,９８０人のうち、認定を行う際の参考の

１つとされる「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅠ以上の方は３,５６４人と、平成２６

年の３,２６５人と比較して約３００人増加し、内訳をみると自立度Ⅲ以上の方の人数が増

加しています。（図表 7） 

なお、厚生労働省によれば、認知症に罹患する方は平成２４年には約４６２万人（６５

歳以上高齢者の方の約 7 人に１人）と推計されていましたが、平成３７年には約７００万

人（６５歳以上高齢者の方の約５人に１人）と推計されており、増加が見込まれています。 

この６５歳以上高齢者の方の５人に１人を市に置き換えると、平成３７年には５,８９８

人と推計されます。 

図表 7 認知症高齢者の日常生活自立度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市介護福祉課（平成２６年３月３１日、平成２９年３月３１日集計数値） 

【平成２９年】
（単位：人）

自立 Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M 転入 総計

男　性 475 304 143 259 216 55 116 33 8 1,609
女　性 941 572 319 515 488 157 298 65 16 3,371
合　計 1,416 876 462 774 704 212 414 98 24 4,980

【平成２６年】
（単位：人）

自立 Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M 転入 総計

男　性 379 318 146 271 172 44 56 5 4 1,395
女　性 844 632 266 565 412 115 194 50 15 3,093
合　計 1,223 950 412 836 584 159 250 55 19 4,488

【参考】判定基準　　

ランク

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱａ

Ⅱｂ

Ⅲ

Ⅲａ

Ⅲｂ

Ⅳ

Ｍ

判断基準 見られる症状・行動の例

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び
社会的にほぼ自立している。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通
の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自
立できる。

家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。
たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそ
れまでできたことにミスが目立つ等

家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。
服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応
など一人で留守番ができない等

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通
の困難さが見られ、介護を必要とする。

日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間が
かかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘
徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行
為、性的異常行為等

夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 ランクⅢａに同じ

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通
の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

ランクⅢに同じ

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患
が見られ、専門医療を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神
症状に起因する問題行動が継続する状態等
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第２節 アンケート調査から 
 

第７期事業計画の策定に向けた各種アンケート調査結果から、高齢者の方をとりまく現

状を整理すると、次のようになります。 

 

１ 生きがいのある充実した生活の支援 

 

（１）就労支援 

 

就労については、仕事をしている高齢者の方は 17.5％（※１）となっています。（図表 8） 

※１「シルバー人材センターの仕事をしている」5.2％と「シルバー人材センター以外の仕事についている」

12.3％の合計。 

 

仕事をしているか、仕事をする意思のある方に、今後、どのような形で働きたいか尋ね

たところ、自分の知識や技能をいかす仕事であれば働いても良いと考える方が 53.1％

（※２）となっています。（図表 9） 

※２「自分の知識や技能をいかして、収入の多い仕事をしたい」15.7％と「自分の知識や技能をいかした仕

事ができれば、収入は少なくてもよい」34.6％と｢自分の知識や技能をいかした活動ができれば、収入

はなくてもよい｣2.8％の合計。 

 

図表 8 現在収入のある仕事の有無（全体） 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

図表 9 今後の働きについての考え（全体） 

＜仕事をしているか仕事をする意思がある方＞ 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

5.2 12.3 4.0 8.5 40.0 13.2 16.7全体（N=843）

(％)

仕事をしたいが、からだの具合が悪いので働いていない

シルバー人材センター

の仕事をしている 仕事をする意思がないので、働いていない その他

シルバー人材センター

以外の仕事についている

無回答

仕事をしたいが、仕事がないので働いていない

15.7 34.6 16.1

2.8 2.8 3.1

24.8全体（n=254）

(％)

地域に貢献できる仕事ができれば、

収入は少なくてもよい
自分の知識や技能をいかして、

収入の多い仕事をしたい
地域に貢献できる仕事ができれば、

収入はなくてもよい

その他

自分の知識や技能をいかした仕事が

できれば、収入は少なくてもよい 無回答

自分の知識や技能をいかした活動が

できれば、収入はなくてもよい
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（２）介護予防 

 

介護予防において重要な主なリスクについてまとめると、次のとおりです。（図表１０） 

＜運動機能低下リスク＞ 

全体の 9.5％で、性・年代別では、男女とも年代が上がると、リスク者の割合が高くなり、

男女とも８５歳以上で３割を超えています。日常生活圏域別では、大きな差は見られません。 

＜転倒リスク＞ 

全体の 25.3％で、性・年代別では、男女とも年代が上がると、リスク者の割合が高くな

り、男女とも８５歳以上で 4割を超えています。日常生活圏域別では、大きな差は見られま

せん。 

＜閉じこもりリスク＞ 

全体の 9.9％で、性・年代別では、男女共に８５歳以上で 2割を超えています。日常生

活圏域別では、南東圏域が他の圏域に比べリスク者の割合がやや高くなっています。 

＜認知機能低下リスク＞ 

全体の 41.2％で、性・年代別では、女性の８５歳以上で 6割、男性の８５歳以上で 5

割台となっています。日常生活圏域別では、北東圏域がほかの圏域に比べリスク者の割合

がやや高くなっています。 

＜うつ傾向リスク＞ 

全体の 40.7％で、性・年代別では、男女共に８５歳以上のリスク者の割合が高く、８５

歳以上の男女のおよそ半数を占めています。日常生活圏域別では、南東圏域がほかの圏域

に比べリスク者の割合が高くなっています。 

 

図表１０ 「リスクあり」の方（全体、性・年代別、日常生活圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

(％)
運
動
機
能
低
下

リ
ス
ク
あ
り

転
倒

リ
ス
ク
あ
り

閉
じ
こ
も
り

リ
ス
ク
あ
り

認
知
機
能
低
下

リ
ス
ク
あ
り

う
つ
傾
向

リ
ス
ク
あ
り

（N=843） 9.5 25.3 9.9 41.2 40.7

男性-65～74歳 （n=197） 2.5 20.8 5.1 30.5 33.0

男性-75～84歳 （n=119） 7.6 27.7 11.8 36.1 38.7

男性-85歳以上 （n= 39） 35.9 43.6 23.1 56.4 48.7

女性-65～74歳 （n=256） 2.7 21.5 9.0 43.8 44.9

女性-75～84歳 （n=168） 15.5 26.2 8.9 46.4 41.1

女性-85歳以上 （n= 53） 35.8 45.3 24.5 60.4 49.1

北西圏域 （n=125） 9.6 25.6 8.8 42.4 40.0

北東圏域 （n=217） 8.3 27.2 10.6 48.8 39.2

南西圏域 （n=234） 12.0 25.2 6.8 40.2 38.5

南東圏域 （n=223） 9.4 28.7 14.3 39.5 46.2

性
・
年
代
別

日
常
生
活

圏
域
別

全　　　体



Ⅳ 第 7 期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画                                              

- 204 - 

２ 地域で自立して暮らし続ける仕組みづくり 

 

（１）在宅生活の支援 

 

在宅介護を受けている方は、要支援１から要介護１が７割を占め、要介護度は比較的軽

度です。認知症高齢者の日常生活自立度は、自立とⅠが半数近くとなっていますが、在宅

介護が難しくなるⅡｂが 15.5％、Ⅲが 18.4％おり、認知症の進行が懸念されます。 

（P２０１ 図表７） 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によれば、今後、暮らす場所として検討している住

まいは、「現在の自宅に住みたい」が約 7割となっています。（図表 1１） 

ケアマネジャー調査では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が利用しにくいと感じら

れ、夜間対応型訪問介護と短期入所生活介護も併せて、不足を感じています。（図表 1２） 

図表１１ 今後検討したい住まい（全体） 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

図表１２ 量的に不足と感じるサービス（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ケアマネジャー調査 

40.0
38.5

36.9
36.9

27.7
26.2

23.1
21.5

18.5
15.4
15.4

10.8
7.7

6.2
4.6
4.6

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

1.5
1.5

0.0
0.0
0.0
0.0

9.2

0 10 20 30 40 50

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
短期入所生活介護
介護老人福祉施設
短期入所療養介護

通所リハビリテーション
介護老人保健施設

訪問リハビリテーション
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

介護療養型医療施設
総合事業訪問型サービス
小規模多機能型居宅介護
総合事業通所型サービス

看護小規模多機能型居宅介護
訪問看護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
訪問介護

居宅療養管理指導
特定施設入居者生活介護
認知症対応型通所介護

地域密着型特定施設入居者生活介護
通所介護

特定福祉用具販売
訪問入浴介護

地域密着型通所介護
福祉用具貸与

住宅改修・介護予防住宅改修
無回答

（％）

(N=65)

69.9

2.5

4.5

1.2

6.3

3.1 1.4

11.2全体(N=843)

現在の自宅に住みたい 家族（息子娘夫婦など）

の家に住みたい

特別養護老人ホームに住みたい

サービス付き高齢者向け住宅に住みたい

無回答
(％)

有料老人ホーム

に住みたい

すぐに入居できる施設等に

移りたい

グループホームに住みたい
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（２）介護者の支援 

 

主な介護者の方は、「子」64.0％、「配偶者」24.7％となっています。（図表１３） 

主な介護者の方の性別は、女性66.1％、男性32.2％で、年代別では５０～６０代が30％

台ずつとなっています。勤務形態は、就労している方が 30.1％、就労していない方が

41.4％で、全体として５０代以上の方が多く、フルタイム勤務の主な介護者の方には、男

性も多くみられています。（図表１３） 

就労している方のうち、介護のため仕事を調整している方は 61.0％です。（図表１３）

就労継続の可否については「続けていくのは、かなり難しい」は 5.9％、「続けていくのは、

やや難しい」は 8.1％、「問題はあるが、何とか続けている」は 50.7％であり、不安定な

状況で介護する方が多いことが考えられます。（P２０８ 図表１４） 

不安に感じる介護については、「問題はあるが、何とか続けている」方は「認知症状への

対応」（43.3％）に最も不安を感じており、次いで「外出の付き添い、送迎等」（35.8％）

となっています。「続けていくのは、やや難しい」、「続けていくのは、かなり難しい」と感

じている方は、「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」（42.1％）に最も不安を感じており、

次いで「認知症状への対応」（36.8％）となっています。（P２０８ 図表１５） 

 

図表１３ 主な介護者の方 

（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

（性別） 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

配偶者

24.7％

子

64.0％

子の配偶者

6.3％

孫

0.0％

兄弟・姉妹

2.1％
その他

2.9％
無回答

0.0％

（n=239）

32.2 66.1

1.7

全体(n=239)

男性 女性 無回答

（％）
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（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

 

 

（主な介護者の方の勤務形態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

フルタイムで

働いている

16.6％

パートタイムで

働いている

13.5％

働いていない

41.4％

主な介護者に確認

しないとわからない

2.7％

無回答

25.9％

(N=452)

0.0 

0.0 

1.3 

8.4 

31.8 

30.5 

12.1 

14.2 

0.8 

0.8 

0 10 20 30 40

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

わからない

無回答

(％)

(n=239)
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（就労状況別 主な介護者の方の年齢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

 

（就労状況別 主な介護者の方の性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

（働いている主な介護者の方が、介護のために調整していること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

4.5 

2.3 

0.0 

9.1 

9.1 

7.0 

59.1 

45.5 

14.8 

18.2 

34.1 

37.4 

6.8 

6.8 

18.3 

2.3 

2.3 

22.6 

フルタイム勤務(n=44)

パートタイム勤務(n=44)

働いていない(n=115)

40歳未満

40代

50代

70代

(％)

60代 80歳以上

43.5 

11.4 

33.9 

56.5 

88.6 

66.1 

フルタイム勤務(n=46)

パートタイム勤務(n=44)

働いていない(n=115)

男性 女性

(％)

39.7

30.1

14.0

13.2

3.7

3.7

5.1

0 10 20 30 40 50

※２＝介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら働いている

※３＝介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら働いている

※４＝介護のために、「在宅勤務」を利用しながら働いている

(％)

（n＝136）

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、

遅出・早帰・中抜け等）」しながら働いている

介護のために、２～４※以外の調整をしながら働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら

働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら働いている

主な介護者に確認しないとわからない

無回答
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図表１４ 主な介護者の方の就労継続の可否に係る意識 

 

 

 

 

 

 資料：在宅介護実態調査 

図表１５ 就労継続見込み別 介護者の方が不安に感じる介護 

（フルタイム勤務＋パートタイム勤務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

16.9 50.7 8.1 5.9 10.3 8.1全体（n=136）

問題なく

続けていける

問題はあるが、

何とか続けていける

続けていくのは、

やや難しい

続けていくのは、

かなり難しい

わからない
無回答

(％)

13.0 

8.7 

0.0 

8.7 

0.0 

0.0 

13.0 

8.7 

0.0 

21.7 

8.7 

13.0 

13.0 

4.3 

13.0 

26.1 

4.3 

7.5 

11.9 

1.5 

16.4 

3.0 

3.0 

13.4 

35.8 

3.0 

43.3 

4.5 

19.4 

20.9 

19.4 

11.9 

1.5 

1.5 

21.1 

26.3 

0.0 

26.3 

21.1 

10.5 

10.5 

21.1 

5.3 

36.8 

0.0 

31.6 

21.1 

42.1 

5.3 

0.0 

0.0 

0 20 40 60

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない
問題なく、続けていける（n=23)

問題はあるが、何とか続けていける（n=67)

続けていくのは「やや＋かなり難しい」(n=19)

(％)
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（３）認知症の方への支援 

 

認知症への関心は「とても関心がある」と「関心がある」を合わせると９割近くが関心

をもっています。 

また、認知症への備えについては、「医療や介護について、家族や周りの人に伝える」が、

前回の 39.3％から 46.2％と大幅に上昇しています。（図表１６） 

 

図表１６ 認知症に備えて準備したいこと（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

【参考】第６期小金井市介護保険･高齢者保健福祉総合事業計画策定に向けた調査（高齢者一般調査） 

（平成２６年度）より「認知症に備えたいこと」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.2

29.1

22.3

22.2

17.9

2.7

11.0

12.2

0 10 20 30 40 50

医療や介護について、希望を家族や周りの人に伝える

信頼できるかかりつけの医師を見つける

自分に代わって意思決定してくれる人を決める

自分の財産をどう処分するかを決める

医療や介護について、希望を書き記す

その他

わからない

特にない

（％）

（N＝843）

39.3

23.6

20.5

17.3

15.8

4.5

25.9

6.5

0 20 40 60

医療や介護について、希望を

家族や周りの人に伝える

信頼できるかかりつけの医師を見つける

自分に代わって意思決定してくれる人を決める

自分の遺産をどう処分するかを決める

医療や介護について、希望を書き記す

その他

特にない

無回答

（N=1,077）

(％)
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（４）医療と介護の連携 

 

要介護度別訪問診療の利用割合は、介護度が上がるにつれて高くなっています。 

訪問診療を利用している方は、訪問系サービスの利用が 66.7％、通所系サービスの利用

が 27.8％で、訪問診療を利用していない方は、訪問系サービスの利用が 36.4％、通所系

サービスの利用が 68.2％となっています。（図表１７、１８、１９） 

 

図表１７ 要介護度別 訪問診療の利用割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

 

図表１８ 訪問診療の利用の有無別 サービスの利用の有無（訪問系、要介護３以上） 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

 

図表１９ 訪問診療の利用の有無別 サービスの利用の有無（通所系、要介護３以上） 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

 

7.0 

7.8 

18.0 

30.9 

30.0 

42.9 

69.2 

93.0 

92.2 

82.0 

69.1 

70.0 

57.1 

30.8 

要支援１(n=129)

要支援２(n=103)

要介護１(n=100)

要介護２(n= 55)

要介護３(n= 20)

要介護４(n=  7)

要介護５(n= 13)

（％）

利用している 利用していない

66.7

36.4

33.3

63.6

利用している(n=18)

利用していない(n=22)

(％)

訪問系利用あり 訪問系利用なし

27.8

68.2

72.2

31.8

利用している(n=18)

利用していない(n=22)

(％)

通所系利用あり 通所系利用なし
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（５）住まいに関する支援 

 

住まいについては、今後も現在の自宅に住み続けたい方が 59.9％に上っています（介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査では 69.9％）。（図表２０） 

在宅生活を続けるための条件は、在宅でも緊急時に対応してくれる医師が必要（47.5％）

との回答が最も多く、そのほか、住まいの困りごと、費用負担への対応等が求められてい

ます。（図表２１） 

 

図表２０ 検討している住まいがあるか（全体） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：介護保険サービス利用意向調査 

図表２１ 在宅生活を続けるための条件（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険サービス利用意向調査 

現在の自宅に

住みたい

59.9％

家族（息子娘夫婦

など）の家に住み

たい3.8％

特別養護老人

ホームに住みたい

8.8％

グループホームに

住みたい

0.6％

サービス付き高齢

者向け住宅に住

みたい3.5％

有料老人ホーム

に住みたい

4.7％

すぐに入居できる

施設等に移りたい

1.8％

無回答

16.8％

(N=339)

47.5

42.8

34.5

34.5

32.4

28.6

21.8

2.7

21.5

0 10 20 30 40 50

自宅に定期的に訪問したり、緊急時にも対応してくれる医師がいること

食事の用意など調理や配食などのサービスがあること

見守りやゴミ出しなどの生活支援サービスがあること

介護にかかる費用負担を軽減できるような仕組みがあること

24時間いつでも訪問したり、介護してくれるサービスがあること

自宅の近くで長時間介護が受けられ、必要に

応じて宿泊することができるサービスがあること

介護に適した住宅に改修できること

その他

無回答

(％)

(N=339)
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３ 地域で支え合う仕組みづくり 

 

（１）地域づくり活動 

 

地域づくり活動に参加したい方は 67.３％、企画・運営で参加したい方は 41.7％と高く

なっています。（図表２２） 

参加意向については北東圏域で高く、企画運営意向については南西圏域で高くなってい

ます。南東圏域は、参加意向、企画運営意向共に低い割合となっています。（図表２３） 

 

図表２２ 地域づくりを進める活動に参加者または企画・運営者として参加したいかどうか（全体） 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

図表２３ 地域づくりを進める活動に参加者または企画・運営者として参加したいかどうか（圏域別） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

12.9 

4.2 

54.4 

37.5 

30.6

56.3

2.0

2.0

参加者として(N=843)

企画・運営として(N=843)

(％)
是非参加したい 無回答参加してもよい 参加したくない

【参加者として】 (％)

是
非
参
加

し
た
い

参
加
し
て
も

よ
い

参
加
し
た
い

（

再
掲
）

(N=843) 12.9 54.4 67.3 30.6 2.0

北西圏域 (n=125) 17.6 49.6 67.2 31.2 1.6

北東圏域 (n=217) 12.0 64.5 76.5 22.1 1.4

南西圏域 (n=234) 15.4 54.3 69.7 29.1 1.3

南東圏域 (n=223) 8.5 49.3 57.8 39.0 3.1

【企画･運営者として】 (％)

是
非
参
加

し
た
い

参
加
し
て
も

よ
い

参
加
し
た
い

（

再
掲
）

(N=843) 4.2 37.5 41.7 56.3 2.0

北西圏域 (n=125) 6.4 36.8 43.2 56.0 0.8

北東圏域 (n=217) 3.7 35.0 38.7 59.9 1.4

南西圏域 (n=234) 4.3 43.2 47.5 51.3 1.3

南東圏域 (n=223) 2.7 35.0 37.7 58.7 3.6

日
常
生
活

圏
域
別

全　　　体

全　　　体

日
常
生
活

圏
域
別

参加したい

参加したい

参
加
し
た
く

な
い

無
回
答

参
加
し
た
く

な
い

無
回
答
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（２）社会参加と居場所づくり 

 

地域・サークル活動への参加率は、ボランティア17.0％、スポーツ31.1％、趣味36.7％、

学習・教養サークル 19.5％となっています。圏域別にみると、活動頻度の平均は、比較的

北西圏域が高く、南東圏域では低い割合となっています。 

また、地域のなかで利用したい居場所として最も多いのは、「日中の好きな時間に気兼ね

なく集まれる居場所」（37.7％）であり、次いで「健康づくりやレクリエーションなどの

プログラムが用意してある居場所」（28.8％）、「住んでいる地域に関係なく、市内の好き

なところに顔を出せる居場所」（25.7％）の順となっています。（図表２４、２５） 

 

図表２４ 利用したい居場所（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

図表２５ 利用したい居場所（圏域別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

37.7

28.8

25.7

14.0

12.2

9.8

9.1

2.0

18.5

12.0

0 10 20 30 40

日中の好きな時間に気兼ねなく集まれる居場所

健康づくりやレクリエーションなどのプログラムが用意してある居場所

住んでいる地域に関係なく、市内の好きなところに顔を出せる居場所

本、パソコンや将棋用具等の娯楽用具が置いてある居場所

決まった曜日や時間に集まれる居場所

町会・自治会単位で集まれる居場所

世代間の交流ができる居場所

その他

居場所は特に必要ない

無回答

(N=843)

（％）
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そ
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他
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場
所
は
特
に
必
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い

無
回
答

(N=843) 9.8 25.7 12.2 37.7 28.8 14.0 9.1 2.0 18.5 12.0

北西圏域 (n=125) 12.0 30.4 15.2 41.6 28.8 11.2 5.6 5.6 19.2 7.2

北東圏域 (n=217) 7.4 26.3 14.7 43.3 29.0 18.4 10.6 0.9 16.6 10.1

南西圏域 (n=234) 14.5 26.1 10.7 37.2 32.5 14.1 9.4 2.1 14.5 14.1

南東圏域 (n=223) 7.2 21.1 10.8 31.8 27.4 11.2 9.4 0.9 24.2 11.7

日
常
生
活

圏
域
別

全　　　体
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（３）高齢者の見守り支援 

 

ひとり暮らし世帯の割合は、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では 18.5％、在宅介護

実態調査では 38.1％、介護保険サービス利用意向調査では 29.2％となっています。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、介護保険サービス利用者意向調査では、ひとり暮

らしになった場合に利用したい見守り支援は、配食サービスや民生委員等の声掛けによる

安否確認や緊急通報システムの利用希望が高くなっています。（図表２６、２７） 

 

図表２６ 利用したい見守り支援（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

図表２７ 利用したい見守り支援（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険サービス利用意向調査 

36.9

34.5

32.7

27.4

23.6

11.4

7.1

4.0

14.7

0 10 20 30 40

定期的に配食サービスを提供することで、

配達業者が安否確認をしてくれる

緊急通報システム(ペンダント型発信器等)の貸出や

日常的に使う家電等に緊急通報装置を設置してくれる

民生委員やボランティア等が定期的に自宅を訪れ、声かけをしてくれる

定期的に電話をし、安否確認をしてくれる

定期的に携帯電話かパソコンにメールが送信され、返信をする

定期的に牛乳配達をすることで、配達業者が安否確認をしてくれる

定期的に理容助成券の給付を受けるために

市役所に出向くことで、市職員が安否確認をする

その他

無回答

（％）

（N＝843）

42.5

33.0

29.8

24.2

11.2

9.1

4.1

9.1

19.2

0 10 20 30 40 50

民生委員やボランティア等が定期的に自宅を訪れ、声かけをしてくれる

緊急通報システム(ペンダント型発信器等)の貸出や、

日常的に使う家電等に緊急通報装置を設置してくれる

定期的に配食サービスを提供することで、

配達業者が安否確認をしてくれる

定期的に電話をし、安否確認をしてくれる

定期的に牛乳配達をすることで、配達業者が安否確認をしてくれる

定期的に携帯電話かパソコンにメールが送信され、返信をする

定期的に理容助成券の給付を受けるために、

市役所に出向くことで、市職員が安否確認をする

その他

無回答 (N=339)

（％）
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４ 介護保険事業の推進 

 

（１）地域包括支援センター機能の充実 

 

地域包括支援センターのことを知らないと回答した方が 47.9％となっています。（図表

２８） 

地域包括支援センターに期待することについては、困難事例の相談が 70.8％と最も多く、

次いで多職種協働・連携による包括的・継続的ケアマネジメント支援 40.0％、高齢者の虐

待防止・権利擁護 36.9％の順となっています。（図表２９）  

 

図表２８ 地域包括支援センターを知っているか（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

図表２９ 地域包括支援センターに期待すること（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ケアマネジャー調査 

知っている

49.0％知らない

47.9％

無回答

3.1％

(N=843)

70.8

40.0

36.9

29.2

29.2

24.6

23.1

20.0

20.0

18.5

4.6

6.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

困難事例の相談

多職種協働・連携による包括的・継続的ケアマネジメント支援

高齢者の虐待防止・権利擁護

市役所などへの要望事項の取りまとめや仲介

ケアマネジャーに対する個別指導・相談

介護予防ケアマネジメント（要支援者の介護予防ケアプラン）を通じた介護予防

地域支援事業を通じた介護予防

地域包括支援センター内の担当区域におけるケアマネジャーのネットワークづくり

要援護高齢者の実態把握と対応

フォーマルサービスとインフォーマルケアの調整

その他

無回答

（％）

(N=65)
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（２）人材育成 

 

事業所におけるケアマネジャー数は、１事業所当たり 3.44 人で、平均在職年数は５年

から６年となっています。離職した方の割合は 13.9％で、離職理由としては、人間関係、

働きがい等の理由が多くなっています。 

コンプライアンスを前提とした信頼形成のためには、「人材育成」に力を入れたいと考え

る事業所が多くなっています。（図表３０） 

 

図表３０ 信頼を得るために大切なこと（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険サービス提供事業者調査 

 

65.5

65.5

48.3

44.8

43.1

36.2

34.5

32.8

32.8

24.1

19.0

17.2

5.2

5.2

0 10 20 30 40 50 60 70

人材育成（研修・学習会）

利用者への対応

サービス内容の充実

人材確保

経営理念・ビジョンの確立

情報収集及び提供方法

個人情報保護

組織体制

マニュアルや手引書の整備

就業環境整備（人件費・福利厚生等）

他機関（他事業所等）との連携

老朽化した施設の改善

その他

無回答

（％）

(N=58)
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第３節 日常生活圏域の特徴と地域課題 
 

４つの日常生活圏域ごとの特徴と地域課題は、次のとおりです。 

 

◆北東圏域（きた） 

＜特徴＞ 

 高齢化率は、19.9％で、４圏域中 2番目に低く、介護予防リスクは、認知機能低下リ

スクが４圏域中 1 番高くなっています。 

 地域活動に参加したい割合は、76.5％で、企画・運営に参加したい割合は、38.7％と

なっています。 

 日常生活圏域における社会資源について、他の圏域に比べて平均的な数になっていま

す。 

＜地域課題＞ 

 地域活動に参加したい方が多く、地域の通いの場づくり等、地域の社会資源も活用し

た人との交流が課題となっています。 
 

◆南西圏域（みなみ） 

＜特徴＞ 

 高齢化率は、23.0％で、４圏域中 1番高く、介護予防リスクは、運動器の機能低下リ

スクのある方が４圏域中 1 番高くなっています。 

 地域活動に参加したい割合は、69.7％で、企画・運営に参加したい割合は、47.5％と

なっています。 

 小金井さくら体操（以下「さくら体操」という。）の 1回当たりの平均参加者数は、４

圏域中 1 番低くなっています。 

＜地域課題＞ 

 生活支援体制の整備と企画運営の場づくりが課題となっています。また、坂の多い地

域で、安心して暮らせるための生活や移動のサポートも課題となっています。 
 

◆南東圏域（ひがし） 

＜特徴＞ 

 高齢化率は、21.5％で、市の平均に近い割合となっています。閉じこもり・うつリス

クのある方が４圏域中１番高くなっています。 

 地域活動に参加したい割合は、57.8％で、企画・運営に参加したい割合は、37.7％と、

いずれも４圏域中１番低くなっています。 

 医療や介護サービスが、他の圏域に比べて集積しています。 

 さくら体操の会場数、１回当たりの平均参加者数が、４圏域中１番多くなっています。 

＜地域課題＞ 

 より一層、さくら体操への参加を促し、閉じこもり防止と心身のフレッシュ等を図り、

多様な主体が連携し、高齢者の方が主役になる地域づくりを進めていくことが必要と

なっています。 
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◆北西圏域（にし） 

＜特徴＞ 

 高齢化率は、19.3％で、４圏域中１番低くなっています。介護予防リスクは、市の平

均に近い割合となっています。 

 地域活動に参加したい割合は、67.2％で、企画・運営に参加したい割合は、43.2％と

なっています。 

 大学等の教育・研究機関が集まっていますが、介護に関する資源は、４圏域中１番少

なくなっています。 

＜地域課題＞ 

 高齢者の方が担い手となり、生き生きと活動していくための講座や研修、他世代の方

との交流等、教育機関等とも連携したまちづくり活動を検討することが必要となって

います。 

図表３１ 日常生活圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口・高齢化率資料：市住民基本台帳（外国人登録含む）（平成２９年１０月１日現在） 

北東圏域（きた） 
（梶野町、関野町、緑町、本町２・３丁目、桜町１・３丁目） 
 

総人口 35,778 人 

0～39 歳 16,288 人 

40～64 歳 12,357 人 

65 歳以上 7,133 人 

高齢化率 19.9% 

 
 

 

北東圏域 

南東圏域 

南東圏域（ひがし） 
（東町、中町、本町１丁目） 
 
総人口 32,301 人 

0～39 歳 14,372 人 

40～64 歳 10,994 人 

65 歳以上 6,935 人 

高齢化率 21.5% 

 

北西圏域（にし） 
（本町４・５丁目、桜町２丁目、貫井北町） 
 

総人口 22,016 人 

0～39 歳 10,153 人 

40～64 歳 7,622 人 

65 歳以上 4,241 人 

高齢化率 19.3% 

 

 

北西圏域 

南西圏域（みなみ） 
（前原町、本町６丁目、貫井南町） 
 
総人口 29,889 人 

0～39 歳 12,524 人 

40～64 歳 10,499 人 

65 歳以上 6,866 人 

高齢化率 23.0% 

 

 

南西圏域 

＜６５歳以上人口の推移＞ ＜６５歳以上人口の推移＞ 

＜６５歳以上人口の推移＞ ＜６５歳以上人口の推移＞ 
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図表３２ 日常生活圏域における社会資源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市全体
北東圏域

（きた）
南東圏域
（ひがし）

南西圏域
（みなみ）

北西圏域
（にし）

出典

梶野町、関野町、
緑町、本町２丁目、
本町３丁目、桜町
１丁目、桜町３丁目

東町、中町、本町
１丁目

前原町、本町６丁
目、貫井南町

本町４丁目、本町５
丁目、桜町２丁目、
貫井北町

小金井きた
地域包括支援
センター

小金井ひがし
地域包括支援
センター

小金井みなみ
地域包括支援
センター

小金井にし
地域包括支援
センター

（桜町1-9-5） （中町2-15-25） （前原町5-3-24） （貫井北町2-5-5）

訪問系サービス
(か所）

訪問介護、訪問入浴介護、訪
問看護、訪問リハビリテーショ
ン、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護、夜間対応型訪
問介護

39 8 16 10 5 ※１

通所系サービス
(か所）

通所介護、通所リハビリテー
ション、短期入所生活介護、
認知症対応型通所介護、小
規模多機能型居宅介護、看
護小規模多機能型居宅介
護、地域密着型通所介護

46 13 14 11 8 ※１

生活環境整備系
サービス(か所）

福祉用具貸与、特定福祉用
具販売

2 0 2 0 0 ※１

計画作成系サー
ビス(か所）

居宅介護支援、介護予防支
援

39 9 10 13 7 ※１

居住系サービス
(か所）

特別養護老人ホーム、老人
保健施設、介護療養型、特定
施設、認知症対応型共同生
活介護

20 6 6 4 4 ※１

病院 4 1 2 1 0 ※２
診療所 75 22 24 12 17 ※２
薬局 47 16 16 4 11 ※２
歯科 65 15 20 11 19 ※２

45 9 16 8 12 ※１
さくら体操の参加人数（人／１回平均） 83 22 29 15 17 ※３

77 20 22 24 11 ※１
209 73 48 51 37 ※１
196 57 57 45 37 ※１
20 4 7 5 4 ※１
47 17 7 9 14 ※１
3 1 1 1 0 ※４

19 6 5 3 5 ※４
14 2 4 4 4 ※４
7 2 3 1 1 ※４
4 0 0 2 2 ※４

25 6 6 7 6 ※４
※１　市介護福祉課(平成２９年９月末日集計数値）
※２　小金井市わたしの便利帳(平成２７年度版）
※３　市介護福祉課（平成２９年３月末日集計数値）
※４　シニアのための地域とつながる応援ブック（平成２９年度版）

集会施設（か所）

さくら体操の会場数（か所）

緊急通報システムの利用者数（人）
配食サービスの利用者数（人）
ひと声牛乳の利用者数（人）
入浴券の利用者数（人）
理容券の利用者数（人）
ラジオ体操（か所）
サロン（か所）
カフェ（か所）
交流の場（か所）
介護予防（か所）

地域包括支援センター - -

医療機関数
(か所）
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第４節 市の介護保険の現状から（事業計画の実績） 
 

国の地域包括ケア「見える化」システムから、市のこれまでの事業計画の実績の分析な

らびに他自治体との比較を行い、市の介護保険事業の状況を整理します。 

 

１ 被保険者数、認定者数等について 

 

第６期事業計画期間中において第１号被保険者数、要介護認定者数、要介護認定率は増

加傾向となっています。 

平成２８年度の総給付費は 6,360,206,703 円で、第１号被保険者１人当たり給付費は

251,640 円でした。（図表３３） 

 

図表３３ 被保険者、要介護認定者の実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（平成２８年度のみ速報値） 

※「要介護認定率」は「要介護認定者数」を「第1号被保険者数」で除して算出 

※「第1号被保険者1人当たり給付費」は「総給付費」を「第1号被保険者数」で除して算出 

 

 

 

 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

第１号被保険者数 （人） 22,966 23,708 24,335 24,794 25,275

要介護認定者数 （人） 4,435 4,601 4,828 4,954 5,086

要介護認定率 （％） 19.3 19.4 19.8 20.0 20.1

総給付費 （円） 5,555,920,761 5,832,941,597 6,132,674,239 6,260,839,736 6,360,206,703

施設サービス （円） 1,858,582,300 1,876,409,390 1,925,052,917 1,891,361,568 1,889,483,302

居住系サービス （円） 893,323,314 948,482,612 986,329,092 1,067,429,637 1,122,921,270

在宅サービス （円） 2,804,015,147 3,008,049,595 3,221,292,230 3,302,048,531 3,347,802,131

第1号被保険者1人当たり給付費 （円） 241,919 246,033 252,010 252,514 251,640

実績値

第５期 第６期
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２ サービス利用人数・１人当たり回数・給付費等について 

 

サービスの利用人数をみると、平成２８年度の施設サービスの利用人数は 7,242 人、居

住系サービスの利用人数は 6,148 人となっています。 

在宅サービスについてみると、介護予防支援・居宅介護支援が 33,932 人と最も多く、

次いで福祉用具貸与 18,367 人、訪問介護 15,551 人、通所介護 12,304 人が続いてい

ます。（図表３４） 

1 人当たりの回数については、要介護では訪問介護が 19.3 回と最も多く、次いで訪問

リハビリテーション 11.3 回、認知症対応型通所介護 10.0 回となっています。要支援で

は訪問リハビリテーションが 9.1 回と最も多くなっています。（P２２２ 図表３５） 

サービス別の給付費については、施設サービスが 1,889,483,302 円、居住系サービス

が 1,122,921,270 円、在宅サービスが 3,347,802,131 円となっています。（P２２２ 

図表３６） 
 

図表３４ 施設サービス・居住系サービス・在宅サービス利用人数の実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

資料：厚生労働省『地域包括ケア「見える化」システム』（平成２４年度～平成２７年度）、 

   「介護保険事業状況報告」年報速報値（平成２８年度） 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

施設サービス 小計 （人） 6,843 7,003 7,176 7,116 7,242

介護老人福祉施設 （人） 3,811 3,994 4,181 4,168 4,327

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 （人） 0 0 13 12 12

介護老人保健施設 （人） 2,461 2,468 2,460 2,392 2,416

介護療養型医療施設 （人） 571 541 522 544 487

居住系サービス 小計 （人） 4,582 4,916 5,121 5,679 6,148

特定施設入居者生活介護 （人） 4,103 4,451 4,612 5,002 5,477

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人） 0 0 0 0 0

認知症対応型共同生活介護 （人） 479 465 509 677 671

在宅サービス 小計 （人） 89,263 96,540 102,375 108,119 111,352

訪問介護 （人） 15,276 16,241 16,824 16,672 15,551

訪問入浴介護 （人） 1,003 980 895 958 917

訪問看護 （人） 3,374 3,904 3,974 4,652 4,982

訪問リハビリテーション （人） 918 1,013 1,118 1,092 1,348

居宅療養管理指導 （人） 5,076 5,893 6,910 8,215 9,626

通所介護 （人） 11,782 12,933 14,263 15,943 12,304

地域密着型通所介護 （人） - - - - 4,640

通所リハビリテーション （人） 4,065 4,551 4,996 4,788 4,816

短期入所生活介護 （人） 1,681 1,723 1,657 1,614 1,595

短期入所療養介護（老健） （人） 693 675 670 704 697

短期入所療養介護（病院等） （人） 0 0 0 0 0

福祉用具貸与 （人） 13,938 15,134 15,985 17,263 18,367

特定福祉用具販売 （人） 498 482 532 469 445

住宅改修 （人） 416 400 434 423 405

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人） 26 128 107 109 116

夜間対応型訪問介護 （人） 257 288 292 231 121

認知症対応型通所介護 （人） 1,764 1,619 1,580 1,351 1,318

小規模多機能型居宅介護 （人） 69 98 99 88 172

看護小規模多機能型居宅介護 （人） 0 0 0 0 0

介護予防支援・居宅介護支援 （人） 28,427 30,478 32,039 33,547 33,932

第５期 第６期
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図表３５ 在宅サービス１人当たり回数の実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省『地域包括ケア「見える化」システム』（平成２４年度～平成２７年度）、 

   「介護保険事業状況報告」年報速報値（平成２８年度） 

 

図表３６ 施設サービス・居住系サービス・在宅サービス給付費の実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市介護福祉課 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

訪問介護 要介護 （回） 17.8 17.8 18.5 18.8 19.3

訪問入浴介護 要支援 （回） - - - 6.0 －

要介護 （回） 4.8 4.7 5.0 4.7 4.9

訪問看護 要支援 （回） 3.6 4.1 4.9 5.8 5.7

要介護 （回） 5.9 6.1 6.5 7.0 7.5

訪問リハビリテーション 要支援 （回） 8.6 8.8 8.6 9.5 9.1

要介護 （回） 9.6 9.9 11.1 12.2 11.3

通所介護 要介護 （回） 8.5 8.7 9.0 9.2 8.8

地域密着型通所介護 要介護 （回） - - - - 9.3

通所リハビリテーション 要介護 （回） 7.0 7.1 7.1 7.0 6.8

短期入所生活介護 要支援 （日） 4.7 4.7 3.8 6.4 5.0

要介護 （日） 7.9 7.9 8.1 8.2 8.5

短期入所療養介護（老健） 要支援 （日） 1.8 3.6 4.8 6.3 5.1

要介護 （日） 7.4 7.3 7.5 8.0 8.7

短期入所療養介護（病院等） 要支援 （日） - - - - －

要介護 （日） - - - - －

認知症対応型通所介護 要支援 （回） - - - 3.0 －

要介護 （回） 9.3 9.4 9.7 10.2 10.0

第５期 第６期

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

施設サービス 小計 （円） 1,858,582,300 1,876,409,390 1,925,052,917 1,891,361,568 1,889,483,302

介護老人福祉施設 （円） 995,619,313 1,034,647,298 1,079,877,204 1,056,421,766 1,072,797,847

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 （円） 0 0 2,913,590 2,851,112 2,836,147

介護老人保健施設 （円） 651,579,251 651,904,050 652,710,168 631,738,443 643,231,186

介護療養型医療施設 （円） 211,383,736 189,858,042 189,551,955 200,350,247 170,618,122

居住系サービス 小計 （円） 893,323,314 948,482,612 986,329,092 1,067,429,637 1,122,921,270

特定施設入居者生活介護 （円） 770,279,387 828,484,328 859,163,481 897,284,312 952,915,028

地域密着型特定施設入居者生活介護 （円） 0 0 0 0 0

認知症対応型共同生活介護 （円） 123,043,927 119,998,284 127,165,611 170,145,325 170,006,242

在宅サービス 小計 （円） 2,804,015,147 3,008,049,595 3,221,292,230 3,302,048,531 3,347,802,131

訪問介護 （円） 683,127,307 714,869,672 759,684,305 740,530,150 704,931,661

訪問入浴介護 （円） 58,885,400 56,180,837 55,413,277 56,577,240 54,890,823

訪問看護 （円） 123,249,610 140,803,273 147,545,162 177,412,691 195,302,454

訪問リハビリテーション （円） 25,784,170 29,252,749 36,001,206 38,271,837 44,476,954

居宅療養管理指導 （円） 65,553,570 78,639,813 95,405,227 113,238,882 130,960,924

通所介護 （円） 699,219,821 769,845,313 851,455,348 909,636,999 594,571,182

地域密着型通所介護 （円） - - - - 351,300,848

通所リハビリテーション （円） 231,824,783 258,097,211 279,996,029 257,105,617 252,856,331

短期入所生活介護 （円） 111,329,574 116,537,327 114,429,631 112,925,520 112,775,425

短期入所療養介護（老健） （円） 49,775,098 48,973,925 50,298,734 54,272,722 58,664,616

短期入所療養介護（病院等） （円） 0 0 0 0 0

福祉用具貸与 （円） 190,028,178 206,866,976 217,788,711 224,855,356 229,237,708

特定福祉用具販売 （円） 13,123,057 13,031,823 15,018,028 14,024,385 13,435,389

住宅改修 （円） 43,020,380 37,244,351 40,075,687 38,482,826 35,534,013

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （円） 3,803,444 18,813,337 16,434,027 19,673,871 22,594,227

夜間対応型訪問介護 （円） 4,995,862 7,139,163 6,740,189 4,173,234 2,401,615

認知症対応型通所介護 （円） 187,849,173 175,175,093 178,285,934 165,009,821 153,712,363

小規模多機能型居宅介護 （円） 15,367,516 17,580,989 18,797,389 13,605,850 26,022,556

看護小規模多機能型居宅介護 （円） 0 0 0 0 0

介護予防支援・居宅介護支援 （円） 297,078,204 318,997,743 337,923,346 362,251,530 364,133,042

第５期 第６期
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３ 第 1 号被保険者 1 人当たりの在宅サービス・施設および居住系サー

ビス給付月額の分析（他自治体との比較） 

 

平成２７年の第 1号被保険者 1 人当たり給付月額をみると、市は、全国、東京都と比較

し、在宅サービス、施設および居住系サービス共に給付が少なくなっています。東京都の

市部においては、在宅サービスは平均的な水準に位置し、施設および居住系サービスにお

いては低くなっています。（図表３７） 

 

図表３７ 第 1 号被保険者 1 人当たり給付月額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省『地域包括ケア「見える化」システム』（平成２７年） 
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)

施設および居住系サービス調整給付月額(円)

全国 東京都 小金井市 その他

調整済み第1号被保険者1人当たり給付月額（在宅サービス・施設および居住系サービス）

○全国（施設：9,429円 在宅：10,584円）

○東京都（施設：9,203円 在宅：10,377円）

○小金井市（施設：8,836円 在宅：9,480円）
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第５節 第６期事業計画の評価から 

 
ここでは、第６期事業計画の４つの基本施策について評価します。 

 

１ 「健康づくり・生きがいづくり」について 

 
（１）高齢者の就労・社会参加の支援 

 

敬老会やひとりぐらし高齢者交流会、高齢者いきいき活動講座の開催等により、交流の

場の確保と推進を図りました。 

また、シルバー人材センターに対する補助金の交付のほか、シルバー人材センターが実

施する事業の市報掲載、活動場所の提供を行うとともに、就労を希望する高齢者の方に対

して、シルバー人材センターの案内を行いました。 

高齢者の方にとって、いきいきとした心身状態をできる限り維持できることが重要であ

り、そのためには、趣味や生きがいを持てるような社会参加の場が必要です。 

また、自分の知識や技能をいかす仕事へのニーズがあることから、個人の特性に合わせ

た就労の施策の検討が必要です。 

 

（２）健康づくり・介護予防の推進 

 

市では、平成２８年１０月から介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」と

いう。）を開始しました。 

デイサービス認定サブスタッフとして新たな担い手となる元気高齢者の養成を一定行う

とともに、さくら体操自主グループの活動やグループのリーダーを育成する介護予防ボラ

ンティア養成講座等を含め、今後も地域での自主的な活動の新規参加者の増加をめざして

います。より多くの方に住民主体の活動の担い手となっていただくような取り組みを進め

ていくことが必要です。 

また、要介護度が軽度の方が多く、現在の健康状態は比較的良好であるため、引き続き、

介護予防や重度化防止に向けた施策の展開が必要です。 
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２ 「地域で暮らし続ける仕組みづくり」について 

 

（１）在宅生活支援の充実 

 

市や地域包括支援センターにおいて、家族介護者の方の相談に随時対応したほか、家族

介護教室や家族介護継続支援、やすらぎ支援（認知症高齢者家族支援）、特別短期生活介護

により、家族介護者の方の支援を行いました。 

また、高齢者住宅の管理・運営、情報提供のほか、認知症対応型共同生活介護施設の開

設、特別養護老人ホームの開設に向けての支援を行いました。 

多くの方が在宅生活の継続を希望していることを踏まえ、引き続き、重度化防止、認知症

施策の推進、在宅で暮らし続ける仕組みづくりが必要です。 

特に、地域密着型サービスの定期巡回型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護は、サ

ービス利用の計画値を下回っており、今後、活用を図っていく必要があります。 

 

（２）認知症施策の推進 

 

認知症地域支援推進員と連携し、認知症についての相談

の対応を行ったほか、認知症への理解を広めるための認知

症講演会や認知症サポーター養成講座およびフォローア

ップ講座を実施しました。 

また、もの忘れ相談シートの活用および活用事例につい

て検討する認知症連携会議の実施、認知症初期集中支援事

業の実施、さらに、認知症への理解を広め、関係機関との

連携促進を図って認知症ケアパス（認知症安心ガイドブッ

ク）を作成しました。 

今後も、市民の方の認知症への理解促進、関係機関との

連携推進や、認知症の方と家族の方の支援を進める必要があります。 

 

（３）在宅医療と介護の連携の推進 

 

医療と介護の連携について、在宅医療・介護連携推進会議を年３回実施し、検討を重ね

ました。 
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また、医療・介護等関係者の方を対象に相談対応や研修等を実施する在宅医療・介護連

携支援室を開設しました。地域の医療資源を把握し、まとめた医療資源マップを作成し、

市民の方および関係者の方に配布したほか、在宅医療についての普及啓発のため、講演会

の開催やパンフレットの発行をしました。 

介護度の高い方でも、訪問診療を活用することで在宅生活を継続できる可能性があり、

在宅生活の継続に当たっては、費用負担の軽減よりも、緊急時に対応してくれる医師が必

要とされています。より一層の医療と介護の連携、介護多職種の連携、また、在宅医療に

関する市民啓発を進める必要があります。 

 

（４）地域支援体制の充実 

 

地域包括ケアシステムの構築を見据え、地域包括支援セ

ンターの機能向上を図りました。 

地域ケア会議では、各日常生活圏域の課題を共有し、自

助、互助、共助、公助※の方策を検討しました。また、市お

よび地域包括支援センターに生活支援コーディネーターを

配置し、生活支援協議体（以下「協議体」という。）の設置

を行ったほか、地域資源情報をまとめた冊子（シニアのた

めの地域とつながる応援ブック）を発行しました。 

地域包括支援センターには、引き続き、困難事例の相談

や多職種協働・連携による包括的・継続的ケアマネジメン

トの支援、生活支援体制の整備、地域ケア会議での地域課題への対応とコーディネートが

期待されています。 

 

※「自助」は「自分のことを自分でする」ことに加え、市場サービスの購入も含む。 

 「互助」は相互の支え合いで、費用負担が制度的に裏付けられていない自発的なもの。 

 「共助」は介護保険等リスクを共有する仲間（被保険者）の負担。 

 「公助」は税による公の負担。 

 

資料：「地域包括ケアシステムの構築における 【今後の検討のための論点整理】 －概要版－」 

（平成２５年 3 月 地域包括ケア研究会） 
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３ 「地域で支え合う仕組みづくり」について 

 

（１）地域支え合い活動の充実 

 

介護予防ボランティアを養成し、介護予防体操に取り組む地域の自主グループの立ち上

げを行い、地域リハビリテーション活動支援事業の一環として、小金井さくら体操自主グ

ループへのリハビリテーション専門職の巡回支援を実施しました。また、生活支援コーデ

ィネーターを中心に介護予防につながる市民活動団体を掘り起こし、新たな居場所づくり

を支援しました。 

介護予防の観点から、参加意向の高い市民の方を巻き込む仕組みが必要です。そのため

にも、介護予防・生活支援・地域づくりが一体となり、本人へのアプローチによる介護予

防と支え合いを軸にした住民主体の活動が連動した地域づくりの取り組みへと発展させて

いくことが重要です。 

 

（２）高齢者の見守り支援の充実 

 

７５歳、８０歳の対象者の方を訪問して、見守りが必要な方を把握し、近隣関係者の方

とともに見守り支援のネットワーク体制を構築したほか、民間事業者と協定を締結し、民

間事業者の協力による見守り体制を構築しました。 

ひとり暮らし世帯は、３割程度となっており、安否確認や緊急通報システムのニーズが

あるなか、システムによる見守りに加え、ご近所の温かい付き合いや見守り等、ソフト面

においても力を入れる必要があります。 

また、サービス拒否等の理由でサービスが届かない方を発見する仕組みや、優先的に情

報を伝えて支援する仕組み等が必要です。 

 

（３）権利擁護の充実 

 

認知症高齢者の方や虐待を受けている高齢者の方に対し、権利擁護センターを紹介する

とともに、迅速な保護・支援を行えるよう、地域包括支援センター、権利擁護センター、

病院、保健所、関係機関や民間団体等と連携を図りました。 

引き続き、消費者被害や高齢者虐待等の問題を未然に防ぎ対応する仕組みや、優先的に

情報を伝えて支援する仕組み等が必要です。 
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（４）避難行動要支援者支援の充実 

 

関係各課による情報提供を受け、避難行動要支援者名簿を一定整備しました。 

また、市内福祉施設と福祉避難所の協定を締結し、避難行動要支援者の方に対する支援

体制の拡充を図りました。 

今後も、福祉避難所の協定締結をさらに進め、避難行動要支援者名簿の普及啓発を図る

必要があります。 

そのほか、災害時の被害をより少なくするための対策として、引き続き、家具転倒防止

器具等の取付を推進していく必要があります。 

 

４ 「介護保険事業の推進」について 

 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期事業計画においては、在宅の介護・予防

施策共に新たな基盤整備が行われたことや、総合事業の開始等、新たな取り組みが行われ

た期間であり、また、認知症施策や在宅医療・介護の連携等の取り組みにおいても転換期

にあったといえます。 

今後、より良い介護保険制度を運営していくためには、市民の方への情報提供による周

知と併せて、給付の適正化についても充実する必要があります。また、市全体のまちづく

りと併せて、高齢者の方の介護予防・生活支援を進めるための地域ケア会議や協議体の充

実、ケアの質を高めるための介護人材の確保やケアマネジメントの支援等に取り組む必要

があります。 
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第６節 まとめ 
 

市の高齢者人口は増加しており、前期高齢者の方は平成３２年以降に減少するものの、

後期高齢者の方は増え続け、平成３７年には高齢化率が 24.1％になると推計されています。 

後期高齢者の方の増加に伴って、要介護・要支援認定者数も増加する傾向にありますが、

市では東京都と比べて要支援１、要介護１の方の構成比率が高く、要介護度が比較的軽度

の方が多いことが特徴となっています。 

 

市内には、元気な高齢者の方が多く、自分の知識や技能をいかして働くことや、地域・

サークル活動や健康づくり活動への参加の意欲も高くなっています。 

しかしながら、年代が上がるとともに、運動機能や転倒、閉じこもり、認知機能、うつ

傾向等のリスクが高まり、特に８５歳以上の方では、リスク者の割合が高くなる傾向があ

ります。 

このため、高齢者の方が心身の健康をできる限り維持し、趣味や生きがいを持って、い

きいきと社会参加できるよう、生きがいのある充実した生活の支援が必要です。 

 

また、高齢者の方の多くは、在宅での生活を続けたいと希望しています。在宅生活を続け

る上において、「自宅に定期的に訪問したり、緊急時にも対応してくれる医師がいること」

へのニーズが高くなっています。市は、これまでも地域包括ケアシステムの構築に向けて、

様々な取り組みを行ってきましたが、住み慣れたまちに住み続けたい方が、可能な限り住み

続けることを支援するため、地域包括ケアシステムの深化・推進が必要となっています。 

また、現在、在宅介護を受けている状況において、主な介護者の方は子どもや配偶者の

方が多く、就労している介護者の方も少なくありません。就労している介護者の方は、介

護のために仕事を調整しており、不安定な状況で介護をする方が多く、介護者の方が不安

に感じる点として、認知症状への対応等が挙げられます。 

引き続き、医療と介護の連携や地域支援体制等、在宅で暮らし続けるための仕組みの充

実、認知症施策の推進、家族介護者の方への支援等、地域で自立して暮らし続ける仕組み

づくりが必要です。 

 

市では、これまでに民間事業者とも協定を締結する等、見守り支援の体制・ネットワー

クを構築してきました。高齢者の方がひとり暮らしになった場合に備えて、安否確認や万

一に備えた緊急通報のニーズは高く、引き続き、見守り支援の体制の充実を図る必要があ

ります。 
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高齢者の方の生活支援に関わることは、元気な高齢者の方の介護予防や生きがいにもつ

ながることから、自らが住民主体の活動の担い手となり、支援の必要な高齢者の方を支え

る側にまわっていただくような仕組みの充実を図る必要があります。 

今後は、住民主体の活動の担い手となる人材の育成に加えて、実際に活動していただく

場の提供等に取り組み、地域の支え合いの輪の拡充を図ることが必要です。 

 

市の介護保険の給付の現状をみると、東京都と比較し、在宅サービス、施設および居住

系サービス共に給付が少なくなっています。しかし、第１号被保険者数、要介護認定者数、

要介護認定率は増加傾向にあり、サービスの利用人数や、１人当たりの利用回数、給付費

等が年々伸びる傾向にあります。 

このため、自立支援・介護予防・重度化防止の取り組みの推進、介護人材の確保、介護

保険制度の健全な運営に向けた給付の適正化を進めていくことが必要です。介護保険制度

に対する市民の方の理解を深めると同時に、サービスの選択に役立つ情報提供等、介護保

険事業の推進が必要です。 

 

以上のことから、第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画では、基本目標として

「１ 生きがいのある充実した生活の支援」、「２ 地域で自立して暮らし続ける仕組みづ

くり」、「３ 地域の支え合いの輪の拡充」、「４ 介護保険事業の推進」を掲げ、施策を展

開していくこととします。 

 

 
・ 元気な高齢者の方が多いが、年代が上がる

とともに運動機能等のリスクが高まる 

・ 高齢者の方の多くは在宅での生活を希望

しており、地域包括ケアシステムの深化・

推進が必要 

・ 就労する家族介護者の方も少なくない 

・ 安否確認や緊急通報のニーズが高く、見守

り支援の充実が必要 

・ 住民主体の活動について、担い手の育成、

活動の場の提供等が必要 

・ 介護保険の利用者数や利用回数、給付費は

伸びる傾向にある 

・ 健全な運営に向けた給付の適正化、市民の

方の制度理解を深めることが必要 

基本目標 

１ 生きがいのある充実した生活の支援 

基本目標 

２ 地域で自立して暮らし続ける仕組みづくり 

基本目標 

３ 地域の支え合いの輪の拡充 

基本目標 

４ 介護保険事業の推進 
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第３章 計画の理念と視点 
 

第１節 計画の理念 
 

１ 人間性の尊重（個人の尊厳） 

 

高齢者の方が生涯にわたり、社会を支える一員として、個人の尊厳が守られ人間性が尊

重されるような社会をつくります。また、個人が大切にしてきた生活を継続し、また、自

己実現に向けて活躍できるよう、本人の自己決定を尊重する仕組みを確立します。 

 

２ 自立の確保（自立に向けた総合的支援） 

 

高齢者の方一人ひとりの心身の状態に応じて生活の質が確保された状態を維持していく

ために、自らの生活を自ら支える「自助」を支える取り組みを支援します。 

また、高齢者の方が自分の意思に基づき、その能力に応じて、可能な限り地域で自立し

た生活を営むことができるよう、生活支援や医療介護、予防等の包括的な支援の仕組みを

充実します。 

 

３ 支え合う地域社会づくり 

 

市民、自治会・町会、ボランティアグループ、ＮＰＯ、医療関係者、介護事業者、その

ほか民間企業、行政等が連携し、地域の資源とネットワークをいかして、豊かな超高齢社

会に向けて、支え合う地域社会づくりを進めます。 
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第２節 計画の視点 
 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

国は、高齢者の方の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れ

た地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な

支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進しています。 

市では、４つの日常生活圏域を設定し、地域包括支援センターを中心として、日常生活

圏域ごとの相談支援体制を整えるとともに、市独自の介護予防体操「さくら体操」の普及、

居宅・施設サービスや地域密着型サービスの拡充、大学・医師会等とも連携した認知症や

在宅医療に関する多職種連携を早期から進める等、地域包括ケアシステムの礎を築いてき

ました。 

第７期事業計画では、団塊の世代が７５歳以上となる平成３７（２０２５）年をしっか

りと見据え、介護を取り巻く新たな社会問題も踏まえながら、さらなる在宅支援の充実と、

介護予防・重度化防止、地域で自立して暮らし続け、支え合う仕組みづくりに取り組みま

す。 

 

２ 介護保険制度の健全な運営 

 

市の介護保険は、都内自治体でも標準的な位置にあり、これまでの制度改正等に沿って、

適正な運営を続けてきました。今後は、後期高齢者の方が増加していくなか、介護保険サ

ービスの需要が大きくなります。そのほか、ひとり暮らしの方や高齢者の方のみの世帯が

増加することで、これまで以上に生活支援に関するサービスの需要も高まります。 

また、利用者負担割合の負担増や総報酬割等、介護保険制度に関する法改正もあるなか、

今後も介護保険制度を巡る環境が刻々と変化することが予想されることから、社会連帯と

しての介護保険制度に対する理解を深め、制度の健全な運営を進めるとともに、ケアマネ

ジメントの質の向上や給付の適正化を進め、サービスを必要とする方に必要なサービスが

提供されるような提供体制の確保と制度運営をめざします。 
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図表３８ 市地域包括ケアシステムの取り組み 

 

 

 

 

 

 

地域ケア会議の充実 

地域ケア会議（介護保険運営協議会）、小地域ケア会議（4圏域ごと）、 

個別地域ケア会議（事例ごとに必要時） 

地域のコミュニティ 

地域包括支援センター 市 

 

在宅医療と介護連携の推進  
第1層協議体 

第2層協議体 

生活支援コーディネーターによる 

マッチング、ネットワークづくり、地域活動支援 

ファシリテーター連絡会 

民生委員との町別協議会 

地域懇親会 

応援ブックの作成 

情報交換会 

 

生活支援体制整備事業の推進 

在宅医療・介護連携推進会議 

在宅医療・介護連携支援室 

在宅医療・介護関係者向けの研修 

在宅医療に関する市民向け講演会 

医療資源マップ 

在宅医療・介護に関するリーフレット 

 
認知症地域支援推進員 

認知症初期集中支援事業 

認知症高齢者やすらぎ支援事業 

小金井もの忘れ相談シート 

認知症ケアパス 

認知症サポーター養成講座 

およびフォローアップ講座 

認知症講演会 

認知症連携会議（医師会） 

認知症チェックサイトシステム 

認知症施策事業推進委員会 

行方不明高齢者等情報共有サイト 

（東京都） 

 

認知症施策の推進 

 
サブスタッフ養成事業 

認定ヘルパー養成講座 

地域包括支援センターの機能強化 

ケアマネジメントの質の向上 

ケアプラン指導事業 

介護支援ボランティアポイント事業 

地域リハビリテーション活動支援事業 

介護予防・日常生活支援総合事業 

の推進 

家族介護教室 

家族介護継続支援事業 

家族介護者への支援の充実 

健康づくりの推進 

小金井さくら体操自主グループ 

介護予防ボランティア養成講座 

高齢者学級  等 

権利擁護センターとの連携協力体制の強化 

福祉オンブズマン制度の周知 

市民後見人の育成 

高齢者虐待の対策  等 

権利擁護事業の推進 

介護保険サービスの利用支援 

サービスの質の向上 

低所得者への配慮 

給付の適正化事業 

利用者および介護者の支援 

介護保険事業の推進 

緊急通報システム・火災安全システム 

徘徊高齢者探索サービス 

ひと声訪問（牛乳の配達） 

友愛活動員の訪問 

やすらぎ支援（認知症高齢者家族支援） 

高齢者地域福祉ネットワーク（民生委員による地域の見守り） 

高齢者の見守り支援の充実 
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第４章 施策の展開 
 

第１節 高齢者保健福祉施策の体系 
 
 

 

 【基本目標】 【基本施策】 【基本理念】 

 

支
え
合
う
地
域
社
会
づ
く
り 

自
立
の
確
保
（
自
立
に
向
け
た
総
合
的
支
援
） 

 

人
間
性
の
尊
重
（
個
人
の
尊
厳
） 

 
 

 
 

 
 

 

 

２ 地域で自立して暮らし 

続ける仕組みづくり 

 

１ 生きがいのある 

充実した生活の支援 

（１）高齢者の就労・社会参加支援 

（２）健康づくり・介護予防の推進 

（１）在宅生活支援の充実 

（２）認知症施策の推進 

（３）在宅医療と介護の連携の推進 

（４）生活支援体制整備の推進 
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【個別事業・取り組み】 【施策】 

【個別事業・取り組み名の定義】 

・充実：第７期事業計画でさらに質を向上していく事業 

・推進：第７期事業計画でさらに質と量を向上していく事業 

・実施：第７期事業計画で新しく始める事業 

・検討：第７期事業計画で事業の検討を始めるもの 

・継続：第６期事業計画から引き続き現状維持で続けていく事業 

 

※ ☆は地域の通いの場づくりに資する事業 

★は新規に開始する事業 

地域課題解決方法の協議（地域ケア会議）の充実／生活支援コーディネータ
ーによるマッチングやネットワークづくりの充実／地域で活動する担い手育
成の推進／☆生活支援体制整備に係る地域活動支援の充実 

②生涯学習・生涯スポーツの推進 

③交流の場の確保と推進 

①健康づくりの推進 

②介護予防・重度化防止の推進 

①地域に密着したサービスの基盤整備 

②介護保険外サービスの充実 

③相談支援の充実 

④安心できる住まい・住まい方の支援 

⑤家族介護者への支援の充実 

①認知症施策の推進と理解の醸成 

②認知症のケア・医療の充実 

③認知症の方と家族を支える地域づくり 

①在宅医療をサポートする体制づくり 

②在宅医療・介護連携のための情報共有 

③在宅医療のための市民啓発 

①生活支援体制整備事業の推進 

市内大学等との連携による活動支援の検討／健康・スポーツ活動の支援の充
実 ※他計画再掲／文化学習事業の充実 

敬老行事等の継続／おとしより入浴事業の継続／高齢者いきいき活動事
業の推進／☆老人クラブ（悠友クラブ）活動支援と高齢者いこいの部屋
利用の推進／☆高齢者（いきいき）農園の継続 ※他計画再掲／☆★ひ
とりぐらし高齢者会食会・交流会の実施 

☆さくら体操の推進／健康相談・指導の充実 ※他計画再掲／健康診査等の
充実 ※他計画再掲／感染症の予防の推進／高齢者のこころのケアの充実／
歯と口腔の健康の充実 ※他計画再掲 

介護予防・日常生活支援総合事業の推進／介護予防ケアマネジメントの推進
／☆住民主体の活動の推進 

介護保険サービスの利用支援の充実／地域密着型サービスの推進 

高齢者保健福祉サービスの充実（配食サービス、おむつサービス、寝具乾燥
等）／高齢者等の移動・移送手段の確保の継続 ※他計画再掲 

地域包括支援センターの機能の充実 

住宅改修相談事業の推進／高齢者自立支援住宅改修給付事業の推進／家具転
倒防止器具等取付の推進／高齢者住宅の適正な管理・運営の継続 ※他計画
再掲／公営住宅の情報提供体制整備の継続／高齢者の新たな住まいと住まい
方の検討／特別養護老人ホーム整備の検討 

介護者の負担軽減の推進／☆家族介護継続支援事業の充実 ※本計画再掲 

認知症の理解促進の充実／認知症施策事業推進委員会の充実 

認知症サポーター養成講座の充実／認知症地域支援推進員連絡会の充実／☆
★地域の居場所づくり（認知症カフェ等）の実施／やすらぎ支援（認知症高齢
者家族支援活動）の充実／☆家族介護継続支援事業の充実 

認知症の相談・支援体制の充実／認知症連携会議の充実／認知症初期集中支
援事業の充実 

在宅医療・介護連携支援室の充実／在宅医療・介護連携推進会議の充実 

在宅医療資源マップの充実／在宅医療・介護多職種連携の研修会の充実 
在宅医療リーフレットの充実／在宅医療に関する市民啓発（市民向け講演
会）の充実 

☆シルバー人材センターへの支援の推進／「こがねい仕事ネット」における
就労支援の充実 

①高齢者の就労支援 

在宅医療資源マップの充実／在宅医療・介護多職種連携の研修会の充実 
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３ 地域の支え合いの輪の

拡充 

（１）地域づくり・支え合い活動の 
推進 

（２）高齢者の見守り支援の充実 

（３）権利擁護の推進 

【基本目標】 【基本施策】 【基本理念】 

 

支
え
合
う
地
域
社
会
づ
く
り 

自
立
の
確
保
（
自
立
に
向
け
た
総
合
的
支
援
） 

 

人
間
性
の
尊
重
（
個
人
の
尊
厳
） 
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①地域づくりの推進 

②ボランティア活動支援 

①行政による見守り支援 

②地域のネットワーク 

日常生活圏域別地域づくりの推進／地域課題解決方法の協議（地域ケア会
議）の充実 ※本計画再掲／☆★地域の居場所づくり（カフェ、サロン等）
の実施 

☆さくら体操の推進 ※本計画一部再掲／ボランティアセンターでの活動支援
の継続 ※他計画再掲／☆介護支援ボランティアポイント事業の推進 

緊急通報システム・火災安全システム機器の貸与の推進／高齢者地域福祉ネ
ットワーク事業の充実 ※他計画再掲／高齢者見守り支援事業の推進／避難
行動要支援者支援体制の充実 ※他計画再掲 

事業者との連携による見守りの推進／☆住民主体の活動の推進 ※本計画再
掲／見守り支援の協力体制の検討 

①権利擁護事業の推進 

②高齢者虐待防止の推進 

消費者被害の防止の推進／福祉サービス苦情調整委員制度の継続 ※他計画
再掲／権利擁護センター利用の推進 ※他計画再掲 

高齢者虐待防止の推進 

【個別事業・取り組み】 【施策】 

【個別事業・取り組み名の定義】 

・充実：第７期事業計画でさらに質を向上していく事業 

・推進：第７期事業計画でさらに質と量を向上していく事業 

・実施：第７期事業計画で新しく始める事業 

・検討：第７期事業計画で事業の検討を始めるもの 

・継続：第６期事業計画から引き続き現状維持で続けていく事業 

 

※ ☆は地域の通いの場づくりに資する事業 

★は新規に開始する事業 
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第２節 施策展開 
 

基本目標１ 生きがいのある充実した生活の支援 

 

高齢者の方が生きがいを持ち、それまで培った技能や技術を発揮する等、担い手の側に

まわり活躍ができる健康長寿の社会づくりをめざします。 

また、心身機能が低下したり、生活習慣病、要介護状態にならないよう介護予防、重度

化防止のための事業を展開します。 

 

基本施策（１） 高齢者の就労・社会参加支援 

 

高齢者の方自らが生きがいを持って生活できるように、市民活動団体、大学等からの協

力を得て、働く機会や生涯学習への参加促進等、就労や社会参加の場と機会を提供します。 

 

① 高齢者の就労支援 

関係機関と連携し、就労を望む高齢者の方の適性と能力に応じた就労を支援します。ま

た、市の仕組みを活用した就労支援を促します。 

事業名 内容 担当課 

１☆ 

シルバー人材センター

への支援の推進 

高齢者の方の就業の場を提供するシルバー人材セ

ンターに対し継続的に補助金の交付を行うほか、加

入者の方の促進や就業率の向上をめざし、事業内容

の広報支援を行います。 

＜目標＞ 

就業率 90%以上 

介護福祉課 

２ 

「こがねい仕事ネット」

における就労支援の充実 

市が運営する就労支援サイト「こがねい仕事ネッ

ト」において、就労等に関する情報提供やセミナー

等の情報提供を積極的に行い、高齢者の方を含めた

就労支援を行います。 

経済課 
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② 生涯学習・生涯スポーツの推進 

高齢者の方の価値観・ライフスタイルの多様化や高い学習意欲、健康・体力づくりへの

指向に対応し、自由に生涯学習・生涯スポーツを行える機会を提供します。 

事業名 内容 担当課 

３ 

市内大学等との連携に

よる活動支援の検討 

東京学芸大学・東京農工大学等の連携校とともに

高齢者の方のニーズに対応した講座・セミナー、プ

ロジェクトを企画・実施します。 

介護福祉課 

４ 

健康・スポーツ活動の

支援の充実 

※他計画再掲 

シニアスポーツフェスティバル等、高齢者の方の

健康の維持・増進を図るとともに体力づくりを通し

て明るく充実した日常生活が送れるように努めま

す。 

生涯学習課 

５ 

文化学習事業の充実 

各公民館において高齢者学級や各種講座を実施す

るとともに、自主グループの支援を行います。 
公民館 

 

③ 交流の場の確保と推進 

高齢者の方が、地域コミュニティのなかで活躍や交流ができる機会を増やし、他世代の

方とともに、交流・活動できる場と機会を提供します。 

 

 

 

事業名 内容 担当課 

6 

敬老行事等の継続 

高齢者の方の長寿をお祝いするとともに、楽しい

ひと時を過ごせるよう、高齢者の方（シルバー人材

センター）自らの企画による敬老会等を引き続き実

施します。 

介護福祉課 

７ 

おとしより入浴事業の

継続 

高齢者の方の憩いの場を提供することを目的とし

て浴場組合と協力し、世代を越えた交流の場となる

よう、６５歳以上の高齢者の方と小学生以下の児童

を対象に無料入浴デーを実施します。また、広報を

充実する等の取り組みを行い、事業の啓発に努め、

利用の促進を図ります。 

介護福祉課 

８ 

高齢者いきいき活動 

事業の推進 

高齢者いきいき活動推進員が中心となり、趣味、

体操等、健康増進活動、各種講座、そのほかの高齢

者生きがい活動を実施します。また、いきいき活動

講座については、促進に向けて、広報等の充実を図

ります。 

＜目標＞ 

高齢者いきいき活動講座参加率 100% 

介護福祉課 
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事業名 内容 担当課 

9☆ 

老人クラブ（悠友クラ

ブ）活動支援と高齢者い

こいの部屋利用の推進 

高齢者の方の生活を健全で豊かなものにし、高齢

者の方の福祉の増進に資することを目的として補助

金を交付し、健康づくりに係る活動を支援します。

また、市内の老人クラブ（悠友クラブ）や高齢者グ

ループ等の定期的な地域活動や、健康増進を目的と

する活動のための会場として「高齢者いこいの部屋」

の支援も行います。 

＜目標＞ 

高齢者いこいの部屋稼働率 65%以上 

介護福祉課 

１０☆ 

高齢者（いきいき）農

園の継続 

※他計画再掲 

農地所有者の方の協力を得て、６０歳以上で耕作

地を持たない高齢者の方に対し、高齢者（いきいき）

農園事業を継続しながら、野菜や草花等の栽培・収

穫を通じて高齢者の方の健康促進と仲間づくりを図

ります。 

経済課 

１１☆新規 

ひとりぐらし高齢者 

会食会・交流会の実施 

６５歳以上ひとり暮らし等の高齢者の方に対し、

会食を通じた交流会を実施します。 

＜目標＞ 

実施数 ４か所 

介護福祉課 
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基本施策（２） 健康づくり・介護予防の推進 

 

高齢者の方が、健やかで質の高い生活を維持し、健康寿命を延ばしていくことができる

よう、疾病予防と早期発見も含めた多様な健康づくり事業を推進します。 

また、介護予防ケアマネジメントのもと、総合事業を充実させていきます。さらに、地

域の実状に応じた住民主体の集いの場づくりを推進します。 

 

① 健康づくりの推進 

市のご当地介護予防体操「さくら体操」を通じた地域での健康づくり支援を推進します。

また、加齢による身体機能や生活機能の低下を抑え、疾病の予防と早期発見および健康づ

くりのため、各種健康相談の充実を図ります。健康診査の活用や、かかりつけ医との連携

等により、高齢者の方の健康生活づくりを図ります。 

事業名 内容 担当課 

１２☆ 

さくら体操の推進 

６５歳以上の高齢者の方を対象に介護予防と健康

増進を目的としたさくら体操の自主グループを市内

で活性化させるため、様々な啓発イベントや体操の

会場に市内のリハビリテーション専門職が巡回する

ことで周知を図ります。定期的に体操を行う会場数

や参加者数を増やすことをめざします。また、市内

在学・在勤で講座修了後、週１回程度活動できる方

を対象に、介護予防の基礎知識を広く習得し、さく

ら体操の自主グループで活動するボランティア（介

護予防リーダー）を養成する講座を年１回実施しま

す。 

＜目標＞ 

さくら体操の会場数・参加者数 前年度 5%増 

介護予防リーダー養成 年１０人以上 

介護福祉課 

１３ 

健康相談・指導の充実 

※他計画再掲 

健康保持・増進と疾病予防のために健康や栄養、

歯と口腔に関する相談を実施するほか、医科や歯科

に関する講演会、健康づくり推進のための高齢者の

方を対象とした健康教室を開催し、健康相談および

指導の充実を図ります。 

健康課 

１４ 

健康診査等の充実 

※他計画再掲 

高齢者の方の健診の活用やかかりつけ医との連携

等により、特定健診受診率の向上や、疾病・ねたき

り等へつながる、生活習慣病の早期発見に努めます。

また、特定健康診査および後期高齢者医療健康診査

の受診者の方、４０歳以上の集団健康診査の受診者

の方等を対象に、フォロー健診として検査項目を上

乗せして実施します。 

保険年金課 

健康課 
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事業名 施策内容 担当 

１５ 

感染症の予防の推進 

肺炎やインフルエンザの予防や重症化を防ぎ、高

齢者の方の健康を保持するため予防接種法に基づく

ワクチン接種を推進します。  

健康課 

１６ 

高齢者のこころのケア

の充実 

高齢者の方の心理的状態（うつ等）へのケアに関

して、講演会・研修会等を通じて、支援者の方の意

識を高め、高齢者の方のこころの健康づくりの充実

を図ります。 

自立生活支援課 

１７ 

歯と口腔の健康の充実 

※他計画再掲 

８０歳で２０本以上の歯がある高齢者の方の増加

をめざした「８０２０運動」等を推進し、市民の方

を対象に成人歯科健康診査を実施します。また、か

かりつけ歯科医の紹介をします。 

健康課 

 

② 介護予防・重度化防止の推進 

総合事業について、地域包括支援センターを中心とした介護予防ケアマネジメントのも

とで、訪問・通所型のサービスや、一般介護予防事業、住民主体の活動の推進を図ります。 

事業名 内容 担当課 

１８ 

介護予防・日常生活 

支援総合事業の推進 

■介護予防・生活支援サービスの実施 

 介護予防給付による訪問介護・通所介護に代わり、

住民主体の支援等も含めた訪問型サービス、通所型

サービス、そのほかの生活支援サービスを実施しま

す。訪問型サービスについては、市認定ヘルパー養

成事業にて講座を受講した方が、市基準訪問型サー

ビスを提供する事業所において、サービスの担い手

として参加していただけるよう検討します。通所型

サービスについては、市デイサービス認定サブスタ

ッフ養成事業にて講座を修了した方が、市基準通所

型サービスの担い手として参加していただけるよう、

将来的には人員基準に組み込むことを検討します。

また、地域包括支援センターが要支援者の方等に対

するアセスメントを行い、その状態や置かれている

環境に応じて、本人が自立した生活を送ることがで

きるようなケアプランを作成します。 

■一般介護予防事業 

 住民主体による高齢者の方の通いの場を拡大して

いくような地域づくりを推進します。また、地域に

おいて自立支援に資する取り組みを推進し、要介護

状態になっても、生きがい・役割をもって生活でき

る地域の実現をめざします。 

＜目標＞ 

適切なケアマネジメントの確認 年１回 

介護福祉課 
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事業名 内容 担当課 

１９ 

介護予防ケアマネジメ

ントの推進 

保険者機能の強化により、要支援者の方等が知識

や能力をいかして社会とのつながりを維持・強化で

きるような介護予防ケアマネジメントを推進しま

す。 

介護福祉課 

２０☆ 

住民主体の活動の推進 

市および各地域包括支援センターに配置されてい

る生活支援コーディネーターが中心となって、介護

予防につながる活動等に取り組むボランティアや市

民団体等、地域人材の発掘・連携に努めます。新た

に活動を始めたい方や団体に向けたマッチング、立

ち上げ支援、組織づくり・拠点づくり支援等により、

各圏域の実情に合った住民主体の取り組みを試行

し、多様なサービスや通いの場づくりにつなげてい

きます。 

＜目標＞ 

住民主体の取り組みの試行 ４圏域 

介護福祉課 

 

図表３９ 介護予防・日常生活支援総合事業の利用の流れ 

 

総合事業を利用できる方 
☆要支援１・２の方 
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図表４０ 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス（平成２９年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●訪問型サービス

市の独自基準による訪問型サービス これまでの国基準相当の訪問型サービス

提供する人

利用できる方 日常生活において、身体的な介助が不要な方 日常生活において、身体的な介助が必要な方

内　容

　自らの機能改善を目的として、ヘルパーとともに日常的
　な家事（掃除や調理）を行うことが中心のサービス
　※自分一人で行うことが難しい生活上の支援を行います。
　※家族のための家事、日常的な家事の範囲を超えること
　　はサービス対象外です。

　自らの機能維持を図るため、日常生活の支援として、身
　体介護を中心としたサービス
　※自分一人で行うことが難しい生活上の支援を行います。
　※家族のための家事、日常的な家事の範囲を超えること
　　はサービス対象外です。

　

提供時間／回 概ね45分～60分程度／回 内容により異なります。

自己負担／月
（目安）

※１割負担の場合
※別途加算がある
　 場合があります。

　○週1回程度の利用　1,200円／月
　○週2回程度の利用　2,399円／月

　○週1回程度の利用　　　　1,291円／月
　○週2回程度の利用　　　　2,581円／月
　○週2回程度を超える利用が必要な場合
　　　　　　　　　　　　  　　　　　4,093円／月

＊利用に際してはケアプランの作成が必要です。

●通所型サービス

市の独自基準による通所型サービス これまでの国基準相当の通所型サービス

提供する事業所

利用できる方 右記のような介助等が不要な方 職員による身体的な介助や常時の見守りが必要な方

内　容

提供時間／回
1時間30分以上3時間未満／回

または3時間以上／回
施設により異なります。

自己負担／月
（目安）

※１割負担の場合
※別途加算がある
　 場合があります。

○週1回程度の利用
　　1時間30分以上3時間未満
　　　　　　　　　　　1,583円／月
　　3時間以上　　1,662円／月
○週2回程度の利用
　　1時間30分以上3時間未満
　　　　　　　　　　　3,246円／月
　　3時間以上　　3,407円／月

　○要支援1 　1,759円／月
　○要支援2 　3,607円／月

＊利用に際してはケアプランの作成が必要です。

訪問介護事業所のヘルパー

通所介護事業所

運動機能向上プログラム等により身体機能の維持、改善を図ります。
※施設により内容は異なります。
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基本目標２ 地域で自立して暮らし続ける仕組みづくり 

 

高齢者の方が、住み慣れた地域のなかで、自立して安心した暮らしを続けることができ

るよう、在宅の日常生活を包括的に支援するとともに、認知症高齢者の方等への総合的な

支援、在宅医療と介護との連携等を進め、高齢者の方の日常生活支援と住み良い地域社会

づくりをめざします。 

 

基本施策（１） 在宅生活支援の充実 

 

在宅生活を支援するために、介護保険サービスと併せ、介護保険外サービスの活用や民

間の地域資源の開発を検討していきます。 

また、そのため、地域包括支援センター等の相談支援体制を充実させ、介護保険居宅サ

ービスや地域密着型サービスの充実、介護者支援および住環境の整備を行う等、在宅生活

支援の充実を図ります。 

 

① 地域に密着したサービスの基盤整備 

介護を必要とする高齢者の方が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる

よう、介護保険サービスの利用支援の充実、地域密着型サービスの推進を図ります。 

事業名 内容 担当課 

２１ 

介護保険サービスの 

利用支援の充実 

介護サービスを必要とする方が、必要なサービス

を利用できるよう、本人やその家族の方に対する情

報提供・相談支援を充実します。引き続き、制度改

正に則した介護保険パンフレットの配布や介護サー

ビス利用ガイドブックの作成、ホームページの充実

等を行い、制度の理解を深めるための情報提供に努

めます。また、利用者の方および介護者の方のみな

らず、一般高齢者の方に対しても、介護保険制度を

正しく理解していただくような情報提供に努めると

ともに、地域において高齢者の方やその家族の方に

対する総合的な相談・支援を行う窓口である地域包

括支援センターの周知を図ります。 

介護福祉課 
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事業名 内容 担当課 

２２ 

地域密着型サービスの

推進 

高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けることができるよう利用促進に向け、制度周知等

を行い、介護を必要とする方に適切なサービス提供

が行われるよう努めていきます。 

＜目標＞ 

看護小規模多機能型居宅介護利用者数 １５人 

介護福祉課 

 

② 介護保険外サービスの充実 

介護保険サービスと併せて、在宅生活に関する支援や移送支援に関する介護保険外サー

ビスを充実します。 

事業名 内容 担当課 

２３ 

高齢者保健福祉サービ

スの充実（配食サービ

ス、おむつサービス、

寝具乾燥等） 

市独自で実施している高齢者の方への配食、おむ

つ給付、寝具乾燥等の在宅支援に関するサービスの

充実を図り、必要なサービスの提供に努めます。 

介護福祉課 

２４ 

高齢者等の移動・移送

手段の確保の継続 

※他計画再掲 

CｏＣｏバスを運行し、高齢者の方の通院等の際

の移動を支援します。また、福祉有償運送等の移送

サービスを実施しているＮＰＯ等への支援を行いま

す。 

交通対策課 

自立生活支援課 

 

③ 相談支援の充実 

地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメント・包括的支援業務、認知症初期集中

支援等を通して在宅高齢者の方の介護予防・相談支援・地域ケア・認知症高齢者等支援・

医療連携拠点としての機能を充実していきます。 

事業名 内容 担当課 

２５ 

地域包括支援センター

の機能の充実 

４つの圏域に、それぞれ地域包括支援センターを

設置（社会福祉法人等に委託）し、社会福祉士、保

健師または経験のある看護師、主任ケアマネジャー

の３職種等を配置し、次の４つの機能を有します。 

①  多様なネットワークを活用し、地域の高齢者

の方の実態把握や虐待への対応等を含む総合

的な相談支援 

②  要支援の認定者の方を対象とする予防給付

に関する介護予防のケアマネジメントおよび

総合事業に関する介護予防ケアマネジメント 

③  主治医、ケアマネジャー、地域の関係機関と

連携し、包括的・継続的なケアマネジメントが

できるよう支援 

介護福祉課 
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事業名 内容 担当課 

④  成年後見人制度利用に関すること、高齢者虐

待の防止、消費者被害の防止対応等の権利擁

護、また、生活体制整備事業における生活支援

コーディネーター、および認知症施策における

認知症地域支援推進員を地域包括支援センタ

ー職員が担い、それぞれの事業の運営、実施を

行います。 

市介護福祉課包括支援係は、地域包括支援セ

ンターと連携し、地域の高齢者の方への総合的

な支援を行う役割を担います。様々な問題に対

応すべく、さらなる充実を図るほか、地域包括

支援センターにおける事業の質の自己評価を

実施し、介護保険運営協議会においても点検、

評価を実施します。 

 

図表４１ 地域包括支援センター機能の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○運営方針を明確にし、業務の委託に際してはそれらを具体的に示す。 

○高齢化の進行、相談件数の増加等に伴う業務量の増加およびセンターごとの役割に応じた人員体制を強化する。 

○地域の実情を踏まえ、定期的な事例検討会や職域ごとの連絡を位置付ける等センター間の役割分担・連携を強化し、効率的

かつ効果的な運営をめざす。 

○地域包括支援センター運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・点検を強化する。 

○地域包括支援センターの取り組みに関する情報公表を行う。 

 

在宅医療・介護連携 

医師会、介護事業所等との連携

により、在宅医療・介護の一体的
な提供体制を構築 

認知症初期集中支援事業 

認知症地域支援推進員 

早期診断・早期対応を含む認知
症施策を推進し、認知症になって
も住み慣れた地域で暮らし続け

られる支援体制づくりを行う 

地域包括支援センター 

包括的支援事業 

介護予防ケアマネジメント 

従来の業務を評価・改善するこ
とにより、地域包括ケアの取り組
みを充実 

市町村  
 

都道府県  
 

介護予防の推進 

地域の通いの場づくりとリハビ
リ専門職の適切な関与により、
高齢者の方が介護予防への意

識を高め、生きがいをもって生
活できるよう支援 

生活支援コーディネーター 

高齢者の方のニーズと住民主体
の通いの場等の地域資源をマッ

チングし、多様な生活支援サービ
スの充実をめざす 

地域ケア会議 

個別事例を地域で支える個別地
域ケア会議や、地域課題を抽出し

解決方法を検討する小地域ケア
会議を通じて、市全体に共通する
課題を見出し施策の提案を行う 

 本人 

家族・介護者 

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等 

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等 
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④ 安心できる住まい・住まい方の支援 

高齢者の方が、介護が必要になった時に安心して自宅に住み続けることができるように、

相談体制を整えるとともに、バリアフリー化等の住宅改修等、住まいに関する環境整備を

支援します。 

事業名 内容 担当課 

２６ 

住宅改修相談事業の推進 

高齢者の方の身体機能の低下に伴い、適切な住宅

改修ができるよう、一級建築士等が訪問や面接等に

より、住宅改修の相談・助言を行います。また、介

護支援専門員とも連携を取りながら、介護保険事業

と高齢者自立支援事業の住宅改修に関する助言を

し、適切な改修を支援します。 

＜目標＞ 

住宅改修相談・助言 年７０人以上 

介護福祉課 

２７ 

高齢者自立支援住宅 

改修給付事業の推進 

住宅改修について、介護保険事業と自立支援住宅

改修給付事業の連携を図り、在宅高齢者の方の住宅

環境の整備を支援します。住宅改修の助成制度につ

いて周知拡大の工夫に努め、住宅改修の需要に応じ

るようにします。 

介護福祉課 

２８ 

家具転倒防止器具等 

取付の推進 

６５歳以上のひとり暮らし高齢者の方または高齢

者の方のみの世帯の家屋に、家具転倒防止器具を取

り付け、災害時の防災・減災対策を支援します。 

介護福祉課 

２９ 

高齢者住宅の適正な 

管理・運営の継続 

※他計画再掲 

現在、借り上げを行っている高齢者住宅について、

引き続き適切な管理・運営を行うとともに、借り上

げ期間が満了する高齢者住宅については、入居者の

方が困窮しないように住宅の確保に努めます。 

まちづくり推進課 

３０ 

公営住宅の情報提供 

体制整備の継続 

市内の高齢者住宅や市営住宅の総合的な管理を行

い、市報、ホームページ等で最新の情報を随時提供

します。 

まちづくり推進課 

３１ 

高齢者の新たな住まい

と住まい方の検討 

高齢社会の進展と併せ、ニーズが高まる高齢者の

方の新たな住まいと住まい方について、サービス付

高齢者住宅等も含めて検討を進めます。 

まちづくり推進課 

介護福祉課 

３２ 

特別養護老人ホーム 

整備の検討 

待機者数の推移を見つつ、特別養護老人ホームの

整備を検討します。 
介護福祉課 
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⑤ 家族介護者への支援の充実 

介護の形態も担い手の形態も多様化し、また、介護離職等、介護を取り巻く社会問題が

拡大するなかで、多様な観点からの家族介護者の方の支援を行います。 

特に認知症の方の介護者の方への支援について、家族の方も認知症と向き合う当事者で

あるという視点を踏まえ、精神的側面への支援も含めた重層的な介護者支援を推進します。 

事業名 内容 担当課 

３３ 

介護者の負担軽減の推進 

高齢者の方を介護する家族の方を対象とした相

談、介護教室、交流会、講習会等の機会を通して、

情報の共有化、介護による身体的・精神的負担の軽

減を図ります。また、緊急を要する理由で介護者の

方が介護ができない時に、介護が必要な方を一時的

に施設で介護します。 

介護福祉課 

４３☆ 

家族介護継続支援事業

の充実 

※本計画再掲 

家族介護継続支援事業等を通して、認知症高齢者

の方を介護する家族の方を対象に、交流会や講習会

等の機会を設け、認知症の理解や介護者間での情報

を共有します。また、経験談や情報交換、ストレス

を発散することで、介護による身体的・精神的負担

の軽減を図るためのネットワークづくりをめざしま

す。 

介護福祉課 

 

図表４２ 家族支援のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働き方改革 

 ワーク・ライフ・バランスの
推進や介護休業の利用促
進等、介護離職の防止 

介護教室、講習会 

 支援のポイントの理解促
進、家族介護者の方の身体
的・精神的負担の軽減、「介
護者手帳」の活用 

交流・ネットワーク 
 

 

家族介護者の方同士の交流、情報交
換、ストレスの発散、市内のＮＰＯ法
人との連携等、ネットワークづくり等
を目的とした家族介護継続支援事業 

チームケア 

 認知症初期集中支援事業、
サービス担当者会議、個別
地域ケア会議等 

ショートステイ 
緊急を要する理由で介護者
の方が介護できない時等、
介護が必要な方を施設で一
時的に介護 

地域の支援 
認知症サポーター養成講座、
研修を受けたボランティアの
方が自宅を訪問して話し相手
になるやすらぎ支援等 

相談、情報提供 
認知症の理解促進、本人の
状態に応じたサービスに関
する情報提供、家族介護者
の方の精神的負担の軽減 
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基本施策（２） 認知症施策の推進 

 

「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」の７つの柱に立ち、認知症の方やその

家族の方の視点を重視し、認知症への理解を深め、認知症高齢者の方等にやさしい地域づ

くりを総合的に支援します。 

 

① 認知症施策の推進と理解の醸成 

幅広い世代の市民の方に対し、認知症の理解促進の充実を図ります。また、認知症施策

事業推進委員会において認知症施策の現状や今後の取り組みについて検討し、各種事業等

に反映していきます。 

事業名 内容 担当課 

３４ 

認知症の理解促進の充実 

認知症になっても地域で住み続けるために、本

人・家族の方・地域住民の方の認知症に関する知識・

理解を深めます。幅広い世代の方を対象に認知症サ

ポーター養成講座の充実を図ります。また、認知症

の状態に応じ適切なサービスの流れを明らかにした

「認知症ケアパス」の活用を図ります。そのほか、

認知症講演会を実施し、認知症に関する普及啓発を

実施します。 

＜目標＞ 

認知症サポーター 年６００人増 

認知症講演会 年１回実施 

介護福祉課 

３５ 

認知症施策事業推進 

委員会の充実 

認知症施策についての現状や今後の取り組みにつ

いて検討し、委員会で出された意見を各種事業等に

反映させていきます。 

＜目標＞ 

認知症施策事業推進委員会 年２回実施 

介護福祉課 
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② 認知症のケア・医療の充実 

認知症の相談体制を充実させ、早期診断・早期対応を軸とした医療・介護等の有機的な

連携により、認知症の容態に応じた適時・適切なケアと医療の提供を支援します。また、

認知症初期集中支援事業等、さらなる事業の充実を図ります。 

事業名 内容 担当課 

３６ 

認知症の相談・支援体制

の充実 

認知症の方とその家族の方を支援するため、認知

症に関する相談窓口である地域包括支援センターに

配置されている認知症地域支援推進員等のさらなる

周知を図ります。また、徘徊をする高齢者の方を介

護する家族の方に対し、位置情報が検知できる発信

機を貸与します。 

＜目標＞ 

発信機貸与 ３０件 

介護福祉課 

３７ 

認知症連携会議の充実 

医師会、市、認知症疾患医療センター等で構成。

小金井もの忘れ相談シートや認知症初期集中支援事

業等の活用による医療機関と連携した事例を検討、

また検討を通じて事業の活用方法を参加者の方に周

知するとともに連携のさらなる充実を図ります。 

介護福祉課 

３８ 

認知症初期集中支援 

事業の充実 

認知症の早期診断・早期対応のために、認知症地

域支援推進員、認知症サポート医によるチームでの

訪問を行います。また今後の支援について検討し、

必要に応じて認知症疾患医療センターおよび地域の

医療機関と連携を図ります。 

介護福祉課 

 

③ 認知症の方と家族を支える地域づくり 

認知症の方と家族の方を支える地域づくりを進めるための、認知症サポーターの養成、

養成講座修了者の方の協力を図ります。また、認知症カフェ等の居場所づくり等を進めま

す。 

事業名 内容 担当課 

３９ 

認知症サポーター養成

講座の充実 

認知症サポーター養成講座の修了者の方に対し、

フォローアップ講座を実施して、認知症についての

理解を深めてもらうとともに、今後のフォローアッ

プ講座でのボランティア要員としての協力等、認知

症に関わる事業への参画へつなげていき、市民の方

同士による認知症の方への対応について理解を深め

ていきます。 

＜目標＞ 

フォローアップ講座 年１回実施 

介護福祉課 
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事業名 内容 担当課 

４０ 

認知症地域支援推進員

連絡会の充実 

各地域包括支援センターに配置されている、関係

機関の間の連携を図るための支援や認知症の方やそ

の家族の方を支える相談業務等を行う認知症地域支

援推進員、地域の支援者の方、市で連絡会を開催し、

認知症地域支援推進員の活動について検討します。

また、連絡会を通じて、認知症地域支援推進員の活

動内容を見直し、各種事業等に反映させていきます。 

＜目標＞ 

認知症地域支援推進員連絡会 月１回実施 

介護福祉課 

４１☆新規 

地域の居場所づくり

（認知症カフェ等）の

実施 

認知症カフェ等、認知症の方と家族の方の居場所

づくりの支援について、地域包括支援センターおよ

び地域支援推進員、市内にあるカフェやサロン、社

会福祉協議会、介護事業所、市民団体、ＮＰＯ、医

療機関等と連携し、地域の実情を考慮しながら、実

施に向けて検討していきます。 

介護福祉課 

４２ 

やすらぎ支援（認知症

高齢者家族支援活動）

の充実 

軽度の認知症状が見られるおおむね６５歳以上の

方等に対し、認知症についての研修を受けたボラン

ティアの方が自宅を訪問し、話し相手となり、本人

への働きかけを行うとともに、その間、家族の方が

介護から離れる時間を提供します。ボランティアの

方および家族の方の交流の場を設け、出された意見

を今後の事業の充実にいかしていきます。 

＜目標＞ 

交流会 年１回以上の実施 

介護福祉課 

４３☆ 

家族介護継続支援事業

の充実 

家族介護継続支援事業等を通して、認知症高齢者

の方を介護する家族の方を対象に、交流会や講習会

等の機会を設け、認知症の理解や介護者間での情報

を共有します。また、経験談や情報交換、ストレス

を発散することで、介護による身体的・精神的負担

の軽減を図るためのネットワークづくりをめざしま

す。 

介護福祉課 
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図表４３ 認知症施策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人・家族

地域の居場所づくり

やすらぎ支援 家族介護継続支援事業

認知症の方と家族を支える地域づくり

認知症ケアパス

認知症施策の推進と理解の醸成

認知施策事業推進委員会

認知症講演会

認知症サポーター養成講座

フォローアップ講座

認知症地域支援推進員連絡会

認知症地域支援推進員

認知症連携会議

認知症初期集中支援事業

小金井もの忘れ相談シート

発信機貸与

認知症のケア・医療の充実
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基本施策（３） 在宅医療と介護の連携の推進 

 

高齢者の方が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるために、在宅医療と介護の

連携による相談体制や介護・医療機関等も含めたサービス提供体制を強化し、切れ目ない

サービス提供体制の実現に努めます。 

 

① 在宅医療をサポートする体制づくり 

小金井市医師会と連携し、在宅医療・介護連携支援室を通じて、関係機関を対象とした

相談や研修、情報の共有・ネットワークを通した顔の見える関係づくりを進めていきます。 

事業名 内容 担当課 

４４ 

在宅医療・介護連携 

支援室の充実 

医療と介護のサービスが包括的かつ継続的に提供

されるために、医療機関、薬局、地域包括支援セン

ター、介護サービス事業所等の関係機関を対象に相

談対応や研修の実施等により関係機関同士の連携を

図ります。 

介護福祉課 

４５ 

在宅医療・介護連携 

推進会議の充実 

医療と介護の連携推進について、会議を開催し、

医師会、歯科医師会、薬剤師会等を含んだ各関係機

関の代表の方が委員となり課題を抽出、検討するこ

とで、さらなる連携の推進を図り、医療と介護の切

れ目のないサポートを充実させます。 

＜目標＞ 

在宅医療・介護連携推進会議 年３回実施 

介護福祉課 

 

② 在宅医療・介護連携のための情報共有 

在宅医療・介護連携のために、在宅介護医療資源マップの作成や在宅医療・介護に係る

多職種連携の研修会を開催し、ＩＣＴの活用による効率的、効果的な医療・介護情報の共

有について検討を進めます。 

事業名 内容 担当課 

４６ 

在宅医療資源マップの

充実 

医療資源を調査し、医療資源マップとしてまとめ、

市民および各関係機関へ配布し、医療資源の普及啓

発を行い、在宅医療の推進を図ります。第７期中に

内容を見直し、より充実したマップの作成を図りま

す。 

介護福祉課 
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事業名 内容 担当課 

４７ 

在宅医療・介護多職種

連携の研修会の充実 

医療機関、薬局、地域包括支援センター、介護サ

ービス事業所等の関係機関を対象に顔の見える関係

づくりをめざし研修を行います。また、医療・介護

関係者の方向けに医療と介護の連携に関する研修を

実施し、さらなる連携の推進を図ります。 

＜目標＞ 

関係機関向け研修会 年１回実施 

医療・介護関係者向け研修会 年３回実施 

介護福祉課 

 

③ 在宅医療のための市民啓発 

在宅医療に対する不安や疑問を解消し、その普及啓発を図るために、情報提供やリーフ

レットの発行、講演会等を開催して、市民啓発に努めます。 

事業名 内容 担当課 

４８ 

在宅医療リーフレット

の充実 

在宅医療に関するリーフレットを市民の方および

各関係機関へ配布し、普及啓発を図ります。第７期

中に内容を見直し、市民の方がより理解しやすいも

のに改良していきます。 

介護福祉課 

４９ 

在宅医療に関する市民

啓発（市民向け講演会）

の充実 

市民の方向けに在宅医療に関する理解を深める内

容の講演会を実施し、普及啓発を図ります。 

＜目標＞ 

講演会 年１回実施 

介護福祉課 
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基本施策（４） 生活支援体制整備の推進 

 

総合事業の開始に伴い、地域ケア会議、協議体（１層・２層）の取り組みにより、生活

支援体制の整備を推進します。 

 

① 生活支援体制整備事業の推進 

市内４つの日常生活圏域ごとに配置された生活支援コーディネーターを中心として、ほ

かの専門職とも連携しながら、地域課題の解決に向けた生活支援体制の整備、地域資源の

開発を進めていきます。 

事業名 内容 担当課 

５０ 

地域課題解決方法の 

協議（地域ケア会議）

の充実 

生活支援体制整備事業第１層・第２層協議体およ

び各日常生活圏域で行われた小地域ケア会議で出さ

れた地域課題について検討し、市全体で解決に向け

て取り組む必要がある課題については、市全体レベ

ルの地域ケア会議にて検討を行い、課題を施策に反

映します。 

介護福祉課 

５１ 

生活支援コーディネー

ターによるマッチング

やネットワークづくり

の充実 

各地域包括支援センターに配置されている生活支

援コーディネーターが中心となって、高齢者の方の

ニーズを把握し、地域資源のマッチングを行うとと

もに、担い手や居場所づくりの創出に努めます。ま

た、地域資源をまとめた情報冊子を作成し、毎年情

報を更新し、地域の高齢者の方に情報提供します。

そのほか、社会福祉協議会に配置されている地域福

祉コーディネーターとも連携し、多世代に共通した

ニーズにも対応していきます。                                        

介護福祉課 

５２ 

地域で活動する担い手

育成の推進 

市デイサービス認定サブスタッフ養成事業を事業

所の協力のもと実施し、介護予防や地域について学

びながら、デイサービスで職員の補助として活動す

る元気な高齢者の方（サブスタッフ）を各協力事業

所に配置することをめざします。サブスタッフは、

デイサービスにおいて通所型サービスの担い手とし

て活動します。また、市認定ヘルパー養成事業も実

施し、市が独自に実施する研修（高齢者の方の基礎

知識や家事援助の技術等）を受けた認定ヘルパーを

養成します。認定ヘルパーは、訪問型サービスの担

い手として活動します。 

＜目標＞ 

サブスタッフを各協力事業所に５人以上配置 

介護福祉課 
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事業名 内容 担当課 

５３☆ 

生活支援体制整備に係

る地域活動支援の充実 

各地域包括支援センターに配置されている生活支

援コーディネーターが、市民の方が行う高齢者の方

のための地域資源立ち上げや運営等について、各種

情報提供や相談等を受けます。 

介護福祉課 

 

図表４４ 生活支援体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１層生活支援コーディネーター（市に配置）

にし包括圏域 きた包括圏域 みなみ包括圏域 ひがし包括圏域

市レベルの地域ケア会議

生活支援事業協議体

（＊第１層生活支援事業協議体と位置づけ）

第１、２層コーディネーター、全圏域より関係者が参加

し、活動の結果を踏まえた課題等を検討

庁内、関係機関との調整

地域包括支援センター定例会（年３回実施）

第２層生活支援事業協議体

各課題の関係者が解決に向け

て、具体的な活動を検討

具体的な活動を実施

在宅医療・介護連

携推進会議

医療と介護の連携

について検討

認知症施策事業推進

委員会

認知症施策について

検討

連動

：個別地域ケア会議

個別事例の支援に際して必要な場合に開催され、関係者や地域住民の方で、支援やその方法について検討

：個別事例

支援が必要な高齢者の方やその家族の方等から寄せられる相談

各圏域毎に実施

第２層生活支援コーディネーター（各包括に配置）

生活支援事業協議体

コーディネーターおよび関係者の情報共有および連携強化

小地域ケア会議

（＊第２層生活支援事業協議体と位置づけ）

各圏域の多様な方々（地域住民の方や医療・介護の関係者等）で、地域課題を抽出・共有

全圏域より関係者が参加



Ⅳ 第 7 期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画                                              

- 258 - 

基本目標３ 地域の支え合いの輪の拡充 

 

高齢者の方が、地域で安心・安全に暮らしていくことができるよう、福祉意識の醸成や

地域で互いに支え合う仕組みづくりをめざします。  

 

基本施策（１） 地域づくり・支え合い活動の推進 

 

高齢者の方が、地域で安心・安全に暮らしていくことができるよう、日常生活圏域ごと

の地域づくりを通して、地域で互いに支え合う仕組みをづくりをめざします。また、その

ためのボランティアや担い手の育成も進めます。 

 

① 地域づくりの推進 

日常生活圏域ごとに、生活支援体制整備事業第２層協議体において地域課題を検討し、

地域づくりを視野に入れた介護予防、生活支援の推進を図ります。地域包括支援センター、

社会福祉協議会、介護事業所、市民団体、ＮＰＯ、医療機関等との連携により、地域の居

場所をつくることをめざします。 

事業名 内容 担当課 

５４ 

日常生活圏域別地域 

づくりの推進 

生活支援体制整備事業第２層協議体において、市

全体と各日常生活圏域の地域課題を検討し、地域づ

くりを視野に入れた介護予防、生活支援の推進を図

ります。 

介護福祉課 

５０ 

地域課題解決方法の 

協議（地域ケア会議）

の充実 

※本計画再掲 

生活支援体制整備事業第１層・第２層協議体およ

び各日常生活圏域で行われる小地域ケア会議で出さ

れた地域課題について検討し、市全体で解決に向け

て取り組む必要がある課題については、市全体レベ

ルの地域ケア会議にて検討を行い、課題を施策に反

映します。 

介護福祉課 

５５☆新規 

地域の居場所づくり

（カフェ、サロン等）

の実施 

地域の居場所づくりについて、市内の地域包括支

援センター、社会福祉協議会、介護事業所、市民団

体、ＮＰＯ、医療機関等と連携し、分析を行い、今

後の地域の居場所づくり（カフェ・サロン等）の実

施を進めます。 

＜目標＞ 

地域の居場所を各圏域に１つ以上増設 

介護福祉課 
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② ボランティア活動支援 

ボランティア等の育成や研修等を、社会福祉協議会と連携して推進します。 

また、元気な高齢者の方を対象に、ボランティア活動を通じて健康増進、介護予防およ

び社会参加活動を推進するために、介護支援ボランティア事業を推進します。 

事業名 内容 担当課 

１２☆ 

さくら体操の推進 

※本計画一部再掲 

市内在学・在勤で、講座終了後週１回程度活動で

きる方を対象に、介護予防の基礎知識を広く習得し、

さくら体操の自主グループで活動するボランティア

（介護予防リーダー）を養成する講座を年１回実施

します。 

＜目標＞ 

介護予防リーダー養成 年１０人以上 

介護福祉課 

５６ 

ボランティアセンター

での活動支援の継続 

※他計画再掲 

社会福祉協議会にてボランティアセンターを設置

し、ボランティア活動の情報提供、活動支援を行い

ます。 

地域福祉課 

５７☆ 

介護支援ボランティア

ポイント事業の推進 

６５歳以上の元気な高齢者の方を対象にボランテ

ィア活動を通じて、自身の健康増進、介護予防およ

び社会参加活動を推進するための介護支援ボランテ

ィアポイント事業について、より多くの方に参加い

ただくとともに、参加事業所も増やし、事業の拡充

を図ります。 

＜目標＞ 

登録者 ４００人以上 

参加事業所 ３０事業所以上 

介護福祉課 
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基本施策（２） 高齢者の見守り支援の充実 

 

ひとり暮らし高齢者の方等の孤独感、不安感の軽減と安否確認を図ります。民間事業者

等との連携を進めるとともに、民生委員、町会・自治会活動等、隣近所のつながりにより

高齢者の方の安心・安全を確保する活動を支援します。 

 

① 行政による見守り支援 

疾病を抱える高齢者の方やひとり暮らしの高齢者の方等が安心して暮らし続けることが

できるよう、万一の際に備え、緊急通報システムの貸与、高齢者の方の実態把握や見守り

支援の協力体制づくり、避難行動要支援者の方の支援体制の充実を図ります。 

事業名 内容 担当課 

５８ 

緊急通報システム・火

災安全システム機器の

貸与の推進 

６５歳以上のひとり暮らし、６５歳以上のみ世帯

（日中又は夜間のみ独居も可）で、慢性疾患等で常

時注意が必要な方に、利用者の要望に応じ無線発報

器等を貸与します。 

介護福祉課 

５９ 

高齢者地域福祉ネット

ワーク事業の充実 

※他計画再掲 

地域の相談役として市民の方と行政、関係機関と

の橋渡しの役割を担う民生委員が、対象者本人の意

思確認の上作成した、個人情報や家族の方の緊急連

絡先等が記載された個人票をもとに、市が対象者の

方の緊急連絡先を把握し、必要に応じて、関係機関

等へ情報提供を行い、情報共有を図ることで、高齢

者の方の実態把握や見守り、支援の協力体制をつく

ります。 

地域福祉課 

介護福祉課 

６０ 

高齢者見守り支援事業

の推進 

ひと声訪問、友愛活動、高齢者福祉電話の貸与に

より、ひとり暮らしの方等の安否確認を推進します。 

＜目標＞ 

友愛活動活動員 ５人 

友愛活動利用者数 １０人 

介護福祉課 

６１ 

避難行動要支援者支援

体制の充実 

※他計画再掲 

災害時等に自力で避難することが困難で、家族の

方等の支援を受けられない高齢者の方等を「避難行

動要支援者」として、避難行動要支援者名簿を作成

し、災害に備えた地域の協力体制づくりのために必

要な情報として、市の関係部署、消防署、民生委員

等関係機関と共有します。 

また、避難行動要支援者の方に対して、地域の方

に「支援者」となっていただき、見守りや安否確認、

避難支援の体制を整備し、安心して暮らせるまちづ

くりをめざすためのモデル地区事業を実施してお

り、このモデル地区事業の推進を通じ、支援体制の

さらなる充実を図ります。 

地域福祉課 
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② 地域のネットワーク 

高齢者の方の孤独感や不安感の軽減および安否確認のため、見守り体制の確立に努めま

す。 

事業名 内容 担当課 

６２ 

事業者との連携による

見守りの推進 

地域から孤立しがちな高齢者の方が、安心して暮

らせる地域社会の構築のために、民間事業者等と連

携し、見守りが必要な高齢者の方の発見や安否確認

に努めます。市内の商店等に協力を依頼し、見守り

協定をより地域性の高いものにします。 

＜目標＞ 

協定事業者数の増加 

介護福祉課 

 

２０☆ 

住民主体の活動の推進 

※本計画再掲 

市および各地域包括支援センターに配置されてい

る生活支援コーディネーターが中心となって、介護

予防につながる活動等に取り組むボランティアや市

民団体等、地域人材の発掘・連携に努めます。新た

に活動を始めたい方や団体に向けたマッチング、立

ち上げ支援、組織づくり・拠点づくり支援等により、

各圏域の実情に合った住民主体の取り組みを試行

し、多様なサービスや通いの場づくりにつなげてい

きます。 

＜目標＞ 

住民主体の取り組みの試行 ４圏域 

介護福祉課 

６３ 

見守り支援の協力体制

の検討 

認知症高齢者の方の所在が不明になる等、緊急時

に地域福祉関係者等が中心となって、地域で捜索に

協力できる見守り支援の協力体制を検討するととも

に、引き続き、各関係機関との連携強化を図ります。 

介護福祉課 
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基本施策（３） 権利擁護の推進 

 

高齢者の方を対象とした消費者被害を未然に防止するよう努めます。 

また、判断力が低下した高齢者の方のために、財産の管理、福祉サービスの契約問題等

について、法的な支援や保護に努めます。 

高齢者の方の尊厳の保持にとって虐待を防止することは極めて重要であることから、高

齢者虐待の防止、養護者の方に対する支援に努めます。 

 

① 権利擁護事業の推進 

ひとり暮らしの方や高齢者の方のみの世帯が増加するなかで、財産を失ったり、債務を

負ったりする被害が増加しています。高齢者の方の財産管理、福祉サービスの契約等、高

齢者の方の権利が侵害されないような援護体制を整備します。 

事業名 内容 担当課 

６４ 

消費者被害の防止の推進 

高齢者の方および高齢者の周囲の方（見守り協力

者の方）向けに消費者講座を開催し、悪質商法の最

新手口や対処法についての周知や注意喚起を行いま

す。また、地域包括支援センター、介護サービス事

業所、市介護福祉課および消費生活相談室等の関係

機関が協力体制を構築し、高齢者の方の消費者被害

防止を図ります。 

介護福祉課 

経済課 

６５ 

福祉サービス苦情調整

委員制度の継続 

※他計画再掲 

福祉サービスに対する市民の方からの苦情に公平

かつ適正に対応し、信頼性と福祉の向上をめざすこ

とを目的として設置された福祉オンブズマン制度に

ついて周知を図ります。 

地域福祉課 

６６ 

権利擁護センター利用

の推進 

※他計画再掲 

権利や財産を守ること等を目的とし、認知症高齢

者の方や要介護高齢者の方等で判断能力に不安のあ

る方に対し、成年後見制度推進事業や地域福祉権利

擁護事業（日常生活自立支援事業）を行っている権

利擁護センターの利用の推進を図ります。 

地域福祉課 
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② 高齢者虐待防止対策の推進 

虐待を受けた高齢者の方の迅速かつ適切な保護等を実施できるように、市、関係機関、

民間団体等が連携し対応します。 

事業名 内容 担当課 

６７ 

高齢者虐待防止の推進 

虐待を受けた高齢者の方を適切に保護するため、

関係機関等と連携し、迅速な対応ができる体制を整

備します。また、「小金井市高齢者虐待対応マニュア

ル」を活用するほか、市民の方に対しても市報等に

より、高齢者虐待についての啓発や虐待対応窓口の

周知を図ります。高齢者虐待が疑われる場合は、必

要に応じて、介護の必要な高齢者の方を一時的に保

護し、養護者の方に対しては、介護負担軽減等の適

切な支援を図ります。 

介護福祉課 
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第５章 介護保険事業の推進（第７期介護保険事業計画） 
 

介護保険制度については、増大する介護ニーズに応えるべく、高齢者の方の介護を社会

全体で支え合う仕組みとして、平成１２年４月に始まりました。高齢化の急速な進行に伴

い、介護保険制度が精密・複雑化していくなか、「地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律」（以下「改正法」という。）が、平成３０年４月１日

に施行されることになりました。 

持続可能な介護保険制度の構築を図るとともに、事業の推進に向け、市では、第７期介

護保険事業計画に関する国の「基本指針」に沿って、市の特徴を踏まえた指標を設定し、

平成３７（２０２５）年度を見据えた地域包括ケアシステムを着実に推進できる実効性の

高い計画にします。 

 

第１節 計画の考え方 
 

１ 基本的な考え方 

 

介護保険法や改正法に基づき、保険者が市民の方とともに「自立支援・重度化予防」、

「本人の選択」、「在宅生活の継続」、「介護予防・リハビリテーション」を改めて見直すこ

とにより、基盤となる介護保険制度を強化することにつながると考えられています。 

市においても、第７期事業計画は、保険者機能の強化による介護保険制度の持続可能性

の確保を目標に、次の５つの考え方により着実に運営を進めます。 

なお、運営に当たっては、地域包括ケア「見える化」システム等を用いた地域マネジメ

ントを行い、現状の課題と将来の変化を十分捉えるとともに、各種制度改正等の内容に適

切に対応していきます。 

 

（１）日常生活圏域ごとの事業推進 
 

市では、これまで、４つの区域を日常生活圏域として設定して、施策を推進してきまし

た。（Ｐ２１８ 図表３１） 

引き続き、４つの圏域を日常生活圏域として位置づけるとともに、小地域ケア会議や協

議体（第２層）におけるエリアとしても位置づけ、情報提供や相談体制を充実し、介護が

必要になっても住み慣れた地域に住み続けるための体制づくりを充実させていきます。 
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（２）自立支援・介護予防・重度化防止の取り組みの推進 

 

 

 

 

地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、市では、第７期事業計画の策定に係る各

種調査やデータの分析をしてきました。 

市の特徴的な指標として、要介護認定率は軽度の方の認定率が高く、要支援１、要介護

１では全国、都と比べていずれも高く、重度の認定率が低くなっています（Ｐ２６６ 図

表４５）。その要因の１つとしては「さくら体操」をはじめとする介護予防事業が地域に

浸透し、市民の方への介護保険制度、地域包括支援センター等の周知度が高まったことに

あると考えられます。一方で、６５歳以上の方がいる世帯に対し高齢者の方のみで暮らす

世帯の割合が、多摩２６市のなかで３番目（平成２７年国勢調査）に高いことから、要介

護認定度が軽度の方でもサービスを必要とする方が多いことが考えられ、これからの高齢

化の進行を踏まえると、早期からの対策が必要となります。また、高齢者の方の週１回以

上の「通いの場」への参加率は、都や国と比較して特に高くなっています。（Ｐ２６６ 図

表４６） 

今後は、こうした特徴をいかし、元気な時からの地域活動・住民活動や通いの場への参

加を促しながら、居場所づくり、活動づくり、健康づくりを支援していきます。 

以上の考え方のもとで、市では、各種サービスの質の向上を図り、自立した日常生活支

援、要介護状態等となることへの防止、また、要介護状態等の改善に関する取り組みを推

進していきます。さらに、これらの取り組みを定期的に検証し、必要に応じて見直しを行

うことで、計画の円滑な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ささえ合い 共に楽しみ いきいき長寿 
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図表４５ 第１号被保険者の要介護認定率（市・都・国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（平成２９年９月末日現在） 

 

 

図表４６ 週１回以上の「通いの場」参加率（市・都・国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省『地域包括ケア「見える化」システム』（平成２７年度） 

1.1

0.6

2.3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

全
国

東
京
都

小
金
井
市

（％）

（％）

全国 東京都 小金井市

要支援１ 2.6 2.9 3.9

要支援２ 2.5 2.4 2.5

要介護１ 3.7 3.8 4.6

要介護２ 3.2 3.3 3.3

要介護３ 2.4 2.4 2.2

要介護４ 2.3 2.3 2.1

要介護５ 1.8 2.0 1.9

合計認定率 18.5 19.1 20.5
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（３）総合事業の推進 

 

地域の支え合い体制づくりのさらなる推進と、要支援者の方等に対するより一層の効果的・

効率的な支援等を可能とするために、総合事業を構成している各事業（介護予防・生活支援サ

ービス事業、一般介護予防事業）の推進を図ります。 

また、各事業の取り組みを定期的に検証し、必要に応じて見直しを行うことで、総合事業を

より一層、充実させていきます。 

 

図表４７ 市の総合事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）介護給付の適正化の推進 

 

持続可能な介護保険制度の運営に向けては、介護サービスを必要とする方を適正に認定

した上で、適切なケアマネジメントにより受給者の方が真に必要とするサービスを見極め、

事業者がルールに従って適正にサービスを提供するよう促す介護給付の適正化の推進が

重要です。市でもこれまで東京都と連携を図りながら、「介護給付適正化事業」を推進し

てきましたが、第７期事業計画においても、事業のさらなる推進を図ります。 
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（５）適切な給付見込み・基盤整備 

 

様々な角度からの分析を行い、適切な給付見込み・基盤整備を図ります。 

第７期事業計画においては、施設系サービスとして介護老人福祉施設（以下「特別養護

老人ホーム」という。）の整備を見込むほか、在宅サービスを充実するために医療系サー

ビスの伸びにも対応した見込みを行います。 

また、病院からの退院や施設からの在宅復帰等に伴う居宅サービスの追加的需要や、介

護離職ゼロの取り組みの反映も含めて見込みます。 
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第２節 自立支援・介護予防・重度化防止に関する取り組みおよ

び目標設定 

 

１ 重点的取り組み・個別目標 

 

高齢者の方が、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支

援することや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減、悪化防止といった

介護保険制度の理念を踏まえ、様々な取り組みを進めます。 

具体的・重点的な取り組み内容と個別目標は、次のとおりです。 

 

① 介護予防体操「さくら体操」の参加促進 

【取り組み】 

さくら体操の自主グループをまとめる介護予防ボランティア養成講座を年に１回開催し、

介護予防リーダーを養成します。また、リハビリテーション専門職と連携し、さくら体操を

活用した地域介護予防活動の支援を行います。 

【目標】 

さくら体操の会場数・参加者数 前年度５％増 

介護予防リーダー養成 年１０名以上 

 

② 地域の居場所づくりの実施 

【取り組み】 

身近な地域で、介護予防や交流ができる通いの場（サロン、さくら体操の会場確保）をつ

くり、住民主体の活動ができる基盤づくりをさらに進めます。 

【目標】 

地域の居場所を各圏域 1つ以上増設 

 

③ 総合事業の推進 

【取り組み】 

これまでの国基準（旧国基準）に相当する訪問型、通所型サービスを実施するほか、緩和

した市の独自基準（市基準）による訪問型、通所型サービスを推進します。訪問型サービス

については、市認定ヘルパー養成事業にて講座を受講した方が、担い手として参加していた

だけるよう検討します。通所型サービスについては、市デイサービス認定サブスタッフ養成
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事業にて講座を修了した方が、市の独自基準の通所型サービスの担い手として参加いただけ

るよう進めていきます。 

【目標】 

介護予防・生活支援サービス事業における、訪問型、通所型サービスの市の独自基準と、

これまでの国基準の利用割合について、環境整備を進めながら、市の独自基準の利用を進め

ていきます。 

 

（訪問型サービス） 

 
第６期 

平成２９年度 

 第７期  

平成３７年度  
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

 

市基準 67％  70％ 75% 80％  80％ 

旧国基準 33％ 30% 25％ 20%  20% 

 

 （通所型サービス） 

 
第６期 

平成２９年度 

 第７期  

平成３７年度  
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

 

市基準 44％  50％ 55％ 60%  80％ 

旧国基準 56％ 50％ 45％ 40％  20% 

（平成２９年１０月利用者数割合。小数点以下四捨五入） 

 

④ 住民主体の活動の推進 

【取り組み】 

市および各地域包括支援センターに配置されている生活支援コーディネーターが中心と

なって、介護予防につながる活動等に取り組むボランティアや市民団体等、地域人材の発

掘・連携に努めます。新たに活動を始めたい方や団体に向けたマッチング、立ち上げ支援、

組織づくり・拠点づくり支援等により、各圏域の実情に合った住民主体の取り組みを試行し、

多様なサービスや通いの場づくりにつなげていきます。 

【目標】 

住民主体の取り組みの試行 ４圏域 

 

 

 

 



                    第５章 介護保険事業の推進（第 7 期介護保険事業計画） 

- 271 - 

２ 評価指標・成果の検証 

 

以上の取り組みを踏まえ、高齢者の方が、その有する能力に応じて自立した日常生活を

営むことができるように支援することや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等

の軽減、悪化防止の成果を検証します。 

 

（１）評価指標 

 

市の自立支援・介護予防・重度化防止に向けた各種取り組みに対する評価指標について

は、次の観点に立って設定し、検証していきます。 

 

＜基本評価指標＞ 

① 社会参加の促進（自宅以外の居場所の有無の割合） 

事業計画策定時におけるアンケート調査において、自宅以外の居場所の有無を捉え、

「居場所がある」とされた方の割合が高くなることで、自立支援・介護予防の成果としま

す。 

 

第５期 

（第６期計画策定調査） 
 

第６期 

（第７期計画策定調査） 
 

第７期 

（第８期計画策定調査） 

平成２５年度  平成２８年度  平成 3１年度 

 

48.8％ 

  

39.3％ 

  

49.0％ 

（高齢者一般調査）      （ニーズ調査） 

 

② 要介護度の維持・改善 

要支援１・２の方のうち、介護認定更新の結果、前回の介護度よりも現状維持または改

善が図られた方の割合の傾向を捉え、その数値を維持することで、介護予防・重度化防止

の成果とします。 

 

第５期  第６期  第７期 

平成２６年度  平成２９年度  平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

88.64％ 

 

90.53％ 

 

90％台 90％台 90％台 

（各年１０月１日時点） 
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③ ６５歳健康寿命の延伸 

６５歳の方が、何歳まで健康に生活できるかをあらわす「６５歳健康寿命（東京保健所

長会方式）※」において、市の６５歳健康寿命（要支援１以上の認定を受けるまでの平均

自立期間で算出した場合）は、平成２７年では、男性が 81.35 歳で東京都平均を 0.37

歳上回り、多摩２６市比較では１５位でした。女性は 82.48 歳で、東京都平均値と同等

で、多摩２６市比較では１６位となっています。 

また、市の６５歳平均余命は、平成２７年度では、男性が 19.70 年（84.70 歳）で、

女性が 24.73 年（89.73 歳）となっています。 

今後さらに、介護を受けることなく、健康な生活を送る期間を延ばし、この期間を６５

歳の平均余命に近づけることを目標とし、自立支援・介護予防の成果とします。 

 

第５期  第６期  
第７期 

平成２４年度  平成２７年度  

男性 81.52 歳 

（5 位） 

女性 82.57 歳 

（１3 位） 

 男性 81.35 歳 

（１５位） 

女性 82.48 歳 

（１６位） 

  
 

延伸 

 

【市の平均余命（平成２７年度）】男：19.70 年（84.70 歳）、女：24.73 年（89.73 歳） 

※ ６５歳健康寿命（東京保健所長会方式）とは、６５歳の方が何らかの障がいのために日常生活動作が制限

されるまでの平均年齢をいい、６５歳平均自立期間に６５をたして年齢としてあらわすもの。（出典：東京

都健康増進計画「東京都健康推進プラン２１（第二次）」） 

  

 

 

 

（２）成果の検証 

 

上記の評価指標も踏まえながら、介護保険運営協議会において、毎年度、実施状況の把

握・評価について協議を行い、ＰＤＣＡサイクルの確立を図り、次期事業計画に反映して

いきます。 

高齢者の方の心身の状況等の変化については、次期事業計画策定に関する各種調査や地

域包括ケア「見える化」システムでのデータ分析等により検証を行います。 

６５歳健康寿命（歳）＝６５（歳）＋６５歳平均自立期間（年） 

６５歳平均余命（年）＝６５歳平均自立期間（年）＋６５歳平均障害期間（年） 

※ 平均自立期間とは、要介護認定を受けるまでの期間の平均で健康と考える期間で、平均障害期間

とは、要介護認定を受けてから死亡までの期間の平均（資料：東京都福祉保健局） 
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第３節 介護給付等に要する費用の適正化への取り組みおよび

目標設定 
 

これまでも介護給付の適正化を進めてきましたが、第７期事業計画においては、次の取

り組みを中心に確実な推進を図ります。各種取り組みを通じて適切なサービスの確保と、

費用の効率化を図るとともに、状況に応じて介護サービス事業所の指導へと反映していき

ます。 

 

① 要介護認定の適正化 

【趣旨】 

要介護認定の変更認定または更新認定に係る認定調査の内容について、訪問または書面等

の審査を通じて点検することにより、適切かつ公平な要介護認定の確保を図ります。 

【取り組みおよび目標】 

要介護認定の平準化に向けた実施項目の検討を行い、適正な認定結果につなげます。 

ｅラーニング（イーラーニングシステム）の周知を図り、活用する受講者を増やして定義

の理解を深め、主に市内の指定居宅介護支援事業所等に所属する調査員の講座登録、テスト

実施を促し、その結果を市でとりまとめ把握します。また、認定調査員の研修を行います。 

 

② ケアプラン点検 

【趣旨】 

ケアマネジャーが作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容につ

いて、事業者に資料提出を求め、また、訪問調査を行い、地域包括支援センター等と連携し、

点検を行います。 

【取り組みおよび目標】 

個々の受給者の方が真に必要とするサービスを確保するとともに、サービス提供の改善を

行い、保険者機能の強化を図ります。また、ケアプラン点検の効果を検証し、点検方法の改

善を検討します。 

 

③ 住宅改修・福祉用具給付の適正化 

【趣旨】 

保険者が改修工事を行おうとする受給者宅の施工前の実態確認や、工事見積書の点検を専

門職と連携しながら行います。 

軽度者の方への福祉用具貸与について自立支援の機会を阻害することがないよう、医師の

所見やサービス担当者会議の記録を確認します。 
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【取り組みおよび目標】 

点検項目、点検方法等のマニュアルの見直しを行いながら、効率性を高め、点検実施件数

を増やします。また、介護保険の住宅改修や福祉用具の制度を適切に利用するため、受給者

の方や事業者に対し制度周知を行います。 

 

④ 縦覧点検・医療情報との突合 

【趣旨】 

国民健康保険団体連合会の給付実績をもとに、受給者の方ごとに複数月にまたがる介護報

酬の支払状況（請求明細書内容）を確認し、提供されたサービスの整合性の確認を行うとと

もに、介護保険と医療保険を重複して請求している事業所がないか確認を行います。 

【取り組みおよび目標】 

研修会等に参加し、国民健康保険団体連合会委託分以外の突合について点検項目を増やし

ます。そして誤った請求を行っている可能性のある事業所に対して指導を行い、誤請求を是

正し、適正な介護報酬の請求を促進します。 

 

⑤ 介護給付費通知 

【趣旨】 

受給者の方に対して、実際に事業者から支払われている金額を再確認してもらうため、保

険者から受給者本人に対して、事業者からの請求および費用の給付状況等について通知しま

す。 

【取り組みおよび目標】 

受給者の方にとってわかりやすく、かつ効果的な給付費通知を行い、受給者の方に対して

適切なサービスの利用を普及啓発するとともに、自ら受けているサービスを改めて確認し、

適正な請求に向けた抑制効果を上げます。 

 

⑥ その他事業 給付実績の活用 

【趣旨】 

国民健康保険団体連合会で実施する審査支払いの結果から得られる給付実績を確認して、

疑義のある請求について事業者に照会を行います。国民健康保険団体連合会提供データの未

使用帳票について効率的と思われる帳票から順次確認を行っていきます。 

【取り組みおよび目標】 

東京都や国民健康保険団体連合会主催の研修会に参加することで、確認帳票の拡大を図り、

適正なサービス提供と費用の効率化、事業所の指導育成を図ります。 
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第４節 サービス見込量推計の流れ 
 

本事業計画では、国の地域包括ケア「見える化」システムに基づき、これまでの検討結果を

踏まえ、次のとおり、介護給付・予防給付のサービス量および地域支援事業のサービス量の推

計を行いました。 

推計に当たっては、医療と介護の連携による居宅サービスの追加的需要の反映、ならびに介

護離職ゼロのための追加的な見込みも勘案して推計を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の推計人口に基づき、平成３０年度から平成３２年度までの被保険者数を推計する。なお、参考とし

て平成３７年度の被保険者数も推計する。（Ｐ１９７ 図表１） 

１．被保険者数の推計 

平成２７年度から平成２９年度までの被保険者数に対する要介護（要支援）認定者数に基づき、１で推

計した被保険者数を用いて平成３０年度から平成３２年度までおよび平成３７年度の要介護（要支援）認

定者数を推計する。（Ｐ１９９ 図表５） 

２．要介護（要支援）認定者数の推計 

過去の給付実績を分析・評価し、平成３０年度から平成３２年度までの必要給付費を推計する。また、

特定入所者介護（介護予防）サービス費や高額介護（介護予防）サービス費等の推計も行い、給付費に加

える。さらに、地域支援事業費についても、事業規模を見込んだ上で事業費を推計する。 

３．保険給付費・地域支援事業費の推計 

平成３０年度から平成３２年度までの保険給付費・地域支援事業費の推計、保険料段階別の被保険者数

の推計および国が示す保険料算定に必要な係数をもとに、介護保険料基準額を設定する。 

４．保険料基準額の設定 
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第５節 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量

の見込み 
 

過去の実績の伸びや第６期事業計画中の制度改正の影響および平成２９年度の見込み

を考慮し、各サービスの利用量、給付費を見込みます。 

なお、特別養護老人ホームについては、第５期事業計画以来、整備に向けた検討が続い

ていましたが、平成３０年度に１５２床の施設を開所します。施設の整備を図りながら、

引き続き、介護老人福祉施設待機者の解消に向けた取り組みを実施します。 

 

１ 介護予防サービス見込量の推計 

 

※ 各グラフにおいて、平成２７・２８年度は市決算に基づく実績値、平成２９年度は見込値、平成３０年度以降

は推計値。 

 

（１）介護予防サービス見込量 

 

①介護予防訪問介護 

 

 

 

 

 

 

 

                      【参考】平成２８年度以降は、地域支援事業へ移行 

 

②介護予防訪問入浴介護 
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③介護予防訪問看護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④介護予防訪問リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤介護予防居宅療養管理指導 
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⑥介護予防通所介護 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】平成２８年度以降は、地域支援事業へ移行 
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⑧介護予防短期入所生活介護 
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⑨介護予防短期入所療養介護（老健） 
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⑫介護予防住宅改修 
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回数（第6期計画値） 回数 給付費

（回数／回） （給付費／千円）

 

≈  
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②介護予防小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）介護予防支援見込量 

 

①介護予防支援 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】平成２８年度以降は、一部が地域支援事業へ移行 

 

11,880 9,564 6,888 
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（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  

12 12 12 
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（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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２ 介護サービス見込量の推計 

 

（１）居宅サービス見込量 

 

①訪問介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②訪問入浴介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③訪問看護 

 

 

 

 

 

 

 

 

227,503 240,850 256,016 

207,770 204,485 223,122 236,829 249,135 261,278 
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（回数／回） （給付費／千円）（回数／回） （給付費／千円）（回数／回） （給付費／千円）

 

≈  

5,672 5,845 5,984 
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回数（第6期計画値） 回数 給付費

（回数／回） （給付費／千円）

 

≈  

27,397 28,696 31,688 
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回数（第6期計画値） 回数 給付費

（回数／回） （給付費／千円）

 

≈  
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④訪問リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤居宅療養管理指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥通所介護 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】平成２８年度以降は、小規模の通所介護が地域密着型サービスへ移行 

 

7,788 8,796 9,912 
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人数（第6期計画値） 人数 給付費

（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  

101,425 40,283 44,418 
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（回数／回） （給付費／千円）

 

≈  
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（回数／回） （給付費／千円）

 

≈  
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⑦通所リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧短期入所生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨短期入所療養介護（老健） 
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日数（第6期計画値） 日数 給付費

（日数／日） （給付費／千円）

 

≈  

32,416 36,426 41,087 
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回数（第6期計画値） 回数 給付費

（回数／回） （給付費／千円）

 

≈  
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日数（第6期計画値） 日数 給付費

（日数／日） （給付費／千円）

 

≈  
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⑩福祉用具貸与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪特定福祉用具購入費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫住宅改修費 
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人数（第6期計画値） 人数 給付費

（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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人数（第6期計画値） 人数 給付費

（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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⑬特定施設入居者生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域密着型サービス見込量 

 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②夜間対応型訪問介護 
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人数（第6期計画値） 人数 給付費

（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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人数（第6期計画値） 人数 給付費

（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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③認知症対応型通所介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤認知症対応型共同生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,748 18,736 19,780 
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回数（第6期計画値） 回数 給付費

（回数／回） （給付費／千円）

 

≈  
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（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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≈  
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⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦看護小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧地域密着型通所介護 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】平成２８年度以降は、小規模の通所介護が地域密着型サービスへ移行 
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人数（第6期計画値） 人数 給付費

（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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回数（第6期計画値） 回数 給付費

（回数／回） （給付費／千円）

 

≈  

12 12 12 
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≈  
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（３）広域型施設サービス見込量 

 

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②介護老人保健施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③介護医療院（平成 37 年度は介護療養型医療施設を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】平成３０年度に創設 
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（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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（人数／人） （給付費／千円）

 

≈  
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④介護療養型医療施設 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】平成３５年度末に廃止 

 

（４）居宅介護支援見込量 

 

①居宅介護支援 
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３ 施設整備に関する推計 

 

住まいについては、現在の自宅に住みたいと考える方の割合が最も多く、その一方で、

介護保険制度全体をより良くするための環境整備として、市が力を入れるべきことにおい

ては、「施設サービスの充実が必要」と考える方が多くなっています。 

市では、今後の高齢化の進行と高齢者の方のみの世帯の増加、中重度の要介護者の方の

増加に対応するため、在宅生活を支えるサービスの利用の促進を図るとともに、施設サー

ビスを整備していきます。施設基盤整備を通じ、高齢者の方が住み慣れた地域のなかで安

心して暮らし続けることができるまちづくりを進めます。 

また、地域密着型サービスにおいては、第６期事業計画期間中に、認知症対応型共同生

活介護と、市内で初めて看護小規模多機能型居宅介護を整備しました。 

第７期事業計画においては、引き続き、利用率が伸びていない地域密着型サービスの利

用促進に向けた周知を図り、在宅生活を支えるサービスの充実に努めます。 

なお、改正法により創設された「地域共生型サービス」については、まだその内容や影

響の検討が緒についたところであり、第７期事業計画においては、全国での事例も見据え

ながら今後の動きを注視していきます。 
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図表 48 本計画期間中の施設整備計画 

種 別 
第６期終了時点
（平成２９年度末） 

第７期 計 画 値 第７期終了時点 
（平成３２年度末） 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

広
域
型
施
設 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

    2施設 

199人 

1施設（※） 

152人 
― ― 

    3施設 

351人 

老人保健施設 
    2施設 

197人 
― ― ― 

    2施設 

197人 

特定施設入居者生活介護 

（有料老人ホーム） 

    9施設 

289人 
― ― ― 

    9施設 

289人 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪

問介護看護 
    1施設 ― ― ―     1施設 

夜間対応型訪問介護     2施設 ― ― ―     2施設 

認知症対応型通所介護 

（認知症デイ）定員数 

    4施設 

 60人 
― ― ― 

    4施設 

 60人 

 

 

 

 

南東圏域 ― ― ― ― ― 

北東圏域  36人 ― ― ―  36人 

北西圏域  24人 ― ― ―  24人 

南西圏域 ― ― ― ― ― 

小規模多機能型居宅介護 
    2施設 

 47人 
― ― ― 

    2施設 

 47人 

 

 

 

 

南東圏域  29人 ― ― ―  29人 

北東圏域 ― ― ― ― ― 

北西圏域  18人 ― ― ―  18人 

南西圏域 ― ― ― ― ― 

認知症対応型共同生活

介護（グループホーム） 

    6施設 

 83人 
― ― ― 

    6施設 

 83人 

 

南東圏域  35人 ― ― ―  35人 

北東圏域   9人 ― ― ―   9人 

北西圏域  33人 ― ― ―  33人 

南西圏域   6人 ― ― ―   6人 

地域密着型老人福祉施

設入所者生活介護 

（小規模特養） 

   0施設 

 0人 
― ― ― 

    0施設 

  0人 

地域密着型特定施設入

居者生活介護（小規模有

料老人ホーム）定員数 

   0施設 

 0人 
― ― ― 

    0施設 

  0人 

看護小規模多機能型居

宅介護 

   1施設 

29人 
― ― ― 

    1施設 

 29人 

 

南東圏域 ― ― ― ― ― 

北東圏域 ― ― ― ― ― 

北西圏域 29人 ― ― ―  29人 

南西圏域 ― ― ― ― ― 

※ 併設施設（ショートステイ 16人、デイサービス 20人）あり。 
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第６節 各年度における地域支援事業費の見込み 
 

地域支援事業は、被保険者の方が要介護状態・要支援状態となることを予防するととも

に、要介護状態となった場合でも、可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することを目的としており、事業を大別すると「総合事業」・「包括的支援事

業」・「任意事業」で構成されています。 

制度改正により、市では第６期事業計画期間中の平成２８年１０月より総合事業を開始

し、要支援者の方に対する予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、訪

問型サービスと通所型サービスとして総合事業に移行されたとともに、従来と比べ多様化

したサービスや事業の展開が可能となりました。 

第７期事業計画では、市の特徴を踏まえ、平成３７（２０２５）年度を見据えた地域包

括ケアシステムの着実な推進を図るべく事業規模を見込み、事業費を推計します。 

 

区  分 単位 

第7期 
平成３７年度 

推計 平成３０年度 

推計 

平成３１年度 

推計 

平成３２年度 

推計 

介護予防・日常生活支援総合事業 

事業費 

（千円） 

291,308 299,410 304,768 321,054 

包括的支援事業 124,690 125,385 125,976 136,429 

任意事業 3,849 3,880 3,850 3,882 

地域支援事業費 合計 419,847 428,675 434,594 461,365 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 単位 

第7期 
平成３７年度 

推計 平成３０年度 

推計 

平成３１年度 

推計 

平成３２年度 

推計 

訪問型サービス サービス費 

（千円） 

86,823 89,402 90,516 97,743 

通所型サービス 148,648 153,084 156,239 162,414 

 

＜訪問型サービス、通所型サービスの見込み＞ 

平成２９年１０月時点の訪問型サービスと通所型サービスの利用者の方のうち、市の独自

基準によるサービスと、これまでの国基準相当のサービスの利用率は、訪問型サービスにつ

いては67%の方が、通所型サービスについては44%の方が、市の独自基準によるサービス

を利用しています。ケアプランの分析等の結果から、将来的には８割の方が市の独自基準に

よるサービスの利用へと移行していくことが見込まれます。 

これら市の独自基準によるサービスへの移行と今後の要支援認定者数の伸びを勘案し、サ

ービス費を推計します。（Ｐ２４４ 図表４０） 
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第７節 第１号被保険者の介護保険料 
 

１ 介護保険料設定の考え方 

 
介護保険料の設定に当たっては、次のような考え方で行っています。 

 

（１）サービス見込量と保険料のバランス 

 

第１号被保険者の介護保険料は、第７期事業計画期間中のサービス見込量および第１号被保

険者数に応じたものとなります。 

 

（２）財源構成 

 

第７期事業計画期間の第１号被保険者の負担割合は、第６期事業計画期間の22%から23%

となったことを考慮して設定します。 

 

図表４９ 第７期事業計画の財源構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 第１号被保険者は６５歳以上の方 

※ 第２号被保険者は４０歳以上６５歳未満の方 

東京都
12.5%

国
25.0%

市
12.5%

第２号被保険者
27.0%

第１号被保険者
23.0%

【その他分】

東京都
17.5%

国
20.0%

市
12.5%

第２号被保険者
27.0%

第１号被保険者
23.0%

【施設等分】

（調整交付金5%含む）

東京都
12.5%

国
25.0%

市
12.5%

第２号被保険者
27.0%

第１号被保険者
23.0%

【介護予防・日常生活支援総合事業】

東京都
19.25%

国
38.5%

市
19.25%

第１号被保険者
23.0%

【左記以外】

保
険
給
付
費

地
域
支
援
事
業
費

（調整交付金5%含む）

（調整交付金5%含む）
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（３）介護報酬の改定 

 

平成３０年度からの介護報酬改定を考慮の上、保険料を設定します。 

 

（４）保険料段階の設定 

 

第６期事業計画期間中は、保険料段階を１５段階とし、第１段階、第２段階、第４段階

の保険料率を低廉にする等、低所得者への配慮をしてきました。引き続き、第７期保険料

段階の設定についても、１５段階とします。 

 

（５）市町村特別給付等 

 

市町村特別給付はいわゆる上乗せ・横出しにあたる事業ですが、保険料が上昇すること

から、市町村特別給付は見込まないこととします。 

 

（６）介護給付費準備基金の活用 

 

介護給付費準備基金は、介護保険給付費の財源として過不足を調整するための基金です。

第６期事業計画終了時の基金残高は、約4億5,700万円と見込まれます。計画期間中に、

一定精算することが望ましいことから、基金を活用し保険料の上昇を抑制します。 

 

（７）現役並みの所得のある方の利用者負担の見直しへの対応 

 
「改正法」により、第７期事業計画においては、介護保険制度の持続可能性を高めるため、

世代内・世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、負担上限を44,400

円に据え置きつつ、一定以上の所得がある方の自己負担が２割負担から３割負担に引き上げら

れます。（Ｐ２９６ 図表５０） 

市では、利用者負担割合の変更によるサービス利用への影響がないよう、制度への理解を促

していきます。 
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図表５０ 負担割合の判定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「全国介護保険担当課長会議資料 平成２９年７月３日」 

 

 

 

 

２ 保険給付額全体の見込額 

 

保険給付額全体の見込額は、第５節で見込んだ総給付費に、平成１７年から開始された

食費居住費の自己負担分を軽減するために設けられた特定入所者介護サービス費等、１か

月の利用料が一定の額を超えた場合に給付される高額介護サービス費等、医療保険と介護

保険の合計の利用料が一定の額を超えた場合に給付される高額医療合算介護サービス費

等を加えます。また、制度改正による、一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う財政

影響額を差し引きます。 

これらに、東京都国民健康保険団体連合会が行う給付請求事務に対して支払う手数料

「審査支払手数料」を加え、全体額となる「標準給付費」を算出します。 

この金額は、３年間で 232 億 6,559 万円を見込みます。 

 

 

 

本人の 

合計所得金額が

220万円以上 

本人の 

合計所得金額が

160万円以上 

220万円未満 

本人の 

合計所得金額が

160万円未満 

下記以外の場合 

同一世帯の１号被保険者の 

年金収入＋その他の合計所得金額 

単身：340万円未満 

２人以上：463万円未満 

下記以外の場合 

同一世帯の１号被保険者の 

年金収入＋その他の合計所得金額 

単身：280万円未満 

２人以上：346万円未満 

３割負担 

２割負担 
＊２割負担の判定フローへ 

（１割負担） 

２割負担 

１割負担 

１割負担 

第１号 

被保険者 

※ 第２号被保険者、市区町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず１割負担。 
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図表５１ 標準給付費の見込み 

（単位：千円） 

区  分 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 合計 

総給付費（Ａ） 
（一定以上所得者負担調整後） 

6,999,328 7,376,039 7,760,607 22,135,974 

 

総給付費 7,008,280   7,302,628 7,593,074 21,903,982 

一定以上所得者の利用者負担の
見直しに伴う財政影響額 

8,952 14,367 15,308 38,627 

 
消費税率等の見直しを勘案した
影響額 

0 87,778 182,841 270,619 

特定入所者介護サービス費等 
給付額（Ｂ） 

148,577   153,337 158,263 460,177 

 

特定入所者介護サービス費等 
給付額（資産等勘案調整前） 

148,577 153,337 158,263 460,177 

補足給付の見直しに伴う財政 
影響額 

0 0 0 0 

総給付費計 
（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ） 

7,147,905 7,529,376 7,918,870 22,596,151 

高額介護サービス費等給付額（Ｄ） 170,315 178,968 187,959 537,242 

高額医療合算介護 
サービス費等給付額（Ｅ） 

33,131 34,264 35,390 102,785 

算定対象審査支払手数料（Ｆ） 9,229 9,792 10,391 29,412 

標準給付費見込額（Ｇ） 
（Ｇ＝Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ） 

7,360,580 7,752,400 8,152,610 23,265,590 
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３ 保険料基準額 

 

給付費と地域支援事業費をもとに算出された介護保険料月額は 5,824 円となり、介護

給付費準備基金約 4 億 5,700 万円のうち 4 億 3,000 万円を充当することによって、本

市における保険料基準月額を 5,400 円とします。 

 

図表５２ 保険料基準額の算出 

（単位：千円、保険料基準月額は円） 

区  分 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 合計 

費用合計 7,780,427 8,181,075 8,587,204 24,548,706 

 

標準給付費 7,360,580 7,752,400 8,152,610 23,265,590 

地域支援事業費 419,847 428,675 434,594 1,283,116 

保険料基準額月額（基金投入前）  5,824 

介護給付費準備基金取崩額  430,000 

保険料基準額月額（基金投入後）  5,400 
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４ 第１号介護保険料（所得段階別保険料額） 

 

以上を踏まえ、第 7 期（平成３０年度～平成３２年度）の第１号介護保険料は、下表の

とおりです。 

図表５３ 第１号被保険者の介護保険料 

 

保険料段階 対象者 保険料率 月額（円） 年額（円） 

第１段階 

世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給してい

る方および生活保護受給者の方 

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課

税年金収入金額の合計額が 80万円以下の方 

基準額×
0.45 

2,430  29,100  

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課

税年金収入金額の合計額が80万円を超えて120万円以

下の方 

基準額×
0.65 

3,510  42,100  

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、第１段階または第２段階

に該当しない方 

基準額×
0.75 

4,050  48,600  

第４段階 
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民

税非課税の方のうち、前年の合計所得金額と課税年金

収入金額の合計額が 80万円以下の方 

基準額×
0.875 

4,725  56,700  

第５段階 
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民

税非課税の方で、第４段階に該当しない方 
基準額 5,400  64,800  

第６段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120万円未

満の方 

基準額×
1.175 

6,345  76,100  

第７段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120万円以

上 200万円未満の方 

基準額×
1.275 

6,885  82,600  

第８段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 200万円以

上 300万円未満の方 

基準額×
1.45 

7,830  93,900  

第９段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 300万円以

上 350万円未満の方 

基準額×
1.50 

8,100  97,200  

第１０段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 350万円以

上 500万円未満の方 

基準額×
1.60 

8,640  103,600  

第１１段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 500万円以

上 750万円未満の方 

基準額×
1.75 

9,450  113,400  

第１２段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 750万円以

上 1,000万円未満の方 

基準額×
2.00 

10,800  129,600  

第１３段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 1,000万円

以上 1,500万円未満の方 

基準額×
2.15 

11,610  139,300  

第１４段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 1,500万円

以上 2,000万円未満の方 

基準額×
2.30 

12,420  149,000  

第１５段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 2,000万円

以上の方 

基準額×
2.45 

13,230  158,700  
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５ 平成３７（２０２５）年度の展望 

 

高齢者人口の増加により、給付費は今後も増加していくことが予想されます。第７期事業

計画策定時点で保険料基準額は、平成３７年度は7,600円と推計されています。 

そのため、第７期事業計画において計画している施策を推進し、今後の保険料基準額の上

昇を抑えることをめざします。
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第８節 介護保険制度を円滑に運営するための方策 
 

１ 給付適正化事業 

 

第３節の介護給付等に要する費用の適正化への取り組みおよび目標設定で挙げた事業を

推進し、事業者や市民の方に対して適正なサービスの利用についての意識の醸成を図りま

す。 

 

２ 介護事業者の指導 

 

市では、介護サービス利用者の方が適切なサービスを受けられるように、介護サービス

事業者に対して、運営基準の遵守やサービスの安全性の確認等を指導していきます。 

地域密着型サービスや、居宅介護支援事業所の指定更新時に実地指導を行い、サービス

の質の確保を図ります。 

 

３ 介護保険利用支援の充実 

 

利用者の方々が円滑にサービスを利用できるよう介護保険パンフレットの配布や介護サ

ービス利用ガイドブックの作成、ホームページの充実等を行い、介護保険制度の理解を深

めるための情報提供を行うとともに、総合的な相談窓口である地域包括支援センターのさ

らなる周知に努めます。 

 

４ 保険料・利用料の負担軽減に向けた配慮 

 

（１）保険料での配慮 

 

① 多段階化の推進 

第６期は、本人・世帯の課税状況と合計所得金額・課税年金収入額に応じて、保険料段

階の多段階化が進められ、国標準は９段階ですが、市では１５段階に設定しました。第７

期も同様に、それぞれの被保険者の方の負担能力に応じたきめ細かい保険料負担段階を設

定するため、１５段階とします。 
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② 介護保険料の減免制度 

災害により住居等に損害を受けた場合、生計中心者の方の収入が急激に減少した場合、

生計困難な場合等に介護保険料の減免を行います。 

 

③ 公費による低所得者負担割合の軽減 

世帯非課税（第１段階から第３段階まで）については、公費による負担軽減の仕組みが

導入された場合には、さらなる負担軽減が可能となります。 

 

（２）利用料での配慮 

 

① 介護保険訪問介護等利用者負担助成 

訪問介護等の利用者（助成対象者に制限あり）の方に対して、低所得者の方の負担緩和

の観点から、市がその一部を助成し自己負担額を軽減します。 

 

② 特定入所者介護（介護予防）サービス費（補足給付） 

低所得の要支援・要介護の方が、施設サービスや短期入所サービスを利用した際に自己

負担する食費・居住費の金額が過大とならないよう、利用者負担限度額を設け、その限度

額と基準費用額の上限との差額を特定入所者介護（介護予防）サービス費（補足給付）と

して支給します。 

 

③ 高額介護（介護予防）サービス費の支給 

要支援・要介護の方の１か月の利用者負担額が規定の限度額を超えた場合には、超えた

分について「高額介護（介護予防）サービス費」を支給し自己負担額の軽減を図ります。 

 

④ 高額医療合算介護（介護予防）サービス費の支給 

医療保険制度に加入している世帯に介護保険サービスの利用者の方がいる場合で自己負

担額が著しく高額になる場合（医療・介護保険の自己負担額を合算した年間の合計額が年

間の限度額を超えた場合）には、超えた分を高額医療合算介護（介護予防）サービス費と

して支給します。 

 

⑤ 生計困難者の方に対する利用料の負担軽減制度 

サービス利用料の軽減を行う旨を申し出ている介護保険サービス提供事業者のサービス

を生計困難者の方が利用する場合、自己負担額を軽減します。なお本制度は、被保険者の
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方からの申請に基づき、市で定めた一定の要件によって生計が困難であると認められた方

が対象となります。 

 

５ 介護人材の確保・育成 

 

市認定ヘルパー、市デイサービス認定サブスタッフ等の各種養成講座等を通じて、高齢

者の方を支える担い手を養成し、人材確保・育成を図ります。 

また、介護職員初任者研修を受講し修了した方に受講料等の一部を助成することにより、

人材の育成を図ります。（市介護職員初任者研修支援事業） 

そのほか、国（ハローワーク）と連携し、介護人材募集の周知に努めるとともに、東京

都と連携し、介護職員等の育成に関する講座等や介護人材確保に関する事業等の周知を図

り、介護人材の確保を図ります。 

 

６ 適切な事業所指定 

 

改正法によって、地域密着型通所介護の指定申請があった場合に、指定を拒否できるこ

ととなりました。また、東京都が指定を行う事業所の指定に関しても、意見を提出するこ

とができます。 

市では、各サービスの充足状況を勘案しながら、適切に地域密着型サービスの指定を行

うとともに、東京都が指定を行うサービスについても、必要に応じ意見を提出していきま

す。 
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第６章 計画の推進 
 

第１節 計画の推進体制 
 

介護保険・高齢者保健福祉事業は、福祉、保健、医療、まちづくり、防災等広範囲にわ

たっており、その理念を具体化して、関係する施策を効果的かつ計画的に推進していくた

めには、関係各機関が緊密に連携して取り組むことが必要です。 

また、計画の推進には市民、行政、地域の各種団体、医療機関、教育機関、職域等との

連携協力が必要です。本計画を広く市民に周知するとともに、事業の推進に当たっては、

事業者・関係機関等との役割分担を明確にして協働であたることが必要です。 

 

１ 介護保険運営協議会の充実 

 

介護保険運営協議会は、公募市民、事業者、関係機関、学識経験者等から構成されています。

運営協議会の活動を通して計画の推進状況を毎年度、検討・確認します。 

また、地域包括支援センターの運営全般、関係団体との調整、内容の評価を行う地域包括支援

センターの運営に関する専門委員会や地域密着型サービスの運営に関する専門委員会等を開催

しています。 

 

２ 医師会等の関係機関との連携 

 

計画の推進に当たっては、介護保険事業者、地域団体、ボランティア、ＮＰＯ、民間活動団体

等とも積極的に協力連携していきます。また、医師会や歯科医師会、薬剤師会等の関係機関と連

携していくこともますます重要になっており、情報の共有を図ります。 

 

３ 広域的な連携と国・都への働きかけ 

 

計画の推進に当たっては、法・制度の見直しや人材の確保・育成等について、必要に応じて、

国や東京都にも要望していきます。 
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第２節 計画の評価方法 
 

市では、地域包括ケア「見える化」システムや、各種調査の結果を活用し、自立支援・介護予

防・重度化防止に関する取り組みと目標の進捗状況を検証します。また、施策の事後評価等を行

い、改善を行うＰＤＣＡサイクルを確立します。 

 

 

 
 
事業内容、数値目標、サービス見込量等を

定める。 

計画（Plan） 

 
評価結果を踏まえ、必要があると認める時

は、計画や事業の改善・見直し等を実施。 

 

改善（Action）  
計画の内容を踏まえ事業を実施する。 

 

 
計画の進行管理組織に実績を報告し、評価

を行う。 

実行（Do） 

評価（Check） 

毎年度 

進捗状況・評価の公表 
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１ 小金井市保健福祉総合計画策定委員会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 小金井市における保健福祉施策を総合的に推進することを目的とする小金井市保健福

祉総合計画（以下「保健福祉総合計画」という。）の策定に当たり、広く学識経験者、保健・医

療・福祉関係者及び一般市民の意見を反映させるため、小金井市保健福祉総合計画策定委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、検討した結果を市長に報告する。 

 （１） 保健福祉総合計画の策定に関すること。 

 （２） 地域福祉計画の策定に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、１２人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。 

 （１） 一般公募による市民 ４人以内 

 （２） 学識経験のある者 １人 

 （３） 福祉関係団体等に属する者 ４人 

 （４） 前各号に掲げる者のほか、保健福祉総合計画策定に関係する機関に属する者 ３人  

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成３０年３月３１日までとする。 

２ 委員が欠けたときは、市長は、補欠委員を委嘱することができる。この場合において、補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席又は資料の提出を求めることができる。 

（専門部会） 

第７条 委員会は、下部組織として、次に掲げる専門部会を置く。 

 （１） 障害者専門部会 

 （２） 高齢者専門部会 

 （３） 健康増進専門部会 
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２ 専門部会は、次に掲げる所掌事項について、個別計画案の作成を行い、その結果を委員会に

報告するものとする。 

 （１） 障害者専門部会 障害者計画及び障害福祉計画の策定に関すること。 

 （２） 高齢者専門部会 介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画の策定に関すること。 

 （３） 健康増進専門部会 健康増進計画の策定に関すること。 

３ 専門部会は、地域自立支援協議会、介護保険運営協議会及び市民健康づくり審議会に属する

委員（以下「専門部会委員」という。）をもって構成する。 

４ 各専門部会にそれぞれ座長及び副座長を置く。 

５ 座長及び副座長は、各専門部会に属する当該専門部会委員の互選により選出するものとする。 

６ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

７ 専門部会は、座長が招集し、主宰する。 

８ 専門部会は、必要に応じて専門部会委員以外の者の出席又は資料の提出を求めることができ

る。 

（謝礼の支払） 

第８条 委員会の委員及び専門部会委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。 

（会議等の公開） 

第９条 委員会及び各専門部会の会議は、公開とする。ただし、公開することが委員会及び各専

門部会の運営に支障があると認められるときは、委員会及び各専門部会に諮って非公開とする

ことができる。 

２ 委員会及び各専門部会の会議録は、公開とする。ただし、非公開とされた会議の会議録にあ

っては、委員会及び各専門部会に諮って非公開とすることができる。 

（庶務） 

第１０条 委員会及び各専門部会の庶務は、次に掲げる部課が処理するものとする。 

 （１） 委員会 福祉保健部地域福祉課 

 （２） 障害者専門部会 福祉保健部自立生活支援課 

 （３） 高齢者専門部会 福祉保健部介護福祉課 

 （４） 健康増進専門部会 福祉保健部健康課 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 付 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年７月１２日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。  
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２ 小金井市保健福祉総合計画策定委員会 委員名簿 
 

（敬称略） 

 氏名 所属等 

１ 高橋 信子 公募市民 

２ 橋本 怜史 公募市民 

３ 羽田野 勉 公募市民 

４ 宮城 眞理 公募市民 

５ ◎金子 和夫 学識経験者 

６ ○深澤 義信 社会福祉法人 小金井市社会福祉協議会 

７ 齋藤 寛和 一般社団法人 小金井市医師会 

８ 星野 千恵子 小金井市民生委員児童委員協議会 

９ 宮井 敏晴 小金井市福祉 NPO 法人連絡会 

１０ 矢野 典嗣 小金井市地域自立支援協議会 

１１ 山極 愛郎 小金井市介護保険運営協議会 

１２ 藤森 寿美子 小金井市市民健康づくり審議会 

 ◎委員長 ○副委員長 

  ※平成２８年１１月１１日から平成３０年３月３１日まで 
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３ 健康増進専門部会 委員名簿 
 

（敬称略） 

 氏名 所属等 

１ 新井 利夫 公募市民 

２ 中里 成子 公募市民 

３ 玉木 とみ子 公募市民 

４ 村澤 トキイ 公募市民 

５ ○木下 隆一 公募市民 

６ 森戸 洋子 小金井市議会議員 ※１ 

７ 水上 洋志 小金井市議会議員 ※２ 

８ ◎齋藤 寛和 一般社団法人 小金井市医師会 ※３ 

９ ◎穂坂 英明 一般社団法人 小金井市医師会 ※４ 

１０ 小林 久滋 一般社団法人 小金井市医師会 

１１ 内山 雅之 一般社団法人 小金井市医師会 

１２ 大澤 繁喜 一般社団法人 東京都小金井歯科医師会 

１３ 大西 義雄 一般社団法人 小金井市薬剤師会 

１４ 雨宮 安雄 社会福祉法人 小金井市社会福祉協議会 

１５ 川畑 美和子 小金井市民生委員児童委員協議会 

１６ 飯嶋 智広 東京都多摩府中保健所 ※５ 

１７ 村上 邦仁子 東京都多摩府中保健所 ※６ 

１８ 藤森 寿美子 公益財団法人 小金井市体育協会 

 ◎会長 ○副会長 

※１ 平成２８年１０月２８日から平成２９年４月４日まで 

※２ 平成２９年４月１９日から 

※３ 平成２８年１０月２８日から平成２９年５月３１日まで 

※４ 平成２９年６月１日から 

※５ 平成２８年１０月２８日から平成２９年３月３１日まで 

※６ 平成２９年４月１日から 

※  上記注釈のない委員は、平成２８年１０月２８日から  
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４ 障害者専門部会（地域自立支援協議会） 委員名簿 
 

（敬称略） 

 氏名 所属等 

１ 〇矢野 典嗣 公募市民 

２ 赤濱 高之 相談支援事業者 

３ 久野 紀子 相談支援事業者 

４ 石原 久枝 相談支援事業者 ※１ 

５ 田畑 裕 福祉サービス事業者 ※２ 

６ 小松 淳 福祉サービス事業者 

７ 福原 昌代 福祉サービス事業者 

８ 坂本 珠江 東京都多摩府中保健所 ※３ 

９ 川久保 敦子 東京都多摩府中保健所 ※２ 

１０ 小幡 美穂 発達にアンバランスのある子どもの親の会ひまわりママ 

１１ 高橋 良友 小金井市教育委員会 ※３ 

１２ 平田 勇治 小金井市教育委員会 ※２ 

１３ 渡邉 孝之 幼稚園（せいしん幼稚園） 

１４ 名取 知子 保育所（愛の園保育園） 

１５ 三笠 俊彦 小金井市商工会 

１６ 馬場 利明 小金井市手をつなぐ親の会 

１７ 荒井 康善 小金井市聴覚障害者協会 

１８ 森田 史雄 小金井市精神障害者家族会 あじさい会 

１９ ボーバル 聡美 小金井市障害者就労支援センター 

２０ ◎髙橋 智 学識経験者 

２１ 緒方 澄子 小金井市民生委員児童委員協議会 

２２ 室岡 利明 権利擁護センター 

◎会長 〇副会長 

※１ 平成２８年１０月２８日から平成２９年５月１８日まで 

※２ 平成２９年５月１９日から 

※３ 平成２８年１０月２８日から平成２９年３月３１日まで 

※  上記注釈のない委員は、平成２８年１０月２８日から  



 

- 312 - 

５ 高齢者専門部会（介護保険運営協議会） 委員名簿 
 

（敬称略） 

 氏名 所属等 計画策定委員 

１ 平野 武 公募市民（第１号被保険者）  

２ 井上 雅夫 公募市民（第１号被保険者） ★ 

３ 新井 信基 公募市民（第２号被保険者） ★ 

４ 高橋 信子 公募市民（第２号被保険者）  

５ 鈴木 隆 公募市民（介護サービス利用者またはその家族）  

６ 宮地 尚子 公募市民（介護サービス利用者またはその家族）  

７ 伊藤 祐彦 公募市民（介護予防利用者） ★ 

８ 佐々木 智子 公募市民（介護予防利用者） ★ 

９ 内藤 富美子 一般財団法人 天誠会  

１０ 森田 和道 小金井市福祉ＮＰＯ法人連絡会 ★ 

１１ 山極 愛郎 社会福祉法人 聖ヨハネ会  

１２ 玉川 弘美 特別養護老人ホーム つきみの園 ★ 

１３ 齋藤 寛和 一般社団法人 小金井市医師会  

１４ 
三村 義仁 一般社団法人 東京都小金井歯科医師会 ※１ 

★ 
橋詰 雅志 一般社団法人 東京都小金井歯科医師会 ※２ 

１５ 大西 義雄 一般社団法人 小金井市薬剤師会  

１６ 亘理 千鶴子 社会福祉法人 小金井市社会福祉協議会 ★ 

１７ 清水 洋 小金井市民生委員児童委員協議会 ★ 

１８ 
飯嶋 智広 東京都多摩府中保健所 ※３ 

★ 
村上 邦仁子 東京都多摩府中保健所 ※４ 

１９ ◎市川 一宏 学識経験者 ★（委員長） 

２０ ○酒井 利高 学識経験者 ★ 

◎会長 〇副会長 

★介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定に関する専門委員会委員  
 

※１ 平成２９年 7 月１９日まで ※３ 平成２９年 3 月３１日まで 

※２ 平成２９年 7 月２０日から ※４ 平成２９年 4 月 1 日から 
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６ 小金井市保健福祉総合計画策定委員会および専門部会開催経過 
 

（１）小金井市保健福祉総合計画策定委員会 
 

 開催日 主な内容 

第１回 平成２８年１１月１１日

 委員の委嘱 

 計画策定の概要 

計画策定の根拠法、計画期間等について 

 アンケート調査内容確認 

 
平成２８年１２月８日から

同月２２日まで 
 アンケート調査実施 

第２回 平成２９年３月９日  アンケート調査結果の説明 

第３回 平成２９年５月２５日 

 計画策定の概要 

 市の福祉に関する現状と課題 

（１）アンケート調査結果のまとめ説明 

（２）福祉に係る市の統計説明 

第４回 平成２９年７月２０日 

 地域共生社会の実現に係る国の動向説明 

 現地域福祉計画の施策評価について 

（１）施策一覧と今後の方向性 

 計画間の共通項目説明 

（１）４計画の共通目次案 

（２）基本理念の継承 

 新施策体系（案）説明 

第５回 平成２９年９月２１日 
 施策の体系について 

 計画骨子案の検討 

第６回 平成２９年１１月９日  計画素案の検討 

 

平成２９年１１月２５日

（１） 

平成２９年１１月２８日

（２） 

 市民説明会の実施 

（１） 時間 午前１０時から午後１時まで 

    会場 商工会館 

（２） 時間 午後６時から午後９時まで 

    会場 第二庁舎８階８０１会議室 

 

平成２９年１１月２４日

から 

同年１２月２５日まで 

 パブリックコメントの実施 

第７回 平成３０年２月１日 
 市民説明会及びパブリックコメント結果報告 

 計画素案の修正及び確認 

第８回 平成３０年２月２２日  計画の承認 
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（２）健康増進専門部会 
 

 開催日 主な内容 

第１回※ 平成２８年１０月２８日

 健康増進計画の改定について 

 平成２７年度健康増進計画進捗状況について 

 健康増進計画に係る市民アンケートの項目について 

 受動喫煙について 

第２回※ 平成２９年３月１３日 
 健康増進計画に係る市民アンケート集計結果について 

 保健衛生事業について 

第３回 平成２９年６月２８日 
 新計画の概要（案）等について 

 健康に関する本市の状況について 

第４回 平成２９年８月３０日  新計画の全体像及び内容について（施策体系まで） 

第５回 平成２９年９月２１日 

新計画の内容について 

 前会議からの修正箇所について 

 基本目標（１）「生活習慣病の発症予防・重症化予防」に

係る素案について 

 基本目標（３）「健康を育む環境整備」に係る素案について

第６回 平成２９年１０月２６日

 前会議からの修正箇所について 

 基本目標（２）「生活習慣の改善」に係る素案について 

 素案全体について 

第７回 平成３０年１月２５日 
 パブリックコメントの結果と市の方向性 

 素案の検討 

※市民健康づくり審議会と同時開催 
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（３）障害者専門部会 
 

 開催日 主な内容 

第１回 平成２８年１０月２８日
 保健福祉総合計画 障害福祉計画にかかるアンケート

（案）について 

第２回 平成２８年１１月２５日
 保健福祉総合計画アンケートについて 

 保健福祉総合計画の今後の予定 

第３回 平成２９年５月１９日 
 障害福祉計画の国資料について 

 障害者計画・障害福祉計画のアンケートまとめ 

第４回 平成２９年６月１６日 

 障害者計画・障害福祉計画のスケジュールについて 

 障害者計画・障害福祉計画策定の概要 

 障害者計画における施策の進捗状況等について 

第５回 平成２９年７月２１日 

 障害者計画における施策の進捗状況等について 

 施策進捗状況における指標について 

 障害者計画（案）について 

第６回 平成２９年８月３１日 

 障害者計画（案）について 

 地域福祉計画と障害者計画の体系について 

 障害福祉計画（案）について 

 障害福祉計画に係る国の基本指針の見直しついて 

第７回 平成２９年９月２２日 

 障害者計画における施策の進捗状況等について 

 障害者計画（案）について 

 障害福祉計画（案）について 

第８回 平成２９年１０月２０日
 障害者計画（パブコメ案）について 

 障害福祉計画（案）について 

第９回 平成２９年１１月１７日

 小金井市保健福祉総合計画市民説明会について 

 障害者計画・障害福祉計画（パブリックコメント案）に

ついて 

第１０回 平成３０年１月１９日 

 障害者計画・障害福祉計画に係るパブリックコメント意

見等について 

 障害者計画・障害福祉計画に係る市議会各会派から寄せ

られた意見総括表について 

第１１回 平成３０年２月２３日  障害者計画・第５期障害福祉計画について 

全て地域自立支援協議会との合同開催 
  



 

- 316 - 

（４）高齢者専門部会 
 

 開催日 主な内容 

平成２８年度 
第１回 

平成２８年１１月２４日
 第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定に係
る各種調査について 

第２回※ 平成２９年３月２４日 

 介護保険特別会計平成２７年度決算について 
 介護保険特別会計平成２９年度予算について 
 第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定に係
る調査結果（速報）について 

平成２９年度 
第１回 

平成２９年５月２２日 

 第６期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画に対する
事業評価について 
 第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定に向
けての現状と課題について 

第２回 平成２９年６月２９日 

 第６期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画の総合的
な検証について 
 介護保険制度改正・関連施策の動向について 
 第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画の体系
（素案）について 

第３回 平成２９年７月２０日 
 第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画の体系
（素案）について 

第４回 平成２９年８月３０日 
 第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画に係る事
業の検討について（基本施策１、３） 

第５回 平成２９年９月２９日 
 第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画に係る事
業の検討について（基本施策２） 

第６回※ 平成２９年１１月２日 
 平成２８年度介護保険特別会計決算について 
 第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画（素案）
について 

第７回 平成２９年１２月１５日

 第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画（素案）
について 
 市民説明会について 
 パブリックコメントについて（高齢者保健福祉総合事業
計画部分中間報告） 

第８回※ 平成３０年１月２５日 

 パブリックコメントの結果について（高齢者保健福祉総
合事業計画部分） 
 第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画（案）に
ついて 

第９回※ 平成３０年２月９日 

 パブリックコメントの結果について（介護保険事業計画
部分） 
 第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画（最終案）
について 

※小金井市介護保険運営協議会（全体会）との合同開催
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７ 用語説明 
 

あ行 
用語 解説 

ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の略で一般的に

は情報通信技術のこと。ここでは、病院・診療所・介護等関係者間

をネットワークでつなぐ情報通信技術のことをいう。 

愛の手帳（療育手帳） 

児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障がいと判

定された人に対して都知事が交付する手帳。他道府県では「療育手

帳」という。 

悪性新生物 
悪性腫瘍のこと。細胞が何らかの原因で変異して増殖を続け、周囲

の正常な組織を破壊する腫瘍。がんや肉腫などがこれに該当。 

ｅラーニング 

（イーラーニングシス

テム） 

厚生労働省による要介護認定適正化事業の一環として、全国テスト

および教材・問題集をインターネット上で学習することにより、認

定調査員の調査能力向上等を目的として開発されたもの。 

一般就労 
障がいのある人が福祉施設等での就労ではなく、企業などへの就職、

在宅での就労および自らの起業などにより就労すること。 

医療的ケア児 
経管栄養やたんの吸引など日常生活に必要とされる医療的な生活援

助行為を必要とする児童。 

う蝕 

むし歯のこと。歯の硬組織の表面が細菌の酸産生により崩壊され、

エナメル質やセメント質から象牙質へと進行し、実質欠損を形成す

る代表的な歯の疾患。 

栄養成分表示 

消費者に販売される容器包装に入れられた加工食品および添加物に

ついて、食品表示基準に基づき、義務付けられた熱量、たんぱく質、

脂質、炭水化物、塩分量の表示。 

ＮＰＯ 

Non-Profit Organization の略でボランティア団体や住民団体等、

民間の営利を目的としない団体の総称として使われている。「特定非

営利活動法人（ＮＰＯ法人）」という法人格を得ることができる。 

 
か行 

用語 解説 

介護保険 

４０歳以上の方全員が被保険者（保険加入者）となり保険料を負担

し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部（10～30％）を支

払って介護サービスを利用する制度。 
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用語 解説 

介護予防 

元気な方も、支援や介護が必要な方も、生活機能の低下や重度化を

できる限り防ぎ、自分らしい生活を実現できるようにすること。具

体的には、日頃から自身の体調を把握し、高齢期にあった健康づく

りを行う。 

介護予防・日常生活 

支援総合事業 

（総合事業） 

市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民の方等の多様な

主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い

体制づくりを推進し、要支援者の方等に対する効果的かつ効率的な

支援等を可能とすることをめざすもの。要支援者の方等に対して必

要な支援を行う介護予防・生活支援サービス事業と、第 1 号被保

険者の方に対して体操教室等の介護予防を行う一般介護予防事業か

らなる。 

介護離職 
就業者の方が、家族等の身近な方の介護や看護を行うために、やむ

を得ず現在の仕事を退職すること。 

かかりつけ医 

その人が住む地域の病院などで、日常的に体調管理や病気の診断な

どを行う医師のこと。単純に頻繁に訪れる病院や診療所を指して用

いることもある。 

間食 
朝食、昼食、夕食以外に摂取するエネルギー源となる食べ物と飲み

物のこと。 

北多摩南部保健医療圏 
武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市および狛江市の６市

で構成されている二次保健医療圏のこと。 

基本チェックリスト 

要介護認定が必要でない高齢者の方に対し、介護予防・生活支援サ

ービス事業の対象者かを識別し、ふさわしいサービスの区分等を評

価するための質問表。運動機能や栄養状態、口腔機能、認知機能、

うつ病の可能性等に関する合計２５項目の質問項目について回答

し、各項目の基準点により判定される。 

休肝日 
肝臓を休めるため、週に 1 日以上飲酒しない日を設けることを推

奨する目的でつくられた造語。 

協働 
市民および市が、それぞれの役割と責任に基づき、対等の立場で連

携協力して市政を充実させ、または発展させること。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

障がい者が、少人数で借家やアパート等で共同生活をし、それを支

援施設の職員や近隣住民、ボランティア等が食事提供、生活指導、

相談・助言等、生活を支援すること。 

緊急通報システム 

日常生活を営む上で常時注意が必要な慢性疾患を有するひとり暮ら

し高齢者や障がい者世帯等に緊急通報機器を設置し、急病の際に緊

急通報事業者に通報し、安全の確認と必要に応じて救急車を手配す

る仕組み。または、急病の際に消防署に通報を送り、近隣協力員の

協力を得て救援される仕組み。 
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用語 解説 

ケアプラン 

要介護認定者の方について、自立した日常生活を送ることができる

よう利用者の方や家族の方のニーズの把握、課題を分析し、サービ

ス担当者会議において協議を行い作成される介護支援計画のこと。

ケアマネジメント 

要介護者の方等、サービス利用者の方のニーズを満たすため、保

健・医療・福祉等の多様なサービスを適合させる系統だった連携・

調整・統合の一連の活動のこと。 

ケアマネジャー 

（介護支援専門員） 

要介護認定者の方からの介護サービスの利用に関する相談や適切な

居宅サービス・施設サービスを利用できるよう、ケアプランの作成

やサービス事業者等との連絡調整を行う専門職の人のこと。 

ゲートキーパー 
自殺を考えている人に気付き、声を掛けたり見守ったりする人のこ

と。 

健康格差 
雇用や所得、家庭環境といった社会経済状況の格差が健康をも左右

してしまっている状態のこと。 

健康寿命 
健康で日常生活に制限なく自立して暮らせる期間。平均寿命から衰

弱・病気などによる介護期間を引いた寿命のこと。 

健康増進法 
国民の健康増進の総合的な推進を図るための基本方針を厚生労働大

臣が策定。平成１４年に成立。 

権利擁護 
自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な方に代わって、

代理人の方がその権利を表明し支援すること。 

高次脳機能障がい 
交通事故等で脳が損傷を受けた場合に発生する、言語、記憶、およ

び行動などに関わる障がい。 

合理的配慮 

日常生活または社会生活を営むために、社会通念上その実施に伴う

負担が過重になるものを除いて、障がい者の求めに応じて必要かつ

適切な現状の変更または調整を行うことをいう。 

高齢化率 

全人口に占める６５歳以上の方の割合。高齢化率 7.0％で「高齢化

社会」、14.0％以上で「高齢社会」、21.0％以上で「超高齢社会」と

言われている。 

コーディネーター 
複数の主体が関わる事業などが円滑に進むように、情報連携や業務

の調整などを行い、つなぎ役をする人や機関のこと。 

小金井さくら体操 
６５歳以上で要介護認定等を受けていない方を対象とした、介護予

防を目的とするご当地体操。 
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さ行 
用語 解説 

サービス付高齢者住宅 

高齢者の方向けの賃貸住宅または有料老人ホームで、入居した高齢

者の方の状況把握サービス、生活相談サービス、そのほかの高齢者

が日常生活を営むために必要なサービスを提供する事業。 

歯周病 
歯肉に炎症が引き起こされ、放置しておくと膿が出たり、口臭がひ

どくなり、最後には歯が抜け落ちてしまう病気。 

歯石 

歯垢に唾液中のカルシウムやリン酸が付着し、かちかちに固まった

もの。一度ついてしまった歯石は歯ブラシでは除去できないため、

歯科医院で取ってもらうことが必要。 

市民後見人 

親族および弁護士等の専門職後見人以外の市民による後見人。弁護

士などの専門職後見人と同様に家庭裁判所が選任し、判断能力が十

分でない方の金銭管理や日常生活における契約など本人を代理して

行う。 

社会福祉協議会 

社会福祉法に位置付けられており、一定の地域社会において、住民

の方が主体となり、地域福祉の推進を図ることを目的とした民間団

体。 

主菜 
魚介、肉、卵、大豆および大豆製品などが主材料で、献立の中心と

なるおかず。主にたんぱく質や脂質の供給源となる。 

主食 
ごはん・パン・めんなど。炭水化物が主成分で主にエネルギー源に

なる。 

受動喫煙 

喫煙者本人ではなく、その周囲の人々が自分の意思とは関係なし

に、たばこの煙を吸い込んでしまうこと。「受動喫煙」は、がんや

脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患など様々な病気のリスクが高まり、

妊婦や胎児にも悪影響をおよぼす。 

手話通訳者 音声言語を手話に、手話を音声言語に置き換えて伝える人のこと。

障害者週間 

障害者基本法に定める、１２月３日から９日までの一週間の名称。

国民の間に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるととも

に、障がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動

に積極的に参加する意欲を高めることを目的とする。 

障害者就労支援 

センター 

地域において生活している就職や職場への定着が困難な障がいのあ

る人を対象に、就労に伴う支援を一体的に行う機関。 

小規模多機能型居宅

介護 

居宅の要介護者の方について、心身の状況、その置かれている環境

等に応じて、本人の選択に基づき、訪問または通いや短期間の宿泊

により、入浴、排せつ、食事等の介護、そのほかの日常生活上の支

援および機能訓練を組み合わせて提供するサービス。 
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用語 解説 

食育 

現在および将来にわたり、健康で文化的な国民の生活や豊かで活力

のある社会を実現するため、様々な経験を通じて、国民が食の安全

性や栄養、食文化などの「食」に関する知識と「食」を選択する力

を養うことにより、健全な食生活を実践することができる人間を育

てること。 

食事バランスガイド 

厚生労働省と農林水産省の共同により平成１７年に策定された。 

１日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安として、食事の望

ましい組み合わせとおおよその量をイラストで分かりやすく示した

もの。 

自立支援医療 
平成１８年の障害者自立支援法施行に伴い、精神通院医療・更生医

療・育成医療が一本化された医療費の公費負担制度。 

心疾患 狭心症や心筋梗塞といった心臓の疾患の総称。 

身体障害者手帳 
身体に障がいのある人が「身体障害者福祉法」に定める障がいに該

当すると認められた場合に都道府県知事が交付する手帳。 

生活困窮者自立支援

制度 

生活困窮者自立支援法に基づき、経済的に困窮し、最低限度の生活

を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状

況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的とする制度。

本市では自立相談支援事業、家計相談支援事業、住居確保給付金の

支給、学習支援事業を実施している。 

生活支援 

コーディネーター 

高齢者の方の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進してい

くことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの

提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネッ

トワーク構築の機能）の役割を担う人のこと。 

生活習慣病 

食事や運動、喫煙、飲酒、ストレスなどの生活習慣が深く関与して

発症する疾患の総称。主な疾患として、日本人の三大死因であるが

ん、脳血管疾患、心疾患、および脳血管疾患や心疾患の危険因子と

なる動脈硬化症、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などがある。 

生活の質 

クオリティ・オブ・ライフ（ＱＯＬ）ともいう。ある人がどれだけ

人間らしい満足した生活を送ることができているかを計るための概

念。 

精神障害者保健福祉

手帳 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づき、都道府県

知事が交付する手帳で、一定の精神障がいの状態にあることを証す

るもの。 

精神保健福祉士 

精神障がい者の保健や福祉に関する専門的知識と技術をもち、社会

復帰の相談、助言、指導、日常生活への適応訓練や援助を行う人の

こと。 
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用語 解説 

成年後見制度 

認知症や知的、精神障がい等のために判断能力が十分でない方が、

地域で安心して生活することができるよう支援する制度。介護保険

サービス等を利用する際の契約や不動産の売買契約、財産の管理等

の法律行為を代行する。 

節度ある適度な飲酒 

健康日本２１では、1 日平均純アルコールで２０ｇ程度としている。

これは、それぞれ日本酒１８０ml、ビール５００ml、ウイスキー

（４３度）６０ml、焼酎（２５度）１１０ml、ワイン２４０ml に相

当する。 

 

た行 
用語 解説 

第３次小金井市食育

推進計画 

平成１７年に施行された「食育基本法」に基づき、小金井らしい食

生活のある、ひとづくり・まちづくりを目的として策定。 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超

えて、地域住民の方や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資

源が世代や分野を超えてつながることで、住民の方一人ひとりの暮

らしと生きがい、地域を共に創っていく社会をめざすもの。 

地域支援事業 

被保険者の方が、要介護状態または要支援状態となることを予防す

るとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、

地域において自立した日常生活を営むことができるように支援する

ために市町村が行う事業。 

地域自立支援協議会 

相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関する関係機関に

よるネットワークを構築し、地域における様々な課題や困難事例に

対する解決方法等を検討する。 

地域包括ケアシステム 

高齢者の方の尊厳の保持と自立生活支援の目的のもとで、可能な限

り、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ

とができるよう、医療、介護、介護予防、住まいおよび生活支援が

一体的に提供される地域の包括的なサービス提供体制のこと。 

地域包括ケア 

「見える化」システム 

都道府県・市町村における介護保険事業計画等の策定・実行を総合

的に支援するための情報システム。介護保険に関連する情報をはじ

め、地域包括ケアシステムの構築に関する様々な情報が本システム

に一元化され、かつグラフ等を用いた見やすい形で提供される。 

地域包括支援センター 

地域において、①介護予防ケアマネジメント事業、②総合相談支援

事業、③包括的・継続的マネジメント事業、④高齢者虐待の防止・

早期発見および権利擁護事業の４つの基本的な機能をもち、主任ケ

アマネジャー・保健師・社会福祉士等が配置され、高齢者の方への

支援を行う中核機関。 
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用語 解説 

地域密着型サービス 

住み慣れた地域で生活を支えるためのサービスで、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着

型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居

者生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をい

う。 

中間的就労 
短時間就労やグループ就労など、一般就労と福祉的就労の中間の就

労。 

デイサービス認定 

サブスタッフ 

通所介護事業所の市独自基準のサービスにおいて、介護職員の補助

として活動する元気な高齢者の方のこと。活動するに当たり、養成

講座を修了する必要がある。 

デイジー（DAISY） 

図書 

デジタル録音された音声による図書のこと。 

特定健康診査・特定 

保健指導 

「高齢者の医療の確保に関する法律」の成立により、生活習慣病を

予防するという観点で、平成２０年４月から医療保険者に義務付け

られることになった健康診査・保健指導のこと。 

特別支援教育 

従来の心身障がい教育の対象だけでなく、LD（学習障がい）、ADHD

（注意欠陥／多動性障がい）、高機能自閉症を含めて障がいのある児

童・生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニー

ズを把握して、生活や学習上の困難を改善または克服するために、

適切な教育や指導、支援を行うこと。 

 

な行 
用語 解説 

二次予防 

発生した疾病や障がいを健（検）診などにより早期に発見し、早期

に治療や保健指導などの対策を行い、疾病や障がいの重症化を予防

すること。 

日常生活圏域 

地理的条件、人口、交通事情そのほか社会的条件、介護給付等対象

サービスを提供するための施設の整備の状況等を総合的に勘案し設

定した、介護保険サービス利用者の方にとって最も身近な圏域。小

金井市には４圏域がある。 

人間ドック 

主として生活習慣病の早期発見と心・肝・腎・肺などのはたらきの

検査を目的として、外来または短期間入院により行う精密な健康診

断。 

認知症 
様々な原因で脳の細胞が損傷を受けたり、働きが悪くなることで脳

の機能が低下し、生活のしづらさが現れる状態をいう。 
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用語 解説 

認知症ケアパス 

認知症の方の生活機能障害の進行に合わせ、いつどこでどのような

医療・介護サービスを受ければよいのか具体的な機関名やケアの内

容等を示したもの。 

認知症サポーター 
認知症を正しく理解し、認知症の方や家族の方を温かく見守る応援

者として、日常生活の中で支援する人のこと。 

認知症疾患医療 

センター 

認知症の鑑別診断、身体合併症や行動・心理症状への対応、専門医

療相談等を行い、地域における医療と介護の連携等、関係機関との

連携の拠点としての機能をもつ専門医療機関。 

認知症地域支援推進員 

認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、医療

機関や介護サ—ビスおよび地域の支援機関との連携を図り、認知症

の方やその家族の方を支援する相談業務を行う人のこと。 

脳血管疾患 
出血性脳血管疾患（脳出血、くも膜下出血）と虚血性脳血管疾患（脳

梗塞など）といった脳血管の疾患の総称。 

ノーマライゼーション 

多様な人々（高齢者、若者、障がいのある人、障がいのない人）が、

社会の一員として生活できる社会こそ正常（ノーマル）な社会であ

るとの考え方。 

 

は行 
用語 解説 

８０２０（ハチマル 

ニイマル）運動 

「８０歳になっても２０本以上の自分の歯を保つことで豊かな人生

を」という考えのもとに、厚生労働省と日本歯科医師会により提唱

されている運動。 

発達障がい 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障が

い、注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障がいであ

ってその症状が通常低年齢において発現するもの。 

バリアフリー 

住宅建築用語としては、段差等の物理的な障壁の除去をいうが、福

祉的にはより広く高齢者の方や障がい者の方等の社会参加を困難に

している社会的・制度的・心理的な全ての障壁の除去という意味で

も用いられる。 

避難行動要支援者 
災害時等に自力で避難することが困難で、家族等の支援を受けられ

ない高齢者や障がいのある方等。 

副菜 
野菜、いも類、海藻、きのこ、果物などが主材料のおかずで、主に

ビタミン、ミネラル、食物繊維の補給源となる。 

福祉サービス第三者

評価 

事業者でも利用者でもない第三者の多様な評価機関が、事業者と契

約を締結し、専門的かつ客観的な立場から、福祉サービスの内容や

質、事業者の経営や組織のマネジメントの力等を評価すること。 
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用語 解説 

福祉的就労 

一般就労が困難な障がいのある人のために配慮された作業所への就

労。就労継続支援Ａ型（雇用型）と就労継続支援Ｂ型（非雇用型）

がある。 

包括的支援事業 

市町村が行う地域支援事業の一部で、地域包括支援センターにおい

て、介護予防ケアマネジメント、総合相談業務、権利擁護業務、ケ

アマネジャーへの助言・指導等を行う事業。 

 

ま行 
用語 解説 

マンマモデル 
乳がん検診、乳房自己触診をわかりやすく指導するための乳房モデ

ル。 

民生委員 

地域住民の方から社会福祉に関わる相談を受け、支援を行う人のこ

と。市区町村に設置された民生委員推せん会が推薦した方を都道府

県知事が厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱する。 

メタボリックシンド

ローム 

肥満に伴って、内臓脂肪が蓄積し、内臓脂肪の働きにより病的な異

常がもたらされる結果、軽度の糖代謝、脂質代謝の異常、あるいは

血圧の上昇が起こり、個々の病態は軽度でもこれらの病態が重なり

合って動脈硬化による心血管病のリスクが高まっている病態のこ

と。 

メタボリックシンドロームは内臓脂肪蓄積を背景に糖代謝異常（空

腹時血糖値１１０mg/dl 以上）、脂質代謝異常（中性脂肪１５０

mg/dl 以上または HDL４０mg/ml 未満）、高血圧（最大１３０

mmHg 以上または最小８５mmHg 以上）のうち２つ以上があては

まる場合に診断される。 

しかし、適正な摂取エネルギー量を知り、過食を避け、適度な運動

を継続することで予防が可能と考えられている。 

 

や行 
用語 解説 

ユニバーサルデザイン 

施設や製品等のデザインを年齢、性別、身体、国籍、障がいの有無

など、人々が持つ様々な特性や違いを越えて全ての人が利用しやす

くしていこうとする考え方。 

 
ら行 

用語 解説 

ライフステージ 
乳幼児期、学齢期、成人期、壮年期、高齢期などの年代による人生

の段階。 
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用語 解説 

レスパイトケア 

障がいのある子ども、慢性疾患、末期疾患の子どもがいる家族およ

び養育者または介護が必要な高齢者等がいる家族を一時的に介護か

ら解放することによって、家族のストレスを減少させ、家族の安定

を図る援助サービス。 

６０２４（ロクマル 

ニイヨン）運動 

健康日本２１では、歯の喪失が急増する５０歳前後の人に対するよ

り身近な目標として、６０歳において２４歯以上の自分の歯を有す

る者の割合を設定し、１０年後に対象年齢となる５０歳の現状をも

とに、６０歳で２４歯以上有する者を 50％以上とすることを目標

としている。 
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８ その他計画書を読む上での注意点 
 

（１）アンケート調査の結果の見方 

 

・ 回答は、それぞれの質問の回答者数を基数とした百分率（％）で示しています。それぞれの

質問の回答者数は、全体の場合はN（Number of case）、それ以外の場合にはｎと表記し

ています。 

・ ％は小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位までを表記しています。従って、回

答の合計が必ずしも100.0％にならない場合（例えば99.9％や100.1％）があります。 

・ クロス集計の年代別、要介護度別などは、無回答の方がいたため、合計が全体とは一致しま

せん。 

・ 回答者が２つ以上回答することのできる質問（複数回答）については、％の合計は100％

にならないことがあります。 

・ 本文およびグラフ中の設問文ならびに選択肢の表現は一部省略されています。 

 

（２）元号について 

 

・ 計画期間の途中で元号が変更となる見込みですが、平成３０年３月時点において新元号が

公表されていないため、現在の元号をそのまま使用します。必要に応じ、一部和暦と西暦と

の併記とします。 

 

（３）「障がい」の表記について 

 

・ 「障がい」の漢字表記については、現在も議論されているところですが、市の最上位計画で

ある「小金井しあわせプラン」や平成２４年３月に策定された前小金井市保健福祉総合計画

においても、法律名など固有名詞を除き、「障がい」と表記しているところです。 

・ 従いまして、今回策定する「第２期小金井市保健福祉総合計画」においても統一的な表記と

するために、「障がい」として表記しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期小金井市保健福祉総合計画 

 

発行年月：平成３０年3月 

発行：小金井市 

編集：小金井市福祉保健部 

 

〒１８４－８５０４ 

小金井市本町六丁目６番３号 

担当：福祉保健部地域福祉課地域福祉係 

電話：０４２－３８７－９９１５ ＦＡＸ：０４２－３８４－２５２４ 

 

古紙配合率７０％以上、植物性インクを使用しています。 
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